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はじめに

使用者には、労働者が自己の能力を最大限に発揮し、心身ともに健康的に働き続け

られる職場環境を整備する責務があります。労働者にとって魅力ある職場を作ること

は、使用者にとっても人材の確保及び育成という観点から極めて有利です。そのため

には、労働条件や人事・服務規律などの職場のルールを明らかにして、労使双方がその

内容をよく理解していることが大切です。この職場のルールを明文化したものを就業

規則といいます。就業規則を作成することで労使の権利義務関係が明らかとなり、互

いにこのルールを守ることにより、無用な労使トラブルの発生を防ぐことができます。

東京都では、労働相談情報センターにおいて、労働条件や労使関係など労働問題全般

に関する相談を受けています。個別の労働契約に関わる問題から事業所における就業

規則の各条文を引き合いに出すものもあります。本冊子は、厚生労働省の「モデル就

業規則」をベースに、労働相談の現場でニーズのある国の「指針」やモデル規程・様式

などを盛り込み、実用性のあるもの（運用編）として作成しました。

各事業所におきましては、本冊子を活用のうえ、労働環境の整備にお役立ていただ

ければ幸いです。

最後に、労働相談情報センター（飯田橋、大崎、池袋、亀戸、多摩（立川）の5ヶ所）

では、本冊子以外にも労働に関する各種資料を無償で提供しております。どうぞお気

軽にご利用ください。

　　令和5年3月

� 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
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1	 就業規則を作成する意味
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律、そのほ

か労働者に適用される各種の定めを明文化したもので、いわば職場における法律のようなもの
です。

労働契約とは、使用者（事業主、雇用主）と労働者との間で取り交わされるものですので、複
数の労働者の個別に労働契約を締結することが民事契約の原則といえます。しかし、労働者ご
とに労働条件が異なっていると、使用者の立場からみると、事務処理が煩雑になるというデメリ
ットが生じますし、労働者の立場からすれば、他の労働者と比較して自分だけ不利・不公平に取
り扱われているのではないかという不信感を持ってしまうことになりがちです。

そのため、会社が統一的・合理的・効率的に事業を運営していくとともに、労働者が明確な労
働条件や職場規律のもとで安心して働くことができるようにするためには、労働条件や服務規
律などを明らかにした就業規則を作成することが必要となってきます。

2	 就業規則と労働契約との関係
労働契約法は、就業規則で合理的な労働条件が定められており、さらに就業規則が労働者に周
知されている場合には、就業規則で定める労働条件が労働契約の内容となるとしています（労契
法第7条）。

また、労使間で個別に労働契約を結んでいるときに、労働契約の内容が就業規則で定めた基
準を下回るものであった場合には、その基準を下回っている部分についてのみ無効となるとし
ています（労契法第12条）。逆に、労使間で個別に就業規則を上回る内容の労働契約を結んで
いる場合には、労働契約の内容が優先することとなります。

3	 就業規則と法令及び労働協約との関係
就業規則の規定が、法律や労働協約（労働組合と使用者との間で労働条件等につき、交渉で合

意に達した内容が書面化され、両当事者が署名又は記名押印したもの）に反する場合は、その部
分については労働者に適用されません（労契法第13条）。

労働基準法では、労働協約に抵触する就業規則については、労働基準監督署長が、就業規則の
変更を命じることができるとしています（労基法第92条）。

また、会社の企業経営・人事管理上必要であるとか、労働者の権利・利益を不相当に制限して
いないなどの合理的な内容でなければならず、公序良俗（世間一般で重んじられている秩序や、
善良とされる風俗）に反してもいけません。

　　

就業規則とは

法 令 労働協約 就業規則 労働契約＞ ＞ ＞
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 ◎ チェックポイント　

1	 就業規則の作成・届出義務（労基法第89条）
　常時10人以上の労働者（いわゆる正社員だけではなく、パートタイム労働者や契約社員など
も含まれます）を雇用している事業場では、必ず就業規則を作成して、労働基準監督署長に届け
出なければなりません。また、就業規則を変更したときも、労働基準監督署長への届出が必要 
です。

ここで注意すべきなのは、「事業場」ごとに届け出ることが原則だということです。例えば、
会社で2か所以上の営業所、店舗等を有しており、それが場所的・機能的に独立しているのであ
れば、企業全体の労働者の数を合計して判断するのではなく、それぞれの営業所、店舗等を1つ
の事業場としてとらえ、常時使用する労働者が10人以上の事業場について就業規則を作成する
ということです。

就業規則の届出は事業場ごとに行うのが原則ですが、各事業所の就業規則が変更前、変更後と
もに本社の就業規則と同一の内容のものである場合に限り、本社所在地を管轄する労働基準監
督署長を経由して一括して届け出ることも認められています。

なお、従業員が10人未満の職場でも、労働条件を明確にするためには、就業規則を作成する
ことが望ましいとされています。

※ 就業規則の届け出については電子申請でも行うことが可能です。
 電子申請のホームページは「労基法等 電子」で検索

就業規則の作成義務

□ 就業規則を作成しなければならない条件をご存じですか？

□ 就業規則を労働基準監督署長に届け出ていますか？

□ 従業員代表の意見を聴いていますか？

□ 従業員代表の選出方法は適正ですか？

□ 法律が定める事項が盛り込まれていますか？

□ 就業規則を従業員に周知していますか？
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 ◎ チェックポイント　

1	 就業規則と労働条件明示義務との関係	
（労基法第15条、労基則第5条）
使用者は、労働契約を結ぶときには、賃金・労働時間その他の労働条件を、労働者に明示しな

ければなりません。
特に、次ページの表①から⑥の事項は非常に重要な情報であるため、書面の交付によって明示

する必要があります。労働者が希望しており、かつ出力して書面を作成できる場合に限り、使
用者は FAX や電子メール等（※）でも明示することもできます。
　書面の明示の方法として、労働契約を締結する労働者に適用する部分を明確にして就業規則
を交付することとしても差し支えないとされています（平11．1．29基発45号）。

また、パートタイム労働者や有期雇用労働者については、パート・有期法により明示すべき労
働条件が追加されますので注意してください。

なお、採用内定により労働契約が成立していると解される場合がありますが、この場合には、
採用内定に際して、内定者に労働条件を書面で明示する必要があります。

※ 「電子メール等」とは、具体的には、下記のものをいいます。
① E ーメール、Yahoo！メールや Gmail 等のウェブメールサービス
② LINE やメッセンジャー等の SNS メッセージ機能 等
※  SMS（ショート・メール・サービス）等による明示は禁止されていませんが、PDF 等の

ファイルが添付できず、文字数制限もあるため、望ましくありません。
※  第三者に閲覧させることを目的としている労働者のブログや個人のホームページへの

書き込みによる明示は認められません。

就業規則と労働条件の明示や変更との関係

□ 労働者を雇用するときに労働条件を明示していますか？

□  就業規則の変更により労働条件を引き下げるのには制限がある 
ことをご存じですか？



第1章　就業規則の原則

5

○ 明示すべき労働条件
　　

○ パートタイム労働法による明示条件 
（パート・有期法第6条、パート・有期則第2条）
　　

必
ず
明
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
項

定
め
を
し
た
場
合
に
明
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項

① 労働契約の期間
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③ 就業の場所・従事すべき業務
④ 始業・終業の時刻、所定労働時聞を超える労働（早出・残業等）

の有無、休憩時問、休日休暇、労働者を2組以上に分けて就業さ
せる場合における就業時転換に聞する事項

⑤ 賃金の決定、計算支払の方法、賃金の締切収支払の時期
⑥ 退職に関する事項（解雇の事由を含みます。）

⑦ 昇給に関する事項

⑧ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算
支払の方法及び支払時期

⑨ 臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項
⑩ 労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
⑪ 安全・衛生
⑫ 職業訓練
⑬ 災害補償業務外の傷病扶助
⑭ 表彰・制裁
⑮ 休職

書面によらなければならない事項

  昇給の有無
  退職手当の有無

  賞与の有無
  相談窓口
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2	 就業規則の変更による労働条件の変更（労契法第8〜10条）

2 - 1　合意による労働契約・就業規則の変更に関する原則
労働契約は労働者と使用者の間の約束ですので、両者が合意することによって、労働契約の内
容である労働条件を変更できます。

同様に、就業規則の内容が労働条件となっている場合でも、労働者の不利益になるような変更
を行う場合には、労働者との合意が必要です。そして、労働者と使用者の合意については、労働
者の真意に基づいたものでなければなりません。例えば、労働条件の変更についての使用者の
説明が不十分で、労働者が内容を特定できない場合に、合意の成立は認められません。

2 - 2　就業規則の不利益変更（合意による変更の例外的な取扱い）
一方、就業規則は職場全体に統一的に適用されるものであり、会社の経営や全ての労働者の生

活設計等にも影響を及ぼしかねないものであるため、労働契約法では、必ずしも労働者全員の合
意が得られない場合でも、変更後の就業規則の周知と変更内容の合理性を条件に、就業規則の
変更による労働条件の変更を認めています。

就業規則の不利益変更の問題は、合意による契約内容の変更の例外的な取扱いであるため、判
例が積み重ねられてきており（例えば第四銀行事件 最二小判平成9・2・28）、下記のような判
断要件が確立しています。

これを一般的には「就業規則の合理的変更法理」などと呼んでいます。

（1）変更後の就業規則を労働者に周知すること。
（2）就業規則の変更が、以下の事情などに照らして合理的なものであること。

① 労働者が受ける不利益の程度
個々の労働者が被る不利益の程度

② 労働条件の変更の必要性
会社にとって現在の労働条件を維持することが困難であるという事情

③ 変更後の就業規則の内容の相当性
変更後の就業規則の内容自体の相当性、経過措置の有無や内容、代償措置、関連

する他の労働条件の改善状況、変更内容の社会的相当性など
④ 労働組合との交渉の状況

就業規則の変更に際して、労働者側との間で、きちんと協議等を行ったか
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1	 就業規則に盛り込むべき事項（労基法第89条）
就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項（絶対的必要記載事項）と、
ルールを定める場合には記載しなければならない事項（相対的必要記載事項）があります。

1 - 1　絶対的必要記載事項
（1）労働時間関係

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させ
る場合においては就業時転換に関する事項

（2）賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

（3）退職関係
退職に関する事項（解雇の事由を含みます。）

1 - 2　相対的必要記載事項
（1）退職手当関係

適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時
期に関する事項

（2）臨時の賃金・最低賃金額関係
臨時の賃金等（退職手当を除きます。）及び最低賃金額に関する事項

（3）費用負担関係
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項

（4）安全衛生関係
安全及び衛生に関する事項

（5）職業訓練関係
職業訓練に関する事項

（6）災害補償・業務外の傷病扶助関係
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

（7）表彰・制裁関係
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項

（8）その他
事業場の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

就業規則の構成
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2	 一部の従業員に適用される労働条件を定める場合
就業規則は通常の労働者ばかりでなく、パートタイム労働者も含む事業場の全ての労働者に

適用されますので、一部の従業員に適用される労働条件を定める場合には、就業規則の中に特
別な規定を盛り込むか、当該従業員にだけ適用される就業規則を作成する必要があります。

○ 就業規則の構成例
　　

就業規則（正社員、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイト等）

就 業 規 則

賃 金 規 程

慶弔見舞金規程

国 内 旅 費 規 程

育 児 休 業 規 程

退 職 金 規 程

海 外 旅 費 規 程

介 護 休 業 規 程

そ の 他 の 規 程
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1	 就業規則作成まで
就業規則を作成し、変更する主体は使用者です。まず、使用者が原案を作ります。完成版と

しての就業規則を従業員側に提示しても差し支えありませんが、良好な労使関係を築き、より
良い労務管理をしていく上では、まずは原案として提示したほうが従業員との摩擦や軋轢も少
ないでしょう。

【1】� 現状の分析
はじめに、今の実際の社内の状況（各人の労働条件、不文律の職場ルール）を把握します。
その次に法令のチェックです。ある部署の所定労働時間が労基法に反したものになっている

などがあれば、見直しが必須です。
現状分析を怠ったまま厚生労働省モデル就業規則を無理やり当てはめて作成してしまうと、

実態にそぐわない「使いにくい」ものになりかねません。

【2】� 大筋の方針決定
経営者の考え、創業時の想いや企業理念、中長期の経営方針などが従業員に浸透させるために

は、日常の労務管理が重要となります。そのためのツールの一つが就業規則であり、ここにどう
いう内容を盛り込むのかが方針決定です。

【3】� 草　稿（試案）
現状分析と方針をもとに、就業規則の草稿を作成します。
厚生労働省モデル就業規則をベースに内容を加除しつつ、絶対的必要記載事項、相対的必要記

載事項、法令違反等に注意を払いながら、実際の社内状況に則したものとなるよう慎重に検討し
ながら作成します。

【4】� 原　案
下書き（草稿）をもとに、章立てや条・項の形式を整えます。
堅苦しい文言でなく、平易な言い回しを心がけましょう。従業員の心に響く文章であること、

いかにわかりやすい表現であるかを意識して作成します。
そして、表紙・目次なども出来上がると、いよいよ「就業規則」（原案）となります。

2　過半数労働組合・従業員代表からの意見聴取（労基法第90条）
就業規則を作成又は変更するとき、使用者は、労働者側の意見を聴かなければなりません。

　事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、それがないときには労働者の過半数を代表す
る者（投票などで民主的に決める必要があります）から意見を聴取します。

就業規則の作成
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2 - 1　労働者代表の選出
過半数を組織する労働組合がない場合の「労働者の過半数を代表する者」は、次の①と②の�
両方に該当しなければなりません（労基則第6条の2第1項）。
① 労基法41条2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
② 労基法に規定する労使協定の締結などを行う者を選出することを明確にして実施される投

票、挙手などの方法による手続により選出された者であること
  選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者
が手続に参加できるようにする必要があります。
  選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手
続（投票、挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議）がとられている必要があります。
  使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、労使協定
が無効となります。

○ 過半数代表者の職務及び選出等に関する規程（例）
　　

2 - 2　意見書の添付
作成した就業規則を労働基準監督署長に届け出るときには、労働者側の意見書を添付しなけ

第1条　この規程は〇〇株式会社において労働基準法、育児介護休業法その他関係法令
に定める従業員の過半数代表者（ただし、事業場に過半数労働組合が組織されている場
合は当該労働組合が代表となる）に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条　過半数代表者は、以下の事項に関する権限を有する。

（1）　労働基準法、育児介護休業法その他関係法令に基づく協定の締結
（2）　就業規則の改正等における意見書の提出
（3）　労働安全衛生法等に基づく委員の推薦
（4）　労働者派遣法第40条の2第4項に基づく派遣可能期間の延長に係る意見書の提出
（5）　その他労働関係法令において、過半数代表者に関わる事項

2  過半数代表者は、広く従業員から意見聴取して代表としての職務を行わなけれ
ばならない。

第 3 条　過半数代表者の選出は選挙により行う。選挙は別に定める「過半数代表者選
挙管理委員会規程」に基づいて実施する。

2 管理監督者を過半数代表者に選出することはできない。
第4条　過半数代表者等の任期は2年とする。
第5条　過半数代表者であること、過半数代表者に立候補したこと又は過半数代表者と
して活動したことを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
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ればなりません。
意見を聴くとは、意見を求めることで、同意を求める、協議を行うことまで要求しているもの

ではありません（昭25．3．15基収525号）。ただし、出された意見については十分な配慮が必
要です。

意見書には、労働者代表の記名が必要です（労基則第49条2項）。しかし、意見書自体が提
出されない場合であっても、労働基準監督署長は、意見を聴いたことが客観的に証明できれば就
業規則を受理することとされています（昭23．5．11基発735号）。

　　

3	 就業規則等の周知義務（労基法第106条、労基則第52条の2）
使用者は、就業規則のほか労働基準法及び労働基準法に基づくすべての労使協定等を、次のい

ずれかの方法によって労働者に周知しなければなりません。
① 常時、各作業場の見やすい場所へ掲示するか、備え付けておく。
② 書面を労働者に交付する。
③ 磁気ディスク等に記録し、各事業場に労働者が記録の内容を確認できるパソコン等を設置し

ておく。

就業規則は、作成したり、労働者の代表者から意見を聴取したりしただけでは効力は発生しな
いと解されています。就業規則が何らかの方法によって労働者に周知された時期以降で、就業
規則に施行期日が定められているときはその日、就業規則に施行期日が定められていないとき
は、通常は労働者に周知された日に効力が発生すると解されています。

記

意 見 書
年　　月　　日

殿

　　　年　月　日付をもって意見を求められた就業規則案について、
下記のとおり意見を提出します。

（例文 「全条文に賛成します。」など）
以上

従業員代表 ㊞
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第4章　
モデル就業規則 

（厚生労働省）と運用
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　就業規則と労働条件の明示や変更との関係

1	 モデル就業規則
モデル就業規則は、最新の労働関係法令等の規定を踏まえた就業規則の規程例を厚生労働省

が示したものです。厚生労働省では「あくまでモデル例であり、就業規則の内容は事業場の実態
に合ったものとしなければなりません」として、就業規則の作成に当たっては、「各事業場で労
働時間、賃金などの内容を十分検討するよう」としています。

2	 モデル就業規則の「解説」記事
モデル就業規則には、条文ごとに解説となる記事が付されています。この冊子では、紙数の

関係からこれを割愛し、就業規則本文のみを掲載しています。解説については、厚生労働省ホー
ムページにある「モデル就業規則について」のページをご参照ください。

厚生労働省「モデル就業規則について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

【厚生労働省　モデル就業規則】等でも検索できます

3	 モデル様式・社内様式の例
就業規則と相まって各事業場には、職場の実情に即した申請様式や付属規程などがあります。

また、これらの様式のなかには「法定様式」も含まれており、厚生労働省等でモデルとなる様式
などを作成しています。そのほか、各職場では、社内事務を円滑に進めるためのチェック表など
も活用されています。

この冊子では、労働相談情報センターの労働相談においてご質問を受ける機会のあるものを
中心に、モデル様式・社内様式等を選定・作成し、掲載しております。

◦	就業規則作成支援ツールについて（厚生労働省）
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/support_regulation.html

    「モデル就業規則」の規程例や作成上の注意を参考にして、入力フォームから必要項目を入
力・印刷することで、労働基準監督署に届出が可能な「就業規則」を作成することができます。
    就業規則の作成は、パソコン環境にてお願いします。
    「36 協定届・1 年単位の変形労働時間制に関する書面の作成支援ツール」、「WEB 診断」に
登録されているユーザーは、メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。
初めて利用する方は、ユーザー登録して作成するか、ユーザー登録しないで作成するかを選
ぶことができます。
    登録ユーザーは、就業規則の入力データを保存し、過去に登録したデータを呼び出して書き

モデル就業規則とモデル様式・社内様式
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換えることができます。

【厚労省サイト案内】 就業規則作成支援ツール「スタートアップ労働条件」

　　

初めて作成する方

1	 ログイン画面の「ユーザー登録して使いたい方」をクリック
　　

本ページまたは「就業規則について」ページにある「作成支援ツールはこちら」ボタンを押す
と、就業規則作成支援ツールのログイン画面に移動します。「36協定届・1年単位の変形労働時
間制に関する書面の作成支援ツール」、「WEB 診断」に登録されている方は、メールアドレスと
パスワードを入力し、ログインしてください。

登録されておらず、ユーザー登録してから作成したい方は、「ユーザー登録して使いたい方」
ボタンを押してください。

就業規則作成支援ツールご利用の流れ



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

17

2	 会員登録フォームに記入
　　

規約をご確認いただき、新規会員登録フォームで必要事項をご記入の上、ご登録ください。入
力後「確認」ボタンを押すと確認画面に移動します。ご入力いただいた内容に間違いがないかを
ご確認いただき、「送信」ボタンを押してください。
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3	 仮登録完了
　　

登録したメールアドレス宛に「会員仮登録のお知らせ」が送信されますので、メールに記載さ
れている手順に沿って本登録の手続きを行ってください。
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4	 新規作成
　　

本登録が完了したあと、ログイン画面を開きます。
メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
過去に登録したデータがある場合にはこちらに表示されます。注意事項などをご確認後、「新

規に作成する」ボタンを押してください。

5	 基本情報の入力画面
就業規則作成支援ツールを利用するには、「入力上の注意」を読みながら、事業の種類等の基

本情報を入力または選択する必要があります。入力が終わったら「就業規則　目次・章・条を 
作成する」ボタンを押してください。入力内容にエラーが無ければ、作成画面に進むことができ
ます。
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6	 目次作成画面
就業規則の目次を作成します。
事業場別や、社員、パートタイム労働者、嘱託などの雇用形態別に就業規則を作成する際に、

「タイトル」を変えて作成することができます。
章・条の掲載順の変更や削除をしたり、削除済の章・条を追加できるほか、フリー項目を選択

すれば章・条を自由に記述することもできます。
章のタイトル、条のタイトルのリンクを押して、作成画面に進んでください。
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7	 章・条の作成画面
章のタイトル、条のタイトル・内容を作成します。

「作成上の注意」を確認し、モデル例の文章に追記や変更を加えて、各事業場の就業規則を作
成してください。

各項目の入力が完了したら「保存」ボタンを押してください。「作成上の注意」の「確認」に
チェックが入っていない場合は、エラーメッセージが表示されます。

エラーがなければ、入力項目を保存することができます。
「目次に戻る」ボタンを押して目次作成画面に戻り、その他の章・条も同様に作成していきま

す。
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8　就業規則のPDF作成
　　

ログイン後の画面に戻り、PDF ボタンを押すと、ご自身の PC に、作成済みの就業規則が PDF
ファイルでダウンロードされます。

PDF を印刷後、「就業規則（変更）届」、「意見書」とともに、管轄の労働基準監督署に届け出
てください。
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第1章　総�則
（目的）
第1条　この就業規則（以下「規則」という。）は、労働基準法（以下「労基法」という。）第89
条に基づき、〇〇株式会社の労働者の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定 

めによる。
（適用範囲）
第2条　この規則は、〇〇株式会社の労働者に適用する。
2 パートタイム労働者の就業に関する事項については、別に定めるところによる。
3 前項については、別に定める規則に定めのない事項は、この規則を適用する。

【モデル様式】パートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定

（規則の遵守）
第3条　会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また、労
働者は、この規則を遵守しなければならない。

第2章　採用、異動等
（採用手続）
第4条　会社は、入社を希望する者の中から選考試験を行い、これに合格した者を採用する。

（採用時の提出書類）
第 5 条　労働者として採用された者は、採用された日から〇週間以内に次の書類を提出しなけ
ればならない。
① 住民票記載事項証明書
② 自動車運転免許証の写し（ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。）
③ 資格証明書の写し（ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。）
④ その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会

社に変更事項を届け出なければならない。

【社内様式】入社時チェック表（採用時提出書類チェックリスト） 
【モデル様式】労働者名簿、出勤簿、賃金台帳

（試用期間）
第 6 条　労働者として新たに採用した者については、採用した日から〇か月間を試用期間と 

モデル就業規則
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第
1
章
　
総
�則

（
目

的
）

第
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こ

の
規

則
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、
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株

式
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社
就

業
規

則
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○
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、
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ト

タ
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労
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働

者
の

労
働
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件
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の
就

業
に

関
す

る
こ

と
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定
め

る
も
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る

。
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こ
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定
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て
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準
法

そ
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の
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法
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め
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と
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ろ
に

よ
る
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定
義
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2
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こ

の
規

則
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て「
パ

ー
ト

タ
イ
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労
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者
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び「

有
期

雇
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労
働

者
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定
義

は
以

下
の

と
お

り
と

し
、

こ
の

規
則

で
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パ
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ト
タ

イ
ム

労
働

者
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び
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雇

用
労

働
者

を
「

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
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期
雇

用
労

働
者

」
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い
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。
①

 「
パ

ー
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ム
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働
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第
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章
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定
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り
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れ
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所
定

労
働

時
間

が
1
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○

時
間
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1
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○
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1
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○
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の
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内
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採
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。
②
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期
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用
労

働
者
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は
、

第
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章
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定
め

に
よ
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採
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れ
た
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期

間
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定
め

の
あ

る
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用
契

約
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採
用

さ
れ

た
者

を
い

う
。

（
規

則
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遵
守

）
第

3
条

　
会

社
及

び
パ

ー
ト
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イ

ム
・

有
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用

労
働

者
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、
こ

の
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則
を
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協
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業

務
の

運
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た
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な
け

れ
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な
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第
2
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用
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労
働
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4

条
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パ
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イ
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労

働
者
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働
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に
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る
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ー
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イ
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雇
用

労
働

者
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の
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約
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つ
い

て
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年

）
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範
囲
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契

約
時

に
本
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希
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を
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の

上
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人
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定
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、
別

紙
の

労
働

条
件

通
知

書
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す

。
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前
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の
場
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に
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当
該

労
働

契
約

の
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の
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。
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又
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。
②
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績
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。

③
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。
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。
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。
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。
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ら

○
時

ま
で

2 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
業

務
の

都
合

そ
の

他
や

む
を

得
な

い
事

情
に

よ
り

始
業

及
び

終
業

の
時

刻
並

び
に

休
憩

時
間

を
繰

り
上

げ
又

は
繰

り
下

げ
る

こ
と

が
あ

る
。

3 
休

憩
時

間
は

、
自

由
に

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

休
日

）
第

9
条

　
休

日
は

、
次

の
と

お
り

と
す

る
。

①
 日

曜
日

及
び

土
曜

日
②

 国
民

の
祝

日
（

振
替

休
日

を
含

む
。）

及
び

国
民

の
休

日
（

5
月

4
日

）
③

 年
末

年
始

（
12

月
○

○
日

よ
り

、
1

月
○

日
ま

で
）

④
 そ

の
他

会
社

が
指

定
す

る
日

（
休

日
の

振
替

）
第

10
条

　
前

条
の

休
日

に
つ

い
て

は
、

業
務

の
都

合
上

や
む

を
得

な
い

場
合

は
、

あ
ら

か
じ

め
他

の
日

と
振

り
替

え
る

こ
と

が
あ

る
。

た
だ

し
、

休
日

は
4

週
間

を
通

じ
8

日
を

下
回

ら
な

い
も

の
と

す
る

。
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（
時

間
外

及
び

休
日

労
働

）
第

11
条

　
会

社
は

、
第

8
条

第
1

項
で

定
め

る
労

働
時

間
を

超
え

て
労

働
さ

せ
、

ま
た

第
9

条
で

定
め

る
休

日
に

労
働

さ
せ

な
い

も
の

と
す

る
。

2 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
業

務
の

都
合

上
や

む
を

得
な

い
場

合
は

、
○

○
株

式
会

社
就

業
規

則
第

○
○

条
第

○
項

に
定

め
る

社
員

（
以

下
「

社
員

」
と

い
う

。）
の

所
定

労
働

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
労

働
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

出
退

勤
手

続
）

第
12

条
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

は
、

出
退

勤
に

当
た

っ
て

、
各

自
の

タ
イ

ム
カ

ー
ド

に
、

出
退

勤
の

時
刻

を
記

録
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
2 

タ
イ

ム
カ

ー
ド

は
自

ら
打

刻
し

、
他

人
に

こ
れ

を
依

頼
し

て
は

な
ら

な
い

。

第
5
章
　
休
暇
等

（
年

次
有

給
休

暇
）

第
13

条
　

6
カ

月
以

上
継

続
し

て
勤

務
し

、会
社

の
定

め
る

所
定

労
働

日
数

の
8

割
以

上
出

勤
し

た
と

き
は

、
次

表
の

と
お

り
年

次
有

給
休

暇
を

与
え

る
。

　
　

2 
年

次
有

給
休

暇
を

取
得

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

所
定

の
用

紙
に

よ
り

そ
の

期
日

を
指

定
し

て
事

前
に

届
け

出
る

も
の

と
す

る
。

3 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

指
定

し
た

期
日

に
年

次
有

給
休

暇
を

取
得

す
る

と
事

業
の

正
常

な
運

営
に

著
し

く
支

障
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

他
の

日
に

変
更

す
る

こ
と

が
あ

る
。

4 
前

項
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
従

業
員

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

と
の

協
定

に
よ

り
、

各
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
の

有
す

る
年

次
有

給
休

暇
日

数
の

う
ち

5
日

を
超

え
る

部
分

に
つ

い
て

、
あ

ら
か

じ
め

期
日

を
指

定
し

て
計

画
的

に
与

え
る

こ
と

が
あ

る
。

5 
当

該
年

度
の

年
次

有
給

休
暇

で
取

得
し

な
か

っ
た

残
日

数
に

つ
い

て
は

、
翌

年
度

に
限

り
繰

り
越

さ
れ

る
。

（
年

次
有

給
休

暇
の

時
間

単
位

で
の

付
与

）
第

14
条

　
労

使
協

定
に

基
づ

き
、

前
条

の
年

次
有

給
休

暇
の

日
数

の
う

ち
、

1
年

に
つ

い
て

5
日

の
範

囲

雇
入

れ
の

日
か

ら
起

算
し

た
継

続
勤

務
期

間
の

区
分

に
応

ず
る

年
次

有
給

休
暇

の
日

数
週

所
定

労
働

時
間

週
所

定
労

働
日

数
6

カ
月

1
年

6
カ

月
2

年
6

カ
月

3
年

6
カ

月
4

年
6

カ
月

5
年

6
カ

月
6

年
6

カ
月

以
上

30
時

間
以

上
10

日
11

日
12

日
14

日
16

日
18

日
20

日
30

時
間

未
満

5
日

4
日

7
日

8
日

9
日

10
日

12
日

13
日

15
日

3
日

5
日

6
日

6
日

8
日

9
日

10
日

11
日

2
日

3
日

4
日

4
日

5
日

6
日

6
日

7
日

1
日

1
日

2
日

2
日

2
日

3
日

3
日

3
日

内
で

、
次

に
よ

り
時

間
単

位
の

年
次

有
給

休
暇

（
以

下
「

時
間

単
位

年
休

」
と

い
う

。）
を

付
与

す
る

。
（

1
） 

時
間

単
位

年
休

付
与

の
対

象
者

は
、

す
べ

て
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

と
す

る
。

（
2

） 
時

間
単

位
年

休
を

取
得

す
る

場
合

の
、

1
日

の
年

次
有

給
休

暇
に

相
当

す
る

時
間

数
は

、
以

下
の

と
お

り
と

す
る

。
①

 所
定

労
働

時
間

が
5

時
間

を
超

え
6

時
間

以
下

の
者

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

6
時

間
②

 所
定

労
働

時
間

が
6

時
間

を
超

え
7

時
間

以
下

の
者

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

7
時

間
③

 所
定

労
働

時
間

が
7

時
間

を
超

え
8

時
間

以
下

の
者

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

8
時

間
（

3
） 

時
間

単
位

年
休

は
1

時
間

単
位

で
付

与
す

る
。

（
4

） 
本

条
の

時
間

単
位

年
休

に
支

払
わ

れ
る

賃
金

額
は

、
所

定
労

働
時

間
労

働
し

た
場

合
に

支
払

わ
れ

る
通

常
の

賃
金

の
1

時
間

当
た

り
の

額
に

、
取

得
し

た
時

間
単

位
年

休
の

時
間

数
を

乗
じ

た
額

と
す

る
。

（
5

） 
上

記
以

外
の

事
項

に
つ

い
て

は
、

前
条

の
年

次
有

給
休

暇
と

同
様

と
す

る
。

（
産

前
産

後
の

休
業

）
第

15
条

　
6

週
間

（
多

胎
妊

娠
の

場
合

は
14

週
間

）
以

内
に

出
産

す
る

予
定

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
は

、
請

求
に

よ
っ

て
休

業
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2 
産

後
8

週
間

を
経

過
し

な
い

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

は
就

業
さ

せ
な

い
。

た
だ

し
、

産
後

6
週

間
を

経
過

し
た

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

か
ら

請
求

が
あ

っ
た

場
合

に
は

、
医

師
が

支
障

が
な

い
と

認
め

た
業

務
に

就
か

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
（

育
児

時
間

等
）

第
16

条
　

生
後

1
年

未
満

の
子

を
育

て
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

か
ら

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

休
憩

時
間

の
ほ

か
1

日
に

つ
い

て
2

回
、

1
回

に
つ

い
て

30
分

の
育

児
時

間
を

与
え

る
。

2 
生

理
日

の
就

業
が

著
し

く
困

難
な

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

か
ら

請
求

が
あ

っ
た

と
き

は
、

必
要

な
期

間
休

暇
を

与
え

る
。

（
妊

娠
中

及
び

出
産

後
の

健
康

管
理

に
関

す
る

措
置

）
第

17
条

　
妊

娠
中

又
は

出
産

後
1

年
以

内
の

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

が
母

子
保

健
法

の
規

定
に

よ
る

健
康

診
査

等
の

た
め

に
勤

務
時

間
内

に
通

院
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

請
求

に
よ

り
次

の
範

囲
で

通
院

の
た

め
の

休
暇

を
認

め
る

。
た

だ
し

、
医

師
又

は
助

産
師

（
以

下
「

医
師

等
」

と
い

う
。）

の
指

示
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

指
示

に
よ

る
回

数
を

認
め

る
。

①
 妊

娠
23

週
ま

で
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

4
週

間
に

1
回

②
 妊

娠
24

週
か

ら
35

週
ま

で
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

2
週

間
に

1
回

③
 妊

娠
36

週
以

降
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

1
週

間
に

1
回

2 
妊

娠
中

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
に

対
し

、
通

勤
時

の
混

雑
が

母
体

の
負

担
に

な
る

と
認

め
ら

れ
る

場
合

は
、

本
人

の
請

求
に

よ
り

始
業

時
間

を
30

分
繰

下
げ

、
終

業
時

間
を

30
分

繰
上

げ
る

こ
と

を
認

め
る

。
た

だ
し

、
本

人
の

請
求

に
よ

り
合

計
1

日
1

時
間

以
内

を
限

度
と

し
て

繰
下

げ
又

は
繰

上
げ

時
間

の
調

整
を

認
め

る
。

3 
妊

娠
中

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

業
務

を
長

時
間

継
続

す
る

こ
と

が
身

体
に

負
担

に
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な
る

場
合

、
本

人
の

請
求

に
よ

り
所

定
の

休
憩

以
外

に
適

宜
休

憩
を

と
る

こ
と

を
認

め
る

。
4 

妊
娠

中
及

び
出

産
後

1
年

以
内

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

、
健

康
診

査
等

を
受

け
医

師
等

か
ら

指
導

を
受

け
た

場
合

は
、

そ
の

指
導

事
項

を
守

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

た
め

に
次

の
こ

と
を

認
め

る
。

①
 作

業
の

軽
減

②
 勤

務
時

間
の

短
縮

③
 休

業
（

育
児

休
業

）
第

18
条

　
育

児
の

た
め

に
休

業
す

る
こ

と
を

希
望

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者（

日
雇

労
働

者
を

除
く

）
で

あ
っ

て
、

1
歳

に
満

た
な

い
子

と
同

居
し

、
養

育
す

る
者

は
、

申
出

に
よ

り
、

育
児

休
業

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2 
配

偶
者

が
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
と

同
じ

日
か

ら
又

は
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
よ

り
先

に
育

児
休

業
を

し
て

い
る

場
合

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
は

、
子

が
1

歳
2

か
月

に
達

す
る

ま
で

の
間

で
、

出
生

日
以

後
の

産
前

・
産

後
休

業
期

間
と

育
児

休
業

期
間

と
の

合
計

が
1

年
を

限
度

と
し

て
、

育
児

休
業

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

3 
次

の
い

ず
れ

に
も

該
当

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

は
、

子
の

1
歳

の
誕

生
日

か
ら

1
歳

6
か

月
に

達
す

る
ま

で
の

間
で

必
要

な
日

数
に

つ
い

て
育

児
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
な

お
、

休
業

を
開

始
し

よ
う

と
す

る
日

は
、

原
則

と
し

て
子

の
1

歳
の

誕
生

日
に

限
る

も
の

と
す

る
。

（
1

） 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
又

は
配

偶
者

が
原

則
と

し
て

子
の

1
歳

の
誕

生
日

の
前

日
に

育
児

休
業

を
し

て
い

る
こ

と
（

2
） 

次
の

い
ず

れ
か

の
事

情
が

あ
る

こ
と

①
 保

育
所

に
入

所
を

希
望

し
て

い
る

が
、

入
所

で
き

な
い

場
合

②
 パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
の

配
偶

者
で

あ
っ

て
育

児
休

業
の

対
象

と
な

る
子

の
親

で
あ

り
、

1
歳

以
降

育
児

に
当

た
る

予
定

で
あ

っ
た

者
が

、
死

亡
、

負
傷

、
疾

病
等

の
事

情
に

よ
り

子
を

養
育

す
る

こ
と

が
困

難
に

な
っ

た
場

合
4 

次
の

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
は

、
子

の
1

歳
6

か
月

に
達

す
る

日
の

翌
日

か
ら

2
歳

に
達

す
る

ま
で

の
間

で
必

要
な

日
数

に
つ

い
て

育
児

休
業

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

な
お

、
休

業
を

開
始

し
よ

う
と

す
る

日
は

、
原

則
と

し
て

子
の

1
歳

6
か

月
に

達
す

る
日

の
翌

日
に

限
る

も
の

と
す

る
。

（
1

） 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
又

は
配

偶
者

が
原

則
と

し
て

子
の

1
歳

の
誕

生
日

の
前

日
に

育
児

休
業

を
し

て
い

る
こ

と
（

1
）パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
又

は
配

偶
者

が
原

則
と

し
て

子
の

1
歳

6
か

月
に

達
す

る
日

に
育

児
休

業
を

し
て

い
る

こ
と

（
2

） 
次

の
い

ず
れ

か
の

事
情

が
あ

る
こ

と
①

 保
育

所
に

入
所

を
希

望
し

て
い

る
が

、
入

所
で

き
な

い
場

合

②
 パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
の

配
偶

者
で

あ
っ

て
育

児
休

業
の

対
象

と
な

る
子

の
親

で
あ

り
、

1
歳

6
か

月
以

降
育

児
に

当
た

る
予

定
で

あ
っ

た
者

が
、

死
亡

、
負

傷
、

疾
病

等
の

事
情

に
よ

り
子

を
養

育
す

る
こ

と
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

5 
育

児
休

業
を

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
は

、
原

則
と

し
て

、
育

児
休

業
を

開
始

し
よ

う
と

す
る

日
の

1
か

月
前

（
第

3
項

及
び

第
4

項
に

基
づ

く
休

業
の

場
合

は
、

2
週

間
前

）
ま

で
に

、
育

児
休

業
申

出
書

を
人

事
担

当
者

に
提

出
す

る
こ

と
に

よ
り

申
し

出
る

も
の

と
す

る
。

6 
育

児
休

業
申

出
書

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

会
社

は
速

や
か

に
当

該
育

児
休

業
申

出
書

を
提

出
し

た
者

に
対

し
、

育
児

休
業

取
扱

通
知

書
を

交
付

す
る

。
（

介
護

休
業

）
第

19
条

　
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者（

日
雇

労
働

者
を

除
く

）
は

、
申

出
に

よ
り

、
介

護
を

必
要

と
す

る
家

族
1

人
に

つ
き

、
通

算
93

日
間

ま
で

の
範

囲
内

で
3

回
を

上
限

と
し

て
介

護
休

業
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
2 

要
介

護
状

態
に

あ
る

家
族

と
は

、
負

傷
、

疾
病

又
は

身
体

上
若

し
く

は
精

神
上

の
障

害
に

よ
り

、
2

週
間

以
上

の
期

間
に

わ
た

り
常

時
介

護
を

必
要

と
す

る
状

態
に

あ
る

次
の

者
を

い
う

。
配

偶
者

、
父

母
、

子
、

配
偶

者
の

父
母

、
祖

父
母

、
兄

弟
姉

妹
、

孫
3 

介
護

休
業

を
す

る
こ

と
を

希
望

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

は
、

原
則

と
し

て
、

介
護

休
業

を
開

始
し

よ
う

と
す

る
日

の
2

週
間

前
ま

で
に

、
介

護
休

業
申

出
書

を
人

事
担

当
者

に
提

出
す

る
こ

と
に

よ
り

申
し

出
る

も
の

と
す

る
。

4 
介

護
休

業
申

出
書

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

会
社

は
速

や
か

に
当

該
介

護
休

業
申

出
書

を
提

出
し

た
者

に
対

し
、

介
護

休
業

取
扱

通
知

書
を

交
付

す
る

。
（

子
の

看
護

休
暇

）
第

20
条

　
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
を

養
育

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
日

雇
労

働
者

を
除

く
）

は
、

負
傷

し
、

又
は

疾
病

に
か

か
っ

た
当

該
子

の
世

話
を

す
る

た
め

に
、

又
は

当
該

子
に

予
防

接
種

や
健

康
診

断
を

受
け

さ
せ

る
た

め
に

、
就

業
規

則
第

13
条

に
規

定
す

る
年

次
有

給
休

暇
と

は
別

に
、

当
該

子
が

1
人

の
場

合
は

1
年

間
に

つ
き

5
日

、
2

人
以

上
の

場
合

は
1

年
間

に
つ

き
10

日
を

限
度

と
し

て
、

子
の

看
護

休
暇

を
取

得
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2 
子

の
看

護
休

暇
は

、
時

間
単

位
で

始
業

時
刻

か
ら

連
続

又
は

終
業

時
刻

ま
で

連
続

し
て

取
得

す
る

こ
と

が
で

き
る

（
介

護
休

暇
）

第
21

条
　

要
介

護
状

態
に

あ
る

家
族

の
介

護
そ

の
他

の
世

話
を

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
日

雇
労

働
者

を
除

く
）

は
、

就
業

規
則

第
13

条
に

規
定

す
る

年
次

有
給

休
暇

と
は

別
に

、
対

象
家

族
が

1
人

の
場

合
は

1
年

間
に

つ
き

5
日

、
2

人
以

上
の

場
合

は
1

年
間

に
つ

き
10

日
を

限
度

と
し

て
、

介
護

休
暇

を
取

得
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2 
介

護
休

暇
は

、
時

間
単

位
で

始
業

時
刻

か
ら

連
続

又
は

終
業

時
刻

ま
で

連
続

し
て

取
得

す
る

こ
と

が

【モデル規程】パートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定③
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で
き

る
（

所
定

外
労

働
の

制
限

）
第

22
条

　
3

歳
に

満
た

な
い

子
を

養
育

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
日

雇
労

働
者

を
除

く
）

が
当

該
子

を
養

育
す

る
た

め
又

は
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
日

雇
労

働
者

を
除

く
）

が
当

該
家

族
を

介
護

す
る

た
め

に
申

し
出

た
場

合
に

は
、

事
業

の
正

常
な

運
営

に
支

障
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

所
定

労
働

時
間

を
超

え
て

労
働

を
さ

せ
る

こ
と

は
な

い
。

（
時

間
外

労
働

及
び

深
夜

業
の

制
限

）
第

23
条

　
小

学
校

就
学

の
始

期
に

達
す

る
ま

で
の

子
を

養
育

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
日

雇
労

働
者

を
除

く
）

が
当

該
子

を
養

育
す

る
た

め
又

は
要

介
護

状
態

に
あ

る
家

族
を

介
護

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
日

雇
労

働
者

を
除

く
）

が
当

該
家

族
を

介
護

す
る

た
め

に
申

し
出

た
場

合
に

は
、

事
業

の
正

常
な

運
営

に
支

障
が

あ
る

場
合

を
除

き
、

1
か

月
に

つ
い

て
24

時
間

、
1

年
に

つ
い

て
15

0
時

間
を

超
え

て
時

間
外

労
働

を
さ

せ
る

こ
と

又
は

深
夜（

午
後

10
時

か
ら

午
前

5
時

ま
で

の
間

）
に

労
働

さ
せ

る
こ

と
は

な
い

。
（

育
児

・
介

護
の

た
め

の
短

時
間

勤
務

）
第

24
条

　
3

歳
に

満
た

な
い

子
を

養
育

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
日

雇
労

働
者

を
除

く
）

又
は

要
介

護
状

態
に

あ
る

家
族

を
介

護
す

る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
（

日
雇

労
働

者
を

除
く

）
は

、
申

し
出

る
こ

と
に

よ
り

、
1

日
の

所
定

労
働

時
間

を
6

時
間

ま
で

短
縮

す
る

短
時

間
勤

務
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
2 

育
児

の
た

め
の

短
時

間
勤

務
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
1

回
に

つ
き

1
年

以
内

（
た

だ
し

、
子

が
3

歳
に

達
す

る
ま

で
）

の
期

間
に

つ
い

て
、

短
縮

を
開

始
し

よ
う

と
す

る
日

（
短

縮
開

始
予

定
日

）
及

び
短

縮
を

終
了

し
よ

う
と

す
る

日
（

短
縮

終
了

予
定

日
）

を
明

ら
か

に
し

て
、

原
則

と
し

て
、

短
縮

開
始

予
定

日
の

1
か

月
前

ま
で

に
、

短
時

間
勤

務
申

出
書

に
よ

り
人

事
担

当
者

に
申

し
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
3 

介
護

の
た

め
の

短
時

間
勤

務
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
当

該
家

族
1

人
当

た
り

利
用

開
始

の
日

か
ら

3
年

の
間

で
2

回
ま

で
の

範
囲

内
で

、
短

縮
開

始
予

定
日

及
び

短
縮

終
了

予
定

日
を

明
ら

か
に

し
て

、
原

則
と

し
て

、
短

縮
開

始
予

定
日

の
2

週
間

前
ま

で
に

、
人

事
担

当
者

に
申

し
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

法
令

と
の

関
係

）
第

25
条

　
育

児
・

介
護

休
業

、
子

の
看

護
休

暇
、

介
護

休
暇

、
育

児
・

介
護

の
た

め
の

所
定

外
労

働
の

制
限

、
育

児
・

介
護

の
た

め
の

時
間

外
労

働
及

び
深

夜
業

の
制

限
、

育
児

短
時

間
勤

務
並

び
に

介
護

短
時

間
勤

務
に

関
し

て
、

こ
の

規
則

に
定

め
の

な
い

こ
と

に
つ

い
て

は
、

育
児

・
介

護
休

業
法

そ
の

他
の

法
令

の
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。

第
6
章
　
賃
�金

（
賃

金
）

第
26

条
　

賃
金

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。

①
 基

本
給

　
時

間
給

と
し

、
職

務
内

容
、

成
果

、
能

力
、

経
験

等
を

考
慮

し
て

各
人

別
に

決
定

す
る

。
②

 諸
手

当
通

勤
手

当
　

通
勤

に
要

す
る

実
費

を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

自
転

車
や

自
動

車
な

ど
の

交
通

用
具

を
使

用
し

て
い

る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
皆

勤
手

当
　

当
該

賃
金

計
算

期
間

中
の

皆
勤

者
に

支
給

す
る

。　
月

額
　

　
○

円
所

定
時

間
外

労
働

手
当

　
第

8
条

第
1

項
の

所
定

労
働

時
間

を
超

え
て

労
働

さ
せ

た
と

き
は

、
次

の
算

式
に

よ
り

計
算

し
て

支
給

す
る

。
（

1
）

1
か

月
60

時
間

以
下

の
時

間
外

労
働

に
つ

い
て

基
本

給
×

1．
25

×
時

間
外

労
働

時
間

数
皆

勤
手

当
÷

1
年

を
平

均
し

た
月

所
定

労
働

時
間

数
×

1．
25

×
時

間
外

労
働

時
間

数
（

2
）

1
か

月
60

時
間

を
超

え
る

時
間

外
労

働
に

つ
い

て
基

本
給

×
1．

50
×

時
間

外
労

働
時

間
数

皆
勤

手
当

÷
1

年
を

平
均

し
た

月
所

定
労

働
時

間
数

×
1．

50
×

時
間

外
労

働
時

間
数

休
日

労
働

手
当

　
第

9
条

の
所

定
休

日
に

労
働

さ
せ

た
と

き
は

、
次

の
算

式
に

よ
り

計
算

し
て

支
給

す
る

。
基

本
給

×
1．

35
×

休
日

労
働

時
間

数
皆

勤
手

当
÷

1
年

を
平

均
し

た
月

所
定

労
働

時
間

数
×

1．
35

×
休

日
労

働
時

間
数

深
夜

労
働

手
当

　
午

後
10

時
か

ら
午

前
5

時
ま

で
の

間
に

労
働

さ
せ

た
と

き
は

、
次

の
算

式
に

よ
り

計
算

し
て

支
給

す
る

。
基

本
給

×
0．

25
×

深
夜

労
働

時
間

数
皆

勤
手

当
÷

1
年

を
平

均
し

た
月

所
定

労
働

時
間

数
×

0．
25

×
深

夜
労

働
時

間
数

（
休

暇
等

の
賃

金
）

第
27

条
　

第
13

条
第

1
項

で
定

め
る

年
次

有
給

休
暇

に
つ

い
て

は
、

所
定

労
働

時
間

労
働

し
た

と
き

に
支

払
わ

れ
る

通
常

の
賃

金
を

支
給

す
る

。
2 

第
15

条
で

定
め

る
産

前
産

後
の

休
業

期
間

に
つ

い
て

は
、

有
給

（
無

給
）

と
す

る
。

3 
第

16
条

第
1

項
で

定
め

る
育

児
時

間
に

つ
い

て
は

、
有

給
（

無
給

）
と

す
る

。
4 

第
16

条
第

2
項

で
定

め
る

生
理

日
の

休
暇

に
つ

い
て

は
、

有
給

（
無

給
）

と
す

る
。

5 
第

17
条

第
1

項
で

定
め

る
時

間
内

通
院

の
時

間
に

つ
い

て
は

、
有

給
（

無
給

）
と

す
る

。
6 

第
17

条
第

2
項

で
定

め
る

遅
出

、
早

退
に

よ
り

就
業

し
な

い
時

間
に

つ
い

て
は

、
有

給
（

無
給

）
と

す
る

。
7 

第
17

条
第

3
項

で
定

め
る

勤
務

中
の

休
憩

時
間

に
つ

い
て

は
、

有
給

（
無

給
）

と
す

る
。

8 
第

17
条

第
4

項
で

定
め

る
勤

務
時

間
の

短
縮

に
よ

り
就

業
し

な
い

時
間

及
び

休
業

の
期

間
に

つ
い

て
は

、
有

給
（

無
給

）
と

す
る

。
9 

第
18

条
で

定
め

る
育

児
休

業
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

有
給

（
無

給
）

と
す

る
。

10
 

第
19

条
で

定
め

る
介

護
休

業
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

有
給

（
無

給
）

と
す

る
。
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11
 

第
20

条
で

定
め

る
看

護
休

暇
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

有
給

（
無

給
）

と
す

る
。

12
 

第
21

条
で

定
め

る
介

護
休

暇
の

期
間

に
つ

い
て

は
、

有
給

（
無

給
）

と
す

る
。

13
 

第
23

条
で

定
め

る
深

夜
業

の
免

除
に

よ
り

就
業

し
な

い
時

間
に

つ
い

て
は

、
有

給
（

無
給

）
と

す
る

。
14

 
第

24
条

で
定

め
る

短
時

間
勤

務
に

よ
り

就
業

し
な

い
時

間
に

つ
い

て
は

、有
給（

無
給

）と
す

る
。

（
欠

勤
等

の
扱

い
）

第
28

条
　

欠
勤

、
遅

刻
、

早
退

、
及

び
私

用
外

出
の

時
間

数
に

対
す

る
賃

金
は

支
払

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
こ

の
場

合
の

時
間

数
の

計
算

は
、

分
単

位
と

す
る

。
（

賃
金

の
支

払
い

）
第

29
条

　
賃

金
は

、
前

月
○

○
日

か
ら

当
月

○
○

日
ま

で
の

分
に

つ
い

て
、

当
月

○
○

日（
支

払
日

が
休

日
に

当
た

る
場

合
は

そ
の

前
日

）
に

通
貨

で
直

接
そ

の
金

額
を

本
人

に
支

払
う

。
2 

次
に

掲
げ

る
も

の
は

賃
金

か
ら

控
除

す
る

も
の

と
す

る
。

①
 源

泉
所

得
税

②
 住

民
税

③
 雇

用
保

険
及

び
社

会
保

険
の

被
保

険
者

に
つ

い
て

は
、

そ
の

保
険

料
の

被
保

険
者

の
負

担
分

④
 そ

の
他

、
従

業
員

の
過

半
数

を
代

表
す

る
者

と
の

書
面

に
よ

る
協

定
に

よ
り

控
除

す
る

こ
と

と
し

た
も

の
（

昇
給

）
第

30
条

　
 1

 年
以

上
勤

続
し

、
成

績
の

優
秀

な
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
に

つ
い

て
は

、
そ

の
勤

務
成

績
、

職
務

遂
行

能
力

等
を

考
慮

し
昇

給
を

行
う

。
2 

昇
給

は
、

原
則

と
し

て
年

1
回

と
し

、
○

月
に

実
施

す
る

。
（

賞
与

）
第

31
条

　
毎

年
○

月
○

日
及

び
○

月
○

日
に

在
籍

し
、○

カ
月

以
上

勤
続

し
た

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

に
対

し
て

は
、

そ
の

勤
務

成
績

、
職

務
内

容
等

を
考

慮
し

賞
与

を
支

給
す

る
。

2 
賞

与
は

、
原

則
と

し
て

年
2

回
、

○
月

○
日

及
び

○
月

○
日

（
支

払
日

が
休

日
に

当
た

る
場

合
は

そ
の

前
日

）
に

支
給

す
る

。
3 

支
給

額
及

び
支

給
基

準
は

、
そ

の
期

の
会

社
の

業
績

を
考

慮
し

て
そ

の
都

度
定

め
る

。
（

退
職

金
）

第
32

条
　

勤
続

○
年

以
上

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

退
職

し
、

又
は

解
雇

さ
れ

た
と

き
は

、
退

職
金

を
支

給
す

る
。

た
だ

し
第

49
条

第
2

項
に

よ
り

懲
戒

解
雇

さ
れ

た
場

合
は

、
退

職
金

の
全

部
又

は
一

部
を

支
給

し
な

い
こ

と
が

あ
る

。
（

退
職

金
額

等
）

第
33

条
　

 退
職

金
は

、
退

職
又

は
解

雇
時

の
基

本
給

に
勤

続
年

数
に

応
じ

て
定

め
た

別
表

（
略

）
の

支
給

率
を

乗
じ

て
計

算
し

た
金

額
と

す
る

。
2 

退
職

金
は

、
支

給
事

由
の

生
じ

た
日

か
ら

○
カ

月
以

内
に

退
職

し
た

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

（
死

亡
し

た
場

合
は

そ
の

遺
族

）
に

支
払

う
。

第
7
章
　
退
職
、
雇
止
め
及
び
解
雇

（
退

職
）

第
3

4
条

　
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
退

職
と

す
る

。
①

 労
働

契
約

に
期

間
の

定
め

が
あ

り
、か

つ
、労

働
条

件
通

知
書

に
そ

の
契

約
の

更
新

が
な

い
旨

あ
ら

か
じ

め
示

さ
れ

て
い

る
場

合
は

、
そ

の
期

間
が

満
了

し
た

と
き

②
 本

人
の

都
合

に
よ

り
退

職
を

申
し

出
て

会
社

が
認

め
た

時
、又

は
退

職
の

申
し

出
を

し
て

か
ら

14
日

を
経

過
し

た
と

き
③

 本
人

が
死

亡
し

た
と

き
2 

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

が
、

退
職

の
場

合
に

お
い

て
、

使
用

期
間

、
業

務
の

種
類

、
そ

の
事

業
に

お
け

る
地

位
、賃

金
又

は
退

職
の

事
由（

退
職

の
事

由
が

解
雇

の
場

合
は

そ
の

理
由

を
含

む
。）

に
つ

い
て

証
明

書
を

請
求

し
た

場
合

は
、

遅
滞

な
く

こ
れ

を
交

付
す

る
。

（
雇

止
め

）
第

35
条

　
 労

働
契

約
に

期
間

の
定

め
が

あ
り

、
労

働
条

件
通

知
書

に
そ

の
契

約
を

更
新

す
る

場
合

が
あ

る
旨

を
あ

ら
か

じ
め

明
示

し
て

い
た

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

の
労

働
契

約
を

更
新

し
な

い
場

合
に

は
、

少
な

く
と

も
契

約
が

満
了

す
る

日
の

30
日

前
ま

で
に

予
告

す
る

。
2 

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

当
該

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

が
、

雇
止

め
の

予
告

後
に

雇
止

め
の

理
由

に
つ

い
て

証
明

書
を

請
求

し
た

場
合

に
は

、
遅

滞
な

く
こ

れ
を

交
付

す
る

。
雇

止
め

の
後

に
お

い
て

も
同

様
と

す
る

。
（

解
雇

）
第

36
条

　
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

、次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

解
雇

す
る

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
、少

な
く

と
も

30
日

前
に

予
告

を
す

る
か

又
は

予
告

に
代

え
て

平
均

賃
金

の
30

日
分

以
上

の
解

雇
予

告
手

当
を

支
払

う
。

①
 勤

務
成

績
又

は
業

務
能

率
が

著
し

く
不

良
で

、向
上

の
見

込
み

が
な

く
、他

の
職

務
に

も
転

換
で

き
な

い
等

、
就

業
に

適
さ

な
い

と
認

め
ら

れ
た

と
き

②
 業

務
上

の
負

傷
又

は
疾

病
に

よ
る

療
養

の
開

始
後

3
年

を
経

過
し

て
も

当
該

負
傷

又
は

疾
病

が
治

ら
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

傷
病

補
償

年
金

を
受

け
て

い
る

と
き

又
は

受
け

る
こ

と
と

な
っ

た
と

き
（

会
社

が
打

切
り

補
償

を
支

払
っ

た
と

き
を

含
む

。）
③

 身
体

又
は

精
神

に
障

害
が

あ
る

場
合

で
、

適
正

な
雇

用
管

理
を

行
い

、
雇

用
の

継
続

に
配

慮
し

て
も

な
お

業
務

に
耐

え
ら

れ
な

い
と

認
め

ら
れ

た
と

き
④

 事
業

の
運

営
上

や
む

を
得

な
い

事
情

又
は

天
災

事
変

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
や

む
を

得
な

い
事

情
に

よ
り

、事
業

の
継

続
が

困
難

と
な

っ
た

と
き

又
は

事
業

の
縮

小
・

転
換

又
は

部
門

の
閉

鎖
等

を
行

う
必

要
が

生
じ

、
他

の
職

務
に

転
換

さ
せ

る
こ

と
が

困
難

な
と

き
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⑤
 そ

の
他

前
各

号
に

準
ず

る
や

む
を

得
な

い
事

由
が

あ
る

と
き

2 
前

項
の

予
告

の
日

数
は

、
平

均
賃

金
を

支
払

っ
た

日
数

だ
け

短
縮

す
る

。
3 

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

が
、

解
雇

の
予

告
が

さ
れ

た
日

か
ら

退
職

の
日

ま
で

の
間

に
当

該
解

雇
の

理
由

に
つ

い
て

証
明

書
を

請
求

し
た

場
合

は
、

遅
滞

な
く

こ
れ

を
交

付
す

る
。

第
8
章
　
福
利
厚
生
等

（
福

利
厚

生
）

第
37

条
　

会
社

は
、

福
利

厚
生

施
設

の
利

用
等

福
利

厚
生

に
つ

い
て

は
、

社
員

と
同

様
の

取
り

扱
い

を
す

る
。

（
雇

用
保

険
等

）
第

38
条

　
会

社
は

、雇
用

保
険

、健
康

保
険

及
び

厚
生

年
金

保
険

の
被

保
険

者
に

該
当

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

必
要

な
手

続
き

を
と

る
。

（
教

育
訓

練
の

実
施

）
第

39
条

　
会

社
は

、
社

員
に

実
施

す
る

教
育

訓
練

で
当

該
社

員
が

従
事

す
る

職
務

の
遂

行
に

必
要

な
能

力
を

付
与

す
る

も
の

に
つ

い
て

は
、職

務
内

容
が

同
一

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
に

対
し

て
、

社
員

と
同

様
に

実
施

す
る

。
2 

会
社

は
、

前
項

の
ほ

か
、

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

の
職

務
内

容
、

成
果

、
能

力
、

経
験

等
に

応
じ

教
育

訓
練

を
実

施
す

る
。

第
9
章
　
安
全
衛
生
及
び
災
害
補
償

（
安

全
衛

生
の

確
保

）
第

40
条

　
会

社
は

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
の

作
業

環
境

の
改

善
を

図
り

安
全

衛
生

教
育

、
健

康
診

断
の

実
施

そ
の

他
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

。
2 

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

は
、

安
全

衛
生

に
関

す
る

法
令

、
規

則
並

び
に

会
社

の
指

示
を

守
り

、
会

社
と

協
力

し
て

労
働

災
害

の
防

止
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

健
康

診
断

）
第

41
条

　
引

き
続

き
1

年
以

上
（

労
働

安
全

衛
生

規
則

第
13

条
第

1
項

第
3

号
に

掲
げ

る
業

務
に

従
事

す
る

者
に

つ
い

て
は

6
カ

月
以

上
）

使
用

さ
れ

、
又

は
使

用
す

る
こ

と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
に

対
し

て
は

、
採

用
の

際
及

び
毎

年
定

期
に

健
康

診
断

を
行

う
。

2 
有

害
な

業
務

に
従

事
す

る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
に

対
し

て
は

、
特

殊
健

康
診

断
を

行
う

。
（

安
全

衛
生

教
育

）
第

42
条

　
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
に

対
し

、採
用

の
際

及
び

配
置

換
え

等
に

よ
り

作
業

内
容

を
変

更
し

た
際

に
は

、
必

要
な

安
全

衛
生

教
育

を
行

う
。

（
災

害
補

償
）

第
43

条
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

が
業

務
上

の
事

由
、事

業
主

が
同

一
人

で
な

い
二

以
上

の

事
業

に
使

用
さ

れ
る

労
働

者
の

二
以

上
の

事
業

の
業

務
を

要
因

と
す

る
事

由
又

は
通

勤
に

よ
り

負
傷

し
、

疾
病

に
か

か
り

又
は

死
亡

し
た

場
合

は
、

労
働

者
災

害
補

償
保

険
法

に
定

め
る

保
険

給
付

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。

2 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

業
務

上
負

傷
し

又
は

疾
病

に
か

か
り

療
養

の
た

め
休

業
す

る
場

合
の

最
初

の
3

日
間

に
つ

い
て

は
、

会
社

は
平

均
賃

金
の

60
％

の
休

業
補

償
を

行
う

。

第
10
章
　
社
員
へ
の
転
換

（
社

員
へ

の
転

換
）

第
44

条
　

1
年

以
上

勤
続

し
、社

員
へ

の
転

換
を

希
望

す
る

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

に
つ

い
て

は
、

次
の

要
件

を
満

た
す

場
合

、
社

員
と

し
て

採
用

し
、

労
働

契
約

を
締

結
す

る
も

の
と

す
る

。
①

 1
日

8
時

間
、

1
週

40
時

間
の

勤
務

が
で

き
る

こ
と

②
 所

属
長

の
推

薦
が

あ
る

こ
と

③
 面

接
試

験
に

合
格

し
た

こ
と

2 
 前

項
の

場
合

に
お

い
て

、
会

社
は

当
該

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

に
対

し
て

必
要

な
教

育
訓

練
を

行
う

。
3 

年
次

有
給

休
暇

の
付

与
日

数
の

算
定

及
び

退
職

金
の

算
定

に
お

い
て

、
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
と

し
て

の
勤

続
年

数
を

通
算

す
る

。
4 

転
換

時
期

は
毎

年
4

月
1

日
と

す
る

。

第
11
章
　
無
期
労
働
契
約
へ
の
転
換

（
無

期
労

働
契

約
へ

の
転

換
）

第
45

条
　

期
間

の
定

め
の

あ
る

労
働

契
約

で
雇

用
す

る
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
の

う
ち

、通
算

契
約

期
間

が
5

年
を

超
え

る
者

は
、

別
に

定
め

る
様

式
で

申
し

込
む

こ
と

に
よ

り
、

現
在

締
結

し
て

い
る

有
期

労
働

契
約

の
契

約
期

間
の

末
日

の
翌

日
か

ら
、

期
間

の
定

め
の

な
い

労
働

契
約

で
の

雇
用

に
転

換
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

2 
前

項
の

通
算

契
約

期
間

は
、

平
成

25
年

4
月

1
日

以
降

に
開

始
す

る
有

期
労

働
契

約
の

契
約

期
間

を
通

算
す

る
も

の
と

し
、

現
在

締
結

し
て

い
る

有
期

労
働

契
約

に
つ

い
て

は
、

そ
の

末
日

ま
で

の
期

間
と

す
る

。
た

だ
し

、
労

働
契

約
が

締
結

さ
れ

て
い

な
い

期
間

が
連

続
し

て
6

ヶ
月

以
上

あ
る

社
員

に
つ

い
て

は
、

そ
れ

以
前

の
契

約
期

間
は

通
算

契
約

期
間

に
含

め
な

い
。

3 
こ

の
規

則
に

定
め

る
労

働
条

件
は

、
第

1
項

の
規

定
に

よ
り

期
間

の
定

め
の

な
い

労
働

契
約

で
の

雇
用

に
転

換
し

た
後

も
引

き
続

き
適

用
す

る
。

た
だ

し
、

無
期

労
働

契
約

へ
転

換
し

た
従

業
員

に
係

る
定

年
は

、
満

○
歳

と
し

、
定

年
に

達
し

た
日

の
属

す
る

月
の

末
日

を
も

っ
て

退
職

と
す

る
。

第
12
章
　
表
彰
及
び
懲
戒

（
表

彰
）

【モデル規程】パートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定⑥
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第
46

条
　

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

が
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

表
彰

を
す

る
。

①
 永

年
勤

続
し

、
勤

務
成

績
が

優
れ

て
い

る
と

き
（

永
年

勤
続

は
○

年
、

○
年

、
○

年
と

す
る

）
②

 勤
務

成
績

が
優

れ
、

業
務

に
関

連
し

て
有

益
な

改
良

、
改

善
、

提
案

等
を

行
い

、
業

績
の

向
上

に
貢

献
し

た
と

き
③

 重
大

な
事

故
、

災
害

を
未

然
に

防
止

し
、

又
は

事
故

災
害

等
の

非
常

の
際

に
適

切
な

行
動

に
よ

り
災

害
の

拡
大

を
防

ぐ
等

特
別

の
功

労
が

あ
っ

た
と

き
④

 人
命

救
助

そ
の

他
社

会
的

に
功

績
が

あ
り

、
会

社
の

名
誉

を
高

め
た

と
き

⑤
 そ

の
他

前
各

号
に

準
ず

る
行

為
で

、
他

の
従

業
員

の
模

範
と

な
り

、
又

は
会

社
の

名
誉

信
用

を
高

め
た

と
き

（
表

彰
の

種
類

）
第

47
条

　
表

彰
は

、
表

彰
状

を
授

与
し

、
あ

わ
せ

て
表

彰
の

内
容

に
よ

り
賞

品
も

し
く

は
賞

金
の

授
与

、
特

別
昇

給
又

は
特

別
休

暇
を

付
与

す
る

。
2 

表
彰

は
、

個
人

又
は

グ
ル

ー
プ

を
対

象
に

、
原

則
と

し
て

会
社

創
立

記
念

日
に

行
う

。
（

懲
戒

の
種

類
）

第
48

条
　

会
社

は
、

そ
の

情
状

に
応

じ
次

の
区

分
に

よ
り

懲
戒

を
行

う
。

①
 け

ん
責

　
始

末
書

を
提

出
さ

せ
将

来
を

戒
め

る
。

②
 減

　
給

　
始

末
書

を
提

出
さ

せ
減

給
す

る
。

た
だ

し
、

減
給

は
、

1
回

の
額

が
平

均
賃

金
の

1
日

分
の

5
割

（
2

分
の

1
）

を
超

え
、

総
額

が
1

賃
金

支
払

期
間

に
お

け
る

賃
金

の
1

割
（

10
分

の
1

）
を

超
え

る
こ

と
は

な
い

。
③

 出
勤

停
止

  始
末

書
を

提
出

さ
せ

る
ほ

か
、

○
日

間
を

限
度

と
し

て
出

勤
を

停
止

し
、

そ
の

間
の

賃
金

は
支

給
し

な
い

。
④

 懲
戒

解
雇

  即
時

に
解

雇
す

る
。

（
懲

戒
の

事
由

）
第

49
条

　
パ

ー
ト

タ
イ

ム
・

有
期

雇
用

労
働

者
が

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
け

ん
責

、
減

給
又

は
出

勤
停

止
と

す
る

。
①

 正
当

な
理

由
な

く
無

断
欠

勤
○

日
以

上
に

及
ぶ

と
き

②
 正

当
な

理
由

な
く

し
ば

し
ば

欠
勤

、
遅

刻
、

早
退

を
す

る
な

ど
勤

務
に

熱
心

で
な

い
と

き
③

 過
失

に
よ

り
会

社
に

損
害

を
与

え
た

と
き

④
 素

行
不

良
で

会
社

内
の

秩
序

又
は

風
紀

を
乱

し
た

と
き

⑤
 会

社
内

に
お

い
て

、性
的

な
言

動
に

よ
っ

て
他

人
に

不
快

な
思

い
を

さ
せ

た
り

、職
場

の
環

境
を

悪
く

し
た

と
き

⑥
 会

社
内

に
お

い
て

、
性

的
な

関
心

を
示

し
た

り
、

性
的

な
行

為
を

し
か

け
た

り
し

て
、

他
の

従
業

員
の

業
務

に
支

障
を

与
え

た
と

き
⑦

 会
社

内
に

お
い

て
、

妊
娠

、
出

産
、

育
児

休
業

・
介

護
休

業
に

関
す

る
言

動
に

よ
り

、
部

下
や

同
僚

の

就
業

環
境

を
害

し
た

と
き

⑧
 職

場
内

に
お

い
て

、優
越

的
な

関
係

を
背

景
と

し
た

言
動

で
あ

っ
て

、業
務

上
必

要
か

つ
相

当
な

範
囲

を
超

え
た

も
の

に
よ

り
、

労
働

者
の

就
業

環
境

が
害

さ
れ

る
行

為
を

行
っ

た
と

き
⑨

 そ
の

他
こ

の
規

則
に

違
反

し
、

又
は

前
各

号
に

準
ず

る
不

適
切

な
行

為
が

あ
っ

た
と

き
2 

パ
ー

ト
タ

イ
ム

・
有

期
雇

用
労

働
者

が
次

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

懲
戒

解
雇

と
す

る
。

①
 正

当
な

理
由

な
く

無
断

欠
勤

○
日

以
上

に
及

び
、

出
勤

の
督

促
に

応
じ

な
い

と
き

②
 正

当
な

理
由

な
く

欠
勤

、
遅

刻
、

早
退

を
繰

り
返

し
、

○
回

に
わ

た
っ

て
注

意
を

受
け

て
も

改
め

な
い

と
き

③
 会

社
内

に
お

け
る

窃
取

、
横

領
、

傷
害

等
刑

法
犯

に
該

当
す

る
行

為
が

あ
っ

た
と

き
、

又
は

こ
れ

ら
の

行
為

が
会

社
外

で
行

わ
れ

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
そ

れ
が

著
し

く
会

社
の

名
誉

若
し

く
は

信
用

を
傷

つ
け

た
と

き
④

 故
意

又
は

重
大

な
過

失
に

よ
り

会
社

に
損

害
を

与
え

た
と

き
⑤

 素
行

不
良

で
著

し
く

会
社

内
の

秩
序

又
は

風
紀

を
乱

し
た

と
き

⑥
 職

責
を

利
用

し
て

交
際

を
強

要
し

た
り

、
性

的
な

関
係

を
強

要
し

た
と

き
⑦

 前
項

⑦
に

お
け

る
行

為
が

、
再

度
に

及
ん

だ
者

又
は

そ
の

情
状

が
悪

質
と

認
め

ら
れ

た
と

き
⑧

 重
大

な
経

歴
詐

称
が

あ
っ

た
し

た
と

き
⑨

 そ
の

他
こ

の
規

則
に

違
反

し
、

又
は

前
各

号
に

準
ず

る
不

適
切

な
行

為
が

あ
っ

た
と

き

附
�則

こ
の

規
則

は
、

令
和

○
年

○
月

○
日

か
ら

実
施

す
る

。

【モデル規程】パートタイム・有期雇用労働者就業規則の規定⑦

厚
生

労
働

省
：

H
P「

パ
ー

ト
タ

イ
ム

労
働

者
、

有
期

雇
用

労
働

者
の

雇
用

管
理

の
改

善
の

た
め

に
」

よ
り
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①①基基本本情情報報

生生年年月月日日

社社会会保保険険

②②入入社社前前手手続続

③③入入社社時時手手続続

☐健康保険・厚生年金保険　被保険者資格取得届 5⽇以内
年金手帳等

☐健康保険被扶養者（異動）届　 5⽇以内
扶養を証明する書類等

☐国民年金第３号被保険者関係届書 5⽇以内
配偶者の年金手帳等

【雇用保険】

☐雇用保険被保険者資格取得届 翌月10日まで
雇用保険被保険者証等

【所得税関連】

☐給与所得者の扶養控除等の（異動）申告書 最初の給与支払時まで

☐個人番号カード、通知カード 5⽇以内

【労働基準法】

☐労働条件通知書 入社日

・就業規則等

【社内書式】

☐入社時諸事項届出書 すみやかに

・給与計算等で必要な情報

【その他】

☐住民票記載事項証明書 5⽇以内☐住民票記載事項証明

☐社員情報の収集

入社時チェック表

【社会保険】

☐健康保険加入

☐扶養家族の健康保険加入

☐雇用保険加入

加入　・　なし

（　　　　）

（　　　　）

　　　年　　　月　　　日

雇雇用用保保険険

☐配偶者の国民年金３号加入

☐労働条件の説明

部部署署

電電話話番番号号

携携帯帯

入入社社日日

☐給料の甲欄源泉

☐採用内定通知書

☐誓約書

☐入社案内状

　　年　　　月　　　日（　　　歳）

加入　・　なし

☐個人番号（マイナンバー）

（（ふふりりががなな））

氏氏名名

住住所所

〒

【社内様式】入社時チェック表（採用時提出書類チェックリスト）
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性別

年 月 日

事由（退職の事由

が解雇の場合にあ

つては、その理由

を 含 む ）

履 歴

氏                   名

住　　　　　　　　 　所

労 働 者 名 簿

退 職 又

は 死 亡

生 年 月 日

雇 入 年 月 日

業 務 の 種 類

健康保険記号／番号

基礎年金番号

厚生年金基金番号

雇用保険番号

（資格取得日　　年　　月　　日） 

（資格取得日　　年　　月　　日） 

（資格取得日　　年　　月　　日） 

（資格取得日　　年　　月　　日） 

【モデル様式】労働者名簿
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年 月　出勤簿 氏名　　　　　　　　　

通常残業

（～22時）

深夜残業

（22時～5時）

早出残業

（始業前）
遅刻・早退 備考

1 日 (火） ： ～ ： ： ： ： ：

2 日 (水） ： ～ ： ： ： ： ：

3 日 (木） ： ～ ： ： ： ： ：

4 日 (金） ： ～ ： ： ： ： ：

5 日 (土） ： ～ ： ： ： ： ：

6 日 (日） ： ～ ： ： ： ： ：

7 日 (月） ： ～ ： ： ： ： ：

8 日 (火） ： ～ ： ： ： ： ：

9 日 (水） ： ～ ： ： ： ： ：

10 日 (木） ： ～ ： ： ： ： ：

11 日 (金） ： ～ ： ： ： ： ：

12 日 (土） ： ～ ： ： ： ： ：

13 日 (日） ： ～ ： ： ： ： ：

14 日 (月） ： ～ ： ： ： ： ：

15 日 (火） ： ～ ： ： ： ： ：

16 日 (水） ： ～ ： ： ： ： ：

17 日 (木） ： ～ ： ： ： ： ：

18 日 (金） ： ～ ： ： ： ： ：

19 日 (土） ： ～ ： ： ： ： ：

20 日 (日） ： ～ ： ： ： ： ：

21 日 (月） ： ～ ： ： ： ： ：

22 日 (火） ： ～ ： ： ： ： ：

23 日 (水） ： ～ ： ： ： ： ：

24 日 (木） ： ～ ： ： ： ： ：

25 日 (金） ： ～ ： ： ： ： ：

26 日 (土） ： ～ ： ： ： ： ：

27 日 (日） ： ～ ： ： ： ： ：

28 日 (月） ： ～ ： ： ： ： ：

29 日 (火） ： ～ ： ： ： ： ：

30 日 (水） ： ～ ： ： ： ： ：

31 日 (木） ： ～ ： ： ： ： ：

月間出勤日数 日 欠勤日数 日

所定内時間 時間

残業 時間

土曜出勤 時間 合計 時間

休日出勤（法定休日）　　　　　　　　日（　　　　　　　時間）

有給取得 日 特別休暇取得 日

有給残 日

日付 勤務時間

【モデル様式】出勤簿
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する。
2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがあ

る。
3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社

後14日を経過した者については、第51条第2項に定める手続によって行う。
4 試用期間は、勤続年数に通算する。

（労働条件の明示）
第 7 条　会社は、労働者を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、
休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示する
ものとする。

【モデル様式】労働条件通知書（一般労働者用）

（人事異動）
第8条　会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変
更を命ずることがある。
2 会社は、業務上必要がある場合に、労働者を在籍のまま関係会社へ出向させることが

ある。
3 前2項の場合、労働者は正当な理由なくこれを拒むことはできない。

【モデル規程】出向規程の参考例

（休職）
第9条　労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
① 業務外の傷病による欠勤が〇か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できない

とき・・・ 〇年以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき ・・・ 必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、

元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることが
ある。

3 第 1 項第 1 号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な
場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

【社内様式】傷病休職申請書�
【モデル規程】私傷病による職員の休業及び復職に関する規程�
【手引】心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き

第3章　服務規律
（服務）
第10条　労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令
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（一般労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 

 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 

２ 契約の更新は次により判断する。 

  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限 10 年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 
 

 
【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 
・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 

 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 

 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 

  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 

 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 

 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 ， 無 ） 

休   日 ・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 
         無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 

【モデル様式】労働条件通知書（一般労働者用）①
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

 

 

退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

４ 解雇の事由及び手続 

 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 厚生年金基金 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 

・その他 
 
 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
  
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するも

の）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者か

ら申込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない

労働契約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合

は、この「５年」という期間は、本通知書の「契約期間」欄に明示したとおりとなり

ます。 

 

※ 以上のほかは、当社就業規則による。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 

 

 

【モデル様式】労働条件通知書（一般労働者用）②
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人

に交付すること。 

交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシ

ミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝

達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）

によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付により明示することが労働基準法

により義務付けられている事項であること。また、退職金に関する事項、臨時に支払わ

れる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に

関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表

彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度として設けて

いる場合には口頭又は書面により明示する義務があること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 

また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無

及び更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約

期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定

めのない労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間

の満了日まで行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のものを記

載することで足りるが、将来の就業場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示すること

は差し支えないこと。 

  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認

定を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を

超える一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完

了日も併せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」

の欄に記載する有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであるこ

と。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の

欄については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働

時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載

すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載

すること。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消して

おくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の

開始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブ

ルタイムがない場合、かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 

・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の

部分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない

場合、「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 

 

【モデル様式】労働条件通知書（一般労働者用）③
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【モデル様式】労働条件通知書（一般労働者用）④

８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間勤続勤務し、その間の出勤率が８割

以上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、

労使協定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を

記載すること。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇

月６０時間を超える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給

の休暇を与えるものであり、その制度の有無を記載すること。

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数

（期間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合において

は、所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時

刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項

名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業

規則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に

示すことで足りるものであること。 

・

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に

記載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであ

ること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は，高年齢者の６５歳までの

安定した雇用を確保するため，次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用

確保措置）を講じる必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の

適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する

事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び

制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが

望ましいこと。 

「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が有期雇用労働者からの

苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 

13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則

を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どお

りとする必要はないこと。 
 

　法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労

働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５

分、深夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる

場合については５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、か

つ、深夜労働となる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合に

ついては６割以上の割増率とすること。
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厚
生
労
働
省
：
在
籍
型
出
向
「
基
本
が
わ
か
る
」
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
よ
り
抜
粋

出
向
規
程
（
例
）

（
目
的
）

第
１
条

本
規
程
は
、
当
社
就
業
規
則
第
●
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
社
の
労
働
者
を
出
向
さ
せ
る
場
合
の
取
扱
い

に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

２
当
社
に
お
け
る
出
向
は
、
出
向
先
の
経
営
力
や
技
術
力
の
強
化
、
人
材
の
育
成
、
出
向
先
と
の
人
事
交
流
、

雇
用
調
整
等
を
目
的
と
す
る
。

（
適
用
）

第
２
条

本
規
程
は
、
当
社
の
無
期
契
約
労
働
者
に
適
用
す
る
。

（
定
義
）

第
３
条

本
規
程
に
お
い
て
、
出
向
と
は
、
当
社
の
労
働
者
が
当
社
に
在
籍
し
た
ま
ま
、
出
向
先
の
業
務
に
従
事

す
る
こ
と
を
い
う
。

２
本
規
程
に
お
い
て
、
出
向
先
と
は
、
関
係
会
社
、
業
務
提
携
会
社
、
関
係
団
体
そ
の
他
当
社
指
定
の
企
業
や

団
体
等
を
い
う
。

３
本
規
程
に
お
い
て
、
出
向
者
と
は
、
当
社
就
業
規
則
に
基
づ
き
出
向
先
に
出
向
す
る
者
を
い
う
。

（
出
向
準
備
等
）

第
４
条

当
社
の
労
働
者
に
対
し
て
出
向
を
命
じ
る
場
合
に
は
、
事
前
に
当
該
労
働
者
に
対
し
、
出
向
の
目
的
、

出
向
先
の
名
称
及
び
勤
務
地
、
出
向
期
間
、
出
向
先
の
業
務
の
内
容
、
出
向
先
の
労
働
条
件
そ
の
他
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
出
向
期
間
）

第
５
条

出
向
者
の
出
向
期
間
は
、
●
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
当
社
が
個
別
に
決
定
し
た
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、

出
向
目
的
の
達
成
状
況
や
業
務
上
の
必
要
に
応
じ
、
出
向
期
間
を
短
縮
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
出
向
期
間
中
の
当
社
内
の
取
扱
い
）

第
６
条

出
向
期
間
中
の
当
社
に
お
け
る
出
向
者
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
当
社
人
事
部
付
と
し
た
上
で
休
職
扱
い

（
以
下
「
出
向
休
職
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
出
向
者
の
出
向
期
間
は
当
社
の
勤
続
年
数
に
通
算
す

る
。

２
出
向
期
間
中
の
当
社
に
お
け
る
出
向
者
の
人
事
評
価
に
つ
い
て
は
、
出
向
先
の
勤
務
状
況
に
基
づ
い
て
当
社

人
事
部
が
行
う
。
ま
た
、
出
向
期
間
中
の
当
社
に
お
け
る
出
向
者
の
昇
進
及
び
昇
給
に
つ
い
て
は
、
当
社
に
勤

務
し
た
場
合
と
同
等
に
取
り
扱
う
。

３
出
向
者
は
、
出
向
期
間
中
に
住
所
、
連
絡
先
、
氏
名
、
家
族
そ
の
他
当
社
の
人
事
管
理
上
必
要
と
す
る
身
上

に
変
更
が
生
じ
た
場
合
は
、
当
社
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
社
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※
以
下
の
規
程
は
あ
く
ま
で
例
示
の
一
つ
で
す
。
実
際
の
規
程
を
作
成
す
る
際
は
、

各
企
業
の
実
態
に
即
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
よ
く
ご
検
討
く
だ
さ
い
。

就
業
規
則
の
出
向
規
程
の
参
考
例

（
出
向
者
の
労
働
条
件
等
）

第
７
条

出
向
者
の
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
、
休
暇
、
服
務
規
律
、
安
全
衛
生
、
法
定
外
災
害
補
償
、
福
利
厚

生
並
び
に
出
向
先
で
の
配
置
転
換
及
び
出
張
に
つ
い
て
は
、
出
向
先
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
年
次
有
給
休
暇
は
当
社
の
勤
続
年
数
に
基
づ
き
付
与
さ
れ
る
が
、
労
働
基
準
法
第
39
条
第
７
項
の
規

定
に
基
づ
く
使
用
者
の
年
次
有
給
休
暇
の
時
季
指
定
義
務
は
出
向
先
が
出
向
先
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
履
行

す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
出
向
先
の
労
働
時
間
、
休
日
、
休
暇
の
労
働
条
件
が
当
社
の
も
の
よ
り
も
不
利
益

と
な
る
場
合
は
、
そ
の
不
利
益
を
解
消
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
出
向
者
は
、

出
向
期
間
中
に
お
い
て
も
当
社
の
福
利
厚
生
制
度
を
利
用
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
出
向
者
の
表
彰
及
び
懲
戒
に
つ
い
て
は
、
出
向
先
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
出
向
先
が
行
う
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
諭
旨
解
雇
及
び
懲
戒
解
雇
に
つ
い
て
は
、
当
社
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
社
が
行
う
も
の
と
す
る
。

３
出
向
者
の
休
職
、
退
職
及
び
普
通
解
雇
に
つ
い
て
は
、
当
社
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
な
お
、
出
向
者
が

出
向
期
間
中
に
休
職
（
出
向
休
職
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
退
職
又
は
解
雇
（
懲
戒
処
分
と
し
て
の
解
雇
の

場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
す
る
場
合
は
、
当
社
に
復
職
さ
せ
た
上
で
休
職
若
し
く
は
退
職
さ
せ
又
は
解
雇

す
る
も
の
と
す
る
。

４
出
向
者
の
賃
金
（
時
間
外
、
休
日
及
び
深
夜
労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
社
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
社
が
支
払
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
通
勤
費
、
交
通
費
及
び
出
張
費
に
つ
い
て
は
、

当
社
と
出
向
先
間
で
別
途
合
意
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
社
会
保
険
等
）

第
８
条

出
向
期
間
中
の
出
向
者
の
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
厚
生
年
金
保
険
、
雇
用
保
険
の
適
用
は
、
原
則
と

し
て
引
き
続
き
当
社
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
法
令
に
従
っ
て
異
な
る
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
出
向
期
間
中
の
出
向
者
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
適
用
は
、
出
向
先
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
復
職
）

第
９
条

出
向
者
が
次
の
各
号
に
該
当
し
た
場
合
、
当
社
は
当
該
出
向
者
に
対
し
て
復
職
を
命
じ
る
。

(1
)
出
向
期
間
が
終
了
し
た
と
き

(2
)
出
向
の
目
的
を
達
成
し
た
と
き
又
は
出
向
の
目
的
が
消
滅
し
た
と
き

(3
)
心
身
の
故
障
等
出
向
先
で
の
労
務
提
供
が
困
難
な
と
き

(4
)
当
社
の
休
職
事
由
、
普
通
解
雇
事
由
、
懲
戒
事
由
に
該
当
し
た
と
き

(5
)
出
向
期
間
中
に
当
社
を
退
職
す
る
と
き

(6
)
前
号
に
掲
げ
る
事
由
の
ほ
か
復
職
さ
せ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
と
き

２
復
職
を
命
じ
ら
れ
た
出
向
者
は
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
当
社
へ
の
復
職
後
の
出
向
者
の
所
属
は
、
業
務
上
の
都
合
も
し
く
は
出
向
者
の
能
力
、
経
験
、
技
能
、
希
望

等
を
総
合
的
に
勘
案
の
上
決
定
す
る
。

（
そ
の
他
）

第
10
条

出
向
の
取
扱
い
に
つ
い
て
本
規
程
に
定
め
の
な
い
場
合
は
、
そ
の
都
度
当
社
に
お
い
て
必
要
な
措
置

を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

附
則

本
規
程
は

年
月

日
よ
り
施
行
す
る
。

【モデル規程】出向規程の参考例 
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第
1章
　
総
則

　（
目
的
）

第
1
条

　
本

規
程

は
、従

業
員

の
私

傷
病

に
よ

る
休

業
及

び
復

職
に

関
す

る
取

扱
い

に
つ

い
て

定
め

る
。

　
第
2章
　
休
業
の
開
始

　（
休
業
の
開
始
）

第
2
条

　
従

業
員

が
、私

傷
病

を
原

因
とし

て
、本

規
則

に
よ

る
休

業
を

申
し

出
た

場
合

、会
社

は
休

業
を

命
ず

る
こと

が
で

き
る

。
2

　
前

項
の

場
合

、
本

人
は

、
別

紙
1の

休
業

申
請

書
（

略
）に

、
医

師
に

よ
る

診
断

書
を

添
付

し
て

、所
属

長
に

提
出

す
る

。
診

断
書

に
は

、休
業

期
間

の
見

込
み

が
記

載
さ

れ
て

い
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
産
業
医
等
の
面
談
）

第
3
条

 
前

条
の

規
定

に
よ

る
申

請
が

行
わ

れ
た

場
合

、会
社

は
、申

請
者

に
対

し
、産

業
医（

又
は

人
事

労
務

管
理

者
）と

の
面

談
を

命
ず

る
こと

が
で

き
る

。

（
休
業
の
最
長
保
障
期
間
）

第
4
条

　
同

一
の

私
傷

病
に

よ
る

休
業

の
期

間
は

、入
社

後
○

○
年

以
内

の
者

に
あ

っ
て

は
○

○
月

、
入

社
後

○
○

年
を

超
え

る
者

に
あ

っ
て

は
○

○
月

を
超

え
る

こと
が

で
き

な
い

。
2

　
復

職
後

、
○

月
を

超
え

て
連

続
勤

務
（

会
社

の
休

日
及

び
事

前
に

申
請

し
又

は
や

む
を

え
な

い
突

発
的

な
理

由
に

よ
る

有
給

休
暇

を
除

く
）し

た
場

合
、そ

れ
以

前
の

休
業

期
間

は
、最

長
保

障
期

間
に

算
入

し
な

い
。

（
休
業
期
間
中
の
配
慮
）

第
5
条

　
会

社
は

、
休

業
中

の
従

業
員

に
対

し
、

産
業

医（
又

は
保

健
師

）に
よ

る
定

期
的

な
面

接
を

実
施

す
る

。た
だ

し
、

本
人

の
主

治
医

が
、こ

れ
を

好
ま

し
くな

い
と

判
断

す
る

場
合

は
こ

の
限

り
で

は
な

い
。

2
　

会
社

は
、公

的
な

支
援

体
制

に
つ

い
て

情
報

を
提

供
す

る
。

3
　

会
社

の
心

の
健

康
相

談
窓

口
は

、
休

業
中

の
従

業
員

及
び

そ
の

家
族

も
利

用
可

能
と

す
る

。
4

　
会

社
は

、必
要

が
あ

ると
認

め
る

場
合

、本
人

の
同

意
を

得
た

上
で

、産
業

医
に

主
治

医
と

の
意

見
交

換
を

さ
せ

る
。

5
　

前
項

の
場

合
に

お
い

て
、

会
社

は
主

治
医

に
対

し
て

、
職

場
復

帰
時

に
本

人
に

求
め

ら
れ

る
業

務
の

内
容

そ
の

他
に

つ
い

て
情

報

の
提

供
を

行
い

、復
職

診
断

書
を

提
出

す
る

際
の

参
考

と
す

る
。ま

た
、費

用
は

会
社

が
負

担
す

る
。

　
第
3章
　
復
職

　（
復
職
委
員
会
）

第
6
条

　
復

職
委

員
会

は
、休

業
し

た
従

業
員

の
復

職
に

あ
た

っ
て

、
復

職
の

適
切

な
判

定
並

び
に

円
滑

な
職

場
復

帰
を

目
的

とし
て

設
置

す
る

。
2

　
復

職
委

員
会

は
、

以
下

の
者

か
ら

構
成

し
、

○
○

部
長

が
委

員
長

と
な

る
。（

例
：

○
○

部
長

、
○

○
課

長
、

産
業

医
、

人
事

労
務

担
当

者
、産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
、管

理
監

督
者

　
等

）
3

　
復

職
委

員
会

で
は

、職
場

復
帰

の
可

否
の

判
断

、職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

作
成

、復
職

後
の

支
援

等
の

業
務

を
行

う
。

（
復
職
の
手
続
き
の
開
始
）

第
7
条

　
復

職
の

手
続

き
は

、休
業

し
て

い
る

従
業

員
が

、別
紙

2の
復

職
申

請
書

（
略

）に
、

医
師

に
よ

る
復

職
可

能
で

あ
ると

の
診

断
書

を
添

付
し

て
、所

属
長

に
申

し
込

ん
だ

場
合

に
開

始
す

る
。

2
　

前
項

の
申

請
受

領
後

、会
社

は
速

や
か

に
復

職
委

員
会

を
開

催
し

、以
下

の
事

項
に

つ
い

て
決

定
す

る
。

一
　

復
職

者
に

関
し

、ど
の

よう
な

情
報

を
誰

か
ら

得
る

か
二

　
情

報
の

収
集

の
時

期
及

び
担

当
者

三
　

本
人

の
面

談
の

時
期

（
情
報
の
収
集
）

第
8
条

　
会

社
は

、
前

条
の

規
定

に
よ

る
復

職
委

員
会

の
開

催
後

、
本

人
に

対
し

、以
下

の
確

認
を

行
う

。
一

　
復

職
の

意
思

の
最

終
確

認
二

　
日

常
の

生
活

状
況

及
び

治
療

の
状

況
の

確
認

三
 　

前
条

の
復

職
委

員
会

に
お

い
て

決
定

し
た

本
人

の
健

康
情

報
収

集
に

あ
た

っ
て

本
人

の
同

意
の

確
認

2
　

会
社

は
、

前
項

第
三

号
に

定
め

る
本

人
の

同
意

が
得

ら
れ

た
範

囲
内

に
お

い
て

、
健

康
情

報
を

収
集

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、
主

治
医

か
ら

健
康

情
報

を
得

る
場

合
に

は
、

産
業

医
が

行
い

、
必

要
な

範
囲

で
加

工
し

た
上

で
○

○
部

へ
提

出
す

る
。

3
 　

収
集

し
た

健
康

情
報

は
、○

○
部

が
集

中
し

て
管

理
す

る
。

（
試
し
出
勤
等
）

第
9
条

　
○

○
課

長
は

、
第

7条
第

1項
の

規
定

に
よ

る
復

職
の

意

私
傷
病
に
よ
る
職
員
の
休
業
及
び
復
職
に
関
す
る
規
程（
例
）

株
式
会
社
○
○
○
　
就
業
規
則
　
別
則
第
○
号

以
下
の
規
程（
例
）は
、心
の
健
康
問
題
に
よ
り
休
業
し
た
労
働
者
の
職
場
復
帰
支
援
の
手
引
き
を
も
と
に
、事
業
場
で「
私
傷
病
に
よ
る
休
業
及
び
職
場
復
帰

に
関
す
る
規
則
」を
作
成
す
る
際
の
一
例
と
し
て
中
央
労
働
災
害
防
止
協
会
が
作
成
し
た
も
の
で
す
。ど
の
よ
う
な
内
容
が
適
切
か
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
場

の
規
模・
実
態
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。事
業
場
に
合
っ
た
規
程
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、参
考
と
し
て
く
だ
さ
い
。

向
を

申
し

出
た

従
業

員
に

対
し

、通
勤

訓
練

を
行

い
、そ

の
結

果
を

報
告

す
る

こと
を

勧
奨

す
る

こと
が

で
き

る
。な

お
、○

○
課

長
は

産
業

医
を

通
し

て
、主

治
医

に
運

転
の

可
否

に
つ

い
て

聴
取

し
、主

治
医

が
自

動
車

の
運

転
を

危
険

で
あ

ると
し

た
場

合
は

自
動

車
に

よ
る

通
勤

訓
練（

及
び

職
場

復
帰

後
の

自
動

車
通

勤
）は

認
め

な
い

。
2

　
前

項
の

通
勤

訓
練

は
、試

し
出

勤
で

は
な

い
。

3
　

○
○

部
長

は
、

必
要

と
認

め
る

場
合

に
は

、
第

6条
の

規
定

に
よ

り
職

場
復

帰
の

手
続

き
を

開
始

す
る

従
業

員
に

対
し

、
○

○
日

の
範

囲
内

で
試

し
出

勤
を

命
じ

る
こと

が
で

き
る

。
4

　
試

し
出

勤
は

、原
則

とし
て

元
の

職
場

で
行

うも
の

とし
、産

業
医

が
必

要
と

認
め

る
範

囲
に

お
い

て
、

労
働

時
間

の
短

縮
、

仕
事

上
の

配
慮

な
ど

、本
来

の
業

務
か

ら
の

軽
減

を
行

うこ
と

が
で

き
る

。
5

 　
試

し
出

勤
中

は
有

給
とし

、交
通

費
を

支
払

う
。

（
情
報
の
評
価
と
職
場
復
帰
の
可
否
の
判
断
）

第
1
0
条

　
○

○
部

長
は

、健
康

情
報

の
収

集
後

、復
職

委
員

会
を

開
催

し
、以

下
の

事
項

に
つ

い
て

審
議

を
行

う
。

一
 　

本
人

面
談

の
結

果
、試

し
出

勤
等

の
結

果
そ

の
他

の
収

集
し

た
健

康
情

報
に

対
す

る
評

価
・

検
討

（
こ

の
場

合
、

資
料

とし
て

は
、

評
価

に
必

要
な

範
囲

で
○

○
課

が
加

工
し

た
も

の
を

用
い

る
。）

二
　

職
場

復
帰

の
可

否
に

つ
い

て
の

判
断

三
 　

元
の

職
場

か
ら

の
異

動
、

業
務

の
変

更
等

の
必

要
性

及
び

可
否

に
つ

い
て

の
検

討
四

 　
第

2号
で

職
場

復
帰

が
可

と
判

断
さ

れ
た

場
合

、職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

作
成

（
職
場
復
帰
の
決
定
）

第
1
1
条

　
○

○
課

長
は

、前
条

の
復

職
委

員
会

の
後

、速
や

か
に

該
当

従
業

員
を

産
業

医
に

面
接

さ
せ

る
。

産
業

医
は

、
主

治
医

の
診

断
書

そ
の

他
の

健
康

情
報

を
勘

案
し

、本
人

の
状

況
を

確
認

し
て

、「
職

場
復

帰
に

関
す

る
意

見
書

」を
作

成
し

、○
○

部
長

に
提

出
す

る
。

2
　

○
○

部
長

は
、

第
9条

の
復

職
委

員
会

の
検

討
結

果
及

び
前

項
の「

職
場

復
帰

に
関

す
る

意
見

書
」を

確
認

し
、速

や
か

に
、職

場
復

帰
の

可
否

及
び

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
に

つ
い

て
決

定
し

、
該

当
従

業
員

に
通

知
す

る
。

（
職
場
復
帰
後
の
就
業
上
の
配
慮
等
）

第
1
2
条

　
会

社
は

、
職

場
復

帰
後

、
一

定
の

期
間

に
限

定
し

て
就

業
上

の
配

慮
を

行
うこ

と
が

で
き

る
。こ

の
期

間
は

必
要

に
応

じ
延

長
で

き
る

。
2

　
復

帰
す

る
職

場
は

、原
則

とし
て

元
の

職
場

と
す

る
。た

だ
し

、復
職

委
員

会
が

第
10

条
第

3号
の

規
定

に
より

元
の

職
場

に
戻

す
べ

き
で

は
な

い
とし

、か
つ

○
○

部
長

が
認

め
た

場
合

は
こ

の
限

り
で

な
い

。
3

　
就

業
上

の
配

慮
の

内
容

は
、以

下
の

も
の

とし
、そ

れ
ぞ

れ
の

適
用

の
有

無
及

び
適

用
期

間
は

、休
職

・
復

職
委

員
会

が
事

案
ご

と
に

原
案

を
作

成
し

、○
○

部
長

が
決

定
す

る
。

一
　

短
時

間
勤

務
二

　
軽

作
業

や
定

型
業

務
へ

の
従

事
三

　
残

業
・

深
夜

業
務

の
禁

止
四

 　
出

張
制

限
（

顧
客

と
の

交
渉

・ト
ラ

ブ
ル

処
理

な
ど

の
出

張
、

宿
泊

をと
も

な
う

出
張

な
ど

の
制

限
）

五
　

交
替

勤
務

制
限

六
 　

業
務

制
限（

危
険

作
業

、運
転

業
務

、高
所

作
業

、窓
口

業
務

、
苦

情
処

理
業

務
等

の
禁

止
又

は
免

除
）

七
 　

フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
度

の
制

限
又

は
適

用（
ケ

ー
ス

に
より

使
い

分
け

る
。）

八
　

転
勤

に
つ

い
て

の
配

慮
4

 　
復

職
委

員
会

に
お

い
て

は
第

6条
に

定
め

るも
の

の
ほ

か
、以

下
の

こと
を

行
う

。
一

　
勤

務
状

況
及

び
業

務
遂

行
能

力
の

評
価

二
　

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

実
施

状
況

の
確

認

（
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
）

第
1
3
条

　
会

社
は

、
第

12
条

の
配

慮
を

行
っ

て
い

る
間

、
該

当
従

業
員

に
対

し
、定

期
的

に
産

業
医

に
よ

る
面

談
を

行
う

。
2

　
面

談
に

お
い

て
は

、以
下

の
こと

を
行

う
。

一
 　

疾
患

の
再

燃
・再

発
、

新
し

い
問

題
の

発
生

等
の

有
無

の
確

認
二

　
勤

務
状

況
及

び
業

務
遂

行
能

力
の

確
認

三
　

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

実
施

状
況

の
確

認
四

　
治

療
状

況
の

確
認

3
　

所
属

長
は

、
産

業
医

に
よ

る
面

談
の

必
要

性
が

あ
ると

認
め

ると
き

は
、該

当
従

業
員

に
産

業
医

に
よ

る
面

談
を

命
ず

る
。

（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
）

第
1
4
条

　
職

務
上

、
他

の
従

業
員

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
い

、
又

は
知

り
得

る
者

は
、そ

の
情

報
を

、上
司

又
は

権
限

の
あ

る
者

か
ら

の
指

示
なく

、他
に

漏
らし

て
は

な
ら

な
い

。
2

　
職

務
上

、
他

の
従

業
員

の
個

人
情

報
を

取
り

扱
う

者
は

、
別

途
定

め
る

機
密

文
書

取
扱

い
規

程
（

略
）に

基
づ

い
て

取
り

扱
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
主
治
医
・
家
族
等
と
の
連
携
）

第
1
5
条

　
主

治
医

、
家

族
そ

の
他

社
外

の
者

か
ら

の
情

報
収

集
又

は
情

報
提

供
は

、原
則

とし
て

本
人

の
同

意
を

得
て

こ
れ

を
行

う
。

2
　

主
治

医
、家

族
そ

の
他

社
外

の
者

か
ら

の
情

報
収

集
に

当
た

っ
て

は
、そ

の
使

用
目

的
に

同
意

を
得

た
上

で
行

い
、そ

の
目

的
以

外
に

使
用

し
な

い
。

3
　

主
治

医
と

の
情

報
交

換
は

、原
則

とし
て

○
○

部
長

の
指

示
に

よ
り

産
業

医
が

行
う

。
産

業
医

は
、主

治
医

か
ら

得
た

情
報

は
、社

内
の

各
部

署
が

必
要

と
す

る
範

囲
で

適
切

に
集

約・
整

理
し

て
伝

え
る

。
4

　
産

業
医

は
、主

治
医

の
治

療
方

針
に

問
題

が
あ

ると
考

え
ると

き
は

、
該

当
従

業
員

に
対

し
、

他
の

医
師

の
意

見
を

聴
くこ

と
を

勧
め

る
こ

と
が

で
き

る
。た

だ
し

、
本

人
に

対
す

る
強

制
力

を
持

つ
も

の
で

は
な

い
。

【モデル規程】私傷病による職員の休業及び復職に関する規程 

厚
生
労
働
省
：
心
の
健
康
問
題
に
よ
り
休
業
し
た
労
働
者
の
職
場
復
帰
支
援
の
手
引
き
よ
り
抜
粋
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【手引】心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き ①

（
１
）趣
旨

　
職

場
復

帰
の

た
め

の
対

策
に

つ
い

て
は

、平
成

１６
年

１０
月

に
「

心
の

健
康

問
題

に
より

休
業

し
た

労
働

者
の

職
場

復
帰

支
援

の
手

引
き

」（
以

下
「

手
引

き
」と

い
う

。）
が

公
表

さ
れ

、
心

の
健

康
問

題
に

より
休

業
し

た
労

働
者

の
職

場
復

帰
支

援
の

た
め

の
事

業
場

向
け

マ
ニ

ュ
ア

ル
とし

て
活

用
さ

れ
て

き
た

。
　

そ
の

後
、

平
成

１８
年

の
改

正
労

働
安

全
衛

生
法

令
に

基
づ

き
、

衛
生

委
員

会
等

の
調

査
審

議
事

項
に

「
労

働
者

の
精

神
的

健
康

の
保

持
増

進
を

図
る

た
め

の
対

策
の

樹
立

に
関

す
る

こ
と

」
が

追
加

さ
れ

、ま
た

、「
労

働
者

の
心

の
健

康
の

保
持

増
進

の
た

め
の

指
針

」（
以

下
「

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
指

針
」と

い
う

。）
が

策
定

さ
れ

る
な

ど
、職

場
に

お
け

る
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

の
推

進
が

図
ら

れ
て

き
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。
　

一
方

、心
の

健
康

問
題

に
より

休
業

し
て

い
る

労
働

者
が

増
加

し
て

い
る

と
す

る
調

査
結

果
や

休
業

後
の

職
場

復
帰

支
援

が
ス

ム
ー

ズ
に

進
ま

な
い

と
い

う
調

査
結

果
等

も
あ

り
、

職
場

復
帰

支
援

に
関

す
る

社
会

的
関

心
が

高
ま

っ
て

い
る

。
　

こ
の

よう
な

こ
と

か
ら

、
厚

生
労

働
省

か
ら

の
委

託
に

より
中

央
労

働
災

害
防

止
協

会
に

設
置

さ
れ

た
「

心
の

健
康

問
題

に
より

休
業

し
た

労
働

者
の

職
場

復
帰

支
援

の
た

め
の

方
法

等
に

関
す

る
検

討
委

員
会

」に
お

い
て

、
労

働
者

の
職

場
復

帰
支

援
に

関
す

る
新

た
な

経
験

や
知

見
等

を
踏

ま
え

、よ
り

円
滑

な
職

場
復

帰
を

支
援

す
る

た
め

に
事

業
者

に
よ

っ
て

行
わ

れ
る

こ
と

が
望

ま
し

い
事

項
等

に
つ

い
て

検
討

が
な

さ
れ

、「
手

引
き

」の
改

訂
が

行
わ

れ
た

。

（
２
）職
場
復
帰
支
援
の
基
本
的
考
え
方

ア
 

職
場

復
帰

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
 

心
の

健
康

問
題

で
休

業
し

て
い

る
労

働
者

が
円

滑
に

職
場

に
復

帰
し

、業
務

が
継

続
で

き
る

よう
に

す
る

た
め

に
は

、休
業

の
開

始
か

ら
通

常
業

務
へ

の
復

帰
ま

で
の

流
れ

を
あ

ら
か

じ
め

明
確

に
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。
　

事
業

者
は

本
手

引
き

を
参

考
に

し
な

が
ら

衛
生

委
員

会
等

に
お

い
て

調
査

審
議

し
、

産
業

医
等

の
助

言
を

受
け

、
個

々
の

事
業

場
の

実
態

に
即

し
た

形
で

、事
業

場
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム（

以
下

「
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

」と
い

う
。）

を
以

下
の

要
領

で
策

定
し

、そ
れ

が
組

織
的

か
つ

計
画

的
に

行
わ

れ
る

よう
積

極
的

に
取

り
組

む
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

 ・
　

職
場

復
帰

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

は
、職

場
復

帰
支

援
の

標
準

的
な

流
れ

を
明

ら
か

に
す

る
とと

も
に

、そ
れ

に
対

応
す

る
手

順
、内

容
及

び
関

係
者

の
役

割
等

に
つ

い
て

定
め

る
。

 ・
　

職
場

復
帰

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
関

連
規

程
等

や
体

制
の

整
備

を
行

う
。

 ・
　

職
場

復
帰

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
、関

連
規

程
等

及
び

体
制

に
つ

い
て

は
、

労
働

者
、

管
理

監
督

者
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
対

し
、

教
育

研
修

の
実

施
等

に
より

十
分

周
知

す
る

。
イ

 
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

 
実

際
の

職
場

復
帰

支
援

で
は

、
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
基

づ
き

、
支

援
対

象
と

な
る

個
々

の
労

働
者

ご
と

に
具

体
的

な
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

を
作

成
す

る
。そ

の
上

で
、

労
働

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
十

分
配

慮
し

な
が

ら
、事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

を
中

心
に

、労
働

者
、管

理
監

督
者

が
互

い
に

十
分

な
理

解
と

協
力

を
行

うと
とも

に
、

主
治

医
と

の
連

携
を

図
り

つ
つ

取
り

組
む

。
ウ

 
主

治
医

と
の

連
携

等
 

心
の

健
康

問
題

が
ど

の
様

な
状

態
で

あ
る

か
の

判
断

は
多

く
の

事
業

場
に

と
っ

て
困

難
で

あ
る

こ
と

、
心

の
健

康
問

題
を

抱
え

て
い

る
労

働
者

へ
の

対
応

は
ケ

ー
ス

ご
と

に
柔

軟
に

行
う

必
要

が
あ

る
こ

と
か

ら
、主

治
医

と
の

連
携

が
重

要
と

な
る

。
　

ま
た

、
職

場
復

帰
支

援
に

お
い

て
は

、
職

場
配

置
、

処
遇

、
労

働
条

件
、社

内
勤

務
制

度
、雇

用
契

約
等

の
適

切
な

運
用

を
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

か
ら

人
事

労
務

管
理

ス
タ

ッ
フ

が
重

要
な

役
割

を
担

う
こ

と
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る（
な

お
、

本
手

引
き

に
お

い
て

、
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
は

、
人

事
労

務
管

理
ス

タ
ッ

フ
が

含
ま

れ
て

い
る

。）
。

（
３
）職
場
復
帰
支
援
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
事
項

　
職

場
復

帰
支

援
に

当
た

っ
て

は
、

特
に

以
下

の
点

に
つ

い
て

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

 ・
　

心
の

健
康

問
題

の
特

性
とし

て
、

健
康

問
題

以
外

の
観

点
か

ら
評

価
が

行
わ

れ
る

傾
向

が
強

い
と

い
う

問
題

や
、

心
の

健
康

問
題

自
体

に
つ

い
て

の
誤

解
や

偏
見

等
解

決
す

べ
き

問
題

が
存

在
し

て
い

る
こ

と
に

留
意

の
上

、
心

の
健

康
問

題
を

抱
え

る
労

働
者

へ
の

対
応

を
行

う
必

要
が

あ
る

こ
と

。
  ・

　
事

業
場

に
お

い
て

は
、

計
画

的
に

スト
レ

ス
及

び
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

ケ
ア

に
関

す
る

基
礎

知
識

や
心

の
健

康
問

題
に

対
す

る
正

し
い

態
度

な
ど

、メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
ケ

ア
を

推
進

す
る

た
め

の
教

育
研

修
・

情
報

提
供

を
行

うこ
と

が
重

要
で

あ
る

こ
と

。
 ・

　
職

場
復

帰
支

援
を

ス
ム

ー
ズ

に
進

め
る

た
め

に
は

、休
業

し
て

い
た

労
働

者
とと

も
に

、そ
の

同
僚

や
管

理
監

督
者

に
対

す
る

過
度

の
負

担
が

か
か

ら
な

い
よう

に
配

慮
す

る
必

要
が

あ
る

こと
。

 ・
　

家
族

の
理

解
や

協
力

も
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
家

族
に

対
し

て
必

要
な

情
報

を
提

供
す

る
等

の
支

援
が

望
ま

れ
る

こ
と

。

１
　
趣
旨

心
の

健
康

問
題

に
より

休
業

し
た

労
働

者
の

職
場

復
帰

支
援

の
手

引
き

平
成
16
年
10
月

改
訂
　
平
成
21
年
03
月 7月

改
訂
　
平
成
24
年

（
４

）本
手

引
き

の
適

用
に

当
た

っ
て

の
留

意
点

　
本

手
引

き
に

は
、実

際
の

職
場

復
帰

に
当

た
り

、事
業

者
が

行
う

職
場

復
帰

支
援

の
内

容
が

総
合

的
に

示
さ

れ
て

い
る

。
　

本
手

引
き

が
対

象
と

す
る

労
働

者
は

、
心

の
健

康
問

題
で

休
業

し
た

全
て

の
労

働
者

で
あ

る
が

、
第

３
ス

テ
ッ

プ
以

降
の

職
場

復
帰

に
関

し
て

は
、

医
学

的
に

業
務

に
復

帰
す

る
の

に
問

題
が

な
い

程
度

に
回

復
し

た
労

働
者

（
す

な
わ

ち
軽

減
又

は
配

慮
さ

れ
た

一
定

レ
ベ

ル
の

職
務

を
遂

行
で

き
、

か
つ

、
想

定
さ

れ
る

仕
事

を
す

る
こ

と
が

治
療

上
支

障
に

な
ら

な
い

と
医

学
的

に
判

断
さ

れ
る

も
の

。）
を

対
象

とし
て

い
る

。
　

な
お

、本
手

引
き

の
基

本
的

な
記

述
に

お
い

て
は

、心
の

健
康

問
題

とし
て

、
治

療
に

よ
っ

て
比

較
的

短
期

に
寛

解
す

る
も

の
が

想
定

さ
れ

て
い

る
。そ

の
他

の
心

の
健

康
問

題
に

つ
い

て
は

、
異

な
る

対
応

を
と

る
必

要
が

あ
る

場
合

も
あ

る
こ

と
に

留
意

す
る

とと
も

に
、主

治
医

と
の

連
携

が
重

要
と

な
る

。
手

引
き

の
趣

旨
を

そ
の

事
業

場
の

状
況

に
活

か
す

た
め

に
は

、こ
れ

ら
の

こ
と

を
念

頭
に

お
い

た
上

で
、

事
業

者
の

判
断

と
責

任
の

下
で

、ど
の

よう
に

対
応

す
べ

き
か

が
十

分
に

検
討

さ
れ

て
行

わ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
　

ま
た

、
職

場
復

帰
支

援
の

具
体

的
な

手
法

に
つ

い
て

は
、

本
手

引
き

に
よ

る
ほ

か
、公

開
さ

れ
て

い
る

様
々

な
文

献
、事

例
集

、
報

告
書

、研
修

会
等

を
活

用
・

参
考

に
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。

 
　

本
手

引
き

に
よ

る
職

場
復

帰
支

援
の

流
れ

は
、

病
気

休
業

開
始

か
ら

職
場

復
帰

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
ま

で
の

次
の

５
つ

の
ス

テ
ッ

プ
か

ら
な

っ
て

い
る（

図
参

照
）。

事
業

者
は

本
手

引
き

を
参

考
に

し
な

が
ら

、
個

々
の

事
業

場
の

実
態

に
即

し
た

職
場

復
帰

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

策
定

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
＜

第
１

ス
テ

ッ
プ

＞
　

病
気

休
業

開
始

及
び

休
業

中
の

ケ
ア

の
段

階
で

あ
り

、「
労

働
者

か
ら

の
診

断
書

（
病

気
休

業
診

断
書

）の
提

出
」、

「
管

理
監

督
者

に
よ

る
ケ

ア
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
ケ

ア
」、

「
病

気
休

業
期

間
中

の
労

働
者

の
安

心
感

の
醸

成
の

た
め

の
対

応
」及

び「
そ

の
他

」で
構

成
さ

れ
る

。
＜

第
２

ス
テ

ッ
プ

＞
　

主
治

医
に

よ
る

職
場

復
帰

可
能

の
判

断
の

段
階

で
あ

り
、  

｢労
働

者
か

ら
の

職
場

復
帰

の
意

思
表

示
と

職
場

復
帰

可
能

の
判

断
が

記
さ

れ
た

診
断

書
の

提
出

｣、
「

産
業

医
等

に
よ

る
精

査
」及

び「
主

治
医

へ
の

情
報

提
供

」で
構

成
さ

れ
る

。
＜

第
３

ス
テ

ッ
プ

＞
　

職
場

復
帰

の
可

否
の

判
断

及
び

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

作
成

の
段

階
で

あ
り

、
｢情

報
の

収
集

と
評

価
｣、

｢職
場

復
帰

の
可

否
に

つ
い

て
の

判
断

｣及
び

｢職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン

の
作

成
｣で

構
成

さ
れ

る
。

＜
第

４
ス

テ
ッ

プ
＞

　
最

終
的

な
職

場
復

帰
の

決
定

の
段

階
で

あ
り

、
｢労

働
者

の
状

態
の

最
終

確
認

｣、
「

就
業

上
の

配
慮

等
に

関
す

る
意

見
書

の
作

成
」、

「
事

業
者

に
よ

る
最

終
的

な
職

場
復

帰
の

決
定

」及
び「

そ
の

他
」で

構
成

さ
れ

る
。

＜
第

５
ス

テ
ッ

プ
＞

　
職

場
復

帰
後

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

の
段

階
で

あ
り

、
｢疾

患
の

再
燃

・
再

発
、

新
し

い
問

題
の

発
生

等
の

有
無

の
確

認
｣、

「
勤

務
状

況
及

び
業

務
遂

行
能

力
の

評
価

」、
「

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

実
施

状
況

の
確

認
」、

「
治

療
状

況
の

確
認

」、
「

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

評
価

と
見

直
し

」、
「

職
場

環
境

等
の

改
善

等
」及

び「
管

理
監

督
者

、同
僚

等
へ

の
配

慮
等

」
で

構
成

さ
れ

る
。

図
　

職
場

復
帰

支
援

の
流

れ
 

＜
第

１
ス

テ
ッ

プ
＞

病
気

休
業

開
始

及
び

休
業

中
の

ケ
ア 休

気
病

（書
断

診
の

ら
か

者
働

労
の

時
始

開
業

休
気

病 
　

ア
業

診
断

書
）の

提
出

イ
　

 管
理

監
督

者
に

よ
る

ケ
ア

及
び

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
に

よ
る

ケ
ア

ウ
　

 病
気

休
業

期
間

中
の

労
働

者
の

安
心

感
の

醸
成

の
た

め
の

対
応

エ
　

そ
の

他

↓

＜
第

２
ス

テ
ッ

プ
＞

主
治

医
に

よ
る

職
場

復
帰

可
能

の
判

断

ア
　

 労
働

者
か

ら
の

職
場

復
帰

の
意

思
表

示
と

職
場

復
帰

可
能

の
判

断
が

記
さ

れ
た

診
断

書
の

提
出

イ
　

 産
業

医
等

に
よ

る
精

査
ウ

　
主

治
医

へ
の

情
報

提
供

↓

＜
第

３
ス

テ
ッ

プ
＞

職
場

復
帰

の
可

否
の

判
断

及
び

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

作
成

ア
　

情
報

の
収

集
と

評
価

 
（

ア
）労

働
者

の
職

場
復

帰
に

対
す

る
意

思
の

確
認

（
イ

）産
業

医
等

に
よ

る
主

治
医

か
ら

の
意

見
収

集

２
　

職
場

復
帰

支
援

の
流

れ
 



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

44

【手引】心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き ②

（
ウ

）労
働

者
の

状
態

等
の

評
価

（
エ

）職
場

環
境

等
の

評
価

（
オ

）そ
の

他
イ

　
職

場
復

帰
の

可
否

に
つ

い
て

の
判

断
ウ

　
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

の
作

成
（

ア
）職

場
復

帰
日

（
イ

）管
理

監
督

者
に

よ
る

就
業

上
の

配
慮

（
ウ

）人
事

労
務

管
理

上
の

対
応

（
エ

）産
業

医
等

に
よ

る
医

学
的

見
地

か
ら

み
た

意
見

（
オ

）フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
（

カ
）そ

の
他

↓

＜
第
４
ス
テ
ッ
プ
＞
最
終
的
な
職
場
復
帰
の
決
定

ア
　

労
働

者
の

状
態

の
最

終
確

認
イ

　
就

業
上

の
配

慮
等

に
関

す
る

意
見

書
の

作
成

ウ
　

事
業

者
に

よ
る

最
終

的
な

職
場

復
帰

の
決

定
エ

　
そ

の
他

↓

職
場
復
帰

↓

＜
第
５
ス
テ
ッ
プ
＞
職
場
復
帰
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ

無
有

の
等

生
発

の
題

問
い

し
新

、
発

再･
燃

再
の

患
疾 

　
ア

の
確

認
イ

　
勤

務
状

況
及

び
業

務
遂

行
能

力
の

評
価

ウ
　

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

実
施

状
況

の
確

認
エ

　
治

療
状

況
の

確
認

オ
　

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

評
価

と
見

直
し

カ
　

職
場

環
境

等
の

改
善

等
キ

　
管

理
監

督
者

、同
僚

等
へ

の
配

慮
等

（
１

）病
気

休
業

開
始

及
び

休
業

中
の

ケ
ア

＜
第

1
ス

テ
ッ

プ
＞

ア
  

病
気

休
業

開
始

時
の

労
働

者
か

ら
の

診
断

書
（

病
気

休
業

診
断

書
）の

提
出

 
病

気
休

業
の

開
始

に
お

い
て

は
、

主
治

医
に

よ
っ

て
作

成

さ
れ

た
診

断
書

を
労

働
者

より
管

理
監

督
者

等
に

提
出

し
て

も
ら

う
。

診
断

書
に

は
病

気
休

業
を

必
要

と
す

る
旨

の
他

、
職

場
復

帰
の

準
備

を
計

画
的

に
行

え
る

よう
、必

要
な

療
養

期
間

の
見

込
み

に
つ

い
て

明
記

し
て

もら
うこ

と
が

望
まし

い
。

イ
  

管
理

監
督

者
に

よ
る

ケ
ア

及
び

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
に

よ
る

ケ
ア

 
管

理
監

督
者

等
は

、
病

気
休

業
診

断
書

が
提

出
さ

れ
た

こ
と

を
、人

事
労

務
管

理
ス

タ
ッ

フ
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
に

連
絡

す
る

。
休

業
を

開
始

す
る

労
働

者
に

対
し

て
は

、
療

養
に

専
念

で
き

る
よ

う
安

心
さ

せ
る

と
同

時
に

、
休

業
中

の
事

務
手

続
き

や
職

場
復

帰
支

援
の

手
順

に
つ

い
て

の
説

明
を

行
う

。
　

管
理

監
督

者
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

は
、

必
要

な
連

絡
事

項
及

び
職

場
復

帰
支

援
の

た
め

に
あ

ら
か

じ
め

検
討

が
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

労
働

者
に

連
絡

を
取

る
。

場
合

に
よ

っ
て

は
労

働
者

の
同

意
を

得
た

上
で

主
治

医
と

連
絡

を
取

る
こ

とも
必

要
と

な
る

。
ウ

  
病

気
休

業
期

間
中

の
労

働
者

の
安

心
感

の
醸

成
の

た
め

の
対

応
 

病
気

休
業

期
間

中
に

お
い

て
も

、休
業

者
に

接
触

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
結

果
を

も
た

ら
す

こ
とも

あ
る

。そ
の

場
合

は
、

精
神

的
な

孤
独

、復
職

で
き

る
か

と
い

う
不

安
、今

後
の

キ
ャ

リ
ア

等
で

本
人

が
不

安
に

感
じ

て
い

る
こ

と
に

関
し

て
、

十
分

な
情

報
を

提
供

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
　

ま
た

、
不

安
や

悩
み

な
ど

を
相

談
で

き
る

場
を

設
け

る
こ

とも
重

要
で

あ
る

。こ
の

場
合

、
事

業
場

内
の

相
談

体
制

や
事

業
場

外
の

相
談

機
関

、
地

域
の

相
談

制
度

等
で

利
用

で
き

る
も

の
に

つ
い

て
、情

報
提

供
を

す
る

こ
とも

考
え

ら
れ

る
。

　
特

に
、本

人
が

安
心

し
て

療
養

で
き

る
よう

に
す

る
た

め
に

は
、

休
業

中
の

経
済

的
・

将
来

的
な

不
安

を
軽

減
す

る
た

め
の

配
慮

を
行

う
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

事
業

場
で

設
け

て
い

る
仕

組
み

の
活

用
や

、ま
た

、例
え

ば
、傷

病
手

当
金

制
度

そ
の

他
の

公
的

支
援

制
度

、
公

的
又

は
民

間
の

職
場

復
帰

支
援

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
利

用
に

つ
い

て
、

関
係

機
関

等
が

作
成

し
て

い
る

パ
ン

フ
レ

ット
を

渡
す

な
ど

に
より

、
事

業
者

が
本

人
に

対
し

て
手

続
き

に
関

す
る

情
報

を
提

供
す

る
こ

と
や

、
場

合
に

よ
っ

て
は

利
用

へ
の

支
援

を
行

う
こ

と
な

ど
が

望
ま

れ
る

。
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
等

を
活

用
（

連
携

・
紹

介
）す

る
な

ど
の

方
法

も
考

え
ら

れ
る

。
　

休
業

者
と

の
接

触
の

タ
イミ

ン
グ

は
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
の

際
に

検
討

し
て

お
くこ

と
が

望
ま

し
い

。
例

え
ば

、
診

断
書

や
傷

病
手

当
金

申
請

書
の

提
出

の
タ

イミ
ン

グ
に

行
う

と
、

本
人

へ
の

負
担

が
軽

減
さ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。た

だ
し

、
実

際
の

接
触

に
当

た
っ

て
は

、
必

要
な

連
絡

事
項

（
個

人
情

報
の

取
得

の
た

め
に

本
人

の
了

解
を

と
る

場
合

を
含

む
。）

な
ど

を

３
　

職
場

復
帰

支
援

の
各

ス
テ

ッ
プ

 

除
き

、主
治

医
と

連
絡

を
と

っ
た

上
で

実
施

す
る

。ま
た

、状
況

に
よ

っ
て

は
主

治
医

を
通

し
て

情
報

提
供

を
す

る
こ

とも
考

え
ら

れ
る

。
エ

 
そ

の
他

 
以

下
の

場
合

に
つ

い
て

は
、労

働
基

準
法

や
労

働
契

約
法

等
の

関
係

法
令

上
の

制
約

に
留

意
の

上
、労

使
の

十
分

な
協

議
に

よ
っ

て
決

定
す

る
とと

も
に

、あ
ら

か
じ

め
就

業
規

則
等

に
定

め
周

知
し

て
お

くこ
と

が
望

まし
い

。
 ・

　
私

傷
病

に
よ

る
休

業
の

最
長（

保
障

）期
間

、ク
ー

リン
グ

期
間

（
休

業
の

最
長

（
保

障
）期

間
を

定
め

て
い

る
場

合
で

、
一

旦
職

場
復

帰
し

て
か

ら
再

び
同

一
理

由
で

休
業

す
る

とき
に

、休
業

期
間

に
前

回
の

休
業

期
間

を
算

入
し

な
い

た
め

に
必

要
な

、
職

場
復

帰
か

ら
新

た
な

休
業

ま
で

の
期

間
）等

を
定

め
る

場
合

 ・
　

休
業

期
間

の
最

長
（

保
障

）期
間

満
了

後
に

雇
用

契
約

の
解

除
を

行
う

場
合

（
２
）主
治
医
に
よ
る
職
場
復
帰
可
能
の
判
断
＜
第
２
ス
テ
ッ
プ
＞

　
休

業
中

の
労

働
者

か
ら

職
場

復
帰

の
意

思
が

伝
え

ら
れ

る
と

、
事

業
者

は
労

働
者

に
対

し
て

主
治

医
に

よ
る

職
場

復
帰

可
能

の
判

断
が

記
さ

れ
た

診
断

書
（

復
職

診
断

書
）を

提
出

す
る

よう
伝

え
る

。
診

断
書

に
は

就
業

上
の

配
慮

に
関

す
る

主
治

医
の

具
体

的
な

意
見

を
含

め
て

もら
うこ

と
が

望
まし

い
。

　
た

だ
し

現
状

で
は

、主
治

医
に

よ
る

診
断

書
の

内
容

は
、病

状
の

回
復

程
度

に
よ

っ
て

職
場

復
帰

の
可

能
性

を
判

断
し

て
い

る
こ

と
が

多
く

、
そ

れ
は

た
だ

ち
に

そ
の

職
場

で
求

め
ら

れ
る

業
務

遂
行

能
力

ま
で

回
復

し
て

い
る

か
否

か
の

判
断

と
は

限
ら

な
い

こ
と

に
も

留
意

す
べ

き
で

あ
る

。ま
た

、労
働

者
や

家
族

の
希

望
が

含
ま

れ
て

い
る

場
合

も
あ

る
。そ

の
た

め
、主

治
医

の
判

断
と

職
場

で
必

要
と

さ
れ

る
業

務
遂

行
能

力
の

内
容

等
に

つ
い

て
、

産
業

医
等

が
精

査
し

た
上

で
採

る
べ

き
対

応
に

つ
い

て
判

断
し

、
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

重
要

と
な

る
。（

３（
３

）ア
（

イ
）参

照
）

　
ま

た
、よ

り
円

滑
な

職
場

復
帰

支
援

を
行

う
上

で
、

職
場

復
帰

の
時

点
で

求
め

ら
れ

る
業

務
遂

行
能

力
は

ケ
ー

ス
ご

と
に

多
様

な
も

の
で

あ
る

こ
と

か
ら

、あ
ら

か
じ

め
主

治
医

に
対

し
て

職
場

で
必

要
と

さ
れ

る
業

務
遂

行
能

力
の

内
容

や
社

内
勤

務
制

度
等

に
関

す
る

情
報

を
提

供
し

た
上

で
、

就
業

が
可

能
で

あ
る

と
い

う
回

復
レ

ベ
ル

で
復

職
に

関
す

る
意

見
書

を
記

入
す

る
よう

依
頼

す
る

こ
と

が
望

まし
い

。（
６－

（
１

）参
照

）

（
３
）職
場
復
帰
の
可
否
の
判
断
及
び
職
場
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
の

作
成
＜
第
３
ス
テ
ッ
プ
＞

　
安

全
で

ス
ム

ー
ズ

な
職

場
復

帰
を

支
援

す
る

た
め

に
は

、
最

終
的

な
職

場
復

帰
決

定
の

手
続

き
の

前
に

、
必

要
な

情
報

の
収

集
と

評
価

を
行

っ
た

上
で

職
場

復
帰

の
可

否
を

適
切

に
判

断
し

、

さ
ら

に
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

を
準

備
し

て
お

くこ
と

が
必

要
で

あ
る

。こ
の

プ
ロ

セ
ス

は
、

本
手

引
き

で
示

す
職

場
復

帰
支

援
の

手
続

き
に

お
い

て
中

心
的

な
役

割
を

果
た

す
も

の
で

あ
り

、
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

を
中

心
に

、管
理

監
督

者
、当

該
労

働
者

の
間

で
十

分
に

話
し

合
い

、よ
く

連
携

し
な

が
ら

進
め

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
　

ま
た

、
心

の
健

康
づ

くり
専

門
ス

タ
ッ

フ
が

配
置

さ
れ

た
事

業
場

に
お

い
て

は
、こ

れ
ら

の
専

門
ス

タ
ッ

フ
が

、よ
り

専
門

的
な

立
場

か
ら

、
他

の
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
こ

と
が

望
ま

れ
る

。
　

産
業

医
が

選
任

さ
れ

て
い

な
い

５０
人

未
満

の
小

規
模

事
業

場
に

お
い

て
は

、人
事

労
務

管
理

ス
タ

ッ
フ

及
び

管
理

監
督

者
等

、
又

は
衛

生
推

進
者

若
し

く
は

安
全

衛
生

推
進

者
が

、
主

治
医

と
の

連
携

を
図

り
な

が
ら

、ま
た

地
域

産
業

保
健

セ
ン

タ
ー

、
労

災
病

院
勤

労
者

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
セ

ン
タ

ー
等

の
事

業
場

外
資

源
を

活
用

し
な

が
ら

検
討

を
進

め
て

い
くこ

と
が

必
要

で
あ

る
。

　
ケ

ー
ス

に
よ

っ
て

は
、最

終
的

な
職

場
復

帰
の

決
定

ま
で

の
プ

ロ
セ

ス
を

同
時

に
ま

と
め

て
検

討
す

る
こ

とも
可

能
で

あ
る

が
、

通
常

、職
場

復
帰

の
準

備
に

は
あ

る
程

度
の

時
間

を
要

す
る

こ
と

が
多

い
た

め
、

職
場

復
帰

前
の

面
談

等
は

、
実

際
の

職
場

復
帰

ま
で

に
十

分
な

準
備

期
間

を
設

定
し

た
上

で
計

画
・

実
施

す
る

こ
と

が
望

まし
い

。
　

職
場

復
帰

の
可

否
及

び
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

に
関

す
る

話
し

合
い

の
結

果
に

つ
い

て
は

、「
職

場
復

帰
支

援
に

関
す

る
面

談
記

録
票

」（
様

式
例

２
）等

を
利

用
し

て
記

録
に

ま
と

め
、

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
や

管
理

監
督

者
等

の
関

係
者

が
そ

の
内

容
を

互
い

に
確

認
し

な
が

ら
そ

の
後

の
職

場
復

帰
支

援
を

進
め

て
い

くこ
と

が
望

まし
い

。
ア

 
情

報
の

収
集

と
評

価
 

職
場

復
帰

の
可

否
に

つ
い

て
は

、労
働

者
及

び
関

係
者

か
ら

必
要

な
情

報
を

適
切

に
収

集
し

、
様

々
な

視
点

か
ら

評
価

を
行

い
な

が
ら

総
合

的
に

判
断

す
る

こ
と

が
大

切
で

あ
る

。
家

族
を

含
め

た
第

三
者

か
ら

の
個

人
情

報
の

収
集

に
つ

い
て

は
、

労
働

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
十

分
配

慮
す

る
こ

と
が

重
要

な
ポ

イ
ント

と
な

る
。

情
報

の
収

集
と

評
価

の
具

体
的

内
容

を
以

下
に

示
す

。
　

な
お

、
事

業
場

外
の

職
場

復
帰

支
援

サ
ー

ビ
ス

や
医

療
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

等
を

利
用

し
て

い
る

場
合

に
は

、
そ

の
状

況
等

も
有

効
な

情
報

で
あ

る
。

（
ア

）労
働

者
の

職
場

復
帰

に
対

す
る

意
思

の
確

認
ａ

　
労

働
者

の
職

場
復

帰
の

意
思

及
び

就
業

意
欲

の
確

認
ｂ

　
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

に
つ

い
て

の
説

明
と

同
意

（
イ

）産
業

医
等

に
よ

る
主

治
医

か
ら

の
意

見
収

集
　

診
断

書
に

記
載

さ
れ

て
い

る
内

容
だ

け
で

は
十

分
な

職
場

復
帰

支
援

を
行

う
の

が
困

難
な

場
合

、
産

業
医

等
は

労
働

者
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の
同

意
を

得
た

上
で

、
下

記
（

ウ
）の

ａ
及

び
ｂ

の
判

断
を

行
う

に
当

た
っ

て
必

要
な

内
容

に
つ

い
て

主
治

医
か

ら
の

情
報

や
意

見
を

積
極

的
に

収
集

す
る

。こ
の

際
に

は
、「

職
場

復
帰

支
援

に
関

す
る

情
報

提
供

依
頼

書
」（

様
式

例
１

）等
を

用
い

る
な

ど
し

て
、

労
働

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
十

分
配

慮
し

な
が

ら
情

報
交

換
を

行
うこ

と
が

重
要

で
あ

る
。

（
ウ

）労
働

者
の

状
態

等
の

評
価

ａ
　

治
療

状
況

及
び

病
状

の
回

復
状

況
の

確
認

 
（

ａ
）今

後
の

通
院

治
療

の
必

要
性

及
び

治
療

状
況

に
つ

い
て

の
概

要
の

確
認

（
ｂ

）業
務

遂
行

（
自

ら
自

動
車

等
を

運
転

し
て

の
通

勤
を

含
む

。）
に

影
響

を
及

ぼ
す

症
状

や
薬

の
副

作
用

の
有

無
（

ｃ
）休

業
中

の
生

活
状

況
（

ｄ
）そ

の
他

職
場

復
帰

に
関

し
て

考
慮

す
べ

き
問

題
点

な
ど

ｂ
　

業
務

遂
行

能
力

に
つ

い
て

の
評

価
 

（
ａ

）適
切

な
睡

眠
覚

醒
リ

ズ
ム

の
有

無
（

ｂ
）昼

間
の

眠
気

の
有

無（
投

薬
に

よ
る

も
の

を
含

む
。）

（
ｃ

）注
意

力
・

集
中

力
の

程
度

（
ｄ

）安
全

な
通

勤
の

可
否

（
ｅ

）日
常

生
活

に
お

け
る

業
務

と
類

似
し

た
行

為
の

遂
行

状
況

と
、

そ
れ

に
よ

る
疲

労
の

回
復

具
合

（
読

書
や

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

操
作

が
一

定
の

時
間

集
中

し
て

で
き

る
こ

と
、

軽
度

の
運

動
が

で
き

る
こ

と
等

）
（ｆ

）そ
の

他
家

事
・

育
児

、
趣

味
活

動
等

の
実

施
状

況
な

ど
ｃ

　
今

後
の

就
業

に
関

す
る

労
働

者
の

考
え

 
（

ａ
）希

望
す

る
復

帰
先

（
ｂ

）希
望

す
る

就
業

上
の

配
慮

の
内

容
や

期
間

（
ｃ

）そ
の

他
管

理
監

督
者

、
人

事
労

務
管

理
ス

タ
ッ

フ
、

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タッ

フ
に

対
す

る
意

見
や

希
望（

職
場

の
問

題
点

の
改

善
や

勤
務

体
制

の
変

更
、

健
康

管
理

上
の

支
援

方
法

な
ど

）
ｄ

　
家

族
か

ら
の

情
報

　
可

能
で

あ
れ

ば
、

必
要

に
応

じ
て

家
庭

で
の

状
態

（
病

状
の

改
善

の
程

度
、

食
事

・
睡

眠
・

飲
酒

等
の

生
活

習
慣

な
ど

）に
つ

い
て

の
情

報
（

エ
）職

場
環

境
等

の
評

価
ａ

　
業

務
及

び
職

場
と

の
適

合
性

（
ａ

）業
務

と
労

働
者

の
能

力
及

び
意

欲
･関

心
と

の
適

合
性

（
ｂ

）職
場

の
同

僚
や

管
理

監
督

者
と

の
人

間
関

係
な

ど
ｂ

　
作

業
管

理
や

作
業

環
境

管
理

に
関

す
る

評
価

（
ａ

）業
務

量（
作

業
時

間
、作

業
密

度
な

ど
）や

質（
要

求
度

、
困

難
度

な
ど

）等
の

作
業

管
理

の
状

況

（
ｂ

）作
業

環
境

の
維

持
・

管
理

の
状

況
（

ｃ
）業

務
量

の
時

期
的

な
変

動
や

、
不

測
の

事
態

に
対

す
る

対
応

の
状

況
（

ｄ
）職

場
復

帰
時

に
求

め
ら

れ
る

業
務

遂
行

能
力

の
程

度
（

自
動

車
の

運
転

等
危

険
を

伴
う

業
務

の
場

合
は

投
薬

等
に

よ
る

影
響

に
も

留
意

す
る

。）
ｃ

　
職

場
側

に
よ

る
支

援
準

備
状

況
（

ａ
）復

帰
者

を
支

え
る

職
場

の
雰

囲
気

や
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
関

す
る

理
解

の
程

度
（

ｂ
）実

施
可

能
な

就
業

上
の

配
慮

（
業

務
内

容
や

業
務

量
の

変
更

、就
業

制
限

等
）

（
ｃ

）実
施

可
能

な
人

事
労

務
管

理
上

の
配

慮
（

配
置

転
換

･異
動

、勤
務

制
度

の
変

更
等

）
（

オ
）そ

の
他

　
そ

の
他

、
職

場
復

帰
支

援
に

当
た

っ
て

必
要

と
思

わ
れ

る
事

項
に

つ
い

て
検

討
す

る
。ま

た
、

治
療

に
関

す
る

問
題

点
や

、
本

人
の

行
動

特
性

、
家

族
の

支
援

状
況

な
ど

職
場

復
帰

の
阻

害
要

因
と

な
りう

る
問

題
点

に
つ

い
て

も
整

理
し

、
そ

の
支

援
策

に
つ

い
て

検
討

す
る

。
イ

 
職

場
復

帰
の

可
否

に
つ

い
て

の
判

断
 

ア
の

「
情

報
の

収
集

と
評

価
」の

結
果

を
もと

に
、

復
帰

後
に

求
め

ら
れ

る
業

務
が

可
能

か
ど

う
か

に
つ

い
て

、
主

治
医

の
判

断
や

こ
れ

に
対

す
る

産
業

医
等

の
医

学
的

な
考

え
方

も
考

慮
し

て
判

断
を

行
う

。こ
の

判
断

は
、

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
を

中
心

に
行

わ
れ

る
が

、
職

場
環

境
等

に
関

す
る

事
項

に
つ

い
て

は
、

管
理

監
督

者
等

の
意

見
を

十
分

に
考

慮
し

な
が

ら
総

合
的

に
行

わ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
　

産
業

医
が

選
任

さ
れ

て
い

な
い

５０
人

未
満

の
小

規
模

事
業

場
に

お
い

て
は

、
人

事
労

務
管

理
ス

タ
ッ

フ
及

び
管

理
監

督
者

等
、

又
は

衛
生

推
進

者
若

し
く

は
安

全
衛

生
推

進
者

が
、

主
治

医
及

び
地

域
産

業
保

健
セ

ン
タ

ー
、労

災
病

院
勤

労
者

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
セ

ン
タ

ー
等

の
事

業
場

外
資

源
を

活
用

し
な

が
ら

判
断

を
行

う
。

ウ
 

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

作
成

 
職

場
復

帰
が

可
能

と
判

断
さ

れ
た

場
合

に
は

、
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

を
作

成
す

る
。

通
常

、
元

の
就

業
状

態
に

戻
す

ま
で

に
は

い
く

つ
か

の
段

階
を

設
定

し
な

が
ら

経
過

を
み

る
。

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

作
成

に
当

た
っ

て
は

そ
れ

ぞ
れ

の
段

階
に

応
じ

た
内

容
及

び
期

間
の

設
定

を
行

う
必

要
が

あ
る

。ま
た

、
各

段
階

ご
と

に
求

め
ら

れ
る

水
準

（
例

え
ば

、
定

時
勤

務
が

可
能

、
職

場
内

で
の

仕
事

に
関

す
る

意
思

疎
通

が
可

能
、

顧
客

と
の

折
衝

が
可

能
な

ど
）も

明
記

す
る

。
　

労
働

者
に

は
、き

ち
ん

とし
た

計
画

に
基

づ
き

着
実

に
職

場
復

帰
を

進
め

る
こ

と
が

、職
場

復
帰

後
に

長
期

に
安

定
し

て
働

け
る

よう
に

な
る

こ
と

に
つ

な
が

る
こ

と
の

十
分

な
理

解
を

促
す

。

　
ま

た
、本

人
の

希
望

の
み

に
よ

っ
て

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
を

決
定

す
る

こ
と

が
円

滑
な

職
場

復
帰

に
つ

な
が

る
と

は
限

ら
な

い
こ

と
に

留
意

し
、主

治
医

の
判

断
等

に
対

す
る

産
業

医
等

の
医

学
的

な
意

見
を

踏
ま

え
た

上
で

、
総

合
的

に
判

断
し

て
決

定
す

る
よう

気
を

つ
け

る
必

要
が

あ
る

。
　

な
お

、職
場

に
お

い
て

ど
の

程
度

ま
で

の
就

業
上

の
配

慮
を

す
べ

き
か

の
判

断
材

料
とし

て
、

産
業

医
等

は
そ

の
職

場
で

求
め

ら
れ

る
業

務
遂

行
能

力
を

見
極

め
た

上
で

、
主

治
医

か
ら

の
情

報
等

に
基

づ
き

、労
働

者
が

ど
こ

ま
で

業
務

遂
行

能
力

を
回

復
し

て
い

る
か

判
断

す
る

こ
とも

求
め

ら
れ

る
。

　
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

作
成

の
際

に
検

討
す

べ
き

内
容

に
つ

い
て

下
記

に
示

す
。

（
ア

）職
場

復
帰

日
　

復
帰

の
タ

イミ
ン

グ
に

つ
い

て
は

、
労

働
者

の
状

態
や

職
場

の
受

入
れ

準
備

状
況

の
両

方
を

考
慮

し
た

上
で

総
合

的
に

判
断

す
る

必
要

が
あ

る
。

（
イ

）管
理

監
督

者
に

よ
る

就
業

上
の

配
慮

ａ
　

業
務

で
の

サ
ポ

ー
ト

の
内

容
や

方
法

ｂ
　

業
務

内
容

や
業

務
量

の
変

更
ｃ

　
段

階
的

な
就

業
上

の
配

慮（
残

業
・

交
替

勤
務

・
深

夜
業

務
等

の
制

限
又

は
禁

止
、就

業
時

間
短

縮
な

ど
）

ｄ
　

治
療

上
必

要
な

そ
の

他
の

配
慮（

診
療

の
た

め
の

外
出

許
可

）な
ど

（
ウ

）人
事

労
務

管
理

上
の

対
応

等
ａ

　
配

置
転

換
や

異
動

の
必

要
性

ｂ
　

本
人

の
病

状
及

び
業

務
の

状
況

に
応

じ
て

、フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
度

や
裁

量
労

働
制

度
等

の
勤

務
制

度
変

更
の

可
否

及
び

必
要

性
ｃ

　
そ

の
他

、
段

階
的

な
就

業
上

の
配

慮
（

出
張

制
限

、
業

務
制

限（
危

険
作

業
、運

転
業

務
、高

所
作

業
、窓

口
業

務
、

苦
情

処
理

業
務

等
の

禁
止

又
は

免
除

）、
転

勤
に

つ
い

て
の

配
慮

）の
可

否
及

び
必

要
性

（
エ

）産
業

医
等

に
よ

る
医

学
的

見
地

か
ら

み
た

意
見

ａ
　

安
全

配
慮

義
務

に
関

す
る

助
言

ｂ
　

そ
の

他
、職

場
復

帰
支

援
に

関
す

る
意

見
（

オ
）フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ａ
　

管
理

監
督

者
に

よ
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

方
法

ｂ
　

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
に

よ
る

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

方
法（

職
場

復
帰

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
面

談
の

実
施

方
法

等
）

ｃ
　

就
業

制
限

等
の

見
直

し
を

行
うタ

イミ
ン

グ
ｄ

　
全

て
の

就
業

上
の

配
慮

や
医

学
的

観
察

が
不

要
と

な
る

時
期

に
つ

い
て

の
見

通
し

（
カ

）そ
の

他
ａ

　
職

場
復

帰
に

際
し

て
労

働
者

が
自

ら
責

任
を

持
っ

て
行

う
べ

き
事

項
ｂ

　
試

し
出

勤
制

度
等

が
あ

る
場

合
は

そ
の

利
用

に
つ

い
て

の
検

討
ｃ

　
事

業
場

外
資

源
が

提
供

す
る

職
場

復
帰

支
援

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

に
つ

い
て

の
検

討

（
４
）最
終
的
な
職
場
復
帰
の
決
定
＜
第
４
ス
テ
ッ
プ
＞

　
職

場
復

帰
の

可
否

に
つ

い
て

の
判

断
及

び
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

の
作

成
を

経
て

、
事

業
者

とし
て

の
最

終
的

な
職

場
復

帰
の

決
定

を
行

う
。ま

た
、

職
場

復
帰

の
可

否
の

決
定

に
当

た
っ

て
は

、労
働

者
に

と
っ

て
もき

わ
め

て
重

要
な

も
の

で
あ

り
、ま

た
、私

法
（

契
約

法
）上

の
制

約
を

受
け

る
こ

と
に

も
留

意
の

上
、

社
内

手
続

き
に

従
い

、適
正

に
行

わ
れ

る
べ

き
で

あ
る

。
　

こ
の

際
、産

業
医

等
が

選
任

さ
れ

て
い

る
事

業
場

に
お

い
て

は
、

産
業

医
等

が
職

場
復

帰
に

関
す

る
意

見
及

び
就

業
上

の
配

慮
等

に
つ

い
て

とり
ま

と
め

た
「

職
場

復
帰

に
関

す
る

意
見

書
」（

様
式

例
３

）等
を

もと
に

関
係

者
間

で
内

容
を

確
認

し
な

が
ら

手
続

き
を

進
め

て
い

くこ
と

が
望

まし
い

。
ア

 
労

働
者

の
状

態
の

最
終

確
認

 
疾

患
の

再
燃

･再
発

の
有

無
、

回
復

過
程

に
お

け
る

症
状

の
動

揺
の

様
子

等
に

つ
い

て
最

終
的

な
確

認
を

行
う

。
イ

 
就

業
上

の
配

慮
等

に
関

す
る

意
見

書
の

作
成

 
産

業
医

等
は

、
就

業
に

関
す

る
最

終
的

な
措

置
等

を
とり

ま
と

め
て

、「
職

場
復

帰
に

関
す

る
意

見
書

」（
様

式
例

３
）等

を
作

成
す

る
。

ウ
 

事
業

者
に

よ
る

最
終

的
な

職
場

復
帰

の
決

定
 

上
記

イ
の

「
職

場
復

帰
に

関
す

る
意

見
書

」
等

で
示

さ
れ

た
内

容
に

つ
い

て
管

理
監

督
者

、
人

事
労

務
管

理
ス

タ
ッ

フ
の

確
認

を
経

た
上

で
、

事
業

者
に

よ
る

最
終

的
な

職
場

復
帰

の
決

定
を

行
い

、
労

働
者

に
対

し
て

通
知

す
る

と
と

も
に

、
就

業
上

の
配

慮
の

内
容

に
つ

い
て

も
併

せ
て

通
知

す
る

。
管

理
監

督
者

、事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
は

、「
職

場
復

帰
に

関
す

る
意

見
書

」等
の

写
し

を
保

管
し

、そ
の

内
容

を
確

認
し

な
が

ら
、そ

れ
ぞ

れ
の

実
施

事
項

を
、

責
任

を
持

っ
て

遂
行

す
る

よう
に

す
る

。
　

な
お

、
職

場
復

帰
支

援
とし

て
実

施
す

る
就

業
上

の
配

慮
は

、当
該

労
働

者
の

健
康

を
保

持
し

、円
滑

な
職

場
復

帰
を

目
的

と
す

る
も

の
で

あ
る

の
で

、こ
の

目
的

に
必

要
な

内
容

を
超

え
た

措
置

を
講

ず
る

べ
き

で
は

な
い

。
エ

 
そ

の
他

 
職

場
復

帰
に

つ
い

て
の

事
業

場
の

対
応

や
就

業
上

の
配

慮
の

内
容

等
に

つ
い

て
は

、
労

働
者

を
通

じ
て

主
治

医
に

的
確

に
伝

わ
る

よう
に

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
書

面
に

よ
る

場
合

は
「

職
場

復
帰

及
び

就
業

上
の

配
慮

に
関

す
る

情
報

提
供

書
」（

様
式

例
４

）等
の

書
面

を
利

用
す

る
とよ

い
。こ

う
い

っ
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【手引】心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き ④

た
情

報
交

換
は

、
産

業
医

等
が

主
治

医
と

連
携

を
図

り
な

が
ら

職
場

復
帰

後
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
を

ス
ム

ー
ズ

に
行

う
た

め
に

大
切

な
ポ

イ
ント

で
あ

る
。

　
な

お
、

職
場

復
帰

に
当

た
り

人
事

労
務

管
理

上
の

配
慮

を
行

う
上

で
処

遇
の

変
更

を
行

う
場

合
は

、
処

遇
の

変
更

及
び

変
更

後
の

処
遇

の
内

容
に

つ
い

て
、あ

ら
か

じ
め

就
業

規
則

に
定

め
る

等
ル

ー
ル

化
し

て
お

くと
とも

に
、

実
際

の
変

更
は

、
合

理
的

な
範

囲
と

す
る

こ
と

、ま
た

、
本

人
に

そ
の

必
要

性
に

つ
い

て
十

分
な

説
明

を
行

う
こ

と
が

ト
ラ

ブ
ル

の
防

止
に

つ
な

が
る

。

（
５
）職
場
復
帰
後
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
＜
第
５
ス
テ
ッ
プ
＞

　
心

の
健

康
問

題
に

は
様

々
な

要
因

が
複

雑
に

重
な

り
合

っ
て

い
る

こ
と

が
多

い
た

め
、

職
場

復
帰

の
可

否
の

判
断

や
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

の
作

成
に

は
多

く
の

不
確

定
要

素
が

含
ま

れ
る

こ
と

が
少

な
くな

い
。ま

た
、た

と
え

周
到

に
職

場
復

帰
の

準
備

を
行

っ
た

とし
て

も
、

実
際

に
は

様
々

な
事

情
か

ら
当

初
の

計
画

通
り

に
職

場
復

帰
が

進
ま

な
い

こ
とも

あ
る

。そ
の

た
め

職
場

復
帰

支
援

に
お

い
て

は
、

職
場

復
帰

後
の

経
過

観
察

と
プ

ラ
ン

の
見

直
し

も
重

要
と

な
っ

て
くる

。
　

職
場

復
帰

後
は

、
管

理
監

督
者

に
よ

る
観

察
と

支
援

の
他

、
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

に
よ

る
定

期
的

又
は

就
業

上
の

配
慮

の
更

新
時

期
等

に
合

わ
せ

た
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

を
実

施
す

る
必

要
が

あ
る

。フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

た
め

の
面

談
に

お
い

て
は

、
下

記
の

ア
か

ら
キ

ま
で

に
示

す
事

項
を

中
心

に
労

働
者

及
び

職
場

の
状

況
に

つ
き

労
働

者
本

人
及

び
管

理
監

督
者

か
ら

話
を

聞
き

、適
宜

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

評
価

や
見

直
し

を
行

っ
て

い
く

。 　
さ

ら
に

、本
人

の
就

労
意

識
の

確
保

の
た

め
に

も
、あ

ら
か

じ
め

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

に
は

期
間

の
目

安
を

定
め

、そ
の

期
間

内
に

通
常

の
ペ

ー
ス

に
戻

す
よう

に
目

標
を

立
て

る
こ

と
、ま

た
、そ

の
期

間
は

、
主

治
医

と
連

携
を

図
る

こ
と

に
より

、
病

態
や

病
状

に
応

じ
て

、柔
軟

に
定

め
る

こ
と

が
望

まし
い

。
　

な
お

、
心

の
健

康
問

題
は

再
燃

・
再

発
す

る
こ

とも
少

な
く

な
い

た
め

、フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
期

間
を

終
え

た
後

も
、

再
発

の
予

防
の

た
め

、
就

業
上

の
配

慮
に

つ
い

て
の

慎
重

な
対

応
（

職
場

や
仕

事
の

変
更

等
）や

、メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
対

策
の

重
要

性
が

高
い

こ
と

に
留

意
す

べ
き

で
あ

る
。

ア
  

疾
患

の
再

燃
･再

発
、

新
し

い
問

題
の

発
生

等
の

有
無

の
確

認
 

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
に

お
い

て
は

、疾
患

の
再

燃
・

再
発

に
つ

い
て

の
早

期
の

気
づ

きと
迅

速
な

対
応

が
不

可
欠

で
あ

る
。

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
と

管
理

監
督

者
は

、
労

働
者

の
状

態
の

変
化

に
つ

い
て

適
切

な
タ

イミ
ン

グ
で

対
応

で
き

る
よう

日
頃

か
ら

連
携

を
図

っ
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

イ
 

勤
務

状
況

及
び

業
務

遂
行

能
力

の
評

価
 

職
場

復
帰

の
様

子
を

評
価

す
る

の
に

重
要

な
視

点
で

あ
り

、
労

働
者

の
意

見
だ

け
で

な
く

管
理

監
督

者
か

ら
の

意
見

も
合

わ
せ

て
客

観
的

な
評

価
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

　
職

場
復

帰
後

に
、

突
発

的
な

休
業

等
が

職
場

復
帰

決
定

時
に

想
定

し
て

い
た

程
度

を
超

え
る

よう
な

場
合

は
、

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
が

面
接

を
行

い
、主

治
医

と
連

携
を

とり
な

が
ら

、適
切

な
対

応
を

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。
ウ

 
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

の
実

施
状

況
の

確
認

 
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

が
計

画
通

り
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か

に
つ

い
て

の
確

認
を

行
う

。
予

定
通

り
実

施
さ

れ
て

い
な

い
場

合
に

は
、関

係
者

間
で

再
調

整
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

エ
 

治
療

状
況

の
確

認
 

通
院

状
況

や
、

治
療

の
自

己
中

断
等

を
し

て
い

な
い

か
、ま

た
現

在
の

病
状

や
、

今
後

の
見

通
し

に
つ

い
て

の
主

治
医

の
意

見
を

労
働

者
か

ら
聞

き
、必

要
に

応
じ

て
労

働
者

の
同

意
を

得
た

上
で

主
治

医
と

の
情

報
交

換
を

行
う

。
　

そ
の

場
合

に
は

、
主

治
医

か
ら

就
業

上
の

配
慮

に
つ

い
て

の
見

直
し

の
た

め
の

意
見

を
、

治
癒

又
は

就
業

上
の

配
慮

が
解

除
さ

れ
る

ま
で

、提
出

し
て

もら
うこ

と
が

望
まし

い
。

オ
 

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
の

評
価

と
見

直
し

 
様

々
な

視
点

か
ら

現
行

の
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

に
つ

い
て

の
評

価
を

行
う

。
何

ら
か

の
問

題
が

生
じ

た
場

合
に

は
、

関
係

者
間

で
連

携
し

な
が

ら
職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

の
変

更
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

カ
 

職
場

環
境

等
の

改
善

等
 

職
場

復
帰

す
る

労
働

者
が

、よ
り

スト
レ

ス
を

感
じ

る
こ

と
の

少
な

い
職

場
づ

くり
を

め
ざ

し
て

作
業

環
境

、
作

業
方

法
な

ど
の

物
理

的
な

環
境

の
み

な
ら

ず
、

労
働

時
間

管
理

（
長

時
間

労
働

や
突

発
的

な
時

間
外

労
働

の
発

生
等

）、
人

事
労

務
管

理
（

人
材

の
能

力
・

適
性

・
人

間
関

係
等

を
考

え
た

人
材

配
置

等
）、

仕
事

の
方

法（
サ

ポ
ー

ト
体

制・
裁

量
権

の
程

度
等

）
等

、
労

働
者

の
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
影

響
を

与
え

得
る

職
場

環
境

等
の

評
価

と
改

善
を

検
討

す
る

こ
とも

望
ま

れ
る

。ま
た

、こ
れ

ら
職

場
環

境
等

の
評

価
と

改
善

は
、

管
理

監
督

者
や

同
僚

等
の

心
の

健
康

の
保

持
増

進
に

と
っ

て
も

重
要

で
あ

る
。

　
職

場
環

境
等

の
改

善
等

の
た

め
に

、「
職

業
性

スト
レ

ス
簡

易
調

査
票

」、
「

快
適

職
場

調
査（

ソ
フト

面
）」

、「
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

ア
ク

シ
ョ

ン
チ

ェ
ッ

クリ
スト

」等
の

活
用

も
考

え
ら

れ
る

。
キ

 
管

理
監

督
者

、同
僚

等
へ

の
配

慮
等

 
職

場
復

帰
す

る
労

働
者

へ
の

配
慮

や
支

援
を

行
う

管
理

監
督

者
や

同
僚

等
に

、
過

度
の

負
担

が
か

か
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

配
慮

す
る

こ
と

が
望

まし
い

。
　

ま
た

、管
理

監
督

者
、同

僚
等

に
対

し
、心

の
健

康
問

題
や

、
自

殺
の

予
防

と
対

応
に

関
す

る
知

識
を

含
め

、ラ
イ

ン
ケ

ア
、セ

ル
フ

ケ
ア

を
促

進
す

る
た

め
の

教
育

研
修

・
情

報
提

供
を

行
う

こ
と

が
望

まし
い

。（
６－

（
６

）参
照

）
　

円
滑

な
職

場
復

帰
に

は
、

家
族

に
よ

る
サ

ポ
ー

トも
重

要
と

な
る

。し
か

し
、

本
人

の
心

の
健

康
問

題
が

家
族

に
強

い
心

理
的

負
担

を
与

え
て

い
る

こ
とも

あ
り

、一
方

で
、職

場
復

帰
に

強
い

不
安

と
期

待
を

持
っ

て
い

る
こ

とも
多

い
。こ

の
た

め
、

心
の

健
康

問
題

や
職

場
復

帰
に

関
す

る
情

報
提

供
や

家
族

か
ら

の
相

談
対

応
な

ど
、事

業
場

とし
て

可
能

な
支

援
を

行
うこ

とも
望

まし
い

。な
お

、
職

場
復

帰
の

最
終

的
な

決
定

に
当

た
っ

て
は

、
本

人
の

同
意

を
得

た
上

で
家

族
か

ら
情

報
を

得
る

こ
とも

効
果

的
な

場
合

が
あ

る
。

 
（

１
）管

理
監

督
者

　
管

理
監

督
者

は
、

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
と

協
力

し
な

が
ら

職
場

環
境

等
の

問
題

点
を

把
握

し
、そ

れ
ら

の
改

善
を

図
る

こ
と

で
職

場
復

帰
支

援
に

お
け

る
就

業
上

の
配

慮
を

履
行

す
る

。ま
た

、
復

帰
後

の
労

働
者

の
状

態
に

つ
い

て
も

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
と

協
力

し
な

が
ら

注
意

深
い

観
察

を
行

っ
て

い
く

。
人

事
労

務
管

理
上

の
問

題
に

つ
い

て
は

人
事

労
務

管
理

ス
タ

ッ
フ

と
連

携
し

て
適

切
な

対
応

を
図

っ
て

い
く

。（
６－

（
６

）
参

照
）

（
２

）事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
ア

 
人

事
労

務
管

理
ス

タ
ッ

フ
 

人
事

労
務

管
理

ス
タ

ッ
フ

は
、

人
事

労
務

管
理

上
の

問
題

点
を

把
握

し
、

職
場

復
帰

支
援

に
必

要
な

労
働

条
件

の
改

善
や

、配
置

転
換

、異
動

等
に

つ
い

て
の

配
慮

を
行

う
。

職
場

復
帰

支
援

に
お

い
て

は
、産

業
医

等
や

他
の

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
と

連
携

し
な

が
ら

そ
の

手
続

き
が

円
滑

に
進

む
よう

調
整

を
行

う
。

イ
 

産
業

医
等

 
産

業
医

等
は

、
職

場
復

帰
支

援
に

お
け

る
全

て
の

過
程

で
、

管
理

監
督

者
及

び
人

事
労

務
担

当
者

の
果

た
す

機
能

を
専

門
的

な
立

場
か

ら
支

援
し

、
必

要
な

助
言

及
び

指
導

を
行

う
。

特
に

、労
働

者
の

診
療

を
担

当
し

て
い

る
主

治
医

と
の

連
携

を
密

に
し

、
情

報
交

換
や

医
療

的
な

判
断

に
お

い
て

は
、

専
門

的
立

場
か

ら
中

心
的

な
役

割
を

担
う

。
労

働
者

や
主

治
医

か
ら

知
り

得
た

情
報

に
つ

い
て

は
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
な

が
ら

、
関

係
者

間
で

取
り

扱
う

べ
き

情
報

に
つ

い
て

調
整

を
行

い
、

就
業

上
の

配
慮

が
必

要
な

場
合

に
は

事
業

者
に

必
要

な
意

見
を

述
べ

る
立

場
に

あ
る

。
ウ

 
衛

生
管

理
者

等

　
衛

生
管

理
者

等
は

、
産

業
医

等
の

助
言

、
指

導
等

を
踏

ま
え

て
、職

場
復

帰
支

援
が

円
滑

に
行

わ
れ

る
よう

労
働

者
に

対
す

る
ケ

ア
及

び
管

理
監

督
者

の
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

。ま
た

、必
要

に
応

じ
て

人
事

労
務

管
理

ス
タ

ッ
フ

や
事

業
場

外
資

源
と

の
連

絡
調

整
に

あ
た

る
。

　
な

お
、こ

れ
ら

を
実

施
す

る
衛

生
管

理
者

等
に

つ
い

て
は

、
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

対
策

全
体

に
関

係
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
指

針
に

基
づ

き「
事

業
場

内
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

推
進

担
当

者
」を

選
任

し
て

い
る

場
合

は
、

当
該

者
に

こ
れ

ら
の

職
務

を
行

わ
せ

る
こ

と
が

望
まし

い
。

　
ま

た
、

５０
人

未
満

の
小

規
模

事
業

場
に

お
い

て
は

、衛
生

推
進

者
又

は
安

全
衛

生
推

進
者

は
、労

働
者

、管
理

監
督

者
及

び
主

治
医

と
連

携
し

、地
域

産
業

保
健

セ
ン

タ
ー

、労
災

病
院

勤
労

者
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

セ
ン

タ
ー

等
の

事
業

場
外

資
源

を
活

用
し

な
が

ら
、職

場
復

帰
支

援
に

関
す

る
業

務
を

担
当

す
る

。
エ

 
保

健
師

等
　

保
健

師
等

は
、

産
業

医
等

及
び

衛
生

管
理

者
等

と
協

力
し

な
が

ら
労

働
者

に
対

す
る

ケ
ア

及
び

管
理

監
督

者
に

対
す

る
支

援
を

行
う

。
オ

 
心

の
健

康
づ

くり
専

門
ス

タ
ッ

フ
 

事
業

場
内

に
心

の
健

康
づ

くり
専

門
ス

タ
ッ

フ
が

い
る

場
合

に
は

、こ
れ

ら
の

専
門

ス
タ

ッ
フ

は
他

の
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

を
より

専
門

的
な

立
場

か
ら

支
援

す
る

。

 　
職

場
復

帰
支

援
に

お
い

て
扱

わ
れ

る
労

働
者

の
健

康
情

報
等

の
ほ

と
ん

ど
が

、労
働

者
の

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

に
関

わ
る

も
の

で
あ

る
。

労
働

者
の

健
康

情
報

等
は

個
人

情
報

の
中

で
も

特
に

機
微

な
情

報
で

あ
り

、
厳

格
に

保
護

さ
れ

る
べ

きも
の

で
あ

る
。と

り
わ

け
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

に
関

す
る

健
康

情
報

等
は

慎
重

な
取

扱
い

が
必

要
で

あ
る

。ま
た

、
周

囲
の「

気
づ

き
情

報
」は

、
当

該
提

供
者

に
と

っ
て

も
個

人
情

報
で

あ
り

慎
重

な
取

扱
い

が
必

要
と

な
る

。
事

業
者

は
労

働
者

の
健

康
情

報
等

を
適

正
に

取
り

扱
い

、
労

働
者

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

保
護

を
図

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
１

）情
報

の
収

集
と

労
働

者
の

同
意

等
　

職
場

復
帰

支
援

に
お

い
て

取
り

扱
う

労
働

者
の

健
康

情
報

等
の

内
容

は
必

要
最

小
限

とし
、

職
場

復
帰

支
援

と
事

業
者

の
安

全
配

慮
義

務
の

履
行

を
目

的
とし

た
内

容
に

限
定

す
べ

き
で

あ
る

。
　

労
働

者
の

健
康

情
報

等
を

主
治

医
や

家
族

か
ら

収
集

す
る

に
際

し
て

は
、あ

ら
か

じ
め

、
利

用
目

的
と

そ
の

必
要

性
を

明
ら

か
に

し
て

本
人

の
承

諾
を

得
る

とと
も

に
、こ

れ
ら

の
情

報
は

労
働

者

４
　

 管
理

監
督

者
及

び
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

の
役

割
  

５
　

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

の
保

護
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本
人
か
ら
提
出
を
受
け
る
こ
と
が
望
まし
い
。そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
とと
も
に
、
労
働
者
が
事
業
者
に

不
信
感
を
持
っ
た
り
、ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
り
、ま
た
そ
の
結
果
と

し
て
職
場
復
帰
が
円
滑
に
進
ま
な
くな
る
こ
と
等
を
防
止
す
る
こ
と

に
つ
な
が
る
。ま
た
、
労
働
者
の
健
康
情
報
等
を
第
三
者
へ
提
供

す
る
場
合
も
原
則
とし
て
本
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。こ
れ
ら

の
同
意
は
、
包
括
的
、
黙
示
で
は
な
く
、
個
別
に
明
示
の
同
意
を

得
る
こ
と
が
望
まし
い
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
備
え
て
、あ
ら
か
じ
め
衛
生
委
員
会
等
の

審
議
を
踏
ま
え
て
、労
働
者
の
同
意
の
取
り
方
や
そ
の
基
本
的
な

項
目
や
手
続
き
等
を
定
め
て
お
くと
とも
に
、
労
働
者
に
周
知
し
て

お
くこ
と
が
望
まし
い
。

　
な
お
、
心
の
健
康
問
題
の
症
状
に
よ
っ
て
は
日
常
の
細
か
な
選

択
や
決
定
に
大
き
な
スト
レ
ス
を
伴
うこ
と
等
も
あ
り
、同
意
の
諾
否

の
選
択
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
は
一
定
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。

（
２

）情
報

の
集

約
・

整
理

　
労
働
者
の
健
康
情
報
等
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
取
り
扱
う
者
と
そ

の
権
限
を
明
確
に
し
、
職
場
復
帰
支
援
に
関
わ
る
者
が
そ
れ
ぞ

れ
の
責
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
な
範
囲
の
情
報
に
限
定
し
て

取
り
扱
う
こ
と
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

に
関
す
る
健
康
情
報
等
の
う
ち
、
心
の
健
康
問
題
を
示
す
疾
患

名
は
誤
解
や
偏
見
を
招
き
や
す
い
こ
と
か
ら
、
特
に
慎
重
な
取
扱

い
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
も
、労
働
者
の
健
康
情
報
が
産
業
医
等
そ
の
他

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
特
定
の
部
署
に
お
い
て
一
元
的
に
管

理
さ
れ
、
業
務
上
必
要
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
限
り
で
、
事
業
場

の
中
で
、こ
れ
ら
の
情
報
を
必
要
と
す
る
者
に
提
供
さ
れ
る
体
制

が
望
ま
し
い
。こ
の
場
合
、
当
該
部
署
は
専
門
的
な
立
場
か
ら
こ

れ
ら
の
情
報
を
集
約
・
整
理
・
解
釈
す
る
な
ど
適
切
に
加
工
し
、

労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
た
状
態
で
関
係
者
間
の
情

報
交
換
が
可
能
に
な
る
よう
、
調
整
役
とし
て
機
能
す
る
必
要
が

あ
る
。

（
３

）情
報

の
漏

洩
等

の
防

止
　
健
康
情
報
等
に
つ
い
て
は
、労
働
者
等
の
安
全
や
健
康
へ
の

配
慮
等
、
相
当
な
目
的
が
あ
る
場
合
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
照
ら
し
、そ
の
利
用
の

必
要
性
と
情
報
漏
洩
等
の
防
止
の
要
請
を
比
較
し
て
、
適
切
な

判
断
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。と
くに
産
業
医
に
対
し
て
、
非
専

属
で
あ
る
場
合
を
含
め
、情
報
提
供
が
行
わ
れ
な
い
た
め
に
、必

要
な
職
務
が
行
わ
れ
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。

　
た
だ
し
、
事
業
者
は
、
労
働
者
の
健
康
情
報
等
の
漏
洩
等
の

防
止
措
置
を
厳
重
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。ま
た
、
健
康
情
報
等

を
取
り
扱
う
者
に
対
し
て
、そ
の
責
務
と
必
要
性
を
認
識
さ
せ
、具

体
的
な
健
康
情
報
等
の
保
護
措
置
に
習
熟
さ
せ
る
た
め
、
必
要

な
教
育
及
び
研
修
を
行
う
必
要
が
あ
る
。さ
ら
に
、
事
業
場
外
資

源
で
あ
る
外
部
機
関
を
活
用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
機
関
に
対

し
て
、労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
が
図
ら
れ
る
よう
、必
要

か
つ
適
切
な
方
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

（
４

）情
報

の
取

り
扱

い
ル

ー
ル

の
策

定
　
事
業
者
は
、
職
場
復
帰
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
規
程
及

び
体
制
の
整
備
を
図
る
に
当
た
っ
て
、
健
康
情
報
等
の
取
扱
い

に
関
し
て
、衛
生
委
員
会
等
の
審
議
を
踏
ま
え
て
一
定
の
ル
ー
ル

を
策
定
す
る
とと
も
に
、関
連
す
る
文
書
の
書
式
、取
扱
い
、保
管

方
法
等
に
つ
い
て
定
め
る
とと
も
に
関
係
者
に
周
知
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

（
５

）個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

令
・

指
針

等
の

遵
守

　
個
人
情
報
の
保
護
、個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
、健
康
情

報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
等
に
関
し
て
は
、
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
や
、「
雇
用
管
理
に
関
す
る
個
人

情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
事
業
者
が
講
ず
べ

き
措
置
に
関
す
る
指
針
」な
ど
同
法
に
基
づ
く
告
示
等
が
制
定
さ

れ
て
い
る
。ま
た
、労
働
者
の
健
康
情
報
の
保
護
に
関
し
て
、「
雇

用
管
理
に
関
す
る
個
人
情
報
の
う
ち
健
康
情
報
を
取
り
扱
う
に
当

た
っ
て
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。
事
業

者
は
こ
れ
ら
の
趣
旨
及
び
内
容
を
十
分
に
理
解
し
、こ
れ
ら
を
遵

守
し
、
労
働
者
の
健
康
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
図
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
１

）主
治

医
と

の
連

携
の

仕
方

　
主
治
医
と
の
連
携
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
当
該
労
働
者
へ

の
説
明
と
同
意
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ま
た
、
主
治
医
に
対
し
、
事
業
場
内
産
業
保
健
ス
タ
ッ
フ
等
や

管
理
監
督
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
役
割
、
病
気
休
業
・
試
し
出

勤
制
度
等
・
就
業
上
の
配
慮
な
ど
の
職
場
復
帰
支
援
に
関
す
る

事
業
場
の
規
則
、プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
事
項
、事
業
場
で
本

人
に
求
め
ら
れ
る
業
務
の
状
況
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
を
行
うこ

と
が
必
要
で
あ
る
。ま
た
、
事
業
者
が
把
握
し
て
い
る
休
業
者
・

復
職
者
の
不
安
や
悩
み
等
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
こ
とも
望
ま
し

い
。
　
そ
の
際
、
労
働
者
本
人
の
職
場
復
帰
を
支
援
す
る
立
場
を
基

本
とし
て
必
要
な
情
報
交
換
が
行
わ
れ
る
よう
に
努
め
る
。こ
こ
で

必
要
な
情
報
と
は
、
職
場
復
帰
支
援
に
関
し
て
職
場
で
配
慮
す

６
　

 そ
の

他
職

場
復

帰
支

援
に

関
し

て
検

討
・

留
意

す
べ

き
事

項

べ
き

内
容

を
中

心
とし

、
そ

れ
に

関
係

す
る

者
の

理
解

を
得

る
た

め
に

必
要

と
さ

れ
る

病
態

や
機

能
に

関
す

る
最

小
限

の
情

報
で

あ
る

。
具

体
的

な
疾

患
名

は
、必

ず
し

も
こ

れ
に

含
ま

れ
な

い
。

状
況

に
よ

っ
て

は
、

主
治

医
及

び
本

人
を

含
め

た
３

者
面

談
を

行
う

こ
とも

考
え

ら
れ

る
。

　
特

に
産

業
医

等
は

専
門

的
な

立
場

か
ら

より
詳

細
な

情
報

を
収

集
で

き
る

立
場

に
あ

る
が

、主
治

医
と

ス
ム

ー
ズ

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

が
図

れ
る

よ
う

精
神

医
学

や
心

身
医

学
に

関
す

る
基

礎
的

な
知

識
を

習
得

し
て

い
る

こ
と

が
必

要
と

な
る

。
　

ま
た

、「
職

場
復

帰
支

援
に

関
す

る
情

報
提

供
依

頼
書

」（
様

式
例

１
）等

を
用

い
て

主
治

医
に

情
報

提
供

を
依

頼
す

る
場

合
や

、直
接

主
治

医
と

の
連

絡
や

面
会

を
行

う
場

合
、そ

の
費

用
負

担
に

つ
い

て
も

、
事

前
に

主
治

医
と

の
間

で
取

り
決

め
て

お
く

必
要

が
あ

る
。

（
２
）職
場
復
帰
可
否
の
判
断
基
準

　
職

場
復

帰
可

否
に

つ
い

て
定

型
的

な
判

断
基

準
を

示
す

こ
と

は
困

難
で

あ
り

、個
々

の
ケ

ー
ス

に
応

じ
て

総
合

的
な

判
断

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

労
働

者
の

業
務

遂
行

能
力

が
職

場
復

帰
時

に
は

未
だ

病
前

の
レ

ベ
ル

ま
で

は
完

全
に

改
善

し
て

い
な

い
こ

とも
考

慮
し

た
上

で
、

職
場

の
受

け
入

れ
制

度
や

態
勢

と
組

み
合

わ
せ

な
が

ら
判

断
す

る
。

　
職

場
復

帰
判

断
基

準
の

例
とし

て
、

労
働

者
が

職
場

復
帰

に
対

し
て

十
分

な
意

欲
を

示
し

、
通

勤
時

間
帯

に
一

人
で

安
全

に
通

勤
が

で
き

る
こ

と
、

会
社

が
設

定
し

て
い

る
勤

務
日

に
勤

務
時

間
の

就
労

が
継

続
し

て
可

能
で

あ
る

こ
と

、業
務

に
必

要
な

作
業

（
読

書
、コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
作

業
、

軽
度

の
運

動
等

）を
こ

な
す

こ
と

が
で

き
る

こ
と

、
作

業
等

に
よ

る
疲

労
が

翌
日

ま
で

に
十

分
回

復
し

て
い

る
こ

と
等

の
他

、適
切

な
睡

眠
覚

醒
リ

ズ
ム

が
整

っ
て

い
る

こ
と

、
昼

間
の

眠
気

が
な

い
こ

と
、

業
務

遂
行

に
必

要
な

注
意

力
・

集
中

力
が

回
復

し
て

い
る

こ
と

等
が

挙
げ

ら
れ

よう
。

　
次

項
に

掲
げ

る
試

し
出

勤
制

度
等

が
整

備
さ

れ
て

い
る

場
合

や
、事

業
場

外
の

職
場

復
帰

支
援

サ
ー

ビ
ス

等
が

利
用

可
能

な
場

合
に

は
、こ

れ
ら

を
利

用
す

る
こ

と
に

より
、よ

り
実

際
的

な
判

断
が

可
能

と
な

る
こ

と
が

多
い

。
　

た
だ

し
、疾

病
の

り
患

を
理

由
に

休
職

し
た

労
働

者
の

職
場

復
帰

の
可

否
に

関
し

て
は

、さ
ま

ざ
ま

な
判

例
が

出
さ

れ
て

い
る

。こ
の

た
め

、ト
ラ

ブ
ル

を
防

止
す

る
た

め
に

も
、

法
律

の
専

門
家

等
と

相
談

し
、適

切
な

対
応

を
図

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。な

お
、こ

れ
ら

の
判

例
の

中
に

は
、労

働
者

と
職

種
を

限
定

し
た

雇
用

契
約

を
結

ん
で

い
る

場
合

と
、

職
種

を
限

定
し

な
い

契
約

を
結

ん
で

い
る

場
合

と
で

、異
な

っ
た

判
断

を
し

て
い

る
も

の
が

あ
る

。

（
３
）試
し
出
勤
制
度
等

　
社

内
制

度
とし

て
、

正
式

な
職

場
復

帰
の

決
定

の
前

に
、

以

下
の

①
か

ら
③

ま
で

の
例

に
示

す
よう

な
試

し
出

勤
制

度
等

を
設

け
て

い
る

場
合

、よ
り

早
い

段
階

で
職

場
復

帰
の

試
み

を
開

始
す

る
こ

と
が

で
き

、
早

期
の

復
帰

に
結

び
つ

け
る

こ
と

が
期

待
で

き
る

。
ま

た
、

長
期

に
休

業
し

て
い

る
労

働
者

に
と

っ
て

は
、

就
業

に
関

す
る

不
安

の
緩

和
に

寄
与

す
る

とと
も

に
、

労
働

者
自

身
が

実
際

の
職

場
に

お
い

て
自

分
自

身
及

び
職

場
の

状
況

を
確

認
し

な
が

ら
復

帰
の

準
備

を
行

うこ
と

が
で

き
る

た
め

、よ
り

高
い

職
場

復
帰

率
を

も
た

ら
す

こ
と

が
期

待
さ

れ
る

。
①

　
模

擬
出

勤
：

職
場

復
帰

前
に

、
通

常
の

勤
務

時
間

と
同

様
な

時
間

帯
に

お
い

て
、

短
時

間
又

は
通

常
の

勤
務

時
間

で
、

デ
イ

ケ
ア

等
で

模
擬

的
な

軽
作

業
や

グ
ル

ー
プ

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

等
を

行
っ

た
り

、図
書

館
な

ど
で

時
間

を
過

ご
す

。
②

　
通

勤
訓

練
：

職
場

復
帰

前
に

、
労

働
者

の
自

宅
か

ら
職

場
の

近
くま

で
通

常
の

出
勤

経
路

で
移

動
を

行
い

、そ
の

ま
ま

又
は

職
場

付
近

で
一

定
時

間
を

過
ご

し
た

後
に

帰
宅

す
る

。
③

　
試

し
出

勤
：

職
場

復
帰

前
に

、
職

場
復

帰
の

判
断

等
を

目
的

とし
て

、本
来

の
職

場
な

ど
に

試
験

的
に

一
定

期
間

継
続

し
て

出
勤

す
る

。
　

た
だ

し
、こ

の
制

度
の

導
入

に
当

た
っ

て
は

、こ
の

間
の

処
遇

や
災

害
が

発
生

し
た

場
合

の
対

応
、人

事
労

務
管

理
上

の
位

置
づ

け
等

に
つ

い
て

、あ
ら

か
じ

め
労

使
間

で
十

分
に

検
討

し
て

お
くと

とも
に

、
一

定
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
お

く
必

要
が

あ
る

。な
お

、
作

業
に

つ
い

て
使

用
者

が
指

示
を

与
え

た
り

、作
業

内
容

が
業

務
（

職
務

）に
当

た
る

場
合

な
ど

に
は

、
労

働
基

準
法

等
が

適
用

さ
れ

る
場

合
が

あ
る（

災
害

が
発

生
し

た
場

合
は

労
災

保
険

給
付

が
支

給
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
）こ

と
や

賃
金

等
に

つ
い

て
合

理
的

な
処

遇
を

行
う

べ
き

こ
と

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。
　

ま
た

、こ
の

制
度

の
運

用
に

当
た

っ
て

は
、

産
業

医
等

も
含

め
て

そ
の

必
要

性
を

検
討

す
る

とと
も

に
、主

治
医

か
ら

も
試

し
出

勤
等

を
行

う
こ

と
が

本
人

の
療

養
を

進
め

る
上

で
の

支
障

と
な

ら
な

い
と

の
判

断
を

受
け

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

　
さ

ら
に

、こ
れ

ら
の

制
度

が
事

業
場

の
側

の
都

合
で

な
く

労
働

者
の

職
場

復
帰

を
ス

ム
ー

ズ
に

行
うこ

と
を

目
的

とし
て

運
用

さ
れ

る
よう

留
意

す
べ

き
で

あ
る

。
　

特
に

、
③

の
試

し
出

勤
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

な
職

場
復

帰
決

定
の

手
続

き
の

前
に

、そ
の

判
断

等
を

目
的

とし
て

行
うも

の
で

あ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、そ
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

必
要

な
時

間
帯

・
態

様
、時

期
・

期
間

等
に

限
る

べ
き

で
あ

り
、い

た
ず

ら
に

長
期

に
わ

た
る

こ
と

は
避

け
る

こ
と

。

（
４
）職
場
復
帰
後
に
お
け
る
就
業
上
の
配
慮
等

ア
 「

ま
ず

は
元

の
職

場
へ

の
復

帰
」の

原
則

 
職

場
復

帰
に

関
し

て
は

元
の

職
場（

休
職

が
始

ま
っ

た
とき

の
職

場
）へ

復
帰

さ
せ

る
こ

と
が

多
い

。こ
れ

は
、た

と
え

より
好

ま
し

い
職

場
へ

の
配

置
転

換
や

異
動

で
あ

っ
た

とし
て

も
、

新
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し
い

環
境

へ
の

適
応

に
は

や
は

り
あ

る
程

度
の

時
間

と
心

理
的

負
担

を
要

す
る

た
め

で
あ

り
、そ

こ
で

生
じ

た
負

担
が

疾
患

の
再

燃
・

再
発

に
結

び
つ

く
可

能
性

が
指

摘
さ

れ
て

い
る

か
ら

で
あ

る
。こ

れ
ら

の
こ

と
か

ら
、

職
場

復
帰

に
関

し
て

は
「

ま
ず

は
元

の
職

場
へ

の
復

帰
」を

原
則

とし
、

今
後

配
置

転
換

や
異

動
が

必
要

と
思

わ
れ

る
事

例
に

お
い

て
も

、ま
ず

は
元

の
慣

れ
た

職
場

で
、

あ
る

程
度

の
ペ

ー
ス

が
つ

か
め

る
ま

で
業

務
負

担
を

軽
減

し
な

が
ら

経
過

を
観

察
し

、そ
の

上
で

配
置

転
換

や
異

動
を

考
慮

し
た

方
が

よ
い

場
合

が
多

い
と

考
え

ら
れ

る
。

　
た

だ
し

、こ
れ

は
あ

くま
で

も
原

則
で

あ
り

、異
動

等
を

誘
因

と
し

て
発

症
し

た
ケ

ー
ス

に
お

い
て

は
、

現
在

の
新

し
い

職
場

に
うま

く
適

応
で

き
な

か
っ

た
結

果
で

あ
る

可
能

性
が

高
い

た
め

、
適

応
で

き
て

い
た

以
前

の
職

場
に

戻
す

か
、

又
は

他
の

適
応

可
能

と
思

わ
れ

る
職

場
へ

の
異

動
を

積
極

的
に

考
慮

し
た

方
が

よ
い

場
合

が
あ

る
。

　
そ

の
他

、
職

場
要

因
と

個
人

要
因

の
不

適
合

が
生

じ
て

い
る

可
能

性
が

あ
る

場
合

、
運

転
業

務
・

高
所

作
業

等
従

事
す

る
業

務
に

一
定

の
危

険
を

有
す

る
場

合
、

元
の

職
場

環
境

等
や

同
僚

が
大

きく
変

わ
っ

て
い

る
場

合
な

ど
に

お
い

て
も

、
本

人
や

職
場

、
主

治
医

等
か

ら
も

十
分

に
情

報
を

集
め

、
総

合
的

に
判

断
し

な
が

ら
配

置
転

換
や

異
動

の
必

要
性

を
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
イ

 
職

場
復

帰
後

に
お

け
る

就
業

上
の

配
慮

 
数

か
月

に
わ

た
っ

て
休

業
し

て
い

た
労

働
者

に
、

い
き

な
り

発
病

前
と

同
じ

質
、

量
の

仕
事

を
期

待
す

る
こ

と
に

は
無

理
が

あ
る

。ま
た

、う
つ

病
な

ど
で

は
、

回
復

過
程

に
お

い
て

も
状

態
に

波
が

あ
る

こ
とも

事
実

で
あ

る
。

　
こ

の
た

め
、

休
業

期
間

を
短

縮
し

た
り

、
円

滑
な

職
場

復
帰

の
た

め
に

も
、職

場
復

帰
後

の
労

働
負

荷
を

軽
減

し
、段

階
的

に
元

へ
戻

す
等

の
配

慮
は

重
要

な
対

策
と

な
る

。こ
れ

ら
の

制
度

の
採

用
に

当
た

っ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
衛

生
委

員
会

等
で

審
議

す
る

等
に

より
、ル

ー
ル

を
定

め
て

お
くこ

と
が

望
まし

い
。

　
な

お
、短

時
間

勤
務

を
採

用
す

る
場

合
に

は
、適

切
な

生
活

リ
ズ

ム
が

整
っ

て
い

る
こ

と
が

望
ま

し
い

と
い

う
観

点
か

ら
は

、
始

業
時

間
を

遅
ら

せ
る

の
で

は
な

く
終

業
時

間
を

早
め

る
方

が
望

まし
い

。ま
た

、同
僚

に
比

べ
て

過
度

に
業

務
を

軽
減

さ
れ

る
こ

と
は

逆
に

スト
レ

ス
を

高
め

る
こ

と
等

も
あ

る
の

で
、負

荷
業

務
量

等
に

つ
い

て
の

調
整

が
必

要
で

あ
る

。ケ
ー

ス
に

よ
っ

て
は

、
職

場
復

帰
の

当
初

か
ら

、フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム

制
度

な
ど

特
段

の
措

置
は

と
ら

ず
、

本
来

の
勤

務
時

間
で

就
労

す
る

よう
に

さ
せ

た
り

す
る

方
が

、良
い

結
果

を
も

た
ら

す
こ

とも
あ

る
。

　
こ

の
よ

う
に

、
就

業
上

の
配

慮
の

個
々

の
ケ

ー
ス

へ
の

適
用

に
当

た
っ

て
は

、ど
の

よ
う

な
順

序
で

ど
の

項
目

を
適

用
す

る
か

に
つ

い
て

、主
治

医
に

相
談

す
る

な
ど

に
より

、慎
重

に
検

討
す

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

具
体

的
な

就
業

上
の

　
配

慮
の

例
とし

て
以

下
の

よう
な

も
の

が
考

え
ら

れ
る

。
 ・

　
短

時
間

勤
務

 ・
　

軽
作

業
や

定
型

業
務

へ
の

従
事

 ・
　

残
業

・
深

夜
業

務
の

禁
止

 ・
　

出
張

制
限（

顧
客

と
の

交
渉

・ト
ラ

ブ
ル

処
理

な
ど

の
出

張
、

宿
泊

を
とも

な
う

出
張

な
ど

の
制

限
）

 ・
　

交
替

勤
務

制
限

 ・
　

業
務

制
限（

危
険

作
業

、運
転

業
務

、高
所

作
業

、窓
口

業
務

、苦
情

処
理

業
務

等
の

禁
止

又
は

免
除

）
 ・

　
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ

ム
制

度
の

制
限

又
は

適
用

（
ケ

ー
ス

に
よ

り
使

い
分

け
る

。）
 ・

　
転

勤
に

つ
い

て
の

配
慮

（
５

）職
場

復
帰

に
関

す
る

判
定

委
員

会
置

設
の）

等
会

員
委

定
判

職
復

る
ゆ

わ
い

（    
　

職
場

復
帰

に
関

す
る

判
定

委
員

会
（

い
わ

ゆ
る

復
職

判
定

委
員

会
等

）が
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

、
職

場
復

帰
支

援
の

手
続

き
を

組
織

的
に

行
え

る
等

の
利

点
が

あ
る

が
、委

員
会

決
議

に
つ

い
て

の
責

任
の

所
在

の
明

確
化

、
迅

速
な

委
員

会
開

催
の

た
め

の
工

夫
、身

体
疾

患
に

お
け

る
判

定
手

続
きと

異
な

る
こ

と
に

つ
い

て
の

問
題

点
等

に
つ

い
て

十
分

に
検

討
し

て
お

く
必

要
が

あ
る

。

（
６

）職
場

復
帰

す
る

労
働

者
へ

の
心

理
的

支
援

　
疾

病
に

よ
る

休
業

は
、

多
く

の
労

働
者

に
と

っ
て

働
くこ

と
に

つ
い

て
の

自
信

を
失

わ
せ

る
出

来
事

で
あ

る
。

必
要

以
上

に
自

信
を

失
っ

た
状

態
で

の
職

場
復

帰
は

、
当

該
労

働
者

の
健

康
及

び
就

業
能

力
の

回
復

に
好

まし
くな

い
影

響
を

与
え

る
可

能
性

が
高

い
た

め
、

休
業

開
始

か
ら

復
職

後
に

至
る

ま
で

、
適

宜
、

周
囲

か
ら

の
適

切
な

心
理

的
支

援
が

大
切

と
な

る
。

特
に

管
理

監
督

者
は

、
労

働
者

の
焦

り
や

不
安

に
対

し
て

耳
を

傾
け

、
健

康
の

回
復

を
優

先
す

る
よう

努
め

、
何

ら
か

の
問

題
が

生
じ

た
場

合
に

は
早

め
に

相
談

す
る

よう
労

働
者

に
伝

え
、

事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

等
と

相
談

し
な

が
ら

適
切

な
支

援
を

行
っ

て
い

く
必

要
が

あ
る

。
　

管
理

監
督

者
や

労
働

者
に

対
し

て
、

教
育

研
修

・
情

報
提

供
を

通
じ

、
職

場
復

帰
支

援
へ

の
理

解
を

高
め

、
職

場
復

帰
を

支
援

す
る

体
制

を
つ

くる
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

（
７

）事
業

場
外

資
源

の
活

用
等

　
職

場
復

帰
支

援
に

お
け

る
専

門
的

な
助

言
や

指
導

を
必

要
と

す
る

場
合

に
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

役
割

に
応

じ
た

事
業

場
外

資
源

を
活

用
す

る
こ

と
が

望
まし

い
。

専
門

的
な

人
材

の
確

保
が

困
難

な
場

合
等

に
は

、地
域

産
業

保
健

セ
ン

タ
ー

、都
道

府
県

産
業

保
健

推
進

セ
ン

タ
ー

※
、中

央
労

働
災

害
防

止
協

会
、労

災
病

院
勤

労
者

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
セ

ン
タ

ー
、

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
保

健
所

等
の

事
業

場
外

資
源

の
支

援
を

受
け

る
等

、そ
の

活
用

※
現

　
産

業
保

健
総

合
支

援
セ

ン
タ

ー

師
等

を
い

う
。

（
４

） 心
の

健
康

づ
くり

専
門

ス
タ

ッ
フ

 
 精

神
科

・
心

療
内

科
等

の
医

師
、心

理
職

等
を

い
う

。
（

５
） 事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
等

 
事

業
場

内
産

業
保

健
ス

タ
ッ

フ
及

び
事

業
場

内
の

心
の

健
康

づ
くり

専
門

ス
タ

ッ
フ

、人
事

労
務

管
理

ス
タ

ッ
フ

等
を

い
う

。
（

６
） 管

理
監

督
者

 
 上

司
そ

の
他

労
働

者
を

指
揮

命
令

す
る

者
を

い
う

。
（

７
） 職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

 
個

々
の

事
業

場
に

お
け

る
職

場
復

帰
支

援
の

手
順

、
内

容
及

び
関

係
者

の
役

割
等

に
つ

い
て

、
事

業
場

の
実

態
に

即
し

た
形

で
あ

ら
か

じ
め

当
該

事
業

場
に

お
い

て
定

め
た

も
の

。
（

８
） 職

場
復

帰
支

援
プ

ラ
ン

 
職

場
復

帰
を

す
る

労
働

者
に

つ
い

て
、

労
働

者
ご

と
に

具
体

的
な

職
場

復
帰

日
、

管
理

監
督

者
の

就
業

上
の

配
慮

及
び

人
事

労
務

管
理

上
の

対
応

等
の

支
援

の
内

容
を

、
当

該
労

働
者

の
状

況
を

踏
ま

え
て

定
め

た
も

の
。

２
　
様
式
例
に
つ
い
て

　
後

掲
の

様
式

例
は

、
本

手
引

き
に

基
づ

い
て

職
場

復
帰

支
援

を
行

う
た

め
に

、
各

ス
テ

ッ
プ

で
必

要
と

な
る

文
書

の
う

ち
要

と
な

る
文

書
に

つ
い

て
、そ

の
基

本
的

な
項

目
や

内
容

を
例

とし
て

示
し

た
も

の
で

あ
る

。こ
の

様
式

例
の

活
用

に
当

た
っ

て
は

、
各

事
業

場
が

衛
生

委
員

会
等

の
審

議
を

踏
ま

え
て

職
場

復
帰

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

策
定

し
、

必
要

な
諸

規
程

を
整

備
し

、
職

場
復

帰
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

を
運

用
す

る
過

程
に

お
い

て
、こ

れ
ら

の
様

式
例

を
参

考
に

、よ
り

事
業

場
の

実
態

に
即

し
た

も
の

を
整

備
す

る
こ

と
が

望
まし

い
。

３
　
そ
の
他

　
本

手
引

き
の

第
３

ス
テ

ッ
プ

以
降

は
、心

の
健

康
問

題
に

よ
る

休
業

者
で

、
医

学
的

に
業

務
に

復
帰

す
る

の
に

問
題

が
な

い
程

度
に

回
復

し
た

労
働

者
を

対
象

とし
た

も
の

で
あ

る
。こ

の
適

用
が

困
難

な
場

合
に

は
、

主
治

医
と

の
連

携
の

上
で

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

等
の

外
部

の
専

門
機

関
が

行
う

職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
サ

ー
ビ

ス
等

の
支

援
制

度
の

活
用

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。な
お

、職
業

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
や

、
地

域
保

健
に

お
け

る
医

療
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン（

デ
イ

ケ
ア

な
ど

）を
利

用
す

る
場

合
に

は
、そ

れ
ら

が
何

を
目

的
とし

て
い

る
か

を
見

極
め

た
上

で
、そ

れ
ら

が
事

業
場

の
目

的
に

適
し

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。

を
図

る
こ

と
が

有
効

で
あ

る
。

　
ま

た
、

公
的

な
事

業
場

外
資

源
に

よ
る

職
場

復
帰

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
例

とし
て

、
地

域
障

害
者

職
業

セ
ン

タ
ー

が
行

う「
職

場
復

帰
支

援
（

リ
ワ

ー
ク

支
援

）事
業

」が
あ

り
、

職
場

復
帰

後
の

事
業

場
等

へ
の

公
的

な
支

援
の

例
とし

て
、リ

ワ
ー

ク
支

援
終

了
後

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

や「
職

場
適

応
援

助
者（

ジ
ョ

ブ
コ

ー
チ

）
に

よ
る

支
援

事
業

」（
障

害
者

が
職

場
に

適
応

で
き

る
よう

、
障

害
者

職
業

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

が
策

定
し

た
支

援
計

画
に

基
づ

き
ジ

ョ
ブ

コ
ー

チ
が

職
場

に
出

向
い

て
直

接
支

援
を

行
う

事
業

）な
ど

が
あ

る
。

　
そ

の
他

、民
間

の
医

療
機

関
や

い
わ

ゆ
る

Ｅ
Ａ

Ｐ（
Em

pl
oy

ee
 

A
ss

ist
an

ce
 P

ro
gr

am
）等

が
、有

料
で

復
職

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
、

リ
ワ

ー
ク

プ
ロ

グ
ラ

ム
、デ

イ
ケ

ア
等

の
名

称
で

復
職

へ
の

支
援

を
行

う
ケ

ー
ス

が
あ

る
。た

だ
し

、こ
れ

ら
の

機
関

が
提

供
す

る
サ

ー
ビ

ス
の

内
容

や
目

標
は

多
様

で
あ

り
、そ

れ
ら

が
事

業
場

で
必

要
とし

て
い

る
要

件
を

十
分

に
満

た
し

て
い

る
か

に
つ

い
て

、あ
ら

か
じ

め
検

討
を

行
うこ

と
が

望
まし

い
。

　
ま

た
、

状
況

に
よ

っ
て

は
、

事
業

者
側

か
ら

本
人

に
、

主
治

医
の

治
療

に
関

し
て

他
の

医
師

の
意

見
を

聴
くこ

と（
セ

カ
ンド

・
オ

ピ
ニ

オ
ン

）を
勧

め
る

こ
とも

考
え

ら
れ

る
。こ

の
場

合
は

、セ
カ

ンド
・

オ
ピ

ニ
オ

ン
は

本
人

へ
の

治
療

方
針

の
問

題
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
最

終
的

に
は

本
人

の
意

思
に

委
ね

る
とと

も
に

、
慎

重
に

行
うこ

と
が

望
まし

い
。

　
特

に
５０

人
未

満
の

小
規

模
事

業
場

で
は

、
事

業
場

内
に

十
分

な
人

材
が

確
保

で
き

な
い

場
合

が
多

い
こ

と
か

ら
、

必
要

に
応

じ
、

地
域

産
業

保
健

セ
ン

タ
ー

、
労

災
病

院
勤

労
者

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
セ

ン
タ

ー
等

の
事

業
場

外
資

源
を

活
用

す
る

こ
と

が
有

効
で

あ
り

、
衛

生
推

進
者

又
は

安
全

衛
生

推
進

者
は

、
事

業
場

内
の

窓
口

とし
て

の
役

割
を

果
た

す
よう

努
め

る
こ

と
が

必
要

と
な

る
。

付
記

 

１
　
用
語
の
定
義

　
本

手
引

き
に

お
い

て
、

以
下

に
掲

げ
る

用
語

の
定

義
は

、そ
れ

ぞ
れ

以
下

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
（

１
） 産

業
医

等
 

産
業

医
そ

の
他

労
働

者
の

健
康

管
理

等
を

行
う

の
に

必
要

な
知

識
を

有
す

る
医

師
を

い
う

。
（

２
） 衛

生
管

理
者

等
 

衛
生

管
理

者
、

衛
生

推
進

者
及

び
安

全
衛

生
推

進
者

を
い

う
。

（
３

） 事
業

場
内

産
業

保
健

ス
タ

ッ
フ

 
産

業
医

等
、

衛
生

管
理

者
等

及
び

事
業

場
内

の
保

健
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様
式

例
１（

本
文

３
の（

３
）の

ア
の（

イ
）関

係
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
場
復
帰
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
依
頼
書

　
　

　
　

　
　

　
　

病
院

　
　

　
　

　
　

　
　

クリ
ニ

ッ
ク

　
　

　
　

先
生

　
御

机
下

〒 ○
○

株
式

会
社

　
　

○
○

事
業

場
産

業
医

　
　

　
　

　
　

　
　

　
印

電
話

　
○

－
○

－
○

　
下

記
１

の
弊

社
従

業
員

の
職

場
復

帰
支

援
に

際
し

、下
記

２
の

情
報

提
供

依
頼

事
項

に
つ

い
て

任
意

書
式

の
文

書
に

より
情

報
提

供
及

び
ご

意
見

を
い

た
だ

け
れ

ば
と

存
じ

ま
す

。
　

な
お

、い
た

だ
い

た
情

報
は

、本
人

の
職

場
復

帰
を

支
援

す
る

目
的

の
み

に
使

用
さ

れ
、プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

は
十

分
配

慮
し

な
が

ら
産

業
医

が
責

任
を

持
っ

て
管

理
い

た
し

ま
す

。
　

今
後

とも
弊

社
の

健
康

管
理

活
動

へ
の

ご
協

力
を

よ
ろ

し
く

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

記

１
　

従
業

員
氏

　
　

名
　

○
　

○
　

○
　

○
　

　（
男・

女
）

生
年

月
日

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

２
　

情
報

提
供

依
頼

事
項

（
１

）発
症

か
ら

初
診

ま
で

の
経

過
（

２
）治

療
経

過
（

３
）現

在
の

状
態（

業
務

に
影

響
を

与
え

る
症

状
及

び
薬

の
副

作
用

の
可

能
性

な
ど

も
含

め
て

）
（

４
）就

業
上

の
配

慮
に

関
す

る
ご

意
見（

疾
患

の
再

燃・
再

発
防

止
の

た
め

に
必

要
な

注
意

事
項

な
ど

）
（

５
）　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
６

）　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

７
）　

　
　

（
本

人
記

入
）

私
は

本
情

報
提

供
依

頼
書

に
関

す
る

説
明

を
受

け
、情

報
提

供
文

書
の

作
成

並
び

に
産

業
医

へ
の

提
出

に
つ

い
て

同
意

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
　

　
氏

名
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
印

様
式

例
２（

本
文

３
の（

３
）関

係
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
場
復
帰
支
援
に
関
す
る
面
談
記
録
票

　
　

　
　

　
　

　
　

記
録

作
成

日
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

記
載

者（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

場業事
所 　 属

従
業

員
番

号
氏

　
　

名
男・

女
年

齢
　

　
歳

面
談

日
時

　：
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
出

席
者：

管
理

監
督

者（
　

　
　

　
）　

　
人

事
労

務
担

当
者（

　
　

　
　

）　
産

業
医

等（
　

　
　

　
）

　
　

　
衛

生
管

理
者

等（
　

　
　

　
）　

保
健

師
等（

　
　

　
　

）　
　

　
　

他（
　

　
　

　
）

こ
れ

ま
で

の
経

過
の

ま
と

め

主
治

医
に

よ
る

意
見

現
状

の
評

価
問

題
点

職
場

復
帰

支
援

プ
ラ

ン
作

成
の

た
め

の
検

討
事

項
（

復
職

時
及

び
そ

れ
以

降
の

予
定

も
含

め
て

）

医
療

機
関

名：
　

　
　

　
　

主
治

医：
　

　
　

　
　

連
絡

先：
治

療
状

況
等

就
業

上
の

配
慮

に
つ

い
て

の
意

見

・　
本

人
の

状
況

・　
職

場
環

境
等

・　
そ

の
他

・　
職

場
復

帰
開

始
予

定
日：

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
・　

管
理

監
督

者
に

よ
る

就
業

上
の

配
慮

・　
人

事
労

務
管

理
上

の
対

応
事

項

・　
産

業
医

意
見

・　
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

・　
そ

の
他

職
場

復
帰

の
可

否
可

 ・ 
不

可（
理

由：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
次

回
面

談
予

定
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
　

　
面

談
予

定
者：

【手引】心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き ⑦
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様
式

例
３（

本
文

３
の（

４
）関

係
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

人
事

労
務

責
任

者
　

殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
職
場
復
帰
に
関
す
る
意
見
書

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

○
○

事
業

場
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
産

業
医

　
　

　
　

　
　

　
印

場業事
所 　 属

従
業

員
番

号
氏

　
　

名
男・

女
年

齢
　

　
歳

目
　

的
（

新
規・

変
更・

解
除

）　

復
職

に
関

す
る

意
見

就
業

上
の

配
慮

の
内

容（
復

職
可

又
は

条
件

付
き

可
の

場
合

）

・　
時

間
外

勤
務（

禁
止・

制
限

　
　

Ｈ
） 

・　
交

替
勤

務（
禁

止・
制

限
）

・　
休

日
勤

務
　（

禁
止・

制
限

） 
・　

就
業

時
間

短
縮（

遅
刻・

早
退

　
　

Ｈ
）

・　
出

張
　

　
　（

禁
止・

制
限

） 
・　

作
業

転
換

・　
配

置
転

換・
異

動

・　
そ

の
他：

・　
今

後
の

見
通

し

面
談

実
施

日
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

上
記

の
措

置
期

間
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

　
　

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

復
職

の
可

否

意
見

可
　

　
　

　
条

件
付

き
可

　
　

　
　

不
可

様
式

例
４（

本
文

３
の（

４
）の

エ
関

係
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

職
場
復
帰
及
び
就
業
上
の
配
慮
に
関
す
る
情
報
提
供
書

病
院

クリ
ニ

ッ
ク

　
　

　
先

生
　

御
机

下
〒 ○

○
株

式
会

社
　

　
○

○
事

業
場

産
業

医
　

　
　

　
　

　
　

　
　

印
電

話
　

○
－

○
－

○

　
日

頃
より

弊
社

の
健

康
管

理
活

動
に

ご
理

解
ご

協
力

を
い

た
だ

き
感

謝
申

し
上

げ
ま

す
。

　
弊

社
の

下
記

従
業

員
の

今
回

の
職

場
復

帰
に

お
い

て
は

、下
記

の
内

容
の

就
業

上
の

配
慮

を
図

り
な

が
ら

支
援

を
し

て
い

き
た

い
と

考
え

て
お

りま
す

。
　

今
後

とも
ご

指
導

の
程

ど
う

ぞ
よ

ろ
し

く
お

願
い

申
し

上
げ

ま
す

。

記

＜
注：

こ
の

情
報

提
供

書
は

労
働

者
本

人
を

通
じ

て
直

接
主

治
医

へ
提

出
す

る
こ

と
＞

名氏
（

生
年

月
日

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

年
齢

　
　

歳
）　

性
別

男
 ・ 

女

　
復

職（
予

定
）日

　
就

業
上

の

　
配

慮
の

内
容

　
連

絡
事

項

上
記

の
措

置
期

間
年

　
　

月
　

　
日

　
～

　
　

　
　

年
　

　
月

　
　

日

・　
時

間
外

勤
務（

禁
止・

制
限

　
　

Ｈ
） 

・　
交

替
勤

務（
禁

止・
制

限
）

・　
休

日
勤

務
　（

禁
止・

制
限

） 
・　

就
業

時
間

短
縮（

遅
刻・

早
退

　
　

Ｈ
）

・　
出

張
　

　
　（

禁
止・

制
限

） 
・　

作
業

転
換

・　
配

置
転

換・
異

動

・　
そ

の
他：

・　
今

後
の

見
通

し

【手引】心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き ⑧

厚生労働省：心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引きより抜粋
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に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
（遵守事項）
第11条　労働者は、以下の事項を守らなければならない。
① 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
② 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受ける

等不正な行為を行わないこと。
③ 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
④ 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
⑤ 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しないこと。
⑥ 酒気を帯びて就業しないこと。
⑦ その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。

（職場のパワーハラスメントの禁止）
第12条　職務上の地位や人間関係などの職場内の優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ
相当な範囲を超えた言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

【指針】事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ずべき措置等についての指針� �
【モデル規程】職場におけるハラスメントの防止に関する規定�
【モデル規程】ハラスメント対応マニュアル�
【モデル書式】相談受付票�
【モデル書式】行為者聴き取り票�
【モデル書式】パワーハラスメントに関するアンケート調査�
【事例】ハラスメント防止・社内研修（例）

（セクシュアルハラスメントの禁止）
第13条　性的言動により、他の労働者に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するような
ことをしてはならない。

（妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止）
第 14 条　妊娠・出産等に関する言動及び妊娠・出産・育児・介護等に関する制度又は措置の利
用に関する言動により、他の労働者の就業環境を害するようなことをしてはならない。

（その他あらゆるハラスメントの禁止）
第 15 条　第 12 条から前条までに規定するもののほか、性的指向・性自認に関する言動による
ものなど職場におけるあらゆるハラスメントにより、他の労働者の就業環境を害するようなこ
とをしてはならない。

【コラム】「性的志向」「性自認」とは？

（個人情報保護）
第16条　労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの
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●事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき
措置等についての指針

（令和２年厚生労働省告示第５号）
（令和２年６月１日適用時点）

１ はじめに
この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和41年法律第132

号。以下「法」という。）第30条の２第１項及び第２項に規定する事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした
言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること（以下「職場
におけるパワーハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条第３項の規定に基づき事業主
が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。

２ 職場におけるパワーハラスメントの内容
⑴ 職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要か
つ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをい
う。

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラ
スメントには該当しない。

⑵ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所で
あっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。

⑶ 「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含
む事業主が雇用する労働者の全てをいう。

また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号）第47条の４の規定により、その指揮
命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第30条の２第１項及び第30条の３第２項の規定が適用さ
れることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、３⑴の配慮及
び４の措置を講ずることが必要である。なお、法第30条の２第２項、第30条の５第２項及び第30条の６第２項の労働者に
対する不利益な取扱いの禁止については、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、労働者派遣
の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣労働者が職場におけるパワーハラスメントの相談を行ったこと等を理由とし
て、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する不利益な取扱いを行ってはならな
い。

⑷ 「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動
の行為者とされる者（以下「行為者」という。）に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として
行われるものを指し、例えば、以下のもの等が含まれる。
・ 職務上の地位が上位の者による言動
・ 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なけ

れば業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
・ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

⑸ 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性が
ない、又はその態様が相当でないものを指し、例えば、以下のもの等が含まれる。
・ 業務上明らかに必要性のない言動
・ 業務の目的を大きく逸脱した言動
・ 業務を遂行するための手段として不適当な言動
・ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動
この判断に当たっては、様々な要素（当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当

該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状
況、行為者との関係性等）を総合的に考慮することが適当である。また、その際には、個別の事案における労働者の行動が
問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意
が必要である。

⑹ 「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境
が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生
じることを指す。

この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労
働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当であ
る。

【指針】  事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 
雇用管理上講ずべき措置等についての指針 ①
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⑺ 職場におけるパワーハラスメントは、⑴の①から③までの要素を全て満たすものをいい（客観的にみて、業務上必要かつ相
当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しない。）、個別の事案に
ついてその該当性を判断するに当たっては、⑸で総合的に考慮することとした事項のほか、当該言動により労働者が受ける身
体的又は精神的な苦痛の程度等を総合的に考慮して判断することが必要である。

このため、個別の事案の判断に際しては、相談窓口の担当者等がこうした事項に十分留意し、相談を行った労働者（以下
「相談者」という。）の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、相談者及び行為者の
双方から丁寧に事実確認等を行うことも重要である。

これらのことを十分踏まえて、予防から再発防止に至る一連の措置を適切に講じることが必要である。
職場におけるパワーハラスメントの状況は多様であるが、代表的な言動の類型としては、以下のイからヘまでのものがあ

り、当該言動の類型ごとに、典型的に職場におけるパワーハラスメントに該当し、又は該当しないと考えられる例としては、
次のようなものがある。

ただし、個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、次の例は限定列挙ではないことに十分留意
し、４⑵ロにあるとおり広く相談に対応するなど、適切な対応を行うようにすることが必要である。

なお、職場におけるパワーハラスメントに該当すると考えられる以下の例については、行為者と当該言動を受ける労働者の
関係性を個別に記載していないが、⑷にあるとおり、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提である。
イ 身体的な攻撃（暴行・傷害）

(ｲ) 該当すると考えられる例
① 殴打、足蹴りを行うこと。
② 相手に物を投げつけること。

(ﾛ) 該当しないと考えられる例
① 誤ってぶつかること。

ロ 精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言）
(ｲ) 該当すると考えられる例

① 人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。
② 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
③ 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
④ 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。

(ﾛ) 該当しないと考えられる例
① 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注
意をすること。

② その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をするこ
と。

ハ 人間関係からの切り離し（隔離・仲間外し・無視）
(ｲ) 該当すると考えられる例

① 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりするこ
と。

② 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。
(ﾛ) 該当しないと考えられる例

① 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること。
② 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な
研修を受けさせること。

ニ 過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害）
(ｲ) 該当すると考えられる例

① 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。
② 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったこ
とに対し厳しく叱責すること。

③ 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。
(ﾛ) 該当しないと考えられる例

① 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること。
② 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること。

ホ 過小な要求（業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと）
(ｲ) 該当すると考えられる例

① 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること。
② 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと。

(ﾛ) 該当しないと考えられる例
① 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること。

ヘ 個の侵害（私的なことに過度に立ち入ること）
(ｲ) 該当すると考えられる例

① 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること。
② 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者
に暴露すること。

(ﾛ) 該当しないと考えられる例
① 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと。
② 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲
で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと。

この点、プライバシー保護の観点から、ヘ(ｲ)②のように機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周
知・啓発する等の措置を講じることが必要である。

【指針】  事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 
雇用管理上講ずべき措置等についての指針 ②
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３ 事業主等の責務
⑴ 事業主の責務

法第30条の３第２項の規定により、事業主は、職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないことその他職場にお
けるパワーハラスメントに起因する問題（以下「パワーハラスメント問題」という。）に対するその雇用する労働者の関
心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者（他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。(2)において同
じ。）に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる同条第１項の広報
活動、啓発活動その他の措置に協力するように努めなければならない。なお、職場におけるパワーハラスメントに起因す
る問題としては、例えば、労働者の意欲の低下などによる職場環境の悪化や職場全体の生産性の低下、労働者の健康状態
の悪化、休職や退職などにつながり得ること、これらに伴う経営的な損失等が考えられる。
また、事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、パワーハラスメント問題に対する関心と理

解を深め、労働者（他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。）に対する言動に必要な注意を払うように努めなけ
ればならない。

⑵ 労働者の責務
法第30条の３第４項の規定により、労働者は、パワーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する

言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる４の措置に協力するように努めなければならない。

４ 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容
事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）が行う職場にお

けるパワーハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。
⑴ 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

事業主は、職場におけるパワーハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の
措置を講じなければならない。
なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるパワーハラスメントの防止の効果を高めるため、その発生の原因や

背景について労働者の理解を深めることが重要である。その際、職場におけるパワーハラスメントの発生の原因や背景に
は、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題もあると考えられる。そのため、これらを幅広く解
消していくことが職場におけるパワーハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意することが必要であ
る。
イ 職場におけるパワーハラスメントの内容及び職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化

し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
（事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例)
① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるパワーハラスメントを行ってはなら
ない旨の方針を規定し、当該規定と併せて、職場におけるパワーハラスメントの内容及びその発生の原因や背景を労働
者に周知・啓発すること。

② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に職場におけるパワーハラスメントの内容
及びその発生の原因や背景並びに職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を記載し、配布等する
こと。

③ 職場におけるパワーハラスメントの内容及びその発生の原因や背景並びに職場におけるパワーハラスメントを行って
はならない旨の方針を労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。

ロ 職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規
則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）
① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるパワーハラスメントに係る言動を
行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。

② 職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服務規律等を定め
た文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発すること。

⑵ 相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次

の措置を講じなければならない。
イ 相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）をあらかじめ定め、労働者に周知すること。

（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）
① 相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。
② 相談に対応するための制度を設けること。
③ 外部の機関に相談への対応を委託すること。

ロ イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口にお
いては、被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言
動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、職場におけるパワーハラスメントが現実に生じている場合だ
けでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるパワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、
広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、労働
者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や背景となってパワーハラスメントが生じるおそれが
ある場合等が考えられる。
（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例）
① 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図ること
ができる仕組みとすること。

② 相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応するこ
と。

③ 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。

【指針】  事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 
雇用管理上講ずべき措置等についての指針 ③
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⑶ 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
事業主は、職場におけるパワーハラスメントに係る相談の申出があった場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正

確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。
イ 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）
① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。その

際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも適切に配慮すること。
また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場

合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。
② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法第30条の６に基づく調停の申
請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。

ロ イにより、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働
者（以下「被害者」という。）に対する配慮のための措置を適正に行うこと。
（措置を適正に行っていると認められる例）

① 事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転
換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者の
メンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずること。

② 法第30条の６に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被害者に対して講ずること。
ハ イにより、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正

に行うこと。
（措置を適正に行っていると認められる例）
① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるパワーハラスメントに関する規定等に基づ
き、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。あわせて、事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関
係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措置を講ずること。
② 法第30条の６に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行為者に対して講ずること。

ニ 改めて職場におけるパワーハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。
なお、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること。

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）
① 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針及び職場におけるパワーハラスメントに係る言動を行った
者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改めて
掲載し、配布等すること。
② 労働者に対して職場におけるパワーハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実施すること。

⑷ ⑴から⑶までの措置と併せて講ずべき措置
⑴から⑶までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。

イ 職場におけるパワーハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに属するものであ
ることから、相談への対応又は当該パワーハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシー
を保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。なお、相談者・行為者等のプライ
バシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。
（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例）
① 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を

受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。
② 相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。
③ 相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パンフ

レット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等すること。
ロ 法第30条の２第２項、第30条の５第２項及び第30条の６第２項の規定を踏まえ、労働者が職場におけるパワーハラスメン

トに関し相談をしたこと若しくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に
対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたこと（以下「パワーハ
ラスメントの相談等」という。）を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する
こと。

（不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者にその周知・啓発することについて措置を講じていると認められる例）
① 就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、パワーハラスメントの相談等を理由として、労働者が
解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。
② 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、パワーハラスメントの相談等を理由とし
て、労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること。

【指針】  事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 
雇用管理上講ずべき措置等についての指針 ④
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５ 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容
事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）が行う職場におけるパ

ワーハラスメントを防止するため、４の措置に加え、次の取組を行うことが望ましい。
⑴ 職場におけるパワーハラスメントは、セクシュアルハラスメント（事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇

用管理上講ずべき措置等についての指針（平成18年厚生労働省告示第615号）に規定する「職場におけるセクシュアルハラスメン
ト」をいう。以下同じ。）、妊娠、出産等に関するハラスメント（事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問
題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（平成28年厚生労働省告示第312号）に規定する「職場における妊娠、出産
等に関するハラスメント」をいう。）、育児休業等に関するハラスメント（子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる
労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針（平成21年厚生労働省告
示第509号）に規定する「職場における育児休業等に関するハラスメント」をいう。）その他のハラスメントと複合的に生じるこ
とも想定されることから、事業主は、例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に、職場におけるパワーハラスメ
ントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましい。
（一元的に相談に応じることのできる体制の例）

① 相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場におけるパワーハラスメントのみならず、セクシュアルハラスメント
等も明示すること。

② 職場におけるパワーハラスメントの相談窓口がセクシュアルハラスメント等の相談窓口を兼ねること。
⑵ 事業主は、職場におけるパワーハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、次の取組を行うことが望ましい。

なお、取組を行うに当たっては、労働者個人のコミュニケーション能力の向上を図ることは、職場におけるパワーハラスメント
の行為者・被害者の双方になることを防止する上で重要であることや、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指
導については、職場におけるパワーハラスメントには該当せず、労働者が、こうした適正な業務指示や指導を踏まえて真摯に業務
を遂行する意識を持つことも重要であることに留意することが必要である。
イ コミュニケーションの活性化や円滑化のために研修等の必要な取組を行うこと。
（コミュニケーションの活性化や円滑化のために必要な取組例）
① 日常的なコミュニケーションを取るよう努めることや定期的に面談やミーティングを行うことにより、風通しの良い職場環
境 や互いに助け合える労働者同士の信頼関係を築き、コミュニケーションの活性化を図ること。

② 感情をコントロールする手法についての研修、コミュニケーションスキルアップについての研修、マネジメントや指導につ
いての研修等の実施や資料の配布等により、労働者が感情をコントロールする能力やコミュニケーションを円滑に進める能力
等の向上を図ること。

ロ 適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組を行うこと。
（職場環境の改善のための取組例）

① 適正な業務目標の設定や適正な業務体制の整備、業務の効率化による過剰な長時間労働の是正等を通じて、労働者に過度に
肉体的・精神的負荷を強いる職場環境や組織風土を改善すること。

⑶ 事業主は、４の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施す
るなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めることが重要である。なお、労働者や労働組合等の参画
を得る方法として、例えば、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第18条第１項に規定する衛生委員会の活用なども考えられ
る。

６ 事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容
３の事業主及び労働者の責務の趣旨に鑑みれば、事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者（他の事業主が雇用する

労働者及び求職者を含む。）のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対する言動について
も必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）自らと労働者も、労働者以外
の者に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望ましい。

こうした責務の趣旨も踏まえ、事業主は、４(1)イの職場におけるパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化等を行
う際に、当該事業主が雇用する労働者以外の者（他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者及び労働者以外の者）
に対する言動についても、同様の方針を併せて示すことが望ましい。

また、これらの者から職場におけるパワーハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を踏まえて、４の
措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい。

７ 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組
の内容

事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）からのパ
ワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等）により、その雇用する労働者が
就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の配慮として、例えば、⑴及び⑵の取組を行うことが望ましい。また、⑶のような
取組を行うことも、その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。
⑴ 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する労働者からの相談に
対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、４(2)イ及びロの例も参考にしつつ、次の取
組を行うことが望ましい。
また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周

知・啓発することが望ましい。
イ 相談先（上司、職場内の担当者等）をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。
ロ イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

⑵ 被害者への配慮のための取組
事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑

行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うことが望ましい。
（被害者への配慮のための取組例）

事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に
一人で対応させない等の取組を行うこと。

⑶ 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組
⑴及び⑵の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為からその雇用

する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取
組を行うことも有効と考えられる。

また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態等における被害の実態や業
務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めることも、被害の防止に当たっては効果的と考えられる。

【指針】  事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 
雇用管理上講ずべき措置等についての指針 ⑤
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【モデル規程】職場におけるハラスメントの防止に関する規定① 
（

目
的

）
第

1
条

　
本

規
定

は
、就

業
規

則
第

□
条

に
基

づ
き

、職
場

に
お

け
る

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
、セ

ク
シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
及

び
妊

娠
・

出
産

・
育

児
休

業
等

に
関

す
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト（

以
下「

職
場

に
お

け
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

」
と

い
う

）
を

防
止

す
る

た
め

に
従

業
員

が
遵

守
す

る
べ

き
事

項
を

定
め

る
。

な
お

、
こ

の
規

定
に

い
う

従
業

員
と

は
、

正
社

員
だ

け
で

は
な

く
、

契
約

社
員

及
び

派
遣

労
働

者
も

含
ま

れ
る

も
の

と
す

る
。

（
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

、
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
及

び
妊

娠
・

出
産

・
育

児
休

業
等

に
関

す
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
定

義
）

第
2

条
　

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

は
、

優
越

的
な

関
係

を
背

景
と

し
た

言
動

で
あ

っ
て

、
業

務
上

の
必

要
か

つ
相

当
な

範
囲

を
超

え
た

も
の

に
よ

り
、

就
業

環
境

を
害

す
る

こ
と

を
い

う
。

な
お

、
客

観
的

に
み

て
、

業
務

上
必

要
か

つ
相

当
な

範
囲

で
行

わ
れ

る
適

正
な

業
務

指
示

や
指

導
に

つ
い

て
は

、
職

場
に

お
け

る
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
は

該
当

し
な

い
。

2 
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

は
、

職
場

に
お

け
る

性
的

な
言

動
に

対
す

る
他

の
従

業
員

の
対

応
等

に
よ

り
当

該
従

業
員

の
労

働
条

件
に

関
し

て
不

利
益

を
与

え
る

こ
と

又
は

性
的

な
言

動
に

よ
り

他
の

従
業

員
の

就
業

環
境

を
害

す
る

こ
と

を
い

う
。

ま
た

、
相

手
の

性
的

指
向

又
は

性
自

認
の

状
況

に
か

か
わ

ら
な

い
ほ

か
、

異
性

に
対

す
る

言
動

だ
け

で
な

く
、

同
性

に
対

す
る

言
動

も
該

当
す

る
。

3 
前

項
の

他
の

従
業

員
と

は
直

接
的

に
性

的
な

言
動

の
相

手
方

と
な

っ
た

被
害

者
に

限
ら

ず
、

性
的

な
言

動
に

よ
り

就
業

環
境

を
害

さ
れ

た
す

べ
て

の
従

業
員

を
含

む
も

の
と

す
る

。
4 

妊
娠

・
出

産
・

育
児

休
業

等
に

関
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
と

は
、

職
場

に
お

い
て

、
上

司
や

同
僚

が
、

従
業

員
の

妊
娠

・
出

産
及

び
育

児
等

に
関

す
る

制
度

又
は

措
置

の
利

用
に

関
す

る
言

動
に

よ
り

従
業

員
の

就
業

環
境

を
害

す
る

こ
と

並
び

に
妊

娠
・

出
産

等
に

関
す

る
言

動
に

よ
り

女
性

従
業

員
の

就
業

環
境

を
害

す
る

こ
と

を
い

う
。

な
お

、
業

務
分

担
や

安
全

配
慮

等
の

観
点

か
ら

、
客

観
的

に
み

て
、

業
務

上
の

必
要

性
に

基
づ

く
言

動
に

よ
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

妊
娠

・
出

産
・

育
児

休
業

等
に

関
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

は
該

当
し

な
い

。
5 

第
1

項
、

第
2

項
及

び
第

4
項

の
職

場
と

は
、

勤
務

部
店

の
み

な
ら

ず
、

従
業

員
が

業
務

を
遂

行
す

る
す

べ
て

の
場

所
を

い
い

、
ま

た
、

就
業

時
間

内
に

限
ら

ず
、

実
質

的
に

職
場

の
延

長
と

み
な

さ
れ

る
就

業
時

間
外

の
時

間
を

含
む

も
の

と
す

る
。

（
禁

止
行

為
）

第
3

条
　

す
べ

て
の

従
業

員
は

、
他

の
従

業
員

を
業

務
遂

行
上

の
対

等
な

パ
ー

ト
ナ

ー
と

し
て

認
め

、
職

場
に

お
け

る
健

全
な

秩
序

並
び

に
協

力
関

係
を

保
持

す
る

義
務

を
負

う
と

と
も

に
、

そ
の

言
動

に
注

意
を

払
い

、
職

場
内

に
お

い
て

次
の

第
2

項
か

ら
第

5
項

に
掲

げ
る

行
為

を
し

て
は

な
ら

な
い

。
ま

た
、

自
社

の
従

業
員

以
外

の
者

に
対

し
て

も
、

こ
れ

に
類

す
る

行
為

を
行

っ
て

は
な

ら
な

い
。

2 
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

（
第

2
条

第
1

項
の

要
件

を
満

た
し

た
以

下
の

よ
う

な
行

為
）

①
 殴

打
、

足
蹴

り
す

る
な

ど
の

身
体

的
攻

撃
②

 人
格

を
否

定
す

る
よ

う
な

言
動

を
す

る
な

ど
の

精
神

的
な

攻
撃

③
 自

身
の

意
に

沿
わ

な
い

従
業

員
に

対
し

て
、

仕
事

を
外

し
、

長
期

間
に

わ
た

り
、

別
室

に
隔

離
す

る
な

ど
の

人
間

関
係

か
ら

の
切

り
離

し
④

 長
期

間
に

わ
た

り
、

肉
体

的
苦

痛
を

伴
う

過
酷

な
環

境
下

で
、

勤
務

に
直

接
関

係
な

い
作

業
を

命
じ

る
な

ど
の

過
大

な
要

求
⑤

 管
理

職
で

あ
る

部
下

を
退

職
さ

せ
る

た
め

誰
で

も
遂

行
可

能
な

業
務

を
行

わ
せ

る
な

ど
の

過
小

な
要

求
⑥

他
の

従
業

員
の

性
的

指
向

・
性

自
認

や
病

歴
な

ど
の

機
微

な
個

人
情

報
に

つ
い

て
本

人
の

了
解

を
得

ず
に

他
の

従
業

員
に

暴
露

す
る

な
ど

の
個

の
侵

害
3 

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

（
第

2
条

第
2

項
の

要
件

を
満

た
し

た
以

下
の

よ
う

な
行

為
）

①
 性

的
及

び
身

体
上

の
事

柄
に

関
す

る
不

必
要

な
質

問
・

発
言

②
 わ

い
せ

つ
図

画
の

閲
覧

、
配

付
、

掲
示

③
 う

わ
さ

の
流

布
④

 不
必

要
な

身
体

へ
の

接
触

⑤
 性

的
な

言
動

に
よ

り
、

他
の

従
業

員
の

就
業

意
欲

を
低

下
せ

し
め

、
能

力
の

発
揮

を
阻

害
す

る
行

為
⑥

 交
際

・
性

的
関

係
の

強
要

⑦
 性

的
な

言
動

へ
の

抗
議

又
は

拒
否

等
を

行
っ

た
従

業
員

に
対

し
て

、
解

雇
、

不
当

な
人

事
考

課
、

配
置

転
換

等
の

不
利

益
を

与
え

る
行

為
⑧

 そ
の

他
、

相
手

方
及

び
他

の
従

業
員

に
不

快
感

を
与

え
る

性
的

な
言

動
4 

妊
娠

・
出

産
・

育
児

休
業

等
に

関
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
（

第
2

条
第

4
項

の
要

件
を

満
た

し
た

以
下

の
よ

う
な

行
為

）
①

 部
下

の
妊

娠
・

出
産

、
育

児
･

介
護

に
関

す
る

制
度

や
措

置
の

利
用

等
に

関
し

、
解

雇
そ

の
他

不
利

益
な

取
扱

い
を

示
唆

す
る

言
動

②
 部

下
又

は
同

僚
の

妊
娠

・
出

産
、

育
児

･介
護

に
関

す
る

制
度

や
措

置
の

利
用

を
阻

害
す

る
言

動
③

 部
下

又
は

同
僚

が
妊

娠
・

出
産

、
育

児
･

介
護

に
関

す
る

制
度

や
措

置
を

利
用

し
た

こ
と

に
よ

る
嫌

が
ら

せ
等

④
 部

下
が

妊
娠

・
出

産
等

し
た

こ
と

に
よ

り
、

解
雇

そ
の

他
の

不
利

益
な

取
扱

い
を

示
唆

す
る

言
動

⑤
 部

下
又

は
同

僚
が

妊
娠

・
出

産
等

し
た

こ
と

に
対

す
る

嫌
が

ら
せ

等
5 

部
下

で
あ

る
従

業
員

が
職

場
に

お
け

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

受
け

て
い

る
事

実
を

認
め

な
が

ら
、

こ
れ

を
黙

認
す

る
上

司
の

行
為

（
懲

戒
）
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第
4

条
　

次
の

各
号

に
掲

げ
る

場
合

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

懲
戒

処
分

を
行

う
。

①
 第

3
条

第
2

項
（

①
を

除
く

。）
、

第
3

条
第

3
項

①
か

ら
⑤

及
⑧

及
び

第
4

項
の

行
為

を
行

っ
た

場
合

 
就

業
規

則
第

▽
条

第
1

項
①

か
ら

④
ま

で
に

定
め

る
け

ん
責

、
減

給
、

出
勤

停
止

又
は

降
格

②
 前

号
の

行
為

が
再

度
に

及
ん

だ
場

合
、

そ
の

情
状

が
悪

質
と

認
め

ら
れ

る
場

合
、

第
3

条
第

2
項

①
又

は
第

3
条

第
3

項
⑥

、
⑦

の
行

為
を

行
っ

た
場

合
 

就
業

規
則

第
▽

条
第

1
項

⑤
に

定
め

る
懲

戒
解

雇
（

相
談

及
び

苦
情

へ
の

対
応

）
第

5
条

　
職

場
に

お
け

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
に

関
す

る
相

談
窓

口
は

本
社

及
び

各
事

業
場

で
設

け
る

こ
と

と
し

、
そ

の
責

任
者

は
人

事
部

長
と

す
る

。
人

事
部

長
は

、
窓

口
担

当
者

の
名

前
を

人
事

異
動

等
の

変
更

の
都

度
、

周
知

す
る

と
と

も
に

、
担

当
者

に
対

す
る

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

及
び

対
応

に
必

要
な

研
修

を
行

う
も

の
と

す
る

。
2 

職
場

に
お

け
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
被

害
者

に
限

ら
ず

、
す

べ
て

の
従

業
員

は
、

パ
ワ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
や

性
的

な
言

動
、

妊
娠

・
出

産
・

育
児

休
業

等
に

関
す

る
就

業
環

境
を

害
す

る
言

動
に

関
す

る
相

談
を

相
談

窓
口

の
担

当
者

に
申

し
出

る
こ

と
が

で
き

る
。

3 
対

応
マ

ニ
ュ

ア
ル

に
沿

い
、

相
談

窓
口

担
当

者
は

相
談

者
か

ら
の

事
実

確
認

の
後

、
本

社
に

お
い

て
は

人
事

部
長

へ
、

各
事

業
場

に
お

い
て

は
所

属
長

へ
報

告
す

る
。

報
告

に
基

づ
き

、
人

事
部

長
又

は
所

属
長

は
相

談
者

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
に

配
慮

し
た

上
で

、
必

要
に

応
じ

て
行

為
者

、
被

害
者

、
上

司
そ

の
他

の
従

業
員

等
に

事
実

関
係

を
聴

取
す

る
。

4 
前

項
の

聴
取

を
求

め
ら

れ
た

従
業

員
は

、
正

当
な

理
由

な
く

こ
れ

を
拒

む
こ

と
は

で
き

な
い

。
5 

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
に

沿
い

、
所

属
長

は
人

事
部

長
に

事
実

関
係

を
報

告
し

、
人

事
部

長
は

、
問

題
解

決
の

た
め

の
措

置
と

し
て

、
第

4
条

に
よ

る
懲

戒
の

他
、

行
為

者
の

異
動

等
被

害
者

の
労

働
条

件
及

び
就

業
環

境
を

改
善

す
る

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

じ
る

。
6 

相
談

及
び

苦
情

へ
の

対
応

に
当

た
っ

て
は

、
関

係
者

の
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
は

保
護

さ
れ

る
と

と
も

に
、

相
談

を
し

た
こ

と
又

は
事

実
関

係
の

確
認

に
協

力
し

た
こ

と
等

を
理

由
と

し
て

不
利

益
な

取
扱

い
は

行
わ

な
い

。
（

再
発

防
止

の
義

務
）

第
6

条
　

人
事

部
長

は
、

職
場

に
お

け
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

事
案

が
生

じ
た

時
は

、
周

知
の

再
徹

底
及

び
研

修
の

実
施

、
事

案
発

生
の

原
因

の
分

析
等

、
適

切
な

再
発

防
止

策
を

講
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
（

そ
の

他
）

第
7

条
　

性
別

役
割

分
担

意
識

に
基

づ
く

言
動

は
、

セ
ク

シ
ュ

ア
ル

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
発

生
の

原
因

や
要

因
に

な
り

得
る

こ
と

、
ま

た
、

妊
娠

・
出

産
・

育
児

休
業

等
に

関
す

る
否

定
的

な
言

動
は

、
妊

娠
・

出
産

・
育

児
休

業
等

に
関

す
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

の
発

生
の

原
因

や
背

景
と

な
り

得
る

こ
と

か
ら

、
こ

の
よ

う
な

言
動

を
行

わ
な

い
よ

う
注

意
す

る
こ

と
。

附
則

　
本

規
定

は
○

年
○

月
○

日
よ

り
実

施
す

る
。

厚
生

労
働

省
：

パ
ン

フ
レ

ッ
ト「

職
場

に
お

け
る

・
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

・
セ

ク
シ

ュ
ア

ル
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

策
・

妊
娠

・
出

産
・

育
児

休
業

等
に

関
す

る
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
対

策
は

事
業

主
の

義
務

で
す

！
」

よ
り

抜
粋

【モデル規程】職場におけるハラスメントの防止に関する規定②
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ハラスメント対応マニュアル（例）

Ⅰ．相談・苦情への対応のために 
ハラスメントに関する相談・苦情を受けた場合、本マニュアルに基づき対応する

こととする。 

 なお、職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その

発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否か微妙な

場合であっても、相談・苦情に対応するものとする。 
 

［Ⅰ］相談窓口の設置 
相談方法 

原則面談によるものとするが、電話、手紙、電子メールも可とする。 

１. 相談窓口担当者 

担当者は、複数の男性、女性とし、相談者が相談しやすい構成とする。 

担当者に対しては、定期的な研修を行い、資質の向上を図ることとする。 

      相談担当者（   ※ 部署・担当者名を記入       ） 

２. 適切な対応のために 

相談、苦情への対応は、別添フローチャートによる。 

［２］相談窓口担当者の心得 

１. 初めに相談を受けた者の対応によっては問題が大きくなりかねない

ことから、初期対応は非常に重要であり、適切、迅速に対応すること。 
２. 相談者やその相談内容に関係する者のプライバシーや名誉などを尊

重し、知り得た事実の秘密を厳守すること。 
３. 相談は公正真摯な態度で、丁寧に聞くこと。 
４. 相談者が面接による相談を望まない場合は、手紙、電話等の方法に

よることも教示すること。 
５. 相談者の直面する問題の把握が大切であり、そのために不安感を取

り除く等の配慮をしながら、解決策を考えること。 
６. 解決のための行動を起こす場合には、その都度事前に相談者にその

旨を伝え、意向を確認しながら行うこと。 
７. 解決に時間を要するおそれのある場合は、相談者にその旨と所要日

数の見込みを伝え、その後も、相談者に不安を与えないため、進捗状況

を知らせながら進めること。 
８. 相談の対象は、ハラスメントにあたるかどうか厳密に判断するので

はなく、放置しておけばハラスメントになってしまうものもあるので幅

広く対象とすること。 

 

【モデル規程】ハラスメント対応マニュアル ①
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［３］相談・苦情の受け方 
１．相談内容の聴取 

相談の中で次の事項について確認する。 
（１）相談者と行為者の関係（上司・部下・同僚・他部門等） 
（２）問題とされる言動がいつ、どこで、どのように行われたか 
（３）行為者の言動に対し相談者はどのように感じ、どのような対応をとっ

たか、また、それに対する行為者の反応 
（４）行為者の言動について、以前にこのような言動を行ったなど聞いたこ

とがあるか、また、他の人に対しても同様な言動がなされているか 
（５）上司等に対する相談は行ったか 
（６）現在の相談者と行為者との状況はどうか 
 

２．相談に当たっての留意点 
（１）相談者からの話は、本人の了解を得た上で、相談者と担当者の認識の

ずれをなくすためにきちんと記録しておくこと。 
（２）相談者の求める援助が、加害者に言動を止めるよう求めているか、不

利益の回復なのか、謝罪を要求するか、職場全体としての対処を望む

のか等、的確に把握すること。 
（３）相談者の様子をよく観察して、対応に時間的な余裕があるかどうかを

見極めること。 
（４）相談者の意向を踏まえ、解決方法やこれからの手順を説明するととも

に、当面の対処の仕方についてアドバイスすること。 
 

３．相談対応後の対処 
事実関係を調査する苦情処理担当との連携を密にすること。担当以外

の者にこの件で接触しようとする場合は、必ず相談者に事前に同意を得

ること。 
 

 
Ⅱ．事後の迅速・適切な対応のために 
［１］苦情処理担当 

職場でハラスメントが発生した場合の対応として、相談窓口のほか苦情処理

担当を設けることとする。苦情処理担当は、公正かつ客観的な立場で対処す

る。 
 苦情処理担当は、本社においては人事部長（※）、各事業場においては、

所属長（※）とする。 
  注）※の苦情処理担当については、各会社の状況に応じ、適宜決定 

【モデル規程】ハラスメント対応マニュアル ②
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［２］迅速な事実確認 
１．苦情処理担当は、事実の確認のため迅速に事情聴取を行うこと。 
２．把握した事実関係、対応状況等についての記録を作成し、保管してお

くこと。 
３．事実確認の過程であっても必要に応じて適切な応急措置を講ずること。 
４．被害者からの事実確認について 

苦情処理担当が、相談記録に基づいて、事実関係を改めて被害者に

確認すること。ハラスメントの内容が公になり、職場に居づらくなる

ようなことがないよう、担当は十分配慮すること。 
５．加害者とされた従業員からの事情聴取について 

被害者の相談内容を説明した上で、事実関係についての事情聴取を

行うと同時に、十分な弁明の機会を与えること。 
なお、加害者とされる者のプライバシーが十分守られるよう、細心

の注意を払い事情聴取すること。 
６．当事者双方の言い分が食い違っている場合等には、職場の同僚等から

の事実確認も行うこと。 
７．事実確認をした者が所属長である場合は、所属長は、人事部長に事実

確認した内容を報告すること。 
 

［３］事実に基づく適正な対処 
１．相談したこと、又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不

利益な取扱いは行わない。 
２．事案に対しては問題の深刻度や緊急性に応じた措置を講ずること。 
（１）加害者に対する注意（問題となっている言動の中止、注意喚起など）

や、加害者の監督者に対して状況の観察等を要請する。 
（２）加害者を配置転換させる等、当事者を引き離すよう人事上の配慮を行

う。 
（３）当事者間の関係改善について援助を行う。 
（４）被害者に労働条件、就業環境上の不利益が存在している場合には、そ

れを回復する。 
（５）被害者の精神的ショックが大きい場合には、メンタルケアに配慮する。 
（６）就業規則に基づき、加害者に一定の制裁を行う。 
３．事案に関し具体的に講じられた措置について、当事者に説明すること。 
４．会社全体で再発防止策を講ずること。  

【モデル規程】ハラスメント対応マニュアル ③
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【モデル規程】ハラスメント対応マニュアル ④
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第　　回

相談日時

担当者

氏名 所属

連絡先

行為者
氏名 所属 相談者との関係

問題行為 ・いつ

・どこで

・どのように

・他者に対しても同様の言動はあるか

・現在の状況

第三者・目撃者

・有　氏名・関係等 対応の内容

・無

相談者の意向 ・話を聴いてほしい

・事情を報告したい

・行為者の言動を止めさせたい

・行為者に謝罪をしてほしい

・行為者との接点をなくしたい

・行為者に注意・警告をしてほしい

・行為者への懲戒処分

・その他

相談者の心身の状況

相談者への対応
説明事項

次回予定 　年　 　月　 　日（　　） 　：　 　～　 　：　

相談後の対応状況

相相　　談談　　受受　　付付　　票票

平成　 　年　 　月　 　日（　　） 　：　 　～　 　：　

相談者

他者への相談

相談者の
感情・対応

令和

【モデル書式】相談受付票
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第　　回

面談日時

担当者

氏名 所属

事実確認 ・相談者との関係

・相談者が主張している事実関係の有無、相違点等

相談のような言動があったか

　いつ、どこで、どのような言動であったか

・なぜ、そのような言動を取ったか

・加害行為の意識の有無

・謝罪等の意思の有無

第三者・目撃者

行為者への対応
説明事項

次回予定 　年　 　月　 　日（　　） 　：　 　～　 　：　

面談後の対応状況

平成　 　年　 　月　 　日（　　） 　：　 　～　 　：　

対象者

行為者の
対応・意向

行　為　者　聞　き　取　り　表

令和

【モデル書式】行為者聴き取り票



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

65

 

パパワワーーハハララススメメンントトにに関関すするるアアンンケケーートト調調査査   
このアンケート調査は、社内におけるパワーハラスメントに関する従業員の意識や実態を把握して、

パワーハラスメント防止対策を検討し、取り組んでいくために実施するものです。個人の特定や被

害の事実を調べる目的ではありませんので、安心して率直な回答をいただくようお願いいたします。 

Ｑ１ 性別 ・男性 ・女性 Ｑ２ 雇用形態 ・正社員 ・正社員以外  

Ｑ３ 年齢層 １０代 ・２０代 ・３０代 ・４０代 ・５０代 ・６０代以上 
Ｑ４ パワーハラスメントという言葉を知っていますか。 

・言葉も内容も知っている 
・言葉は知っているが、内容はよくわからない 
・知らない 

Ｑ５ 最近１年間において、社内で次のような言動・行為がありましたか。 
①身体を小突く、ものを投げつける 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

②人前での感情的な叱責 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

③人格否定や差別的な言葉による叱責 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

④性格や容貌などへのからかいや非難 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑤悪質な悪口や陰口 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑥挨拶や話しかけを無視 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑦必要な情報を与えない、会議から外す  
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑧休暇取得の拒否、残業・休日出勤の強制 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑨一方的で遂行不可能な業務指示・命令 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑩必要以上の仕事への監視・関与 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑪能力や経験に見合わない仕事の常時強制 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑫私生活についての過度な介入 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑬飲み会などへの参加強制 
・されたことがある ・したことがある ・見聞きしたことがある ・ない 

⑭その他（ ） 

【モデル書式】パワーハラスメントに関するアンケート調査 ①
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Ｑ６その行為者は誰ですか。（複数回答可） 
・上司 ・先輩 ・同僚 ・部下後輩 ・自分自身 ・その他（ ） 

Ｑ７行為者の年齢層は（複数回答可） 
・１０代 ・２０代 ・３０代 ・４０代 ・５０代 ・６０代以上 

Ｑ８ Ｑ５のような言動や行為を受けたことがあると回答した方へ 
①そのときどのような対応をしましたか。（複数回答可） 
・行為者に抗議した  
・上司、先輩、同僚に相談した 
・人事部等の社内の担当部署に相談した  
・しばらく会社を休んだ 
・何もしなかった ・その他（ ） 

②そのとき、会社にどのような対応をしてほしいと思いましたか。（複数回答可） 
・行為者を処分して欲しい ・行為者を配置転換して欲しい 
・自分を配置転換して欲しい ・会社には知らせたくない  
・特に要望はない 
・その他（ ） 

Ｑ９ Ｑ８①で何もしなかったと回答した方へ 
なぜ何もしなかったのですか。（複数回答可） 
・職務上何か不利益を被るのではないかと思った 
・行為者を刺激しては更にエスカレートすると思った 
・何をしても解決しないと思った 
・どこへ相談したらよいかわからなかった 
・自分が我慢すればよいと思った  
・行動するほどのことではないと思った  
・その他（ ） 

Ｑ10 社内のパワーハラスメント防止の対策についてどう思いますか。（複数回答可） 
・職場全体で取り組むべき ・問題が起こったら取り組めばよい 
・取り組む必要は感じられない ・よくわからない 

【モデル書式】パワーハラスメントに関するアンケート調査 ②
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Ｑ11 パワーハラスメント防止のために会社が取るべき措置について（複数回答可） 
①企業トップや幹部の意識改革 
・ぜひ必要 ・まあ必要 ・あまり必要ない ・必要ない 

②管理職の意識啓発研修 
・ぜひ必要 ・まあ必要 ・あまり必要ない ・必要ない 

③一般社員の意識啓発研修 
・ぜひ必要 ・まあ必要 ・あまり必要ない ・必要ない 

④相談・苦情窓口の設置 
・ぜひ必要 ・まあ必要 ・あまり必要ない ・必要ない 

⑤就業規則に制裁規定を盛り込む 
・ぜひ必要 ・まあ必要 ・あまり必要ない ・必要ない 

⑥問題発生時の迅速な対応 
・ぜひ必要 ・まあ必要 ・あまり必要ない ・必要ない 

⑦適切なコミュニケーションで互いの人格を尊重し支え合えるような職場風土 
・ぜひ必要 ・まあ必要 ・あまり必要ない ・必要ない 

⑧その他（ ）  
 

Ｑ12 パワーハラスメントを受けた場合、社内の相談・苦情窓口を利用するとして心配なことは？（複

数回答可） 
・プライバシーが守られるか ・相談して異動など不利益な事態にならないか 
・問題解決にならないのではないか ・行為者がますますエスカレートしないか 
・その他（ ） 
 
・特に心配はない 

Ｑ13 社内の職場環境について、当てはまると思うことは？（複数回答可） 
・朝夕の出退社のとき、挨拶をする人がほとんどいない 
・トップや管理職は、自分の職場にはパワハラは存在しないと考えている 
・人は厳しく指導することで育つという意識が強い職場だ 
・今の職場には失敗やミスが許されない雰囲気がある 
・ノルマが厳しい 
・目標が達成できない時のペナルティが大きい 
・上司に対して、意見や反論は言えない雰囲気だ 
・職場の誰かが困っていても、助け合える雰囲気ではない 
・職場内での問題について、職場内で話し合って解決しようという雰囲気ではない 
・正社員やパート、派遣社員等、様々な立場の人が一緒に働いているが、上下関係が絶対的で、

立場を意識した発言が散見される 
・人の陰口や噂を耳にすることが多い 

【モデル書式】パワーハラスメントに関するアンケート調査 ③



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

68

 

 

Ｑ14 その他、パワーハラスメントについてご自由にお書きください。 

 

【モデル書式】パワーハラスメントに関するアンケート調査 ④

「パワーハラスメントの基礎知識」�
〜パワーハラスメントのない職場を作るために〜
　◎全従業員 ①　何故パワーハラスメントが問題なのか？
 ②　パワーハラスメントの定義
 ③　万が一行為者になってしまった場合のリスク
 ④　パワーハラスメントをなくすためにはどうしたらいいのか
 ⑤　パワーハラスメントが起きた際の対応について 

「パワーハラスメントに対する取り組みと対応」�
〜企業として求められるものは何か〜
　◎管理職 ①　パワーハラスメントの基礎知識
 ②　パワーハラスメントについて会社が雇用管理上講ずべき措置
 ③　万が一行為者となってしまった場合のリスク
 ④　パワーハラスメントが起こってしまった場合の管理職としての対応
 ⑤　パワーハラスメントのない明るい職場をめざすための行動
 

（田島社会保険労務士事務所の例）

【事例】ハラスメント防止・社内研修（例）
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業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社

及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
（始業及び終業時刻の記録）
第17条　労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録
しなければならない。

（遅刻、早退、欠勤等）
第18条　労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する
際は、事前に上長に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得な

【コラム】 「性的志向」「性自認」とは？

○ 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向のことを「性的指向 (Sexual 
Orientation)」、自己の性別についての認識のことを「性自認 (Gender Identity)」と
いいます。性的指向や性自認は全ての人に関係する概念であり、その在り方は人によって
様々です。男性に惹かれる人・女性に惹かれる人・どちらにも惹かれる人・どちらにも惹
かれない人と、恋愛対象は人それぞれですし、「自分は男性 ( 又は女性 )」と思う人もいれ
ば、「どちらでもない」や「どちらでもある」と思う人もいます。

 　性的指向や性自認への理解を深め、差別的言動や嫌がらせが起こらないようにすること
が重要です。

○ 性的指向・性自認に関する言動や性的指向・性自認に関する望まぬ暴露であるいわゆる
「アウティング」は、職場におけるパワーハラスメントの定義の3つの要素を満たす場合に
は、これに該当します。

 　加えて、特定の相手に向けられたものではない言動であっても、性的指向・性自認に関
する侮辱的な言動は、周囲の誰かを傷つけてしまうかもしれません。自らの性的指向・性
自認について他者に伝えるいわゆる「カミングアウト」を行っていない人がいること等に
も留意し、性的指向・性自認にかかわらず誰もが働きやすい職場環境づくりに向け、こう
した言動にも気をつけましょう。

○ また、職場におけるセクシュアルハラスメントには、相手の性的指向又は性自認にかかわ
らず、該当することがあり得ます。

 　「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントやパワーハラ
スメントの背景にもなり得ます。また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメン
トに該当します。

○ こうしたことに十分留意をして、誰もが働きやすい職場環境づくりを進めていきましょう。

厚生労働省：パンフレット「職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です！」より抜粋



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

70

い理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なけ
ればならない。
2 前項の場合は、第 43 条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金

は控除する。
3 傷病のため継続して〇日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならな

い。

【社内様式】欠勤、遅刻、早退、私用外出�承認申請書

第4章　労働時間、休憩及び休日
（労働時間及び休憩時間）
（1） （完全週休2日制を採用する場合の労働時間及び休憩時間）
第19条　労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他や

むを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、 
前日までに労働者に通知する。

① 一般勤務
○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間

始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

② 交替勤務
（イ） 1番（日勤）

○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間
始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

（ロ） 2番（準夜勤）
○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間

始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

（ハ） 3番（夜勤）
○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間

始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

3 交替勤務における各労働者の勤務は、別に定めるシフト表により、前月の〇日までに
各労働者に通知する。

4 _ 交替勤務における就業番は原則として〇日ごとに _ 番を _ 番に、_ 番を _ 番に、番を
_ 番に転換する。

5 一般勤務から交替勤務へ、交替勤務から一般勤務への勤務形態の変更は、原則として
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欠勤、遅刻、早退、私用外出 

承  認 申 請 書 

                                         令和  年  月  日   
 人事部長 殿  
 

所 属  職 名  

氏 名  

 
  次のとおり（ 欠勤  遅刻  早退  私用外出 ）しますので、ご承認願います。 
                              （注）該当に〇を 

 
           ※やむを得ず事後申請となる場合は速やかに提出すること 

期 間 
（時 間） 

令和    年    月    日     時   分から 
 

令和    年    月    日     時   分まで 

  理  由 

連絡先 

 
 
 
 
  

上長① 上長② 処理者 
   

 

【社内様式】欠勤、遅刻、早退、私用外出 承認申請書
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一一斉斉休休憩憩のの適適用用除除外外にに関関すするる労労使使協協定定書書  

 

 

 と  は、休憩時間について、下記のとおり協定する。 

 

記 

 

１ 営業の業務に従事する社員については、班別交替で、休憩時間を与えるものとする。 

２ 各班の休憩時間は、次に定めるとおりとする。 

 

３ 出張、外回りなどによる外勤のため、本人の班の時間帯に休憩時間を取得できない場合には、

所属長が事前に指定して他の班の休憩時間の時間帯を適用する。 

４ 本協定は 令和  年  月  日から効力を発する。 

令和  年  月  日   

 

 

 

 

 

使用者職氏名  ◯印  

   

労働者代表        

 

 

◯印  

 

【労使協定例】一斉休憩の適用除外に関する労使協定書
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休日又は非番明けに行うものとし、前月の＿日前までに○○が労働者に通知する。

【労使協定例】一斉休憩の適用除外に関する労使協定書

（2） （1か月単位の変形労働時間制（隔週週休2日制を採用する場合）の労働時間及び休憩時
間）
第19条　1週間の所定労働時間は、〇年〇月〇日を起算日として、2週間ごとに平均して、1週
間当たり40時間とする。
2 1日の所定労働時間は、7時間15分とする。
3 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他や

むを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合に
おいて業務の都合によるときは、上長が前日までに通知する。
○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間

始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

（3） （1年単位の変形労働時間制の労働時間及び休憩時間）
第19条　労働者代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結した場合、当該協定
の適用を受ける労働者について、1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して1週間当たり40
時間とする。
2 1 年単位の変形労働時間制を適用しない労働者について、1 週間の所定労働時間は 40

時間、1日の所定労働時間は8時間とする。
3 1日の始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
① 通常期間

○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間
始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

② 特 定期間（ 1 年単位 の 変形労働 時間制 に 関 する 労使協定 で 定 める 特定 の 期間 を 
いう。）
○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間

始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

③ 1 年単位の変形労働時間制を適用しない労働者の始業・終業の時刻、休憩時間は次のとおり
とする。
○ 始業・終業時刻 ○ 休憩時間

始業 _ 午前 _ 時 _ 分 _ 時 _ 分から _ 時 _ 分まで
終業 _ 午後 _ 時 _ 分

（休日）
（1） （完全週休2日制を採用する場合の休日）
第20条　休日は、次のとおりとする。
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① 土曜日及び日曜日
② 国民の祝日（日曜日と重なったときは翌日）
③ 年末年始（12月 _ 日〜1月 _ 日）
④ 夏季休日（_ 月 _ 日〜 _ 月 _ 日）
⑤ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り

替えることがある。
（2） （1か月単位の変形労働時間制（隔週週休2日制を採用する場合）の休日）
第20条　休日は、次のとおりとする。
① 日曜日
② _ 年 _ 月 _ 日を起算日とする2週間ごとの第2 土曜日
③ 国民の祝日（日曜日と重なったときは翌日）
④ 年末年始（12月 _ 日〜1月 _ 日）
⑤ 夏季休日（_ 月 _ 日〜 _ 月 _ 日）
⑥ その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替える
ことがある。

（3） 1年単位の変形労働時間制の休日
第20条　1年単位の変形労働時間制の適用を受ける労働者の休日については、1年単位の変形
労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする 1 週間ご
とに1日以上、1年間に 日以上となるように指定する。その場合、年間休日カレンダーに定め、
対象期間の初日の30日前までに各労働者に通知する。
2 1 年単位の変形労働時間制を適用しない労働者の休日については、以下のとおり 

指定し、月間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の 30 日前までに各労働者に通
知する。
① 日曜日（前条第3号の特定期間を除く。）
② 国民の祝日（日曜日と重なったときは翌日）
③ 年末年始（12月 _ 日〜1月 _ 日）
④ 夏季休日（_ 月 _ 日〜 _ 月 _ 日）
⑤ その他会社が指定する日

（時間外及び休日労働等）
第 21 条　業務の都合により、第 19 条の所定労働時間を超え、又は第 20 条の所定休日に労働
させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あら

かじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これ
を所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。

3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性労働者（以下「妊産婦」という）であって請
求した者及び 18 歳未満の者については、第 2 項による時間外労働又は休日若しくは
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深夜（午後10時から午前5時まで）労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第 1 項か

ら前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただ
し、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は
休日労働に従事させない。

（勤務間インターバル制度）
（1） インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複する部分を働いたものとみなす場合
第22条　いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、
○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この
限りではない。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、当該始業時

刻から満了時刻までの時間は労働したものとみなす。
（2） インターバル時間と翌日の所定労働時間が重複した時、勤務開始時刻を繰り下げる場合
第22条　いかなる場合も、従業員ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までに少なくとも、
○時間の継続した休息時間を与える。ただし、災害その他避けることができない場合は、この
限りではない。
2 前項の休息時間の満了時刻が、次の勤務の所定始業時刻以降に及ぶ場合、翌日の始業

時刻は、前項の休息時間の満了時刻まで繰り下げる。

第5章　休暇等
（年次有給休暇）
第 23 条　採用日から 6 か月間継続勤務し、所定労働日の 8 割以上出勤した労働者に対しては、
10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労
働日の 8 割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給
休暇を与える。
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数

が 4 日以下（週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定
労働日数が216日以下）の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続
期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。

3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。
ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営
を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

4 前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次
有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させるこ
とがある。

5 第 1 項又は第 2 項の年次有給休暇が 10 日以上与えられた労働者に対しては、第 3 項
の規定にかかわらず、付与日から 1 年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数
のうち 5 日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あら
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かじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第 3 項又は第 4 項の規定による
年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を 5 日から控除するも
のとする。

6 第 1 項及び第 2 項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したもの
として取り扱う。
① 年次有給休暇を取得した期間
② 産前産後の休業期間
③ 育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業した期間
④ 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間

7 付与日から 1 年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から 2 年以内に限り繰
り越して取得することができる。

8 前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれ
も取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

9 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明
細書に記載して各労働者に通知する。

【社内様式】有給休暇取得申請書�
【モデル書式】年次有給休暇管理台帳、（参考）手書き用管理台帳

（年次有給休暇の時間単位での付与）
第24条　労働者代表との書面による協定に基づき、前条の年次有給休暇の日数のうち、1年につ
いて5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）を付与する。

（1） 時間単位年休付与の対象者は、すべての労働者とする。
（2） 時間単位年休を取得する場合の、1 日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとお
りとする。

① 所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6時間
② 所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7時間
③ 所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8時間

（3） 時間単位年休は1時間単位で付与する。
（4） 本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通
常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。

（5） 上記以外の事項については、前条の年次有給休暇と同様とする。

【労使協定例】年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定書　

（産前産後の休業）
第 25 条　6 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）以内に出産予定の女性労働者から請求があった
ときは、休業させる。
2 産後8週間を経過していない女性労働者は、就業させない。
3 前項の規定にかかわらず、産後6週間を経過した女性労働者から請求があった場合は、



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

77

年   ⽉   ⽇ 
 

有有給給休休暇暇取取得得申申請請書書  
（※ 時間単位の有給休暇が取得可能な事業所の場合） 

 
部署：         
⽒名：         

 
下記のとおり、年次有給休暇を申請いたします。 
 

記 
 
 
1. 休暇⽇  年   ⽉   ⽇／  時  分〜  時  分 

年   ⽉   ⽇／  時  分〜  時  分 

年   ⽉   ⽇／  時  分〜  時  分 

年   ⽉   ⽇／  時  分〜  時  分 

年   ⽉   ⽇／  時  分〜  時  分 

2. 取得理由 (→下記注参照) 
 

 
3. 備考 

以上 
 

上⻑① 上⻑② 処理者 
   

 
（注）取得理由が未記⼊であっても休暇申請には影響しない 

【社内様式】有給休暇取得申請書
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【モデル書式】年次有給休暇管理台帳

福井労働局 HP「有給休暇の計画的付与、時間単位年休及び年5日の時季指定に対応した有給休暇
の管理台帳を作成しました」より抜粋
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手書き用　管理台帳

【モデル書式】（参考）手書き用管理台帳
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（日数の上限）

第２条 時間単位年休を取得することができる日数は、１年につき５日以内とする。この５日には前年

の時間単位年休の繰越し分を含めることとする。

    時 間単位年休を５日取得したために、前年から繰り越した１日未満の時間が取得できなかった

場合は、この時間分は翌年度に繰越す。

（１日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休）

第３条 時間単位年休を取得する場合は、１日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとす

る。

    (1) 所定労働時間が５時間を超え６時間以下の者  ６時間  下欄※参照

    (2) 所定労働時間が６時間を超え７時間以下の者  ７時間

    (3) 所定労働時間が７時間を超え８時間以下の者  ８時間

（時間単位年休の取得単位）

第４条 時間単位年休を取得する場合は、１時間単位で取得するものとする。

（時間単位年休の取得手続）

第５条 時間単位年休の請求は、遅くとも前労働日の終業時刻までに「時間単位年休取得届」に必要事

項を記載して、所属長に届け出るものとする。

（時間単位年休に支払われる賃金額）

第６条 時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の１

時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。

（その他）

第７条 上記以外の事項については、就業規則第○条に定める事項と同様とする。

（協定の効力）

第８条 本協定は、平成●●年●●月●●日より効力を発する。

 ○○年○○月○○日

○○株式会社     代表取締役 ○○○○ ○印

○○株式会社従業員代表 職名△△ □□□□ ○印

※ 第３条ただし書きに規定する短時間勤務者の取扱は、たとえば、所定労働時間が５時間４５分の従業員の場合、時間
単位年休を取得する場合の１日の時間数が６時間となることを意味し、仮に６日間の年次有給休暇のある者が２時間の
時間単位年休を取得した場合、残る年次有給休暇は５日と４時間になります。 

　　 

時間単位の年次有給休暇に関する協定書

 ○○株式会社（以下「会社」という。）と○○株式会社従業員代表□□□□は、時間単位の年次有給

休暇に関し、次のとおり協定する。

（対象者）

第１条 時間単位の年次有給休暇（以下「時間単位年休」という。）は、すべての従業員を対象とする。

時間単位の年次有給休暇に関する労使協定例　

 　　

　

【労使協定例】年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定書
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産産前前産産後後休休暇暇取取得得届届出出書書  
 

  年  ⽉  ⽇ 

 
 

部署： 
 

⽒名： 
 
 

以下のとおり、産前産後休暇の取得を届出いたします。 
 

出 産 予 定 ⽇      年   ⽉   ⽇ [ 単 胎 ・ 多 胎 ]  

産前休暇の 届出期 間 

 
     年   ⽉   ⽇  から 
     年   ⽉   ⽇ まで 
 

産後休暇の 届出期 間  

 
     年   ⽉   ⽇  から 
     年   ⽉   ⽇ まで 
 

添  付  書  類    □出産予定⽇の記⼊のある⺟⼦⼿帳の写し 
□その他（            ） 

摘 要  
 

 
 
 
 
 

処理者使⽤欄 

 
 

出 産 ⽇      年   ⽉   ⽇   [ 単胎・多胎 ]  
出 産 ⽇ 確 定 後 の 
産 前 休 暇 期 間      年   ⽉   ⽇ から     年   ⽉   ⽇ まで 

出 産 ⽇ 確 定 後 の 
産 後 休 暇 期 間      年   ⽉   ⽇ から     年   ⽉   ⽇ まで 

摘 要  

【社内様式】産前産後休暇取得届出書
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その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることがある。

【社内様式】産前産後休暇取得届出書

（母性健康管理の措置）
第26条　妊娠中又は出産後1年を経過しない女性労働者から、所定労働時間内に、母子保健法

（昭和 40 年法律第 141 号）に基づく保健指導又は健康診査を受けるために申出があったとき
は、次の範囲で時間内通院を認める。
① 産前の場合

妊娠23週まで . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4週に1回
妊娠24週から35週まで . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2週に1回
妊娠36週から出産まで . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1週に1回
ただし、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示をしたときには、
その指示により必要な時間

② 産後（1年以内）の場合
医師等の指示により必要な時間

2 妊娠中又は出産後 1 年を経過しない女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき
勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
① 妊娠中の通勤緩和措置として、通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則と

して 時間の勤務時間の短縮又は 時間以内の時差出勤を認める。
② 妊娠中の休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長や休憩の回数を増

やす。
③ 妊娠中又は出産後の女性労働者が、その症状等に関して指導された場合は、医師等の

指導事項を遵守するための作業の軽減や勤務時間の短縮、休業等の措置をとる。
（育児時間及び生理休暇）
第27条　1歳に満たない子を養育する女性労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1
日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。

（育児・介護休業、子の看護休暇等）
第28条　労働者のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の
看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに所定
労働時間の短縮措置等（以下「育児・介護休業等」という。）の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規則」で定める。

（不妊治療休暇）
第29条　労働者が不妊治療のための休暇を請求したときは、年○日を限度に休暇を与える。
2 労働者が不妊治療のための休業を請求したときは、休業開始日の属する事業年度（毎

年4月1日から翌年3月31日まで）を含む引き続く5事業年度の期間において、最長
1年間を限度に休業することができる。

（慶弔休暇）
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第30条　労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき〇日
② 妻が出産したとき〇日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき〇日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき〇日

（病気休暇）
第31条　労働者が私的な負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむ
を得ないと認められる場合に、病気休暇を〇日与える。

（裁判員等のための休暇）

【社内様式】特別休暇取得申請書

第 32 条　労働者が裁判員若しくは補充裁判員となった場合又は裁判員候補者となった場合に
は、次のとおり休暇を与える。
① 裁判員又は補充裁判員となった場合 必要な日数
② 裁判員候補者となった場合 必要な時間

第6章　賃�金
（賃金の構成）
第33条　賃金の構成は、次のとおりとする。

【賃金】
◎ 基本給 ◎ 割増賃金

  時間外労働割増賃金
  休日労働割増賃金
  深夜労働割増賃金

（基本給）
第34条　基本給は、本人の職務内容、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人別に決定する。

【コラム】職務給

（家族手当）
第35条　家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。
① 18歳未満の子

1人につき 月額 _ 円
② 65歳以上の父母

1人につき 月額 _ 円
（通勤手当）
第36条　通勤手当は、月額 _ 円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給
する。
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特特別別休休暇暇取取得得申申請請書書  

  年  ⽉  ⽇

部署： 

⽒名： 

以下のとおり、特別休暇の取得を申請いたします。 

特 別 休 暇 種 別 

（  ）第 28 条 ⼦の看護休暇・介護休暇 
（  ）第 29 条 不妊治療休暇 
（  ）第 30 条 慶弔休暇（結婚休暇、配偶者出産休暇、忌引） 
（  ）第 31 条 病気休暇 

特 別休暇取得申請⽇ 

 
 ①    年   ⽉   ⽇ 
 ②    年   ⽉   ⽇ 
 ③    年   ⽉   ⽇ 
 ④    年   ⽉   ⽇ 
 ⑤    年   ⽉   ⽇ 
  

添 付 書 類 

第 28 条関係：原則不要 
第 29 条関係：医師の診断書等 
第 30 条関係：休暇を証明する書類（           ） 
第 31 条関係：休暇を証明する書類（           ） 

備    考 

 
 
 
 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  
処理者使⽤欄

【社内様式】特別休暇取得申請書
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（役付手当）
第37条　役付手当は、以下の職位にある者に対し支給する。

部長 月額 _ 円
課長 月額 _ 円
係長 月額 _ 円

2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月にお
いてそれまで属していた役付手当は支給しない。

3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する。
（技能・資格手当）
第38条　技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し支給する。

安全・衛生管理者（安全衛生推進者を含む。） 月額 _ 円
食品衛生責任者 月額 _ 円
調理師 月額 _ 円
栄養士 月額 _ 円

（精勤手当）
第39条　精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。
① 無欠勤の場合 月額 _ 円
② 欠勤1日以内の場合 月額 _ 円
2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみ

なす。
① 年次有給休暇を取得したとき
② 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき

3 第 1 項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退〇回をもって、欠勤 1 日とみな
す。

（割増賃金）
第40条　時間外労働に対する割増賃金は、次の割増賃金率に基づき、次項の計算方法により支
給する。

（1） 1 か月の時間外労働の時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。この場合の 1
か月は毎月 _ 日を起算日とする。

① 時間外労働45時間以下・・・25％
② 時間外労働45時間超〜60時間以下・・35％
③ 時間外労働60時間超・・・・・50％
④ ③の時間外労働のうち代替休暇を取得した時間・・・35％（残り15％の割増賃金は代替休

暇に充当する。）
（2） 1 年間の時間外労働の時間数が 360 時間を超えた部分については、40％とする。この
場合の1年は毎年 _ 月 _ 日を起算日とする。

（3） 時間外労働に対する割増賃金の計算において、上記（1）及び（2）のいずれにも該当す
る

【コラム】 職務給について

労働契約は労働者が事業に使用され、その対象として賃金が支払われる契約です。賃金をいくら
払うのかは企業の経営にとっても労働者の生活の安定の面からいっても大変重要になります。

賃金は、労働者の生活費、企業の支払い能力、類似労働者の賃金を考慮して決定することが原則
となります。個々の労働者の具体的な賃金額は、年齢、勤続年数、職務内容、能力等によって各企業
が導入している賃金制度に基づいて決定されます。

賃金は次の組み合わせにより決められます。
○ 基本給 ○ 諸手当

    属人的給与 
( 年齢、学歴、勤続年数 )

   仕事的給与 
( 職務給、職能給 )

    生活給的手当 
( 家族手当、住宅手当、通勤手当等 )
    仕事給的手当 
( 役付手当、資格手当、危険手当 )

    出勤奨励的手当 
( 精皆勤手当 )

日本の給与制度は長い間「年齢」「勤続年数」等の属人的要素をもとに制度設計が行われ、年功序
列型の賃金体系となっていましたが、高齢化が進むにつれて人件費の負担が重くなってきたため、
1990 年代頃から、基本給に職務給、職能給等の仕事を主体とした賃金制度を取り入れることが行
われてきました。

当時は純粋な職務給を導入する条件が整備されていなかったため、労働者の職務遂行能力に応じ
て賃金を決める職能給を多くの企業が導入しました。

令和の時代となり、賃金制度を見直すことが必要となってきて、職務給が注目されるようになっ
てきました。

職務給は、労働者が従事する職務の内容を評価し給与を決めるもので、職務分析、職務評価、賃金
の決定、という手順を踏むこととなります。

具体的には、職務分析によって職務の難易度、知識、能力、作業環境等の内容をとらえ、職務評価によ
って職務相互間の相対的価値を評定して、組織的に分類・位置づけを行って賃金を決めていきます。

年齢等に関係なく仕事の成果によって高い給与が得られるため、若い社員のモチベーションアッ
プや社内でスペシャリストを養成出来るというメリットがあります。また、転職における処遇の決
定なども容易になるでしょう。

逆にデメリットとしては、成果を出せない社員は給与が上がらず不満につながりかねません。他
制度に比べより適正な評価を行うことが求められるため、制度を運用する負担も大きくなります。

配属部署によって差が出てくることも避けなければなりません。
更に、配置転換が難しくなり、企業全体を経験することが出来ないため、経営を担う者を育成す

る上では大きなデメリットとなります。
「同一労働同一賃金」の考え方から、職務給への移行の必要性はより増してきているでしょう。各自

において、メリット・デメリットを考慮した上で、導入を検討していく時期であると考えられます。
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時間外労働の時間数については、いずれか高い率で計算することとする。
2 割増賃金は、次の算式により計算して支給する。

（1） 月給制の場合
① 時間外労働の割増賃金

○ 時間外労働が1か月45時間以下の部分
（基本給 ＋ 役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／

 1か月の平均所定労働時間数 ×1．25× 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1か月45時間超〜60時間以下の部分

（基本給 ＋ 役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数 ×1．35× 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1か月60時間を超える部分

（基本給 ＋ 役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数 ×1．50× 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1年360時間を超える部分）

（基本給 ＋ 役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数 ×1．40× 時間外労働の時間数

② 休日労働の割増賃金（法定休日に労働させた場合）
（基本給 ＋ 役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／

 1か月の平均所定労働時間数 ×1．35× 休日労働の時間数
③ 深夜労働の割増賃金（午後10時から午前5時までの間に労働させた場合）

（基本給 ＋ 役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数 ×0．25× 深夜労働の時間数

（2）日給制の場合
① 時間外労働の割増賃金

○ 時間外労働が1か月45時間以下の部分
【（日給／1日の所定労働時間数） ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）

 ／1か月の平均所定労働時間数】 × 1．25 × 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1か月45時間超〜60時間以下の部分

【（日給／1日の所定労働時間数） ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）
 ／1か月の平均所定労働時間数】 × 1．35 × 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1か月60時間を超える部分

【（日給／1日の所定労働時間数） ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）
 ／1か月の平均所定労働時間数】 × 1．50 × 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1年360時間を超える部分

【（日給／1日の所定労働時間数） ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）
 ／1か月の平均所定労働時間数】 × 1．40 × 時間外労働の時間数

② 休日労働の割増賃金
【（日給／1日の所定労働時間数） ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
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 1か月の平均所定労働時間数】 × 1．35 × 休日労働の時間数
③ 深夜労働の割増賃金

【（日給／1日の所定労働時間数） ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数】 × 0．25 × 深夜労働の時間数

（3）時間給制の場合
① 時間外労働の割増賃金

○ 時間外労働が1か月45時間以下の部分
【時間給 ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／

 1か月の平均所定労働時間数】 × 1．25× 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1か月45時間超〜60時間以下の部分

【時間給 ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数】 × 1．35× 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1か月60時間を超える部分

【時間給 ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数】 × 1．50× 時間外労働の時間数
○ 時間外労働が1年360時間を超える部分

【時間給 ＋ （役付手当 ＋ 技能・資格手当 ＋ 精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数】 × 1．40× 時間外労働の時間数

② 休日労働の割増賃金
【時間給  ＋ （役付手当  ＋  技能・資格手当  ＋  精勤手当）／

 1か月の平均所定労働時間数】 × 1．35× 休日労働の時間数
③ 深夜労働の割増賃金

【時間給  ＋ （役付手当  ＋  技能・資格手当  ＋  精勤手当）／
 1か月の平均所定労働時間数】 × 0．25× 深夜労働の時間数
3 前項の1か月の平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。

【（365 - 年間所定休日日数）×1日の所定労働時間】／
 12（1年単位の変形労働時間制に関する賃金の精算）

【解説】中小企業の月60時間超の時間割増率が50％に

第41条　1年単位の変形労働時間制の規定（第19条及び第20条）に労働させた期間が当該対
象期間より短い労働者に対しては、その労働者が労働した期間を平均し1週間当たり40時間を
超えて労働させた時間（前条の規定による割増賃金を支払った時間を除く。）については、前条
の時間外労働についての割増賃金の算式中の割増率を0．25として計算した割増賃金を支払う。

（代替休暇）
第42条　1か月の時間外労働が60時間を超えた労働者に対して、労使協定に基づき、次によ
り代替休暇を与えるものとする。
2 代替休暇を取得できる期間は、直前の賃金締切日の翌日から起算して、翌々月の賃金

締切日までの2か月とする。
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【解説】中小企業の月60時間超の時間割増率が50％に ①
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【解説】中小企業の月60時間超の時間割増率が50％に ②
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3 代替休暇は、半日又は1日で与える。この場合の半日とは、  
午前（_：_ 〜 _：_）又は午後（_：_ 〜 _：_）のことをいう。

4 代替休暇の時間数は、1 か月 60 時間を超える時間外労働時間数に換算率を乗じた時
間数とする。この場合において、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払
う割増賃金率50％から代替休暇を取得した場合に支払う割増賃金率35％を差し引い
た 15％とする。また、労働者が代替休暇を取得した場合は、取得した時間数を換算
率（15％）で除した時間数については、15％の割増賃金の支払を要しないこととする。

5 代替休暇の時間数が半日又は 1 日に満たない端数がある場合には、その満たない部分
についても有給の休暇とし、半日又は1日の休暇として与えることができる。ただし、
前項の割増賃金の支払を要しないこととなる時間の計算においては、代替休暇の時間
数を上回って休暇とした部分は算定せず、代替休暇の時間数のみで計算することとす
る。

6 代替休暇を取得しようとする者は、1 か月に 60 時間を超える時間外労働を行った月
の賃金締切日の翌日から5 日以内に、会社に申し出ることとする。代替休暇取得日は、
労働者の意向を踏まえ決定することとする。

7 会社は、前項の申出があった場合には、支払うべき割増賃金額のうち代替休暇に代替
される割増賃金額を除いた部分を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、当
該月の末日の翌日から 2 か月以内に取得がなされなかった場合には、取得がなされな
いことが確定した月に係る賃金支払日に残りの15％の割増賃金を支払うこととする。

8 会社は、第6項に定める期間内に申出がなかった場合は、当該月に行われた時間外労働に
係る割増賃金の総額を通常の賃金支払日に支払うこととする。ただし、第6項に定める
期間内に申出を行わなかった労働者から、第2項に定める代替休暇を取得できる期間内
に改めて代替休暇の取得の申出があった場合には、会社の承認により、代替休暇を与え
ることができる。この場合、代替休暇の取得があった月に係る賃金支払日に過払分の賃
金を精算するものとする。

（休暇等の賃金）
第43条　年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支払う。
2 産前産後の休業期間、育児時間、生理休暇、母性健康管理のための休暇、育児・介護休

業法に基づく育児休業期間、介護休業期間、子の看護休暇期間及び介護休暇期間、慶
弔休暇、病気休暇、裁判員等のための休暇の期間は、無給 ／ 通常の賃金を支払うこと
とする。

3 第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない（〇か月までは _ 割を支給
する）。

（臨時休業の賃金）
第44条　会社側の都合により、所定労働日に労働者を休業させた場合は、休業1日につき労基
法第12条に規定する平均賃金の6割を支給する。この場合において、1日のうちの一部を休業
させた場合にあっては、その日の賃金については労基法第26条に定めるところにより、平均賃
金の6割に相当する賃金を保障する。
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【解説】平均賃金

（欠勤等の扱い）
第45条　欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を
控除する。
2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。

（1） 月給の場合
基本給÷1か月平均所定労働時間数

（1か月平均所定労働時間数は第38条第3項の算式により計算する。）
（2） 日給の場合

基本給÷1日の所定労働時間数
（賃金の計算期間及び支払日）
第46条　賃金は、毎月〇日に締め切って計算し、翌月〇日に支払う。ただし、支払日が休日に
当たる場合は、その前日に繰り上げて支払う。
2 前項の計算期間の中途で採用された労働者又は退職した労働者については、月額の賃

金は当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
（賃金の支払と控除）
第47条　賃金は、労働者に対し、通貨で直接その全額を支払う。
2 前項について、労働者が同意した場合は、労働者本人の指定する金融機関の預貯金口

座又は証券総合口座へ振込により賃金を支払う。
3 次に掲げるものは、賃金から控除する。

① 源泉所得税
② 住民税
③ 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の保険料の被保険者負担分
④ 労働者代表との書面による協定により賃金から控除することとした社宅入居料、財形貯

蓄の積立金及び組合費
（賃金の非常時払い）
第48条　労働者又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかの場合に該当し、そ
のために労働者から請求があったときは、賃金支払日前であっても、既往の労働に対する賃金を
支払う。
① やむを得ない事由によって1週間以上帰郷する場合
② 結婚又は死亡の場合
③ 出産、疾病又は災害の場合
④ 退職又は解雇により離職した場合

（昇給）
第 49 条　昇給は、勤務成績その他が良好な労働者について、毎年 _ 月 _ 日をもって行うものとす
る。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合は、行わないことがある。
2 顕著な業績が認められた労働者については、前項の規定にかかわらず昇給を行うこと

がある。
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【解説】 平均賃⾦ 
 
 休業⼿当、解雇予告⼿当等の計算根拠となる平均賃⾦は、休業⽇や解雇通知⽇の前⽇から
さかのぼって３か⽉間の賃⾦総額を⾜し上げ、これを実⽇数（勤務⽇数ではない）で割って
１⽇平均を出して、計算します。 
 ３か⽉とは暦⽇の３か⽉です。例えば、５⽉ 10 ⽇に算定事由が発⽣した場合には、２⽉
10 ⽇から５⽉９⽇まで（89 ⽇、閏年で 90 ⽇）となります。 
 なお、賃⾦締切⽇がある場合には、算定事由発⽣⽇の直前の賃⾦締切⽇から起算すること
とされています。（労基法第 12 条第２項） 
 
 ｢以前３か⽉｣には算定事由発⽣⽇当⽇を含みませんから、賃⾦締切⽇に解雇通告された
場合は、当⽇から起算するのではなく、１⽉前の賃⾦締切⽇から起算することになります。
（S24.7.13 基収第 2044 号） 
 なお、次の期間がある場合は、その⽇数及び賃⾦額は先の期間および賃⾦総額から控除さ
れます。 
 ・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間 
 ・産前産後の休業した期間 
 ・使⽤者の責任によって休業した期間 
 ・育児・介護休業期間 
 ・試⽤期間 
 
 
 次の賃⾦については賃⾦総額から控除されます。 

①臨時に⽀払われた賃⾦（私傷病⼿当､結婚⼿当､退職⾦、加療⾒舞⾦等、臨時的・突発
的な事由に基づいて⽀払われるもの、⼜は⽀給事由の発⽣が不確定で、且つまれに発⽣
するもの） 
②３か⽉を超える期間毎に⽀払われる賃⾦（半期毎の賞与など。賞与であっても３か⽉
毎に⽀払われる場合は算⼊されます） 
③通貨以外のもので⽀払われた賃⾦で、⼀定の範囲に属しないもの（法令⼜は労働協約
の定め以外による現物給付など） 

 
 割増賃⾦の計算に算⼊しなくてよいとされる「通勤⼿当」なども除外すべきではないか、
という意⾒もありますが、厚⽣労働省では、「通勤⼿当を平均賃⾦算定の基礎から除外する
のは違法である」（S22.12.26 基発第 573 号）という⾒解をとっています。 
 
 
 
 
 

【解説】平均賃金 ①
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☆平均賃金の計算（例） 

（例 1） ⽉給制の常⽤労働者の平均賃⾦ 
 （⽉給制、賃⾦締切⽇毎⽉ 15 ⽇の場合） 

算定期間 3/16～4/15 4/16～5/15 5/16～6/15 

総日数 31 日 30 日 31 日 

基本給 200,000 円 200,000 円 200,000 円 

家族手当  16,000 円  16,000 円  16,000 円 

通勤手当  10,000 円  10,000 円  10,000 円 

時間外手当  20,000 円  15,000 円  25,000 円 

計 246,000 円 241,000 円 251,000 円 

 ・総賃金 （738,000 円） 

 ・総日数 （92 日） 

 ・平均賃金 738,000 円÷92 日＝8,021 円 73 銭（銭未満切捨） 

 
 平均賃⾦には最低保障額が定められています（労基法 12 条第 1 項但書)。この額は以下
のように決まっています。 

①賃⾦が、労働した⽇もしくは時間によって算定され、⼜は出来⾼払制その他の請負制に
よって定められた場合においては、賃⾦の総額をその期間中に労働した⽇数で除した⾦額
の 100 分の 60 
②賃⾦の⼀部が、⽉、週その他⼀定の期間によって定められた場合においては、その部分
の総額をその期間の総⽇数で除した⾦額と前号の⾦額の合算額 

 したがって､平均賃⾦の算定期間中いくら⽋勤が多くても､例えば⽇給制の場合は⽇給額
の６割程度が平均賃⾦として保障されることになります。 
 
（例 2） 平均賃⾦の最低保障 
 （⽇給制、賃⾦締切⽇毎⽉ 15 ⽇の場合） 

算定期間 3/16～4/15 4/16～5/15 5/16～6/15 

総日数 31 日 30 日 31 日 

労働日数 15 日 11 日 10 日 

賃金 112,500 円 82,500 円 75,000 円 

通勤手当   7,500 円  5,500 円  5,000 円 

計 120,000 円 88,000 円 80,000 円 

 ・総賃金 （288,000 円） 

 ・総日数 （92 日） 

 ・労働日数 （36 日） 

 ・原則的な平均賃金   288,000 円÷92 日＝3,130 円 

 ・最低保障の平均賃金 288,000 円÷36 日×60/100＝4,800 円 

 ◎最低保障の⽅が⾼額なため最低保障が平均賃⾦となります。 
 

【解説】平均賃金 ②
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【解説】（参考資料）平均賃金算定内訳

労災の8号様式（休業補償給付支給請求書）より　〜記入例〜
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3 昇給額は、労働者の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

【社内様式】給与辞令

（賞与）
第50条　賞与は、原則として、下記の算定対象期間に在籍した労働者に対し、会社の業績等を
勘案して下記の支給日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由
により、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

  算定対象期間
① ：_ 月 _ 日から _ 月 _ 日まで
② ：_ 月 _ 日から _ 月 _ 日まで

  支給日
① ：_ 月 _ 日
② ：_ 月 _ 日

2 前項の賞与の額は、会社の業績及び労働者の勤務成績などを考慮して各人ごとに決定
する。

【社内様式】決算賞与支給額通知書、査定表
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年 月 日

殿

会社名

代表取締役

年 月分から貴殿の給与を以下のとおりとします。

基本給 # 円

主任手当 # 円

資格手当 # 円

住居手当 # 円

通勤手当 # 円

合計 # 円

以上

給与辞令

【社内様式】給与辞令
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決算賞与⽀給額通知書 

年   ⽉   ⽇ 

 
部署：  
⽒名：    殿 

 

株式会社 

代表取締役  
 
 

賃⾦規程第 19 条に基づく決算賞与について、下記のとおり賞与⽀給額を決定しました
ので通知します。 

記 
 

１ ⽀給⾦額   円 
 
２ ⽀給⽇ 年 ⽉ ⽇ 
 

以上 
 
 

 
 上記の⽀給⾦額を確認しました。 
 
   確認⽇  年 ⽉ ⽇ 
 
   従業員⽒名（署名）    印 
 

 
 
事業年度の損金算入について https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm 

（国税庁 タックスアンサー）No.5350 使用人賞与の損金算入時期を参照 

【社内様式】決算賞与支給額通知書
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S=16~20  A=12~15  B=8~11  C=5~7  D=4点以下

5段階評価

A

A

B

A

B

A

B

B

A

A

A

A

C

B

B

B

B

C

C

C

C

A

B

A

A

A

C

C

B

C

C

A=3,B=1,C=2

年　　　月　　　日

　賞与査定表　

部署：

氏名：

項　目 査定点数

仕

事

量

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 14

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 12

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 11

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 13

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 10

小計　 60

仕

事

の

質

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 11

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 10

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 13

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 15

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 12

小計　 61

協

調

性

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 7

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 8

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9

小計　 24

積

極

性

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 7

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 6

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 7

小計　 29

責

任

性

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 12

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 11

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 14

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 13

小計　 50

規

律

性

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 7

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 6

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 9

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 7

小計　 29

合計　 253

【社内様式】査定表
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第7章　定年、退職及び解雇
（定年等）
第51条　

【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）�
【モデル規程】再雇用制度規則

［例1］  定年を満70歳とする例  
労働者の定年は、満70歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

［例2］  定年を満65歳とし、その後希望者を継続雇用する例  
労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は
退職事由に該当しない労働者については、満70歳までこれを継続雇用する。

［例3］  定年を満60歳とし、その後希望者を継続雇用する例（満65歳以降は対象者基準あり）  
労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は
退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。

3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事
由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当
する者については、満70歳までこれを継続雇用する。

 （1） 過去○年間の人事考課が○以上である者
 （2） 過去○年間の出勤率が○％以上である者
 （3） 過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認めら

れた者
［例4］  定年を満 65 歳とし、その後希望者の意向を踏まえて継続雇用または業務委託契約を締

結する例（ともに対象者基準あり）  
労働者の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は
退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者
については、満70歳までこれを継続雇用する。

 （1） 過去○年間の人事考課が○以上である者
 （2） 過去○年間の出勤率が○％以上である者
 （3） 過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認めら

れた者
3 第 1 項の規定にかかわらず、定年後に業務委託契約を締結することを希望し、解雇事

由又は退職事由に該当しない者のうち、次の各号に掲げる業務について、業務ごとに
定める基準のいずれにも該当する者については、満 70 歳までこれと業務委託契約を
継続的に締結する。なお、当該契約に基づく各業務内容等については、別途定める創
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【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）①
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【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）②
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【モデル書式】労働条件通知書（再雇用）③
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【モデル規程】再雇用制度規則 
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業支援等措置の実施に関する計画に定めるところによるものとする。
（1） ○○業務においては、次のいずれの基準にも該当する者

ア 過去○年間の人事考課が○以上である者
イ 当該業務に必要な○○の資格を有している者

（2） △△業務においては、次のいずれの基準にも該当する者
ア 過去○年間の人事考課が○以上である者
イ 定年前に当該業務に○年以上従事した経験及び当該業務を遂行する能力があるとし

て以下に該当する者
① ○○○○　
② △△△△

（退職）
第52条　前条に定めるもののほか、労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
① 退職を願い出て会社が承認したとき、又は退職願を提出して 日を経過したとき
② 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
③ 第9条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
④ 死亡したとき
2 労働者が退職し、又は解雇された場合、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃
金又は退職の事由を記載した証明書を遅滞なく交付する。

【社内様式】退職時チェック表�
【社内様式】退職証明書

（解雇）
第53条　労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇することがある。
① 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき。
② 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等

就業に適さないとき。
③ 試業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない

場合であって、労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき（会社
が打ち切り補償を支払ったときを含む。）。

④ 精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
⑤ 試用期間における作業能率又は勤務態度が著しく不良で、労働者として不適格であると認め

られたとき。
⑥ 第66条第2項に定める懲戒解雇事由に該当する事実が認められたとき。
⑦ 事業の運営上又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事由により、事業の縮小又は部

門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ他の職務への転換が困難なとき。
⑧ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があったとき。
2 前項の規定により労働者を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告をする。予告

しないときは、平均賃金の30日分以上の手当を解雇予告手当として支払う。ただし、
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①①基基本本情情報報

生生年年月月日日

社社会会保保険険

雇雇用用保保険険

②②退退職職時時手手続続

☐健康保険・厚生年金保険　被保険者資格喪失届 退職後5日以内

・本人及び扶養家族の保険証返却

☐健康保険　任意継続被保険者　資格取得申出書 退職後20日以内

・扶養を証明する書類等

【雇用保険】

☐雇用保険 ☐雇用保険　被保険者資格喪失届 退職後10日以内

☐雇用保険　被保険者離職証明書 退職後10日以内

・賃金台帳等

【税務事務】

☐給与所得の源泉徴収票

【その他】

☐退職証明書

☐退職金支給関係 ☐退職所得の受給に関する申告書

 退職者⾃⾝が健保組合に⼿続き
 すること

☐源泉徴収票発行

☐退職証明書発行依頼

退職時チェック表

【社会保険】

☐健康保険資格喪失

☐任意継続被保険者加入

（原則として本人が手続き）

☐雇用保険離職票発行

希望　・　希望なし

希望　・　希望なし

（　　　　）

（　　　　）

　　　年　　　月　　　日

任任意意継継続続

（（ふふりりががなな））

氏氏名名

退退職職後後

住住所所

離離職職票票交交付付

 〒

　　年　　　月　　　日（　　　歳）

加入　・　なし

加入　・　なし

部部署署

電電話話番番号号

携携帯帯

退退職職日日

【社内様式】退職時チェック表
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年 ⽉ ⽇ 

 殿 

 
会社名 
代表取締役          印 

 

 

退職証明書 
 
 
 労働基準法第 22 条に基づき、下記のとおり証明します。 
 

記 
 

１ 使⽤期間 
年 ⽉ ⽇〜 年 ⽉ ⽇ 
 

２ 業務の種類 
営業職 

 
３ その事業における地位 

⾸都圏営業部法⼈営業課 課⻑ 
 
４ 賃⾦ 

退職前年の年収：       円 
⽉給 
・基本給       円 
・営業⼿当      円 
・資格⼿当   円 

 
５ 退職の事由（解雇のときはその理由） 

⾃⼰都合退職 
 

以上 

【社内様式】退職証明書
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予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
3 前項の規定は、労働基準監督署長の認定を受けて労働者を第 65 条第 1 項第 4 号に定

める懲戒解雇にする場合又は次の各号のいずれかに該当する労働者を解雇する場合は
適用しない。
① 日々雇い入れられる労働者（ただし、1か月を超えて引き続き使用されるに至った者を

除く。
② 2か月以内の期間を定めて使用する労働者（ただし、その期間を超えて引き続き使用さ

れるに至った者を除く。）
③ 試用期間中の労働者（ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）

【社内様式】解雇予告通知書�
【モデル書式】退職事由に係るモデル退職証明書（記載例あり）

第8章　退職金
（退職金の支給）
第 54 条　勤続 年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより
退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続 年未満の者には退職金を支給しな
い。また、第65条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないこ
とがある。
2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再

雇用については退職金を支給しない。
（退職金の額）
第55条　退職金の額は、退職又は解雇の時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた下表の支
給率を乗じた金額とする。
2 第 9 条により休職する期間については、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年

数に算入しない。
（退職金の支払方法及び支払時期）
第56条　退職金は、支給事由の生じた日から〇か月以内に、退職した労働者（死亡による退職
の場合はその遺族）に対して支払う。

第9章　無期労働契約への転換
（無期労働契約への転換）
第57条　期間の定めのある労働契約（有期労働契約）で雇用する従業員のうち、通算契約期間
が5年を超える従業員は、別に定める様式で申込むことにより、現在締結している有期労働契約
の契約期間の末日の翌日から、期間の定めのない労働契約（無期労働契約）での雇用に転換する
ことができる。
2 前項の通算契約期間は、平成 25 年 4 月 1 日以降に開始する有期労働契約の契約期間

を通算するものとする。ただし、契約期間満了に伴う退職等により、労働契約が締結
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年 ⽉ ⽇ 

 
殿 

 

会社名 
代表取締役          印 

 
 
 

解雇予告通知書 
 
 

貴殿を下記の理由により  年  ⽉  ⽇付にて解雇いたします。 
なお、本通知⽇から解雇⽇までが 30 ⽇に満たない場合は、労働基準法第 20 条に基づく

解雇予告⼿当を⽀給します。 

 
記 

 
１ 解雇⽇ 

年 ⽉ ⽇ 
 
２ 解雇理由 

① 就業規則上の根拠：第  条  号に定めた〇〇〇〇に該当するため 
 
② 具体的な理由 
・ 
 
・ 
 
・ 

 
以上 

【社内様式】解雇予告通知書
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                  退退職職事事由由にに係係るるモモデデルル退退職職証証明明書書  

 
 

 

             殿 

 
 以下の事由により、あなたは当社を   年  月  日に退職したことを証明します。 
 
 
 
 
 
                                平成  年  月  日 

 
                    事業主氏名又は名称 
 
                    使 用 者 職 氏 名                   

 
 

 
① あなたの自己都合による退職（②を除く。） 
 
② 当社の勧奨による退職 
 
③ 定年による退職 
 
④ 契約期間の満了による退職 
 
⑤ 移籍出向による退職 
 
⑥ その他（具体的には          ）による退職 
 
⑦ 解 雇（別紙の理由による。） 
 

    ※ 該当する番号に○印を付けること。 
※ 解雇された労働者が解雇の理由を請求しない場合には、⑦の｢（別紙の理由による。）｣ 

を二重線で消し、別紙は交付しないこと。 
 

【モデル書式】退職事由に係るモデル退職証明書（記載例あり）①
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【 別 紙 】 太字部分は記載例 

 
ア、天災その他やむを得ない理由（具体的には、 

 
 

                 によって事業の継続が不可能になったこと。）による解雇 
 
 

イ、事業縮小等当社の都合（具体的には、当社が、事業縮小のため、S支店を閉鎖す

ることになり、他に適当な配置箇所もない状況 となったこと。）による解雇 

 
 

ウ、職務命令に対する違反行為（具体的には、あなたが 上長の指示及び命令（〇年〇月〇

日、〇年〇月△日）に対し、執拗に上長を侮辱し、これに反対し、職場秩序を

乱して業務を停滞させる妨害行為を したこと。）による解雇 

 
 

エ、業務について不正な行為（具体的には、あなたが 虚偽の伝票書類を作成して自己の

利益を謀り会社に損害を与える行為を したこと。）による解雇 

 
 

オ、相当長期間にわたる無断欠勤をしたこと等勤務不良であること（具体的には、あなたが 正当

な理由なく、引き続く１４日間の無断欠勤を したこと。）による解雇 

 
 
カ、その他（具体的には、 

 
 

                                     ）による解雇 
 

 ※該当するものに○印を付け、具体的な理由等を（  ）の中に記入すること。 

【モデル書式】退職事由に係るモデル退職証明書（記載例あり）②
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されていない期間が連続して 6 ヶ月以上ある従業員については、それ以前の契約期間
は通算契約期間に含めない。

3 この規則に定める労働条件は、第 1 項の規定により無期労働契約での雇用に転換した
後も引き続き適用する。ただし、無期労働契約へ転換した時の年齢が、第 49 条に規
定する定年年齢を超えていた場合は、当該従業員に係る定年は、満 _ 歳とし、定年に
達した日の属する月の末日をもって退職とする。

【モデル書式】無期労働契約転換申込書、無期労働契約転換申込み受理通知書�
【申請様式】第二種計画認定・変更申請書（様式第7号）記入例

第10章　安全衛生及び災害補償
（遵守事項）
第58条　会社は、労働者の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のために必要な
措置を講ずる。
2 労働者は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の

防止に努めなければならない。
3 労働者は安全衛生の確保のため、特に下記の事項を遵守しなければならない。

① 機械設備 、工具等 の 就業前点検 を 徹底 すること 。 また 、異常 を 認 めたときは 、 
速やかに会社に報告し、指示に従うこと。

② 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと。
③ 保護具の着用が必要な作業については、必ず着用すること。
④ 20歳未満の者は、喫煙可能な場所には立ち入らないこと。
⑤ 受動喫煙を望まない者を喫煙可能な場所に連れて行かないこと。
⑥ 立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。
⑦ 常に整理整頓に努め、通路、避難口又は消火設備のある所に物品を置かないこと。
⑧ 火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、 に報告し、その指

示に従うこと。
（健康診断）
第59条　労働者に対しては、採用の際及び毎年1回（深夜労働に従事する者は6か月ごとに1
回）、定期に健康診断を行う。
2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する労働者に対しては、特

別の項目についての健康診断を行う。
3 第 1 項及び前項の健康診断の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時

間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
（長時間労働者に対する面接指導）
第60条　会社は、労働者の労働時間の状況を把握する。
2 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申出により医師

による面接指導を行う。



第4章　モデル就業規則（厚生労働省）と運用

112

無期労働契約転換申込書 

 

            殿 

 

申出日     年  月  日 

 

申出者氏名        印 

 

 

私は、現在の有期労働契約の契約期間の末日までに通算契約期間が５年を超

えますので、労働契約法第 18 条第１項に基づき、期間の定めのない労働契約（無

期労働契約）への転換を申し込みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

無期労働契約転換申込み受理通知書 

 

            殿 
 

受理日     年  月  日 

 

職氏名          印 

 

 

あなたから     年   月   日に提出された無期労働契約転換申込書につ

いて受理しましたので通知します。 

参考様式 無期労働契約転換申込書・受理通知書の例 

【モデル書式】無期労働契約転換申込書、無期労働契約転換申込み受理通知書
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様式第７号

第二種計画認定・変更申請書（記入例）

○ 年 ○ 月 ○ 日

富山労働局長殿

１ 申請事業主

名称・氏名 株式会社 ○○商事
代表者氏名

（法人の場合）
代表取締役 ○○ ○○ 印

住所・所在地
〒(    - ) 電話番号 (       )

ＦＡＸ番号 (       )

２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容

□高年齢者雇用推進者の選任

□職業訓練の実施

□作業施設・方法の改善

□健康管理、安全衛生の配慮

□職域の拡大

□職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備

□職務等の要素を重視する賃金制度の整備

□勤務時間制度の弾力化

３ その他

□高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。

□65歳以上への定年の引き上げ

□継続雇用制度の導入

□希望者全員を対象

□経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24年法律第 78号）附則第３項

に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合

（記入上の注意）

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の□にチェッ

クして下さい。

２．「３ その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。

（添付書類）

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料（例：契約書

の雛形、就業規則等）

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する

基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみで可。）を含む。））

３．変更申請の場合は、認定されている計画の写し。








実施する措置を一つ以上チェックし、それを

実施することが分かる資料を添付します。

実施している高年齢者雇用確保措置をチェックし、

その措置を確認できる就業規則等を添付します。

【申請様式】第二種計画認定・変更申請書（様式第7号）記入例
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3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、
配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

（ストレスチェック）
第61条　労働者に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を
把握するための検査（ストレスチェック）を行う。
2 前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保

健師等が認めた労働者に対し、その者の申出により医師による面接指導を行う。
3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間

の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。
（労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い）
第62条　事業者は労働者の心身の状態に関する情報を適正に取り扱う。

（安全衛生教育）
第63条　労働者に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した場合、その従事
する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行う。
2 労働者は、安全衛生教育を受けた事項を遵守しなければならない。

（災害補償）
第64条　労働者が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、
労基法及び労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50 号）に定めるところにより災害補償を
行う。

第11章　職業訓練
（教育訓練）
第65条　会社は、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、労働者に対し、必
要な教育訓練を行う。
2 労働者は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない

限り教育訓練を受けなければならない。
3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも 週間前までに該当労働者に対し文書で通

知する。

第12章　表彰及び制裁
（表彰）
第66条　会社は、労働者が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
① 業務上有益な発明、考案を行い、会社の業績に貢献したとき。
② 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
③ 永年にわたり無事故で継続勤務したとき。
④ 社会的功績があり、会社及び労働者の名誉となったとき。
⑤ 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。また、賞状のほか賞金を授与する。
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（懲戒の種類）
第67条　会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分によ
り懲戒を行う。
① けん責

始末書を提出させて将来を戒める。
② 減給

始末書を提出させて減給する。ただし、減給は 1 回の額が平均賃金の 1 日分の 5 割を超え
ることはなく、また、総額が1賃金支払期における賃金総額の1割を超えることはない。

③ 出勤停止
始末書を提出させるほか、 日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。

④ 懲戒解雇
予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長

の認定を受けたときは、解雇予告手当（平均賃金の30日分）を支給しない。
（懲戒の事由）
第68条　労働者が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止と
する。
① 正当な理由なく無断欠勤が〇日以上に及ぶとき。
② 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をしたとき。
③ 過失により会社に損害を与えたとき。
④ 素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したとき。
⑤ 第11条、第12条、第13条、第14条、第15条に違反したとき。
⑥ その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度

その他情状によっては、第 51 条に定める普通解雇、前条に定める減給又は出勤停止
とすることがある。
① 重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
② 正当な理由なく無断欠勤が 日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
③ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、 回にわたって注意を受

けても改めなかったとき。
④ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
⑤ 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明

らかとなったとき（当該行為が軽微な違反である場合を除く。）。
⑦ 素行不良で著しく社内の秩序又は風紀を乱したとき。
⑧ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがな

いとき。
⑨ 第12条、第13条、第14条、第15条に違反し、その情状が悪質と認められるとき。
⑩ 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
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⑪ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求
め若しくは供応を受けたとき。

⑫ 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉
信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき。

⑬ 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務
の正常な運営を阻害したとき。

⑭ その他前各号に準ずる不適切な行為があったとき。

【社内規程】懲戒委員会規程�
【社内様式】始末書（例）

第13章　公益通報者保護
（公益通報者の保護）
第69条　会社は、労働者から組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報があっ
た場合には、別に定めるところにより処理を行う。

第14章　副業・兼業
（副業・兼業）
第70条　労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該業

務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制
限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

【指針】副業・兼業の促進に関するガイドライン� �
【モデル規程】「テレワーク就業規則」（在宅勤務規程）
「別紙1　テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト
（事業者用）」及び「別紙2　自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を
確認するためのチェックリスト（労働者用）」

附�則
（施行期日）
第1条　この規則は、_ 年 _ 月 _ 日から施行する。
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懲戒委員会規程 
 

 （⽬ 的） 
 第１条 この規程は、〇〇〇株式会社の従業員が、就業規則第  条（懲戒）の規定に該当
する場合、懲戒の種類その他を審議する⽬的で設置する懲戒委員会に関し必要な事項を定
めるものである。 
 （構成） 
 第２条 懲戒委員会は、取締役会の諮問機関と位置付け、社⻑を委員⻑とし、ほかに４名の
委員により構成する。 
 （１）取締役より１名 
 （２）営業本部⻑ 
 （３）⼈事部⻑ 
 （４）〇〇〇労働組合の推薦する者１名 
 （審議事項） 
 第３条 委員会は次の事項を審議する。 
 （1）懲戒処分の種類に関すること 
 （2）その他取締役会より諮問された事項 
 （弁明の機会の付与） 
 第４条 懲戒委員会は、審議に際して当事者に⼝頭⼜は書⾯による弁明の機会を与えなけ
ればならない。 
 （答申） 
 第５条 委員⻑は、審議の結果を、取締役会に対し答申する。 
 （守秘義務） 
 第６条 懲戒委員会の委員は、その職務上知り得た情報を漏らしてはならない。 
 （事務局） 
 第７条 委員会の事務は、総務部庶務課が⾏う。 

【社内規程】懲戒委員会規程
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年  月  日

代 表 取 締 役  

様  

所 属     

氏 名    印

始 末 書 （ 例 ）  

私 は 、  年  月  日 、 取 引 先 〇 〇 社 係 長 〇 〇 様 か ら 承 っ た

連 絡 事 項 に 係 る 伝 言 を 失 念 し て 〇 〇 営 業 課 長 に 連 絡 せ ず 帰 社 し ま し

た 。 そ れ に よ り 〇 〇 営 業 課 長 が 、 〇 〇 社 様 か ら ク レ ー ム を 受 け る こ

と と な り 、 営 業 の 機 会 を 逸 し て し ま い ま し た 。  

こ の こ と は 、 申 し 開 き で き な い 私 の ミ ス で あ り 、 深 く 反 省 を し て

お り ま す 。  

ま た 、 こ の こ と に よ り 会 社 に 多 大 な ご 迷 惑 を お か け し ま し た こ

と 、 深 く お 詫 び 申 し 上 げ ま す 。 か か る う え は 、 二 度 と こ の よ う な 不

始 末 を し な い よ う 努 め る と と も に 、 心 を 入 れ 替 え て 業 務 に 専 心 し て

参 る 所 存 で あ り ま す の で 、 今 回 は 寛 大 な ご 処 置 を 賜 り ま す よ う お 願

い 申 し 上 げ ま す 。  

こ の 度 の 不 始 末 に つ き ま し て は 、 本 書 を も ち ま し て 深 く お 詫 び 申

し 上 る 次 第 で ご ざ い ま す 。  

以  上

【社内様式】始末書（例）
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【指針】副業・兼業の促進に関するガイドライン ①
 

 目
次 １

副
業
・
兼
業
の
現
状

 ...
...

...
...
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...

...
...

...
...

...
...

...
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...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 
3 

２
副
業
・
兼
業
の
促
進

の
方

向
性

 ...
...
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...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 3
 

３
企
業
の
対
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16

 

（
４
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副
業
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兼
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関

す
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情
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表
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つ
い

て
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...

...
...

...
...
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...
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...
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４
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働
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の
対
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...

...
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...
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...
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...
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５
副
業
・
兼
業
に
関
わ

る
そ

の
他

の
制

度
に

つ
い

て
 ...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

 1
9 

（
１
）

労
災
保
険
の

給
付

（
休

業
補

償
、

障
害

補
償

、
遺

族
補

償
等

）
 ...

...
...

...
...

...
...

...
.. 

19
 

（
２
）

雇
用
保
険
、

厚
生

年
金

保
険

、
健

康
保

険
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. 1

9 

副
業

・
兼

業
の

促
進

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

平
成

年
１
月
策
定

（
令
和
２
年
９

月
改
定
）

（
令
和
４
年
７

月
改
定
）

厚
生
労
働
省
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【指針】副業・兼業の促進に関するガイドライン ②
 

 
留
意
点
：

①
就
業

時
間

が
長

く
な

る
可

能
性

が
あ

る
た

め
、

労
働

者
自

身
に

よ
る

就
業

時
間

や

健
康
の
管
理

も
一

定
程

度
必

要
で

あ
る

。

②
職
務

専
念

義
務

、
秘

密
保

持
義

務
、

競
業

避
止

義
務

を
意

識
す

る
こ

と
が

必
要

で

あ
る
。

③
１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

が
短

い
業

務
を

複
数

行
う

場
合

に
は

、
雇

用
保

険
等

の

適
用
が
な

い
場

合
が

あ
る

こ
と

に
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

【
企
業
】

メ
リ
ッ
ト
：

①
労

働
者

が
社

内
で

は
得

ら
れ

な
い

知
識

・
ス

キ
ル

を
獲

得
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

②
労
働
者
の

自
律

性
・

自
主

性
を

促
す

こ
と

が
で

き
る

。

③
優
秀
な

人
材

の
獲

得
・

流
出

の
防

止
が

で
き

、
競

争
力

が
向

上
す

る
。

④
労
働
者
が

社
外

か
ら

新
た

な
知

識
・
情

報
や

人
脈

を
入

れ
る

こ
と

で
、
事

業
機

会

の
拡
大
に
つ

な
が

る
。

留
意
点
：

①
必
要
な

就
業

時
間

の
把

握
・
管

理
や

健
康

管
理

へ
の

対
応

、
職

務
専

念
義

務
、
秘

密
保
持
義

務
、
競

業
避

止
義

務
を

ど
う

確
保

す
る

か
と

い
う

懸
念

へ
の

対
応

が
必

要

で
あ
る
。

（
２
）

人
生

年
時
代

を
迎

え
、
若

い
う

ち
か

ら
、
自

ら
の

希
望

す
る

働
き

方
を

選
べ

る
環

境

を
作

っ
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。
ま

た
、

副
業

・
兼

業
は

、
社

会
全

体
と

し
て

み
れ

ば
、

オ
ー
プ
ン
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン

や
起

業
の

手
段

と
し

て
も

有
効

で
あ

り
、
都

市
部

の
人

材
を

地
方

で
も
活
か
す
と
い
う

観
点

か
ら

地
方

創
生

に
も

資
す

る
面

も
あ

る
と

考
え

ら
れ

る
。

（
３
）

こ
れ
ら
を
踏
ま

え
る

と
、
労

働
者

が
副

業
・
兼

業
を

行
う

理
由

は
、
収

入
を

増
や

し
た

い
、

１
つ
の
仕
事
だ
け
で

は
生

活
で

き
な

い
、
自

分
が

活
躍

で
き

る
場

を
広

げ
る

等
さ

ま
ざ

ま
で

あ

り
、
業
種
や
職
種
に

よ
っ

て
仕

事
の

内
容

、
収

入
等

も
様

々
な

実
情

が
あ

る
が

、
自

身
の

能
力

を
一
企
業
に
と
ら
わ

れ
ず

に
幅

広
く

発
揮

し
た

い
、
ス

キ
ル

ア
ッ

プ
を

図
り

た
い

な
ど

の
希

望

を
持
つ
労
働
者
が
い

る
こ

と
か

ら
、
こ

う
し

た
労

働
者

に
つ

い
て

は
、
長

時
間

労
働

、
企

業
へ

の
労
務
提
供
上
の
支

障
や

業
務

上
の

秘
密

の
漏

洩
等

を
招

か
な

い
よ

う
留

意
し

つ
つ

、
雇

用
さ

れ
な
い
働
き
方
も
含

め
、
そ

の
希

望
に

応
じ

て
幅

広
く

副
業
・
兼

業
を

行
え

る
環

境
を

整
備

す

る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

ま
た
、
い
ず
れ
の

形
態

の
副

業
・

兼
業

に
お

い
て

も
、

労
働

者
の

心
身

の
健

康
の

確
保

、

ゆ
と
り
あ
る
生
活
の

実
現

の
観

点
か

ら
法

定
労

働
時

間
が

定
め

ら
れ

て
い

る
趣

旨
に

も
鑑

み
、
長
時
間
労
働
に

な
ら

な
い

よ
う

、
以

下
の

３
～

５
に

留
意

し
て

行
わ

れ
る

こ
と

が
必

要

で
あ
る
。

 

 １
副

業
・

兼
業

の
現

状

（
１

）
副

業
・

兼
業

を
希

望
す

る
者

は
年

々
増

加
傾

向
に

あ
る

。
副
業

・
兼
業

を
行

う
理

由
は

、

収
入
を

増
や

し
た

い
、
１

つ
の

仕
事

だ
け

で
は

生
活
で
き
な
い
、
自
分
が
活
躍
で
き
る
場
を
広

げ
る
、
様

々
な

分
野

の
人

と
つ

な
が

り
が

で
き

る
、
時
間
の
ゆ
と
り
が
あ
る
、
現
在
の
仕
事
で

必
要

な
能

力
を

活
用

・
向

上
さ

せ
る

等
さ

ま
ざ

ま
で

あ
り

、
ま

た
、

副
業

・
兼
業

の
形

態
も

、

正
社
員

、
パ

ー
ト
・
ア

ル
バ

イ
ト

、
会

社
役

員
、
起

業
に
よ
る
自
営
業
主
等
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

（
２

）
副

業
・
兼

業
に
関

す
る

裁
判

例
で

は
、
労

働
者

が
労
働
時
間
以
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に

利
用

す
る

か
は

、
基

本
的

に
は

労
働

者
の

自
由

で
あ
り
、
各
企
業
に
お
い
て
そ
れ
を
制
限
す
る

こ
と

が
許

さ
れ

る
の

は
、

例
え

ば
、

①
労

務
提

供
上

の
支

障
が

あ
る

場
合

②
業

務
上

の
秘

密
が

漏
洩

す
る

場
合

③
競

業
に

よ
り

自
社

の
利

益
が

害
さ

れ
る

場
合

④
自

社
の

名
誉

や
信

用
を

損
な

う
行

為
や

信
頼

関
係
を
破
壊
す
る
行
為
が
あ
る
場
合

に
該

当
す

る
場

合
と

解
さ

れ
て

い
る

。

（
３

）
厚

生
労

働
省

が
平

成
年

１
月

に
改

定
し

た
モ
デ
ル
就
業
規
則
に
お
い
て
も
、「

労
働
者

は
、

勤
務

時
間

外
に

お
い

て
、

他
の

会
社

等
の

業
務
に

従
事
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
」

と
さ
れ

て
い

る
。

２
副

業
・

兼
業

の
促

進
の

方
向

性

（
１

）
副

業
・

兼
業

は
、

労
働

者
と

企
業

そ
れ

ぞ
れ

に
メ
リ
ッ
ト
と
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。

【
労

働
者

】

メ
リ

ッ
ト

：

①
離

職
せ

ず
と

も
別

の
仕

事
に

就
く

こ
と
が
可
能

と
な
り
、

ス
キ
ル
や
経
験

を
得
る

こ
と

で
、

労
働

者
が

主
体

的
に

キ
ャ

リ
ア

を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
本

業
の

所
得

を
活

か
し

て
、

自
分

が
や

り
た
い

こ
と
に
挑
戦
で
き
、

自
己

実
現
を

追
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

③
所

得
が

増
加

す
る

。

④
本

業
を

続
け

つ
つ

、
よ

り
リ

ス
ク

の
小

さ
い
形

で
将
来
の
起
業
・
転
職
に

向
け
た

準
備

・
試

行
が

で
き

る
。

本
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
は

、
副

業
・
兼

業
を

希
望

す
る

者
が
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
中
、

安
心

し
て

副
業

・
兼

業
に

取
り

組
む

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
副

業
・

兼
業

の
場

合
に

お
け

る
労

働
時

間
管

理
や

健
康

管
理

等
に

つ
い

て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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【指針】副業・兼業の促進に関するガイドライン ③
 

 ３
企
業
の
対
応

（
１
）

基
本
的
な
考
え
方

裁
判
例
を
踏
ま
え
れ
ば

、
原

則
、
副

業
・
兼

業
を

認
め

る
方

向
と

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。

副
業
・
兼
業
を
禁
止
、
一

律
許

可
制

に
し

て
い

る
企

業
は

、
副

業
・
兼

業
が

自
社

で
の

業
務

に

支
障
を
も
た
ら
す
も
の

か
ど

う
か

を
今

一
度

精
査

し
た

う
え

で
、
そ

の
よ

う
な

事
情

が
な

け
れ

ば
、
労
働
時
間
以
外
の

時
間

に
つ

い
て

は
、
労

働
者

の
希

望
に

応
じ

て
、
原

則
、
副

業
・
兼

業

を
認
め
る
方
向
で
検
討

す
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。

実
際
に
副
業
・
兼
業

を
進

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
労

働
者

と
企

業
の

双
方

が
納

得
感

を
持

っ

て
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ

う
、
企

業
と

労
働

者
と

の
間

で
十

分
に

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

と
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
な

お
、
副

業
・
兼

業
に

係
る

相
談

、
自

己
申

告
等

を
行

っ
た

こ
と

に
よ
り
不
利
益
な
取
扱

い
を

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。
加

え
て

、
企

業
の

副
業
・
兼

業
の

取
組

を
公
表
す
る
こ
と
に
よ

り
、
労

働
者

の
職

業
選

択
を

通
じ

て
、
多

様
な

キ
ャ

リ
ア

形
成

を
促

進

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い

。

ま
た
、
労
働
契
約
法

第
３

条
第

４
項

に
お

い
て

、「
労

働
者

及
び

使
用

者
は

、
労

働
契

約
を

遵

守
す
る
と
と
も
に
、
信

義
に

従
い

誠
実

に
、
権

利
を

行
使

し
、
及

び
義

務
を

履
行

し
な

け
れ

ば

な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
て

い
る

（
信

義
誠

実
の

原
則

）
。

信
義
誠
実
の
原
則
に
基

づ
き

、
使

用
者

及
び

労
働

者
は

、
労

働
契

約
上

の
主

た
る

義
務
（

使

用
者
の
賃
金
支
払
義
務
、
労

働
者

の
労

務
提

供
義

務
）
の

ほ
か

に
、
多

様
な

付
随

義
務

を
負

っ

て
い
る
。

副
業
・
兼
業
の
場
合
に

は
、

以
下

の
点

に
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

ア
安
全
配
慮
義
務

労
働

契
約

法
第

５
条

に
お

い
て

、
「

使
用

者
は

、
労

働
契

約
に

伴
い

、
労

働
者

が
そ

の
生

命
、
身
体
等
の
安
全

を
確

保
し

つ
つ

労
働

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
必

要
な

配
慮

を
す

る

も
の
と
す
る
。
」
と

さ
れ

て
お

り
（

安
全

配
慮

義
務

）
、

副
業

・
兼

業
の

場
合

に
は

、
副

業
・

兼
業
を
行
う
労
働
者
を

使
用

す
る

全
て

の
使

用
者

が
安

全
配

慮
義

務
を

負
っ

て
い

る
。

副
業
・
兼
業
に
関

し
て

問
題

と
な

り
得

る
場

合
と

し
て

は
、
使

用
者

が
、
労

働
者

の
全

体

と
し
て
の
業
務
量
・
時

間
が

過
重

で
あ

る
こ

と
を

把
握

し
な

が
ら

、
何

ら
の

配
慮

を
し

な
い

ま
ま
、
労
働
者
の
健

康
に

支
障

が
生

ず
る

に
至

っ
た

場
合

等
が

考
え

ら
れ

る
。

こ
の
た
め
、

・
就
業
規
則
、
労

働
契

約
等
（

以
下

こ
の
（

１
）
に

お
い

て
「

就
業

規
則

等
」
と

い
う

。
）

に
お
い
て
、
長
時
間

労
働

等
に

よ
っ

て
労

務
提

供
上

の
支

障
が

あ
る

場
合

に
は

、
副

業
・

兼
業
を
禁
止
又
は
制

限
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

し
て

お
く

こ
と

・
副
業
・
兼
業
の
届

出
等

の
際

に
、
副

業
・
兼

業
の

内
容

に
つ

い
て

労
働

者
の

安
全

や
健

康
に
支
障
を
も
た

ら
さ

な
い

か
確

認
す

る
と

と
も

に
、
副

業
・
兼

業
の

状
況

の
報

告
等

に

つ
い
て
労
働
者
と

話
し

合
っ

て
お

く
こ

と

・
副
業
・
兼
業
の

開
始

後
に

、
副

業
・
兼

業
の

状
況

に
つ

い
て

労
働

者
か

ら
の

報
告

等
に

よ
り
把
握
し
、
労

働
者

の
健

康
状

態
に

問
題

が
認

め
ら

れ
た

場
合

に
は

適
切

な
措

置
を

講

 

 
な
お

、
労

働
基

準
法

（
以

下
「

労
基

法
」

と
い

う
。
）
の
労
働
時
間
規
制
、
労
働
安
全
衛
生

法
の
安

全
衛

生
規

制
等

を
潜

脱
す

る
よ

う
な

形
態

や
、
合
理
的
な
理
由
な
く
労
働
条
件
等
を

労
働
者

の
不

利
益

に
変

更
す

る
よ

う
な

形
態

で
行

わ
れ
る
副
業
・
兼
業
は
、
認
め
ら
れ
ず
、

違
法
な

偽
装

請
負

の
場

合
や

、
請

負
で

あ
る

か
の

よ
う
な
契
約
と
し
て
い
る
が
実
態
は
雇
用

契
約
だ

と
認

め
ら

れ
る

場
合

等
に

お
い

て
は

、
就

労
の
実
態
に
応
じ
て
、

労
基
法
、
労
働
安

全
衛
生

法
等

に
お

け
る

使
用

者
責

任
が

問
わ

れ
る

。
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エ
誠
実
義
務

誠
実
義
務
に
基
づ
き

、
労

働
者

は
秘

密
保

持
義

務
、
競

業
避

止
義

務
を

負
う

ほ
か

、
使

用

者
の
名
誉
・
信
用
を
毀

損
し

な
い

な
ど

誠
実

に
行

動
す

る
こ

と
が

要
請

さ
れ

る
。

こ
の
た
め
、

・
就
業
規
則
等
に

お
い

て
、
自

社
の

名
誉

や
信

用
を

損
な

う
行

為
や

、
信

頼
関

係
を

破
壊

す
る
行
為
が
あ
る
場

合
に

は
、
副

業
・
兼

業
を

禁
止
又

は
制

限
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と

と
し
て
お
く
こ
と

・
副
業
・
兼
業
の

届
出

等
の

際
に

、
そ

れ
ら

の
お

そ
れ

が
な

い
か

確
認

す
る

こ
と

等
が
考
え
ら
れ
る
。

オ
副
業
・
兼
業
の
禁

止
又

は
制

限

（
ア
）

副
業
・
兼
業

に
関

す
る

裁
判

例
に

お
い

て
は

、

・
労
働
者
が
労
働

時
間

以
外

の
時

間
を

ど
の

よ
う

に
利

用
す

る
か

は
、
基

本
的

に
は

労

働
者
の
自
由
で

あ
る

こ
と

・
例
外
的
に
、
労

働
者

の
副

業
・
兼

業
を

禁
止

又
は

制
限

す
る

こ
と

が
で

き
る

と
さ

れ

た
場
合
と
し
て

は

①
労
務
提
供
上

の
支

障
が

あ
る

場
合

②
業
務
上
の

秘
密

が
漏

洩
す

る
場

合

③
競
業
に
よ

り
自

社
の

利
益

が
害

さ
れ

る
場

合

④
自
社
の
名

誉
や

信
用

を
損

な
う

行
為

や
信

頼
関

係
を

破
壊

す
る

行
為

が
あ

る
場

合

が
認
め
ら
れ
て
い

る
。

こ
の
た
め
、
就

業
規

則
に

お
い

て
、

・
原
則
と
し
て
、

労
働

者
は

副
業

・
兼

業
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

こ
と

・
例
外
的
に
、
上

記
①

～
④

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
副

業
・
兼

業
を

禁

止
又
は
制
限
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

し
て

お
く

こ
と

等
が
考
え
ら
れ
る
。

（
イ
）

な
お
、
副
業
・
兼

業
に

関
す

る
裁

判
例

に
お

い
て

は
、
就

業
規

則
に

お
い

て
労

働
者

が
副
業
・
兼
業
を

行
う

際
に

許
可

等
の

手
続

を
求

め
、
こ

れ
へ

の
違

反
を

懲
戒

事
由

と
し

て
い
る
場
合
に
お

い
て

、
形

式
的

に
就

業
規

則
の

規
定

に
抵

触
し

た
と

し
て

も
、
職

場
秩

序
に
影
響
せ
ず
、
使

用
者

に
対

す
る

労
務

提
供

に
支

障
を

生
ぜ

し
め

な
い

程
度
・
態

様
の

も
の
は
、
禁
止
違

反
に

当
た

ら
な

い
と

し
、

懲
戒

処
分

を
認

め
て

い
な

い
。

こ
の
た
め
、
労
働

者
の

副
業
・
兼

業
が

形
式

的
に

就
業

規
則

の
規

定
に

抵
触

す
る

場
合

で
あ
っ
て
も
、
懲
戒

処
分

を
行

う
か

否
か

に
つ

い
て

は
、
職

場
秩

序
に

影
響

が
及

ん
だ

か

否
か
等
の
実
質
的
な

要
素

を
考

慮
し

た
上

で
、
あ

く
ま

で
も

慎
重

に
判

断
す

る
こ

と
が

考

 

 
ず
る

こ
と

等
が
考

え
ら

れ
る

。

イ
秘

密
保

持
義

務

労
働

者
は

、
使

用
者

の
業

務
上

の
秘

密
を

守
る

義
務
を
負
っ
て
い
る
（
秘
密
保
持
義
務
）
。

副
業
・
兼

業
に

関
し

て
問

題
と

な
り

得
る

場
合

と
し
て
は
、
自
ら
使
用
す
る
労
働
者
が
業

務
上

の
秘

密
を

他
の

使
用

者
の

下
で

漏
洩

す
る

場
合

や
、
他
の
使
用
者
の
労
働
者
（
自
ら
の

労
働

者
が

副
業

・
兼

業
と

し
て

他
の

使
用

者
の

労
働

者
で

あ
る

場
合

を
含

む
。
）

が
他

の
使

用
者

の
業

務
上

の
秘

密
を

自
ら

の
下

で
漏

洩
す

る
場

合
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

た
め

、

・
就

業
規

則
等

に
お

い
て

、
業

務
上

の
秘

密
が

漏
洩
す
る
場
合
に
は
、
副
業
・
兼
業
を
禁

止
又

は
制

限
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

し
て

お
く
こ
と

・
副

業
・
兼

業
を

行
う

労
働

者
に

対
し

て
、
業

務
上
の
秘
密
と
な
る
情
報
の
範
囲
や
、
業

務
上

の
秘

密
を

漏
洩

し
な

い
こ

と
に

つ
い

て
注

意
喚
起
す
る
こ
と

等
が

考
え

ら
れ

る
。

ウ
競

業
避

止
義

務

労
働

者
は

、
一

般
に

、
在

職
中

、
使

用
者

と
競

合
す
る
業
務
を
行
わ
な
い
義
務
を
負
っ
て

い
る

と
解

さ
れ

て
い

る
（

競
業

避
止

義
務

）
。

副
業
・
兼

業
に

関
し

て
問

題
と

な
り

得
る

場
合

と
し
て
は
、
自
ら
使
用
す
る
労
働
者
が
他

の
使
用

者
の

下
で

も
労

働
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、
自
ら
に
対
し
て
当
該
労
働
者
が
負
う
競
業

避
止
義

務
違

反
が

生
ず

る
場

合
や

、
他

の
使

用
者

の
労
働
者
を
自
ら
の
下
で
も
労
働
さ
せ
る

こ
と
に

よ
っ

て
、
他

の
使

用
者

に
対

し
て

当
該

労
働
者
が
負
う
競
業
避
止
義
務
違
反
が
生
ず

る
場
合

が
考

え
ら

れ
る

。

し
た

が
っ

て
、
使

用
者

は
、
競

業
避

止
の

観
点

か
ら
、
労
働
者
の
副
業
・
兼
業

を
禁
止
又

は
制

限
す

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
競

業
避

止
義

務
は

、
使
用
者
の
正
当
な
利
益
を
不
当
に
侵

害
し

て
は

な
ら

な
い

こ
と

を
内

容
と

す
る

義
務

で
あ
り
、
使
用
者
は
、
労
働
者
の
自
ら
の
事

業
場

に
お

け
る

業
務

の
内

容
や

副
業
・
兼

業
の

内
容
等
に
鑑
み
、
そ
の
正
当
な
利
益
が
侵
害

さ
れ

な
い

場
合

に
は

、
同

一
の

業
種
・
職

種
で

あ
っ

て
も
、
副
業
・
兼
業
を
認

め
る
べ
き
場

合
も

考
え

ら
れ

る
。

こ
の

た
め

、

・
就

業
規

則
等

に
お

い
て

、
競

業
に

よ
り

、
自

社
の

正
当

な
利

益
を

害
す

る
場

合
に

は
、

副
業

・
兼

業
を

禁
止

又
は

制
限

す
る

こ
と

が
で

き
る
こ
と
と
し
て
お
く
こ
と

・
副

業
・
兼

業
を

行
う

労
働

者
に

対
し

て
、
禁

止
さ
れ
る
競
業
行
為
の
範
囲
や
、
自
社
の

正
当

な
利

益
を

害
し

な
い

こ
と

に
つ

い
て

注
意

喚
起

す
る
こ
と

・
他

社
の

労
働

者
を

自
社

で
も

使
用

す
る

場
合

に
は
、
当
該
労
働
者
が
当
該
他
社
に
対
し

て
負

う
競

業
避

止
義

務
に

違
反

し
な

い
よ

う
確

認
や
注
意
喚
起
を
行
う
こ
と

等
が

考
え

ら
れ

る
。
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に

つ
い

て
は

そ
の

適
用

に
お

い
て

自
ら

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時
間

及
び

他
の

使
用

者
の
事
業
場
に
お
け

る
労

働
時

間
が

通
算

さ
れ

る
。

な
お
、
労
働
時
間
を

通
算

し
て

法
定

労
働

時
間

を
超

え
る

場
合

に
は

、
長

時
間

の
時

間

外
労
働
と
な
ら
な
い
よ

う
に

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

（
ウ
）

通
算
さ
れ
な
い

規
定

時
間
外
労
働
（
労

基
法

第
条

）
の

う
ち

、
労

基
法

第
条

第
１

項
の

協
定
（

以
下

「
協
定
」
と
い
う

。
）
に

よ
り

延
長

で
き

る
時

間
の

限
度

時
間
（

同
条

第
４

項
）
、

協

定
に

特
別

条
項

を
設

け
る

場
合

の
１

年
に

つ
い

て
の

延
長

時
間

の
上

限
（

同
条

第
５

項
）

に
つ
い
て
は
、
個
々
の

事
業

場
に

お
け

る
協

定
の

内
容

を
規

制
す

る
も

の
で

あ
り

、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
場
に

お
け

る
延

長
時

間
を

定
め

る
こ

と
と

な
る

。

ま
た
、

協
定
に
お

い
て

定
め

る
延

長
時

間
が

事
業

場
ご

と
の

時
間

で
定

め
ら

れ
て

い

る
こ
と
か
ら
、
そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
場

に
お

け
る

時
間

外
労

働
が

協
定

に
定
め

た
延

長

時
間
の
範
囲
内
で
あ
る

か
否

か
に

つ
い

て
は

、
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
と

他

の
使
用
者
の
事
業
場
に

お
け

る
労

働
時

間
と

は
通

算
さ

れ
な

い
。

休
憩
（
労
基
法
第

条
）
、
休

日
（

労
基

法
第

条
）
、
年

次
有

給
休

暇
（

労
基

法
第

条
）
に
つ
い
て
は
、
労

働
時

間
に

関
す

る
規

定
で

は
な

く
、
そ

の
適

用
に

お
い

て
自

ら

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時
間

及
び

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
は

通

算
さ
れ
な
い
。

イ
副
業
・
兼
業
の
確
認

（
ア
）

副
業
・
兼
業

の
確

認
方

法

使
用
者
は
、
労
働
者

か
ら

の
申

告
等

に
よ

り
、
副

業
・
兼

業
の

有
無
・
内

容
を

確
認

す

る
。 そ
の
方
法
と
し
て
は

、
就

業
規

則
、
労

働
契

約
等

に
副

業
・
兼

業
に

関
す

る
届
出

制
を

定
め
、
既
に
雇
い
入
れ

て
い

る
労

働
者

が
新

た
に

副
業
・
兼

業
を

開
始

す
る

場
合

の
届

出

や
、
新
た
に
労
働
者
を

雇
い

入
れ

る
際

の
労

働
者

か
ら

の
副

業
・
兼

業
に

つ
い

て
の

届
出

に
基
づ
く
こ
と
等
が
考

え
ら

れ
る

。

使
用
者
は
、
副
業
・
兼

業
に

伴
う

労
務

管
理

を
適

切
に

行
う

た
め

、
届

出
制

な
ど

副
業
・

兼
業
の
有
無
・
内
容
を

確
認

す
る

た
め

の
仕

組
み

を
設

け
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

（
イ
）

労
働
者
か
ら
確
認

す
る

事
項

副
業

・
兼

業
の

内
容

と
し

て
確

認
す

る
事

項
と

し
て

は
、

次
の

も
の

が
考

え
ら

れ
る

。

・
他
の
使
用
者
の

事
業

場
の

事
業

内
容

・
他
の
使
用
者
の
事

業
場

で
労

働
者

が
従

事
す

る
業

務
内

容

・
労
働
時
間
通
算

の
対

象
と

な
る

か
否

か
の

確
認

労
働

時
間

通
算

の
対

象
と

な
る

場
合

に
は

、
併

せ
て

次
の

事
項

に
つ

い
て

確
認

し
、

各
々
の
使
用
者
と
労
働

者
と

の
間

で
合

意
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

。

 

 
え

ら
れ

る
。

（
２

）
労

働
時

間
管

理

労
基

法
第

条
第

１
項
で

は
「

労
働

時
間

は
、

事
業
場
を
異
に
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、

労
働

時
間

に
関

す
る

規
定

の
適

用
に

つ
い

て
は

通
算

す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、「

事
業
場

を
異

に
す

る
場

合
」
と

は
事

業
主

を
異

に
す

る
場

合
を
も
含
む
（
労
働
基
準
局
長
通
達
（

昭
和

年
５

月
日

付
け

基
発

第
号

）
）

と
さ

れ
て

い
る
。

労
働

者
が

事
業

主
を

異
に

す
る

複
数

の
事

業
場

で
労
働

す
る

場
合

に
お

け
る

労
基

法
第

条
第

１
項

の
規

定
の

解
釈

・
運

用
に

つ
い

て
は

、
次

の
と
お
り
で
あ
る

。

ア
労

働
時

間
の

通
算

が
必

要
と

な
る

場
合

（
ア

）
労

働
時

間
が

通
算

さ
れ

る
場

合

労
働

者
が

、
事

業
主

を
異

に
す

る
複

数
の

事
業

場
に
お

い
て

、
「

労
基

法
に

定
め

ら
れ

た
労

働
時

間
規

制
が

適
用

さ
れ

る
労

働
者

」
に

該
当
す
る
場
合
に
、
労
基
法
第

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
そ

れ
ら

の
複

数
の

事
業

場
に
お

け
る

労
働

時
間

が
通

算
さ

れ
る

。

次
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
場

合
は

、
そ

の
時

間
は
通
算
さ
れ
な
い
。

・
労

基
法

が
適

用
さ

れ
な

い
場

合
（

例
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
、
独
立
、
起
業
、
共

同
経
営
、

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

、
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

、
顧

問
、
理
事
、
監
事
等
）

・
労

基
法

は
適

用
さ

れ
る

が
労

働
時

間
規

制
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
（
農
業
・
畜
産
業
・

養
蚕

業
・
水

産
業

、
管

理
監

督
者
・
機

密
事

務
取
扱

者
、
監
視
・
断
続
的
労
働
者
、
高

度
プ

ロ
フ

ェ
ッ

シ
ョ

ナ
ル

制
度

）

な
お

、
こ

れ
ら

の
場

合
に

お
い

て
も

、
過

労
等

に
よ
り
業
務
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う

に
す

る
観

点
か

ら
、
そ

の
者

か
ら

の
申

告
等

に
よ
り
就
業
時
間
を
把
握
す
る
こ
と
等
を
通

じ
て

、
就

業
時

間
が

長
時

間
に

な
ら

な
い

よ
う

配
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
イ

）
通

算
し

て
適

用
さ

れ
る

規
定

法
定

労
働

時
間

（
労

基
法

第
条

）
に

つ
い
て
、
そ
の
適
用
に
お
い
て
自
ら
の
事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
及

び
他

の
使

用
者

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時
間

が
通

算
さ

れ

る
。 時

間
外

労
働

（
労

基
法

第
条

）
の

う
ち

、
時
間
外
労
働
と
休
日
労
働
の
合
計
で
単

月
時

間
未

満
、

複
数

月
平

均
時

間
以

内
の

要
件
（
同
条
第
６
項
第
２
号
及
び
第

３
号

）
に

つ
い

て
は

、
労

働
者

個
人

の
実

労
働

時
間
に
着
目
し
、
当
該
個
人
を
使
用
す
る

使
用

者
を

規
制

す
る

も
の

で
あ

り
、
そ

の
適

用
に

お
い
て
自
ら
の
事
業
場
に
お
け
る
労
働

時
間

及
び

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時
間
が
通
算
さ
れ
る
。

時
間

外
労

働
の

上
限

規
制

（
労

基
法

第
条
第
３
項
か
ら
第
５
項
ま
で
及
び
第
６
項

（
第

２
号

及
び

第
３

号
に

係
る

部
分

に
限

る
。
）
）

が
適
用
除
外
（
同
条
第

項
）
又
は

適
用

猶
予
（

労
基

法
第

条
第

２
項

、
第

条
第
２
項
、
第

条
第
４
項
若
し
く

は
第

条
）
さ

れ
る

業
務
・
事

業
に

つ
い

て
も
、
法
定
労
働
時
間
（
労
基
法
第

条
）
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制
度
に
お
け
る
法

定
労

働
時

間
を

超
え

る
部

分
の

有
無

を
確

認
す

る
。

ｂ
通
算
し
て
時
間

外
労

働
と

な
る

部
分

自
ら

の
事

業
場

に
お

け
る

所
定

労
働

時
間

と
他

の
使

用
者

の
事

業
場

に
お

け
る

所

定
労
働
時
間
と

を
通

算
し

て
、
自

ら
の

事
業

場
の

労
働

時
間

制
度

に
お

け
る

法
定

労
働

時
間
を
超
え
る

部
分

が
あ

る
場

合
は

、
時

間
的

に
後

か
ら

労
働

契
約

を
締

結
し

た
使

用

者
に

お
け

る
当

該
超

え
る

部
分

が
時

間
外

労
働

と
な

り
、

当
該

使
用

者
に

お
け

る

協
定
で
定
め
る
と

こ
ろ

に
よ

っ
て

行
う

こ
と

と
な

る
。

ｃ
所
定
労
働
時
間

の
把

握

他
の
使
用
者
の

事
業

場
に

お
け

る
所

定
労

働
時

間
は

、
イ
（

イ
）
の

と
お

り
、
副
業
・

兼
業
の
確
認
の
際

に
把

握
し

て
お

く
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

（
ウ
）

副
業
・
兼
業
の

開
始

後
（

所
定

外
労

働
時

間
の

通
算

）

ａ
所
定
外
労
働

時
間

の
通

算

（
イ
）
の
所
定
労

働
時

間
の

通
算

に
加

え
て

、
副

業
・
兼

業
の

開
始

後
に

、
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
所

定
外

労
働

時
間

と
他

の
使

用
者

の
事

業
場

に
お

け
る

所
定

外
労

働
時
間
と
を
当

該
所

定
外

労
働

が
行

わ
れ

る
順

に
通

算
し

て
、
自

ら
の

事
業

場
の

労
働

時
間
制
度
に
お

け
る

法
定

労
働

時
間

を
超

え
る

部
分

の
有

無
を

確
認

す
る

。

※
自
ら
の
事

業
場

で
所

定
外

労
働

が
な

い
場

合
は

、
所

定
外

労
働

時
間

の
通

算
は

不

要
で
あ
る
。

※
自
ら
の
事
業

場
で

所
定

外
労

働
が

あ
る

が
、
他

の
使

用
者

の
事

業
場

で
所

定
外

労

働
が

な
い

場
合

は
、

自
ら

の
事

業
場

の
所

定
外

労
働

時
間

を
通

算
す

れ
ば

足
り

る
。

ｂ
通
算
し
て
時

間
外

労
働

と
な

る
部

分

所
定
労
働
時

間
の

通
算

に
加

え
て

、
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
所

定
外

労
働

時
間

と

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
所

定
外

労
働

時
間

と
を

当
該

所
定

外
労

働
が

行
わ

れ
る
順
に
通
算

し
て

、
自

ら
の

事
業

場
の

労
働

時
間

制
度

に
お

け
る

法
定

労
働

時
間

を

超
え
る
部
分
が

あ
る

場
合

は
、

当
該

超
え

る
部

分
が

時
間

外
労

働
と

な
る

。

各
々
の
使
用

者
は

、
通

算
し

て
時

間
外

労
働

と
な

る
時

間
の

う
ち

、
自

ら
の

事
業

場

に
お
い
て
労
働

さ
せ

る
時

間
に

つ
い

て
は

、
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
協
定

の
延

長
時
間
の
範
囲
内

と
す

る
必

要
が

あ
る

。

各
々
の
使
用

者
は

、
通

算
し

て
時

間
外

労
働

と
な

る
時

間
（

他
の

使
用

者
の

事
業

場

に
お

け
る

労
働

時
間

を
含

む
。
）

に
よ

っ
て

、
時

間
外

労
働

と
休

日
労

働
の

合
計

で
単

月
時
間
未

満
、
複

数
月

平
均

時
間

以
内

の
要

件
（

労
基

法
第

条
第

６
項

第

２
号
及
び
第
３
号

）
を

遵
守

す
る

よ
う

、
１

か
月

単
位

で
労

働
時

間
を

通
算

管
理

す
る

必
要
が
あ
る
。

 

 
・

他
の

使
用

者
と

の
労

働
契

約
の

締
結

日
、

期
間

・
他

の
使

用
者

の
事

業
場

で
の

所
定

労
働

日
、

所
定
労
働
時
間
、
始
業
・
終
業
時
刻

・
他

の
使

用
者

の
事

業
場

で
の

所
定

外
労

働
の

有
無
、
見
込
み
時
間
数
、
最
大
時
間
数

・
他

の
使

用
者

の
事

業
場

に
お

け
る

実
労

働
時

間
等
の
報
告
の
手
続

・
こ

れ
ら

の
事

項
に

つ
い

て
確

認
を

行
う

頻
度

ウ
労

働
時

間
の

通
算

（
ア

）
基

本
的

事
項

ａ
労

働
時

間
を

通
算

管
理

す
る

使
用

者

副
業
・
兼

業
を

行
う

労
働

者
を

使
用

す
る

全
て

の
使
用
者
（
ア
（
ア
）
に
お
い
て
労

働
時

間
が

通
算

さ
れ

な
い

場
合

と
し

て
掲

げ
ら

れ
て

い
る

業
務

等
に

係
る

も
の

を
除

く
。
）
は

、
労

基
法

第
条

第
１

項
の

規
定

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
自
ら
の
事
業
場
に

お
け

る
労

働
時

間
と

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
と

を
通

算
し

て
管

理
す

る
必

要
が

あ
る

。

ｂ
通

算
さ

れ
る

労
働

時
間

労
基

法
第

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
労

働
時
間
の
通
算
は
、
自
ら
の
事
業
場
に

お
け

る
労

働
時

間
と

労
働

者
か

ら
の

申
告

等
に

よ
り

把
握

し
た

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
と

を
通

算
す

る
こ

と
に

よ
っ
て
行
う
。

ｃ
基

礎
と

な
る

労
働

時
間

制
度

労
基

法
第

条
第

１
項
の

規
定

に
よ

る
労

働
時
間
の
通
算
は
、
自
ら
の
事
業
場
に

お
け

る
労

働
時

間
制

度
を

基
に

、
労

働
者

か
ら

の
申
告
等
に
よ
り
把
握
し
た
他
の
使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
と

通
算

す
る

こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

週
の

労
働

時
間

の
起

算
日

又
は

月
の

労
働

時
間
の
起
算
日
が
、
自
ら
の
事
業
場
と
他

の
使

用
者

の
事

業
場

と
で

異
な

る
場

合
に

つ
い

て
も
、
自
ら
の
事
業
場
の
労
働
時
間
制

度
に

お
け

る
起

算
日

を
基

に
、
そ

こ
か

ら
起

算
し

た
各
期
間
に
お
け
る
労
働
時
間
を
通

算
す

る
。

ｄ
通

算
し

て
時

間
外

労
働

と
な

る
部

分

自
ら

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時
間

と
他

の
使

用
者

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時

間
と

を
通

算
し

て
、
自

ら
の

事
業

場
の

労
働

時
間

制
度
に
お
け
る
法
定
労
働
時
間
を
超

え
る

部
分

が
、

時
間

外
労

働
と

な
る

。

（
イ

）
副

業
・

兼
業

の
開

始
前

（
所

定
労

働
時

間
の

通
算
）

ａ
所

定
労

働
時

間
の

通
算

副
業
・
兼

業
の

開
始

前
に

、
自

ら
の

事
業

場
に

お
け
る
所
定
労
働
時
間
と
他
の
使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
所

定
労

働
時

間
と

を
通

算
し
て
、
自
ら
の
事
業
場
の
労
働
時
間
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条
第
１
項
）
。

オ
簡
便
な
労
働
時
間

管
理

の
方

法

（
ア
）

趣
旨

副
業
・
兼
業
の
場
合

の
労
働

時
間

管
理

の
在

り
方

に
つ

い
て

は
上

記
の

と
お

り
で

あ
る

が
、
例
え
ば
、
副
業
・
兼

業
の

日
数

が
多

い
場

合
や

、
自

ら
の

事
業

場
及

び
他

の
使

用
者

の
事
業
場
の
双
方

に
お

い
て

所
定

外
労

働
が

あ
る

場
合

等
に

お
い

て
は

、
労

働
時

間
の

申

告
等
や
通
算
管
理

に
お

い
て

、
労

使
双

方
に

手
続

上
の

負
担

が
伴

う
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

こ
の
た
め
、
副

業
・
兼

業
の

場
合

の
労

働
時

間
管

理
の

在
り

方
に

つ
い

て
、
上

記
に

よ

る
こ
と
の
ほ
か
に

、
労

働
時

間
の

申
告

等
や

通
算

管
理

に
お

け
る

労
使

双
方

の
手

続
上

の

負
担
を
軽
減
し
、
労
基

法
に

定
め

る
最

低
労

働
条

件
が

遵
守

さ
れ

や
す

く
な

る
簡

便
な

労

働
時
間
管
理
の
方

法
（

以
下
「

管
理

モ
デ

ル
」
と

い
う

。
）
と

し
て

、
以

下
の

方
法

に
よ

る

こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。

（
イ
）

管
理
モ
デ
ル

の
枠

組
み

管
理
モ
デ
ル
は
、
副

業
・
兼

業
の

開
始

前
に

、
当

該
副

業
・
兼

業
を

行
う

労
働

者
と

時

間
的
に
先
に
労
働
契

約
を

締
結

し
て

い
た

使
用

者
（

以
下
「

使
用

者
Ａ

」
と

い
う

。
）
の

事

業
場

に
お

け
る

法
定

外
労

働
時

間
と

時
間

的
に

後
か

ら
労

働
契

約
を

締
結

し
た

使
用

者

（
以
下
「
使
用
者
Ｂ

」
と

い
う

。
）
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
（

所
定

労
働

時
間

及
び

所
定
外
労
働
時
間
）

と
を

合
計

し
た

時
間

数
が

単
月

時
間

未
満

、
複

数
月

平
均

時
間
以
内
と
な
る

範
囲

内
に

お
い

て
、
各

々
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
の

上
限
を
そ
れ
ぞ
れ

設
定

し
、
各

々
の

使
用

者
が

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

範
囲

内
で

労
働

さ
せ

る
こ

と
と
す
る
も
の
で

あ
る

こ
と

。
ま

た
、
使

用
者

Ａ
は
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
法

定
外

労

働
時
間
の
労
働
に

つ
い

て
、
使

用
者

Ｂ
は

自
ら

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時
間

の
労

働
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
協

定
の

延
長

時
間

の
範

囲
内

と
し

、

割
増
賃
金
を
支
払

う
こ

と
と

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

こ
れ

に
よ

り
、

使
用

者
Ａ

及
び

使
用

者
Ｂ

は
、

副
業

・
兼

業
の

開
始

後
に

お
い

て
は

、

そ
れ
ぞ
れ
あ
ら
か
じ

め
設

定
し

た
労

働
時

間
の

範
囲

内
で

労
働

さ
せ

る
限

り
、
他

の
使

用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
実

労
働

時
間

の
把

握
を

要
す

る
こ

と
な

く
労

基
法

を
遵

守
す

る

こ
と
が
可
能
と
な
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

（
ウ
）

管
理
モ
デ
ル
の

実
施

ａ
導
入
手
順

副
業
・
兼
業
に

関
す

る
企

業
の

事
例

に
お

い
て

、
労

務
管

理
上

の
便

宜
や

労
働

者
の

健
康
確
保
等
の
た

め
、
副

業
・
兼

業
の

開
始

前
に

、
あ

ら
か

じ
め

使
用

者
が

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
や

通
算

し
た

労
働

時
間

に
つ

い
て

上
限

を
設

定
し

、

労
働
者
に
そ
の
範

囲
内

で
副

業
・
兼

業
を

行
う

こ
と
を

求
め

て
い

る
事

例
が

み
ら

れ
る

。

管
理
モ
デ
ル

に
つ

い
て

も
、
一

般
的

に
は

、
副

業
・
兼

業
を

行
お

う
と

す
る

労
働

者

 

 
ｃ

所
定

外
労

働
時

間
の

把
握

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
実

労
働

時
間
は
、
ウ
（
ア
）
ｂ
の
と
お
り
、
労
働

者
か

ら
の

申
告

等
に

よ
り

把
握

す
る

。

他
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
実

労
働

時
間
は
、
労
基
法
を
遵
守
す
る
た
め
に
把

握
す

る
必

要
が

あ
る

が
、
把

握
の

方
法

と
し

て
は
、
必
ず

し
も
日
々
把
握
す
る
必
要
は

な
く

、
労

基
法

を
遵

守
す

る
た

め
に

必
要

な
頻

度
で
把
握
す
れ
ば
足
り
る
。

例
え

ば
、

時
間

外
労

働
の

上
限

規
制

の
遵

守
等
に
支
障
が
な
い
限
り
、

・
一

定
の

日
数

分
を

ま
と

め
て

申
告

等
さ

せ
る

（
例

：
一

週
間

分
を

週
末

に
申

告
す

る
等

）

・
所

定
労

働
時

間
ど

お
り

労
働

し
た

場
合

に
は
申
告
等
は
求
め
ず
、
実
労
働
時
間
が

所
定

労
働

時
間

ど
お

り
で

は
な

か
っ

た
場

合
の
み
申
告
等
さ
せ
る

（
例

：
所

定
外

労
働

が
あ

っ
た

場
合

等
）

・
時

間
外

労
働

の
上

限
規

制
の

水
準

に
近

づ
い
て
き
た
場
合
に
申
告
等
さ
せ
る

な
ど

と
す

る
こ

と
が

考
え

ら
れ

る
。

（
エ

）
そ

の
他

労
働

者
が

事
業

主
を

異
に

す
る

３
以

上
の

事
業
場
で
労
働
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
上

記
に

記
載

し
た

と
こ

ろ
に

よ
り

、
副

業
・
兼

業
の
確

認
、
副
業
・
兼
業
開
始
前

の
所
定
労

働
時

間
の

通
算

、
副

業
・

兼
業

開
始

後
の

所
定

外
労
働
時
間
の
通
算
を
行
う

。

エ
時

間
外

労
働

の
割

増
賃

金
の

取
扱

い

（
ア

）
割

増
賃

金
の

支
払

義
務

各
々

の
使

用
者

は
、
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
労
働
時
間
制
度
を
基
に
、
他
の
使
用
者

の
事

業
場

に
お

け
る

所
定

労
働

時
間
・
所

定
外

労
働
時
間
に
つ
い
て
の
労
働
者
か
ら
の
申

告
等

に
よ

り
、

・
ま

ず
労

働
契

約
の

締
結

の
先

後
の

順
に

所
定

労
働
時
間
を
通
算
し
、

・
次

に
所

定
外

労
働

の
発

生
順

に
所

定
外

労
働
時
間
を
通
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ

ぞ
れ

の
事

業
場

で
の

所
定

労
働

時
間
・
所

定
外
労
働
時
間
を
通
算
し
た
労
働
時
間
を

把
握

し
、
そ

の
労

働
時

間
に

つ
い

て
、
自

ら
の

事
業
場
の
労
働
時
間
制
度
に
お
け
る
法
定

労
働

時
間

を
超

え
る

部
分

の
う

ち
、
自

ら
労

働
さ
せ
た
時
間
に
つ
い
て
、
時
間
外
労
働
の

割
増

賃
金

（
労

基
法

第
条

第
１

項
）

を
支

払
う
必
要
が
あ
る
。

（
イ

）
割

増
賃

金
率

時
間

外
労

働
の

割
増

賃
金

の
率

は
、
自

ら
の

事
業
場
に
お
け
る
就
業
規
則
等
で
定
め
ら

れ
た

率
（

２
割

５
分

以
上

の
率

。
た

だ
し

、
所

定
外
労
働
の
発
生
順
に
よ
っ
て
所
定
外
労

働
時

間
を

通
算

し
て

、
自

ら
の

事
業

場
の

労
働

時
間
制
度
に
お
け
る
法
定
労
働
時
間
を
超

え
る

部
分

が
１

か
月

に
つ

い
て

時
間

を
超

え
た
場
合
に
は
、
そ
の
超
え
た
時
間
の
労

働
の

う
ち

自
ら

労
働

さ
せ

た
時

間
に

つ
い

て
は

、
５
割
以
上
の
率
。
）
と
な
る
（

労
基
法
第
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と
が
望
ま
し

い
。

ｂ
管
理
モ
デ
ル

の
導

入
後

に
、
使

用
者

Ａ
に

お
い

て
導

入
時

に
設

定
し

た
労

働
時

間
の

上
限
を
変
更
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
に

は
、
あ

ら
か

じ
め

労
働

者
を

通
じ

て
使

用
者

Ｂ
に
通
知
し
、
必

要
に

応
じ

て
使

用
者

Ｂ
に

お
い

て
設

定
し

た
労

働
時

間
の

上
限

を
変

更
し
、
こ
れ
を

変
更

す
る

こ
と

は
可

能
で

あ
る

。
な

お
、
変

更
を

円
滑

に
行

う
こ

と
が

で
き
る
よ
う
、
あ

ら
か

じ
め

、
変

更
が

あ
り

得
る

旨
を

留
保

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
。

ｃ
労

働
者

が
事

業
主

を
異

に
す

る
３

以
上

の
事

業
場

で
労

働
す

る
場

合
に

つ
い

て
も

、

使
用
者
Ａ
の
事

業
場

に
お

け
る

法
定

外
労

働
時

間
、
使

用
者

Ｂ
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時
間
、
更
に
時

間
的

に
後

か
ら

労
働

契
約

を
締

結
し

た
使

用
者

Ｃ
等

の
事

業
場

に
お

け
る
労
働
時
間

に
つ

い
て

、
各

々
の

使
用

者
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
の

上
限

を

そ
れ
ぞ
れ
設
定

し
、
各

々
の

使
用

者
が

そ
れ

ぞ
れ

そ
の

範
囲

内
で

労
働

さ
せ

、
使

用
者

Ａ
は
自
ら
の
事

業
場

に
お

け
る

法
定

外
労

働
時

間
の

労
働

に
つ

い
て

、
使

用
者

Ｂ
及

び

使
用
者
Ｃ
等
は

自
ら

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時
間

の
労

働
に

つ
い

て
、
そ

れ
ぞ

れ
割

増
賃
金
を
支
払

う
こ

と
に

よ
り

、
管

理
モ

デ
ル

の
導

入
が

可
能

で
あ

る
。

ｄ
管
理
モ
デ

ル
を

導
入

し
た

使
用

者
が

、
あ

ら
か

じ
め

設
定

し
た

労
働

時
間

の
範

囲
を

逸
脱
し
て
労

働
さ

せ
た

こ
と

に
よ

っ
て

、
時

間
外

労
働

の
上

限
規

制
を

超
え

る
等

の
労

基
法
に
抵
触

し
た

状
態

が
発

生
し

た
場

合
に

は
、
当

該
逸

脱
し

て
労

働
さ

せ
た

使
用

者

が
、
労
働
時

間
通

算
に

関
す

る
法

違
反

を
問

わ
れ

得
る

こ
と

と
な

る
。

（
３
）

健
康
管
理

使
用
者
は
、
労
働
者

が
副

業
・
兼

業
を

し
て

い
る

か
に

か
か

わ
ら

ず
、
労

働
安

全
衛

生
法

第

条
等
に
基
づ
き
、
健

康
診

断
、
長

時
間

労
働

者
に

対
す

る
面

接
指

導
、
ス

ト
レ

ス
チ

ェ
ッ

ク

や
こ
れ
ら
の
結
果
に
基

づ
く

事
後

措
置

等
（

以
下
「

健
康

確
保

措
置

」
と

い
う

。
）
を

実
施

し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
健
康
確
保
の

観
点

か
ら

も
他

の
事

業
場

に
お

け
る

労
働

時
間

と
通

算
し

て
適

用
さ

れ

る
労
基
法
の
時
間
外

労
働

の
上

限
規

制
を

遵
守

す
る

こ
と

、
ま

た
、
そ

れ
を

超
え

な
い

範
囲

内

で
自

ら
の

事
業

場
及

び
他

の
使

用
者

の
事

業
場

の
そ

れ
ぞ

れ
に

お
け

る
労

働
時

間
の

上
限

を

設
定
す
る
形
で
副
業
・
兼

業
を

認
め

て
い

る
場

合
に

お
い

て
は

、
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
上

限
を
超
え
て
労
働
さ

せ
な

い
こ

と
。

（
注
）
労
働
安
全
衛
生

法
第

条
に

基
づ

く
一

般
健

康
診

断
及

び
第

条
の

に
基

づ
く

ス
ト
レ
ス
チ
ェ
ッ

ク
は

、
常

時
使

用
す

る
労

働
者
（

常
時

使
用

す
る

短
時

間
労

働
者

を
含

む
。
）
が
実
施
対
象

と
な

る
。

こ
の
際
、
常
時

使
用

す
る

短
時

間
労

働
者

と
は

、
短

時
間

労
働

者
の

う
ち

、
以

下
の

い

ず
れ
の
要
件
を
も

満
た

す
者

で
あ

る
（

平
成

年
７

月
日

付
け

基
発

第
２

号

 

 
に

対
し

て
使

用
者

Ａ
が

管
理

モ
デ

ル
に

よ
り

副
業
・
兼
業
を
行
う
こ
と
を
求
め
、
労
働

者
及

び
労

働
者

を
通

じ
て

使
用

者
Ｂ

が
こ

れ
に

応
じ

る
こ

と
に

よ
っ

て
導

入
さ

れ
る

こ
と

が
想

定
さ

れ
る

。

ｂ
労

働
時

間
の

上
限

の
設

定

使
用

者
Ａ

の
事

業
場

に
お

け
る

１
か

月
の

法
定

外
労

働
時

間
と

使
用

者
Ｂ

の
事

業

場
に

お
け

る
１

か
月

の
労

働
時

間
と

を
合

計
し

た
時
間
数
が
単
月

時
間
未
満
、
複

数
月

平
均

時
間

以
内
と

な
る

範
囲

内
に

お
い
て
、
各
々
の
使
用
者
の
事
業
場
に
お

け
る

労
働

時
間

の
上

限
を

そ
れ

ぞ
れ

設
定

す
る

。

月
の

労
働

時
間

の
起

算
日

が
、
使

用
者

Ａ
の

事
業
場
と
使
用
者
Ｂ
の
事
業
場
と
で
異

な
る

場
合

に
は

、
各

々
の

使
用

者
は

、
各

々
の

事
業
場
の
労
働
時
間
制
度
に
お
け
る
起

算
日

を
基

に
、
そ

こ
か

ら
起

算
し

た
１

か
月

に
お
け
る
労
働
時
間
の
上
限
を
そ
れ
ぞ
れ

設
定

す
る

こ
と

と
し

て
差

し
支

え
な

い
。

ｃ
時

間
外

労
働

の
割

増
賃

金
の

取
扱

い

使
用

者
Ａ

は
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
法

定
外

労
働
時
間
の
労
働
に
つ
い
て
、
使
用

者
Ｂ

は
自

ら
の

事
業

場
に

お
け

る
労

働
時

間
の
労
働
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
割
増
賃
金

を
支

払
う

。

使
用

者
Ａ

が
、
法

定
外

労
働

時
間

に
加

え
、
所

定
外
労
働
時
間
に
つ
い
て
も
割
増
賃

金
を

支
払

う
こ

と
と

し
て

い
る

場
合

に
は

、
使

用
者
Ａ
は
、
自
ら
の
事
業
場
に
お
け
る

所
定

外
労

働
時

間
の

労
働

に
つ

い
て

割
増

賃
金
を
支
払
う
こ
と
と
な
る
。

時
間

外
労

働
の

割
増

賃
金

の
率

は
、
自

ら
の

事
業
場
に
お
け
る
就
業
規
則
等
で
定
め

ら
れ

た
率
（

２
割

５
分

以
上

の
率

。
た

だ
し

、
使

用
者
Ａ
の
事
業
場
に
お
け
る
法
定
外

労
働

時
間

の
上

限
に

使
用

者
Ｂ

の
事

業
場

に
お
け
る
労
働
時
間
を
通
算
し
て
、
自
ら
の

事
業

場
の

労
働

時
間

制
度

に
お

け
る

法
定

労
働

時
間

を
超

え
る

部
分

が
１

か
月

に
つ

い
て

時
間

を
超

え
た
場

合
に

は
、

そ
の

超
え
た
時
間
の
労
働
の
う
ち
自
ら
の
事
業

場
に

お
い

て
労

働
さ

せ
た

時
間

に
つ

い
て

は
、

５
割
以
上
の
率
。
）
と
す
る
。

（
エ

）
そ

の
他

ａ
管

理
モ

デ
ル

の
導

入
の

際
の

労
働

時
間

の
上
限
の
設
定
に
お
い
て
、
使
用
者
Ａ
の
事

業
場

に
お

け
る

１
か

月
の

法
定

外
労

働
時

間
と

使
用

者
Ｂ

の
事

業
場

に
お

け
る

１
か

月
の

労
働

時
間

と
を

合
計

し
た

時
間

数
を

時
間
を
超
え
る
も
の
と
し
た
場
合
に
は
、

翌
月

以
降

に
お

い
て

複
数

月
平

均
時

間
未

満
と
な
る
よ
う
に
労
働
時
間
の
上
限
の

設
定

を
調

整
す

る
必

要
が

生
じ

得
る

。

こ
の

た
め

、
労

働
時

間
の

申
告

等
や

通
算

管
理
に
お
け
る
労
使
双
方
の
手
続
上
の
負

担
を

軽
減

し
、
労

基
法

に
定

め
る

最
低

労
働

条
件
が
遵
守
さ
れ
や
す
く
す
る
と
い
う
管

理
モ

デ
ル

の
趣

旨
に

鑑
み

、
そ

の
よ

う
な

労
働

時
間
を
調
整
す
る
必
要
が
生
じ
な
い
よ

う
に

、
各

々
の

使
用

者
と

労
働

者
と

の
合

意
に

よ
り
労
働
時
間
の
上
限
を
設
定
す
る
こ
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 ４
労
働
者
の
対
応

（
１
）

労
働
者
は
、
副

業
・
兼

業
を

希
望

す
る

場
合

に
も

、
ま

ず
、
自

身
が

勤
め

て
い

る
企

業
の

副
業
・
兼
業
に
関
す
る

ル
ー

ル
（

労
働

契
約

、
就

業
規

則
等

）
を

確
認

し
、
そ

の
ル

ー
ル

に
照

ら
し
て
、
業
務
内
容
や

就
業

時
間

等
が

適
切

な
副

業
・
兼

業
を

選
択

す
る

必
要

が
あ

る
。
例

え

ば
労
働
者
が
副
業
・
兼

業
先

の
求

職
活

動
を

す
る

場
合

に
は

、
就

業
時

間
、
特

に
時

間
外

労
働

の
有
無
等
の
副
業
・
兼

業
先

の
情

報
を

集
め

て
適

切
な

就
職

先
を

選
択

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ

る
。
な
お
、
適
切
な

副
業
・
兼

業
先

を
選

択
す

る
観

点
か

ら
は

、
自

ら
の

キ
ャ

リ
ア

を
念

頭
に

、

企
業
が
３
（
４
）
に
よ

り
自

社
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

お
い

て
公

表
し

た
副

業
・
兼

業
に

関
す

る
情
報
を
参
考
に
す
る

こ
と

や
、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
に

お
い

て
求

人
内

容
の

適
法

性
等

の
確

認
作

業
を
経
て
受
理
さ
れ
、
公

開
さ

れ
て

い
る

求
人

に
つ

い
て

求
職

活
動

を
行

う
こ

と
等

も
有

効
で

あ
る
。
ま
た
、
実
際
に

副
業
・
兼

業
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
労

働
者

と
企

業
の

双
方

が
納

得

感
を
持
っ
て
進
め
る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
企

業
と

労
働

者
と

の
間

で
十

分
に

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が

重
要

で
あ

る
。

（
２
）

（
１
）
に
よ
り
副

業
・
兼

業
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
副

業
・
兼

業
に

よ
る

過
労

に
よ

っ

て
健
康
を
害
し
た
り

、
業

務
に

支
障

を
来

し
た

り
す

る
こ

と
が

な
い

よ
う

、
労

働
者
（

管
理

監

督
者

で
あ

る
労

働
者

も
含

む
。
）

が
、

自
ら

各
事

業
場

の
業

務
の

量
や

そ
の

進
捗

状
況

、
そ

れ

に
費
や
す
時
間
や
健

康
状

態
を

管
理

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た
、
他
の
事
業

場
の

業
務

量
、
自

ら
の

健
康

の
状

況
等

に
つ

い
て

報
告

す
る

こ
と

は
、
企

業
に
よ
る
健
康
確
保

措
置

を
実

効
あ

る
も

の
と

す
る

観
点

か
ら

有
効

で
あ

る
。

（
３
）

そ
こ
で
、
使
用
者

が
提

供
す

る
健

康
相

談
等

の
機

会
の

活
用

や
、
勤

務
時

間
や

健
康

診
断

の
結
果
等
の
管
理
が

容
易

に
な

る
よ

う
な

ツ
ー

ル
を

用
い

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
始

業
・
終

業

時
刻
、
休
憩
時
間
、
勤

務
時

間
、
健

康
診

断
等

の
記

録
を

つ
け

て
い

く
よ

う
な

民
間

等
の

ツ
ー

ル
を
活
用
し
て
、
自

己
の

就
業

時
間

や
健

康
の

管
理

に
努

め
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

。
ツ

ー
ル

は
、
副
業
・
兼
業
先

の
就

業
時

間
を

自
己

申
告

に
よ

り
使

用
者

に
伝

え
る

と
き

に
も

活
用

で
き

る
よ
う
な
も
の
が
望

ま
し

い
。

（
４
）

な
お
、
副
業
・
兼

業
を

行
い

、
万

円
を

超
え

る
副

収
入

が
あ

る
場

合
は

、
企

業
に

よ
る

年
末
調
整
で
は
な
く
、

個
人

に
よ

る
確

定
申

告
が

必
要

で
あ

る
。

 

 
等
抜

粋
）
。

・
期

間
の

定
め

の
な

い
労

働
契

約
に

よ
り

使
用
さ
れ
る
者
（
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働

契
約

に
よ

り
使

用
さ

れ
る

者
で

あ
っ

て
、
契

約
期
間
が
１
年
以
上
で
あ
る
者
並
び
に
契

約
更

新
に

よ
り

１
年

以
上

使
用

さ
れ

る
こ

と
が

予
定

さ
れ

て
い

る
者

及
び

１
年

以
上

引
き

続
き

使
用

さ
れ

て
い

る
者

を
含

む
。
）

・
１

週
間

の
労

働
時

間
数

が
当

該
事

業
場

に
お

い
て
同
種
の
業
務
に
従
事
す
る
通
常
の

労
働

者
の

１
週

間
の

所
定

労
働

時
間

の
３

／
４
以
上
で
あ
る
者

ア
健

康
確

保
措

置
の

対
象

者

健
康

確
保

措
置

の
実

施
対

象
者

の
選

定
に

当
た

っ
て
、
副
業
・
兼
業
先
に
お
け
る
労
働
時

間
の

通
算

を
す

る
こ

と
と

は
さ

れ
て

い
な

い
。

た
だ

し
、
使

用
者

の
指

示
に

よ
り

当
該

副
業
・
兼

業
を
開
始
し
た
場
合
は
、
当
該
使
用
者

は
、
原

則
と

し
て

、
副

業
・
兼

業
先

の
使

用
者

と
の

情
報
交
換
に
よ
り
、
そ
れ
が
難
し
い
場

合
は

、
労

働
者

か
ら

の
申

告
に

よ
り

把
握

し
、
自

ら
の
事
業
場
に
お
け
る
労
働
時
間
と
通
算

し
た

労
働

時
間

に
基

づ
き

、
健

康
確

保
措

置
を

実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

イ
健

康
確

保
措

置
等

の
円

滑
な

実
施

に
つ

い
て

の
留
意
点

使
用

者
が

労
働

者
の

副
業
・
兼

業
を

認
め

て
い

る
場
合
は
、
健
康
保
持
の
た
め
自
己
管
理

を
行

う
よ

う
指

示
し

、
心

身
の

不
調

が
あ

れ
ば

都
度
相

談
を

受
け

る
こ

と
を

伝
え

る
こ

と
、

副
業
・
兼

業
の

状
況

も
踏
ま

え
必

要
に

応
じ

法
律

を
超
え
る
健
康
確
保
措
置
を
実
施
す
る

こ

と
な

ど
、
労

使
の

話
し

合
い

等
を

通
じ

、
副

業
・
兼
業

を
行
う
者
の
健
康
確
保
に
資
す
る
措

置
を

実
施

す
る

こ
と

が
適

当
で

あ
る

。
ま

た
、
副

業
・
兼
業
を
行
う
者
の
長
時
間
労
働
や
不

規
則

な
労

働
に

よ
る

健
康

障
害

を
防

止
す

る
観

点
か
ら
、
働
き
過
ぎ
に
な
ら
な
い
よ
う
、
例

え
ば

、
自

社
で

の
労

務
と

副
業
・
兼

業
先

で
の

労
務

と
の
兼
ね
合
い
の
中
で
、
時
間
外
・
休

日
労

働
の

免
除

や
抑

制
等

を
行

う
な

ど
、
そ

れ
ぞ

れ
の
事
業
場
に
お
い
て
適
切
な
措
置
を
講

じ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
労

使
で

話
し

合
う

こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

さ
ら

に
、
使

用
者

の
指

示
に

よ
り

当
該

副
業
・
兼

業
を
開
始
し
た
場
合
は
、
実
効
あ
る
健

康
確

保
措

置
を

実
施

す
る

観
点

か
ら

、
他

の
使

用
者

と
の
間
で
、
労
働
の
状
況
等
の
情
報
交

換
を

行
い

、
そ

れ
に

応
じ

た
健

康
確

保
措

置
の

内
容

に
関
す
る
協
議
を
行
う
こ
と
が
適
当
で

あ
る

。

（
４

）
副

業
・

兼
業

に
関

す
る

情
報

の
公

表
に

つ
い

て

企
業

は
、
労

働
者

の
多

様
な

キ
ャ

リ
ア

形
成

を
促

進
す
る
観
点
か
ら
、
職
業
選
択
に
資
す
る

よ
う

、
副

業
・
兼

業
を

許
容

し
て

い
る

か
否

か
、
ま

た
条
件
付
許
容
の
場
合
は
そ
の
条
件
に
つ

い
て

、
自

社
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
に

お
い

て
公

表
す

る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
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れ
の
事
業
所
で
被

保
険

者
要

件
を

満
た

す
場

合
、
被

保
険

者
は

、
い

ず
れ

か
の

事
業

所
の

管
轄

の
年
金
事
務
所
及

び
医

療
保

険
者

を
選

択
し

、
当

該
選

択
さ

れ
た

年
金

事
務

所
及

び
医

療
保

険

者
に
お
い
て
各
事

業
所

の
報

酬
月

額
を

合
算

し
て

、
標

準
報

酬
月

額
を

算
定

し
、
保

険
料

を
決

定
す
る
。
そ
の
上

で
、
各

事
業

主
は

、
被

保
険

者
に

支
払

う
報

酬
の

額
に

よ
り

按
分

し
た

保
険

料
を
、
選
択
し
た

年
金

事
務

所
に

納
付
（

健
康

保
険

の
場

合
は

、
選

択
し

た
医

療
保

険
者

等
に

納
付
）
す
る
こ
と

と
な

る
。

 

 ５
副

業
・

兼
業

に
関

わ
る

そ
の

他
の

制
度

に
つ

い
て

（
１

）
労

災
保

険
の

給
付

（
休

業
補

償
、

障
害

補
償

、
遺
族
補
償
等
）

事
業

主
は

、
労

働
者

が
副

業
・
兼

業
を

し
て

い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
を
１
人
で
も

雇
用

し
て

い
れ

ば
、

労
災

保
険

の
加

入
手

続
を

行
う
必
要
が
あ
る
。

労
災

保
険

制
度

は
労

基
法

に
お

け
る

個
別

の
事

業
主

の
災

害
補

償
責

任
を

担
保

す
る

も
の

で
あ

る
た

め
、
従

来
そ

の
給

付
額

に
つ

い
て

は
、
災
害
が
発
生
し
た
就
業
先
の
賃
金
分
の
み
に

基
づ

き
算

定
し

て
い

た
が

、
複

数
就

業
し

て
い

る
者

が
増
え
て
い
る
実
状
を
踏
ま
え
、
複
数
就

業
者

が
安

心
し

て
働

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

環
境
を

整
備

す
る

た
め

、
「
雇
用

保
険

法
等

の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
」（

令
和

２
年

法
律

第
号
）
に
よ
り
、
非
災
害
発
生
事
業
場
の
賃
金

額
も

合
算

し
て

労
災

保
険

給
付

を
算

定
す

る
こ

と
と
し
た
ほ
か
、
複
数
就
業
者
の
就
業
先
の
業

務
上

の
負

荷
を

総
合

的
に

評
価

し
て

労
災

認
定

を
行
う
こ
と
と
し
た
。

な
お

、
労

働
者

が
、
自

社
、
副

業
・
兼

業
先

の
両

方
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
一
の
就
業

先
か

ら
他

の
就

業
先

へ
の

移
動

時
に

起
こ

っ
た

災
害

に
つ
い
て
は
、
通
勤
災
害
と
し
て
労
災
保

険
給

付
の

対
象

と
な

る
。

（
注
）
事

業
場

間
の

移
動

は
、
当

該
移

動
の

終
点

た
る
事
業
場
に
お
い
て
労
務
の
提
供
を
行
う

た
め

に
行

わ
れ

る
通

勤
で

あ
る

と
考

え
ら

れ
、
当
該
移
動
の
間
に
起
こ
っ
た
災
害
に
関
す

る
保

険
関

係
の

処
理

に
つ

い
て

は
、
終

点
た

る
事
業
場
の
保
険
関
係
で
行
う
も
の
と
し
て

い
る

。
（

労
働

基
準

局
長

通
達

（
平

成
年

３
月

日
付
け
基
発
第

号
）
）

（
２

）
雇

用
保

険
、

厚
生

年
金

保
険

、
健

康
保

険

雇
用

保
険

制
度

に
お

い
て

、
労

働
者

が
雇

用
さ

れ
る
事
業
は
、
そ
の
業
種
、
規
模
等
を
問
わ

ず
、
全

て
適

用
事

業
（

農
林

水
産

の
個

人
事

業
の

う
ち
常
時
５
人
以
上
の
労
働
者
を
雇
用
す
る

事
業
以

外
の

事
業

に
つ

い
て

は
、
暫

定
任

意
適

用
事

業
）
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
適
用
事
業
所

の
事
業

主
は

、
雇

用
す

る
労

働
者

に
つ

い
て

雇
用

保
険
の
加
入
手
続
き
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

た
だ

し
、

同
一

の
事

業
主

の
下

で
、

①
１

週
間
の
所
定
労
働
時
間
が

時
間
未
満
で

あ
る

者
、

②
継

続
し

て
日

以
上

雇
用

さ
れ

る
こ

と
が
見
込
ま
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
被
保

険
者

と
な

ら
な

い
（

適
用

除
外

）
。
ま

た
、
同

時
に

複
数
の
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
が
、

そ
れ

ぞ
れ

の
雇

用
関

係
に

お
い

て
被

保
険

者
要

件
を
満
た
す
場
合
、
そ
の
者
が
生
計
を
維
持
す

る
に

必
要

な
主

た
る

賃
金

を
受

け
る

雇
用

関
係

に
つ
い

て
の

み
被

保
険

者
と
な
る

が
、
「

雇
用

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」（
令

和
２

年
法
律
第

号
）
に
よ
り
、
令
和
４
年
１
月

よ
り

歳
以

上
の

労
働
者

本
人

の
申

出
を

起
点

と
し
て

、
一
の
雇
用
関
係
で
は
被
保
険
者
要

件
を
満

た
さ

な
い

場
合

で
あ

っ
て

も
、
二

の
事

業
所

の
労
働
時
間
を
合
算
し
て
雇
用
保
険
を
適

用
す
る

制
度

が
試

行
的

に
開

始
さ

れ
る

。

社
会

保
険
（

厚
生

年
金

保
険

及
び

健
康

保
険

）
の
適
用
要
件
は
、
事
業
所
毎
に
判
断
す
る
た

め
、
複

数
の

雇
用

関
係

に
基

づ
き

複
数

の
事

業
所

で
勤
務
す
る
者
が
、
い
ず
れ
の
事
業
所
に
お

い
て
も

適
用

要
件

を
満

た
さ

な
い

場
合

、
労

働
時

間
等
を
合
算
し
て
適
用
要
件
を
満
た
し
た
と

し
て
も

、
適

用
さ

れ
な

い
。
ま

た
、
同

時
に

複
数

の
事
業
所
で
就
労
し
て
い
る
者
が
、
そ
れ
ぞ
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第
１
章
　
総
　
則

（
在
宅
勤
務
制
度
の
目
的
）

第
１
条
　
こ
の
規
程
は
、○
○
株
式
会
社（
以
下「
会
社
」と
い
う
）の
就
業
規
則

　
第
〇
条
に
基
づ
き
、従
業
員
が
在
宅
で
勤
務
す
る
場
合
の
必
要
な
事
項
に
つ

　
い
て
定
め
た
も
の
で
あ
る
。

（
在
宅
勤
務
の
定
義
）

第
２
条
　
在
宅
勤
務
と
は
、従
業
員
の
自
宅
、そ
の
他
自
宅
に
準
じ
る
場
所（
会

　
社
の
認
め
た
場
所
に
限
る
。）
に
お
い
て
情
報
通
信
機
器
を
利
用
し
た
業
務
を

　
い
う
。

（
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
勤
務
の
定
義
）

第
２
条
　
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
勤
務
と
は
、会
社
所
有
の
所
属
事
業
場
以
外
の

　
会
社
専
用
施
設（
以
下「
専
用
型
オ
フ
ィ
ス
」と
い
う
。）
、又
は
、会
社
が
契
約

　（
指
定
）し
て
い
る
他
会
社
所
有
の
共
用
施
設（
以
下「
共
用
型
オ
フ
ィ
ス
」と

　
い
う
。）
に
お
い
て
情
報
通
信
機
器
を
利
用
し
た
業
務
を
い
う
。

（
モ
バ
イ
ル
勤
務
の
定
義
）

第
２
条
　
モ
バ
イ
ル
勤
務
と
は
、在
宅
勤
務
及
び
サ
テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
勤
務
以

　
外
で
、か
つ
、社
外
で
情
報
通
信
機
器
を
利
用
し
た
業
務
を
い
う
。

第
２
章
　
在
宅
勤
務
の
許
可・
利
用

（
在
宅
勤
務
の
対
象
者
）

第
３
条
　
在
宅
勤
務
の
対
象
者
は
、就
業
規
則
第
〇
条
に
規
定
す
る
従
業
員
で

　
あ
っ
て
次
の
各
号
の
条
件
を
全
て
満
た
し
た
者
と
す
る
。

　（
１
）在
宅
勤
務
を
希
望
す
る
者

　（
２
）自
宅
の
執
務
環
境
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
環
境
が
適
正
と
認
め
ら
れ
る
者

２
　
在
宅
勤
務
を
希
望
す
る
者
は
、所
定
の
許
可
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

　
の
上
、１
週
間
前
ま
で
に
所
属
長
か
ら
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
会
社
は
、業
務
上
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、前
項
に
よ
る
在
宅
勤
務
の
許
可

　
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

４
　
第
２
項
に
よ
り
在
宅
勤
務
の
許
可
を
受
け
た
者
が
在
宅
勤
務
を
行
う
場
合

　
は
、前
日
ま
で
に
所
属
長
へ
実
施
を
届
け
出
る
こ
と
。

（
在
宅
勤
務
時
の
服
務
規
律
）

第
４
条
　
在
宅
勤
務
に
従
事
す
る
者（
以
下「
在
宅
勤
務
者
」と
い
う
。）
は
就
業

　
規
則
第
○
条
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、次

　
に
定
め
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）在
宅
勤
務
中
は
業
務
に
専
念
す
る
こ
と
。

　（
２
）在
宅
勤
務
の
際
に
所
定
の
手
続
に
従
っ
て
持
ち
出
し
た
会
社
の
情
報
及

　
び
作
成
し
た
成
果
物
を
第
三
者
が
閲
覧
、コ
ピ
ー
等
し
な
い
よ
う
最
大
の
注

　
意
を
払
う
こ
と
。

　（
３
）第
２
号
に
定
め
る
情
報
及
び
成
果
物
は
紛
失
、毀
損
し
な
い
よ
う
に
丁

　
寧
に
取
扱
い
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
準
じ
た
確
実
な
方
法
で
保
管
・

　
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

　（
４
）在
宅
勤
務
中
は
自
宅
以
外
の
場
所
で
業
務
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。

　（
５
）在
宅
勤
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、会
社
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
、セ
　

　
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
関
連
規
程
類
を
遵
守
す
る
こ
と
。

第
３
章
　
在
宅
勤
務
時
の
労
働
時
間
等

（
在
宅
勤
務
時
の
労
働
時
間
）

第
５
条
　
在
宅
勤
務
時
の
労
働
時
問
に
つ
い
て
は
、原
則
、就
業
規
則
第
○
条

　
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、会
社
の
承
認
を
受
け
て
始
業
時
刻
、終
業
時
刻
及
び

　
休
憩
時
間
の
変
更
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
所
定
労
働
時
間
が
短
く
な
る
者
の
給
与
に
つ
い
て
は
、

　
育
児
・
介
護
休
業
規
程
第
○
条
に
規
定
す
る
勤
務
短
縮
措
置
時
の
給
与
の

　
取
扱
い
に
準
じ
る
。

（
休
憩
時
間
）

第
６
条
　
在
宅
勤
務
者
の
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、就
業
規
則
第
〇
条
の
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
所
定
休
日
）

第
７
条
　
在
宅
勤
務
者
の
休
日
に
つ
い
て
は
、就
業
規
則
第
○
条
の
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
る
。

（
時
間
外
及
び
休
日
労
働
等
）

第
８
条
　
在
宅
勤
務
者
が
時
間
外
労
働
、休
日
労
働
及
び
深
夜
労
働
を
す
る
場

　
合
は
所
定
の
手
続
を
経
て
所
属
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
時
間
外
労
働
、休
日
労
働
及
び
深
夜
労
働
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
就
業

　
規
則
第
○
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
　
時
間
外
労
働
、休
日
労
働
及
び
深
夜
労
働
に
つ
い
て
は
、給
与
規
程
に
基

　
づ
き
、時
間
外
勤
務
手
当
、休
日
勤
務
手
当
及
び
深
夜
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

（
欠
勤
）

第
９
条
　
在
宅
勤
務
者
が
、欠
勤
を
す
る
場
合
は
、事
前
に
申
し
出
て
許
可
を
得

　
な
く
て
は
な
ら
な
い
。た
だ
し
、や
む
を
得
な
い
事
情
で
事
前
に
申
し
出
る
こ
と

　
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、事
後
速
や
か
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
欠
勤
の
賃
金
に
つ
い
て
は
給
与
規
程
第
〇
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
る
。

（
中
抜
け
時
間
）

第
９
条
の
２
　
在
宅
勤
務
者
は
、勤
務
時
間
中
に
所
定
休
憩
時
間
以
外
に
労
働

　
か
ら
離
れ
る
場
合
は
、そ
の
中
抜
け
時
間
に
つ
い
て
、終
業
時
に
メ
ー
ル
で
所

　
属
長
に
報
告
を
行
う
こ
と
。

２
　
中
抜
け
時
間
に
つ
い
て
は
、休
憩
時
間
と
し
て
取
扱
い
、そ
の
時
間
分
終
業

　
時
刻
を
繰
り
下
げ
る
こ
と
。
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第
４
章
　
在
宅
勤
務
時
の
勤
務
等

（
業
務
の
開
始
及
び
終
了
の
報
告
）

第
１
０
条
　
在
宅
勤
務
者
は
就
業
規
則
第
○
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、勤
務

　
の
開
始
及
び
終
了
に
つ
い
て
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　（
１
）電
話

　（
２
）電
子
メ
ー
ル

　（
３
）勤
怠
管
理
ツ
ー
ル

（
業
務
報
告
）

第
１
１
条
　
在
宅
勤
務
者
は
、定
期
的
又
は
必
要
に
応
じ
て
、電
話
又
は
電
子

　
メ
ー
ル
等
で
所
属
長
に
対
し
、所
要
の
業
務
報
告
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

（
在
宅
勤
務
時
の
連
絡
体
制
）

第
１
２
条
　
在
宅
勤
務
時
に
お
け
る
連
絡
体
制
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　（
１
）事
故
・ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
に
は
所
属
長
に
連
絡
す
る
こ
と
。な
お
、所
属
長

　
が
不
在
時
の
場
合
は
、所
属
長
が
指
名
し
た
代
理
の
者
に
連
絡
す
る
こ
と
。

　（
２
）前
号
の
所
属
長
又
は
代
理
の
者
に
連
絡
が
と
れ
な
い
場
合
は
、○
○
課

　
担
当
ま
で
連
絡
す
る
こ
と
。

　（
３
）社
内
に
お
け
る
従
業
員
へ
の
緊
急
連
絡
事
項
が
生
じ
た
場
合
、在
宅
勤

　
務
者
へ
は
所
属
長
が
連
絡
を
す
る
こ
と
。な
お
、在
宅
勤
務
者
は
不
測
の
事

　
態
が
生
じ
た
場
合
に
確
実
に
連
絡
が
と
れ
る
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
所
属
長
に

　
連
絡
し
て
お
く
こ
と
。

　（
４
）情
報
通
信
機
器
に
不
具
合
が
生
じ
、緊
急
を
要
す
る
場
合
は
○
○
課
へ

　
連
絡
を
と
り
指
示
を
受
け
る
こ
と
。な
お
、○
○
課
へ
連
絡
す
る
暇
が
な
い
と
き

　
は
会
社
と
契
約
し
て
い
る
サ
ポ
ー
ト
会
社
へ
連
絡
す
る
こ
と
。い
ず
れ
の
場
合

　
に
お
い
て
も
事
後
速
や
か
に
所
属
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

　（
５
）前
各
号
以
外
の
緊
急
連
絡
の
必
要
が
生
じ
た
場
合
は
、前
各
号
に
準
じ

　
て
判
断
し
対
応
す
る
こ
と
。

２
　
社
内
報
、部
署
内
回
覧
物
で
あ
ら
か
じ
め
ラ
ン
ク
付
け
さ
れ
た
重
要
度
に
応

　
じ
至
急
で
な
い
も
の
は
在
宅
勤
務
者
の
個
人
メ
ー
ル
箱
に
入
れ
、重
要
と
思

　
わ
れ
る
も
の
は
電
子
メ
ー
ル
等
で
在
宅
勤
務
者
へ
連
絡
す
る
こ
と
。な
お
、情

　
報
連
絡
の
担
当
者
は
あ
ら
か
じ
め
部
署
内
で
決
め
て
お
く
こ
と
。

第
５
章
　
在
宅
勤
務
時
の
給
与
等

（
給
与
）

第
１
３
条
　
在
宅
勤
務
者
の
給
与
に
つ
い
て
は
、就
業
規
則
第
○
条
の
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、在
宅
勤
務（
在
宅
勤
務
を
終
日
行
っ
た
場
合

　
に
限
る
。）
が
週
に
４
日
以
上
の
場
合
の
通
勤
手
当
に
つ
い
て
は
、毎
月
定
額

　
の
通
勤
手
当
は
支
給
せ
ず
実
際
に
通
勤
に
要
す
る
往
復
運
賃
の
実
費
を
給

　
与
支
給
日
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

（
費
用
の
負
担
）

第
１
４
条
　
会
社
が
貸
与
す
る
情
報
通
信
機
器
を
利
用
す
る
場
合
の
通
信
費

　
は
会
社
負
担
と
す
る
。

２
　
在
宅
勤
務
に
伴
っ
て
発
生
す
る
水
道
光
熱
費
は
在
宅
勤
務
者
の
負
担
と
す
る
。

３
　
業
務
に
必
要
な
郵
送
費
、事
務
用
品
費
、消
耗
品
費
そ
の
他
会
社
が
認
め

　
た
費
用
は
会
社
負
担
と
す
る
。

４
　
そ
の
他
の
費
用
に
つ
い
て
は
在
宅
勤
務
者
の
負
担
と
す
る
。

（
情
報
通
信
機
器・
ソ
フ
ト
等
の
貸
与
等
）

第
１
５
条
　
会
社
は
、在
宅
勤
務
者
が
業
務
に
必
要
と
す
る
パ
ソ
コ
ン
、プ
リ
ン

　
タ
等
の
情
報
通
信
機
器
、ソ
フ
ト
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
を
貸
与
す
る
。な

　
お
、当
該
パ
ソ
コ
ン
に
会
社
の
許
可
を
受
け
ず
に
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
イ
ン
ス
ト
ー

　
ル
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
　
会
社
は
、在
宅
勤
務
者
が
所
有
す
る
機
器
を
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
場
合
、セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
満
た
し
た
場
合
に
限
る
も
の
と
　

　
し
、費
用
に
つ
い
て
は
話
し
合
い
の
上
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
教
育
訓
練
）

第
１
６
条
　
会
社
は
、在
宅
勤
務
者
に
対
し
て
、在
宅
勤
務
に
お
け
る
業
務
に
必

　
要
な
知
識
、技
能
を
高
め
、資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、必
要
な
教
育
訓
練
を

　
行
う
。

２
　
在
宅
勤
務
者
は
、会
社
か
ら
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
場

　
合
に
は
、特
段
の
事
由
が
な
い
限
り
指
示
さ
れ
た
教
育
訓
練
を
受
け
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
災
害
補
償
）

第
１
７
条
　
在
宅
勤
務
者
が
自
宅
で
の
業
務
中
に
災
害
に
遭
っ
た
と
き
は
、就

　
業
規
則
第
〇
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
安
全
衛
生
）

第
１
８
条
　
会
社
は
、在
宅
勤
務
者
の
安
全
衛
生
の
確
保
及
び
改
善
を
図
る
た

　
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

２
　
在
宅
勤
務
者
は
、安
全
衛
生
に
関
す
る
法
令
等
を
守
り
、会
社
と
協
力
し
て

　
労
働
災
害
の
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
）

第
１
９
条
　
在
宅
勤
務
時
に
お
け
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
に
つ
い
て
は
、就
業
規

　
則
第
○
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
　
就
業
規
則
第
○
条
で
い
う「
職
場
」と
は
、労
働
者
が
業
務
を
遂
行
す
る
場

　
所
を
指
し
、テ
レ
ワ
ー
ク
中
の
自
宅
等
、従
業
員
が
現
に
業
務
を
遂
行
し
て
い

　
る
場
所
も
含
ま
れ
る
。

本
規
程
は
、令
和
○
年
〇
月
〇
日
よ
り
施
行
す
る
。
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【モデル】「テレワーク就業規則」（在宅勤務規程）②

32

（別紙１）テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】

１ このチェックリストは、労働者にテレワークを実施させる事業者が安全衛生上、留意すべき事項を確認する際に活用いただくことを目的としています。
２ 労働者が安全かつ健康にテレワークを実施する上で重要な事項ですので、全ての項目に　 が付くように努めてください。
３ 「法定事項」の欄に「◎」が付されている項目については、労働安全衛生関係法令上、事業者に実施が義務付けられている事項ですので、不十分な点があれ

ば改善を図ってください。
４ 適切な取組が継続的に実施されるよう、このチェックリストを用いた確認を定期的（半年に１回程度）に実施し、その結果を衛生委員会等に報告してください。

すべての項目について確認し、当てはまるものに　 を付けてください。

２ 安全衛生教育について

（２）健康相談体制の整備

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目 法定事項

1 安全衛生管理体制について

（１）衛生管理者等の選任、安全・衛生委員会等の開催

業種や事業場規模に応じ、必要な管理者等の選任、安全・衛生委員会等が開催されているか。

常時使用する労働者数に基づく事業場規模の判断は、テレワーク中の労働者も含めて行っているか。

（１）雇入れ時の安全衛生教育

（２）作業内容変更時教育

（３）テレワーク中の労働者に対する安全衛生教育

健康相談を行うことができる体制を整備し、相談窓口や担当者の連絡先を労働者に周知しているか。

衛生管理者等による管理や、安全・衛生委員会等における調査審議は、テレワークが通常の勤務とは異なる点に留意の上、
行っているか。

健康相談の体制整備については、オンラインなどテレワーク中の労働者が相談しやすい方法で行うことができるよう配慮し
ているか。

雇入れ時にテレワークを行わせることが想定されている場合には、雇入れ時の安全衛生教育にテレワーク作業時の安全衛
生や健康確保に関する事項を含めているか。

テレワークを初めて行わせる労働者に対し、作業内容変更時の安全衛生教育を実施し、テレワーク作業時の安全衛生や健
康確保に関する事項を教育しているか。

テレワーク中の労働者に対してオンラインで安全衛生教育を実施する場合には、令和３年１月25日付け基安安発0125第２
号、基安労発0125第１号、基安化発0125第１号「インターネット等を介したｅラーニング等により行われる労働安全衛生
法に基づく安全衛生教育等の実施について」に準じた内容としているか。

上司等が労働者の心身の状況やその変化を的確に把握できるような取組を行っているか（定期的なオンライン面談、会話を
伴う方法による日常的な業務指示等）

自宅等における安全衛生上の問題（作業環境の大きな変化や労働者の心身の健康に生じた問題など）を衛生管理者等が把
握するための方法をあらかじめ定めているか。

※作業内容に大幅な変更が生じる場合には、必ず実施してください。

３ 作業環境

（１）サテライトオフィス型

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に労働者に自宅の作業環境を確認させ、問題がある場合には労使が協力して改
善に取り組んでいるか。また、改善が困難な場合には適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所で作業を行うことが
できるよう配慮しているか。 

別添２のチェックリスト（労働者用）を参考に適切な作業環境や作業姿勢等が確保できる場所を選定するよう労働者に
周知しているか。 

◎
◎

◎

◎

労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則の衛生基準と同等の作業環境となっていることを確認した上で
サテライトオフィス等のテレワーク用の作業場を選定しているか。 

（２）自宅

（３）作業環境
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※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。   

法定事項

４ 健康確保対策について

（１）健康診断

定期健康診断、特定業務従事者の健診等必要な健康診断を実施しているか。

健康診断の結果、必要な事後措置は実施しているか。

テレワーク中の労働者が時期を逸することなく、ストレスチェックや面接指導を受けることができるよう、配慮しているか。
（メールやオンラインによる実施等） 

常時、自宅や遠隔地でテレワークを行っている者の健康診断受診に当たっての負担軽減に配慮しているか。（労働者が健診
機関を選択できるようにする等） 

項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

６ その他

（１）コミュニケーションの活性化

ストレスチェックを定期的に実施し、結果を労働者に通知しているか。また、希望者の申し出があった場合に面接指導を実施
しているか。（労働者数50人未満の場合は努力義務）
※面接指導をオンラインで実施する場合には、４（２）４ポツ目についても確認。 

（２）長時間労働者に対する医師の面接指導

関係通達に基づき、労働時間の状況を把握し、週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者に対して状況を通
知しているか。

週40時間を超えて労働させた時間が80時間超の労働者から申出があった場合には医師による面接指導を実施しているか。

面接指導の結果、必要な事後措置を実施しているか。

THP（トータル・ヘルスプロモーション・プラン）指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なることに留意した上
で策定され、当該計画に基づき計画的な取組を実施しているか。

（３）その他（健康保持増進）

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対して、医師または保健師による保健指導を実施
しているか。

テレワーク中の労働者に対し、医師による面接指導をオンラインで実施することも可能であるが、その場合、医師に事業場
や労働者に関する情報を提供し、円滑に映像等が送受信可能な情報通信機器を用いて実施しているか。なお、面接指導を
実施する医師は産業医に限られない。
※詳細は平成27年９月15日付け基発0915第５号「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の８第１項、第66条
の８の２第１項、法第66条の８の４第１項及び第66条の10第３項の規定に基づく医師による面接指導の実施について」

（令和２年11月19日最終改正）を参照。

５ メンタルヘルス対策  ※ 項目 1(２) 及び 6(1) もメンタルヘルス対策の一環として取り組んでください。

（１）ストレスチェック

ストレスチェック結果の集団分析は、テレワークが通常の勤務と異なることに留意した上で行っているか。 

（２）　心の健康づくり
メンタルヘルス指針に基づく計画は、テレワークが通常の勤務とは異なることに留意した上で策定され、当該計画に基づき
計画的な取組を実施しているか。 

同僚とのコミュニケーション、日常的な業務相談や業務指導等を円滑に行うための取組がなされているか。（定期的・日常的
なオンラインミーティングの実施等） 

災害発生時や業務上の緊急事態が発生した場合の連絡体制を構築し、テレワークを行う労働者に周知しているか。

◎

◎
◎

◎

◎

◎
◎

（２）緊急連絡体制

【モデル】「テレワーク就業規則」（在宅勤務規程）③
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テレワークモデル就業規則～作成の手引き～より抜粋

34

（別紙２）自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】

※ ご不明な点がございましたら、お近くの労働局又は労働基準監督署の安全衛生主務課にお問い合わせください。   

1  作業場所やその周辺の状況について

２ 作業環境の明るさや温度等について

（１）作業等を行うのに十分な空間が確保されているか。 

（３）作業中に転倒することがないよう整理整頓されているか。

（４）その他事故を防止するための措置は講じられているか。

（１）作業を行うのに支障ない十分な明るさがあるか。

（２）無理のない姿勢で作業ができるように、机、椅子や、ディスプレイ、キーボード、マウス等
　  について適切に配置しているか。

【観点】
・作業の際に手足を伸ばせる空間があるか。
・静的筋緊張や長時間の拘束姿勢、上肢の反復作業などに伴う疲労やストレスの解消のために、体操やストレッチを適切に行うことができる
空間があるか。
・物が密集している等、窮屈に感じないか。

３ 休憩等について

4 その他

【観点】
・電気コード、プラグ、コンセント、配電盤は良好な状態にあるか。配線が損傷している箇所はないか。
・地震の際などに物の落下や家具の転倒が起こらないよう、必要な措置を講じているか。 

（３）作業に適した温湿度への調整のために、冷房、暖房、通風等の適当な措置を講ずることができるか。
【観点】
・エアコンは故障していないか。
・窓は開放することができるか。 

（５）作業に支障を及ぼすような騒音等がない状況となっているか。
【観点】
・テレビ会議等の音声が聞き取れるか。
・騒音等により著しく集中力を欠くようなことがないか。

【観点】
・つまづく恐れのある障害物、畳やカーペットの継ぎ目、電源コード等はないか。
・床に書類が散らばっていないか。
・作業場所やその周辺について、すべり等の危険のない、安全な状態としているか。

【観点】
・室の照明で不十分な場合は、卓上照明等を用いて適切な明るさにしているか。
・作業に使用する書類を支障なく読むことができるか。
・光源から受けるギラギラしたまぶしさ（グレア）を防止するためにディスプレイの設置位置などを工夫しているか。

【観点】
・眼、肩、腕、腰に負担がかからないような無理のない姿勢で作業を行うことができるか。 

（２）作業の際に、窓の開閉や換気設備の活用により、空気の入れ換えを行っているか。

（４）石油ストーブなどの燃焼器具を使用する時は、適切に換気・点検を行っているか。

（１）作業中に、水分補給、休憩（トイレ含む）を行う事ができる環境となっているか。 

（１）自宅の作業環境に大きな変化が生じた場合や心身の健康に問題を感じた場合に相談する窓口や
　  担当者の連絡先は把握しているか。

１ このチェックリストは、自宅等においてテレワークを行う際の作業環境について、テレワークを行う労働者本人が確認する際に活用いただくことを目的として
います。

２ 労確認した結果、すべての項目に　 が付くように、不十分な点があれば事業者と話し合って改善を図るなどにより、適切な環境下でテレワークを行うように
しましょう。

すべての項目について【観点】を参考にしながら作業環境を確認し、当てはまるものに　 を付けてください。

【モデル】「テレワーク就業規則」（在宅勤務規程）④
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労働基準監督署は、賃金・労働時間等の労働条件、仕事中のけがや病気、労災保険に関する監
督・指導を行っています。

総合労働相談コーナーでは、解雇、いじめ・嫌がらせ等を含めた労働問題全般に関する相談を
行っています。

　　

署名 所在地 電話番号 所轄区域

中央 文京区後楽1 - 9 - 20  
飯田橋合同庁舎6・7階

方面：03（5803）7381
安衛：03（5803）7382
労災：03（5803）7383
総合労働相談コーナー： 
03（6866）0008

千代田区、中央区、文京区、島しょ
※ 小笠原については、小笠原総合事務所

上野 台東区池之端1 - 2 - 22  
上野合同庁舎7階

方面：03（6872）1230
安衛：03（6872）1315
労災：03（6872）1316
総合労働相談コーナー： 
03（6872）1144

台東区

三田 港区芝5 - 35 - 2  
安全衛生総合会館3階

方面：03（3452）5473
安衛：03（3452）5474
労災：03（3452）5472
総合労働相談コーナー： 
03（6858）0769

港区

品川 品川区上大崎3 - 13 - 26 方面：03（3443）5742
安衛：03（3443）5743
労災：03（3443）5744
総合労働相談コーナー： 
03（6681）1521

品川区、目黒区

大田 大田区南蒲田5 - 40 - 3  
月村ビル8・9階

方面：03（3732）0174
安衛：03（3732）0175
労災：03（3732）0173
総合労働相談コーナー： 
03（6842）2143

大田区

渋谷 渋谷区神南1 - 3 - 5  
渋谷神南合同庁舎5・6階

方面：03（3780）6527 
安衛：03（3780）6535
労災：03（3780）6507
総合労働相談コーナー： 
03（6849）1167

渋谷区、世田谷区

新宿 新宿区百人町4 - 4 - 1  
新宿労働総合庁舎4・5階

方面：03（3361）3949
安衛：03（3361）3974
労災：03（3361）4402
総合労働相談コーナー： 
03（6863）4460

新宿区、中野区、杉並区

労働基準監督署・総合労働相談コーナー

■労働基準監督署一覧
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池袋 豊島区池袋4 - 30 - 20  
豊島地方合同庁舎1階

方面：03（3971）1257
安衛：03（3971）1258
労災：03（3971）1259
総合労働相談コーナー： 
03（6871）6537

豊島区、板橋区、練馬区

王子 北区赤羽2 - 8 - 5 方面：03（6679）0183
安衛：03（6679）0186
労災：03（6679）0226
総合労働相談コーナー： 
03（6679）0133

北区

足立 足立区千住旭町4 - 21  
足立地方合同庁舎4階

方面：03（3882）1188
安衛：03（3882）1190
労災：03（3882）1189
総合労働相談コーナー： 
03（6684）4573

足立区、荒川区

向島 墨田区東向島4 - 33 - 13 方面：03（5630）1031
安衛：03（5630）1032
労災：03（5630）1033
総合労働相談コーナー： 
03（5630）1043

墨田区、葛飾区

亀戸 江東区亀戸2 - 19 - 1  
カメリアプラザ8階

方面：03（3637）8130
安衛：03（3637）8131
労災：03（3637）8132
総合労働相談コーナー： 
03（6849）4503

江東区

江戸川 江戸川区船堀2 - 4 - 11 方面：03（6681）8212
安衛：03（6681）8213
労災：03（6681）8232
総合労働相談コーナー： 
03（6681）8125

江戸川区

八王子 八王子市明神町４－２１－２
八王子地方合同庁舎３階

方面：042（680）8752
安衛：042（680）8785
労災：042（680）8923
総合労働相談コーナー： 
042（680）8081

八王子市、日野市、稲城市、多摩市

立川 立川市緑町4 - 2  
立川地方合同庁舎3階

方面：042（523）4472
安衛：042（523）4473
労災：042（523）4474
総合労働相談コーナー： 
042（846）4821

立川市、昭島市、府中市、小金井市、小平
市、東村山市、国分寺市、国立市、武蔵村山
市、東大和市

青梅 青梅市東青梅2 - 6 - 2 監督：0428（28）0058
安衛：0428（28）0331
労災：0428（28）0392
総合労働相談コーナー： 
0428（28）0854

青梅市、福生市、あきる野市、羽村市、西
多摩郡

三鷹 武蔵野市御殿山1 - 1 - 3  
クリスタルパークビル3階

方面：0422（67）0651
安衛：0422（67）1502
労災：0422（67）3422
総合労働相談コーナー： 
0422（67）6340

武蔵野市、三鷹市、調布市、西東京市、狛江
市、清瀬市、東久留米市
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町田支署 町田市森野2 - 28 - 14  
町田地方合同庁舎2階

監督：042（718）8610
安衛：042（718）9134
労災：042（718）8592
総合労働相談コーナー： 
042（718）8342

町田市

小笠原総
合事務所

小笠原村父島字東町152 04998（2）2102 小笠原村

 ※ 町田は八王子の支署です。

　　

フリーダイヤル  0120 - 601 - 556  （土・日・祝日・年末年始を除く）
（都内の一般電話から通話できます。有楽町総合労働相談コーナーにつながります。）

有楽町総合労働相談コーナー 千代田区有楽町2 - 10 - 1 
東京交通会館3階

03（5288）8500

東京労働局総合相談コーナー 千代田区九段南1 - 2 - 1 
九段第3合同庁舎14階

03（3512）1608

　

■指導課（雇用均等・両立支援担当）　　03 - 3512 - 1611
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、労働施策総合推進

法などに関すること

　

労働相談情報センターでは、賃金不払いや解雇をはじめ、労働問題全般に関する相談に応じて
います。

◆電話相談　　東京都ろうどう110番　　0570 - 00 - 6110
  平　日（祝日及び12月29日〜1月3日を除く）　午前9時〜午後8時（終了時間）
  土曜日（祝日及び12月28日〜1月4日を除く）　午前9時〜午後5時（終了時間）

■労働基準監督署以外に所在する総合労働相談コーナー

東京労働局雇用環境・均等部

東京都労働相談情報センター
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◆来所相談（予約制）
担当区域（会社所在地）に応じて、各事務所が月〜金曜日の午前9時〜午後5時（終了時間）

まで実施しています（祝日及び12月29日〜1月3日は除く）。

　　

署名 所在地 電話番号 所轄区域 夜間

労働相談 
情報センター 

（飯田橋）

千代田区飯田橋3 - 10 - 3 
東京しごとセンター

03（3265）6110 千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、中野
区、杉並区、島しょ

月曜
金曜

大崎事務所 品川区大崎1 - 11 - 1 
ゲートシティ大崎 
ウエストタワー2階

03（3495）6110 港区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区 火曜

池袋事務所 豊島区東池袋4 - 23 - 9 03（5954）6110 文京区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、
練馬区

木曜

亀戸事務所 江東区亀戸2 - 19 - 1 
カメリアプラザ7階

03（3637）6110 台東区、墨田区、江東区、足立区、葛飾
区、江戸川区

火曜

多摩事務所 立川市柴崎町3 - 9 - 2 6階 042（595）8004 多摩地域の市町村全域
八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青
梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、
小金井市、小平市、日野市、東村山市、国
分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大
和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、
多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西
東京市、西多摩郡

月曜
水曜

（注）  上記の各事務所の電話番号による、労働相談の受理や来所相談の予約が可能な時間は、原則、平日の午前 9 時〜午後 5 時 
（正午〜午後1時を除く）となっています。

◆夜間来所相談（予約制）
平日夜間は、各事務所が担当曜日に午後 8 時（終了時間）まで実施しています（祝日及び 12

月29日〜1月3日は除く）。予約制のため、必ず事前に予約をしてください。

◆土曜来所相談（予約制）
土曜日は、飯田橋で午前9時〜午後5時（終了時間）まで、多摩で第１・第３土曜日の午前９

時〜午後５時まで実施しています（祝日及び12月28日〜1月4日は除く）。予約制のため、必
ず事前に予約をしてください。

■労働相談情報センター



　　

就業規則作成の手引き

令和5年3月発行　　　　　登録番号4（197）

編 集 ・ 発 行 ／ 東京都産業労働局雇用就業部労働環境課
〒163 - 8001  東京都新宿区西新宿2 - 8 - 1 

03（5320）4650

印 　 刷 ／ 株式会社白樺写真工芸

〜公正な採用選考のために〜

東京都では、就職の機会均等を確保するため、応募者本人の適性や能力に基
づく公正な採用選考を推進しています。

詳細は、TOKYO はたらくネットをご覧ください。
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